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  条   例   

条 例 第  １  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う関係条例の整備に関す

る条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 

（熊本市情報公開条例の一部改正） 

第１条 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 ９ 平成２７年４月１日に実施される山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事

務の変更の際現に同組合が保有していた文書等で本市が引き継ぐものについて

は、附則第２項第１号の規定は適用せず、同項第２号中「この条例の施行の日」

とあるのは、「平成２７年４月１日」と読み替えて、同号の規定を適用する。 

（熊本市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）の一部を次のように改

正する。 

  附則に次の見出し及び２項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

１７ 平成２７年４月１日に実施される山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する

事務の変更の際現に同組合が保有している個人情報を引き続き取り扱う事務に

係る第６条第１項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、

あらかじめ」とあるのは、「については、平成２７年４月１日以後遅滞なく」と
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する。 

 １８ 平成２７年４月１日に実施される山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する

事務の変更前にした山鹿植木広域行政事務組合個人情報保護条例（平成１８年条

例第２号）の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例に

よる。 

 （職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

５ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったものが同日前に山鹿植木広域行政事務組合職員の職務に

専念する義務の特例に関する条例（昭和４７年条例第１４号）第２条の規定によ

り受けた承認については、第２条の規定による本市の任命権者の承認とみなす。 

 （熊本市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第４条 熊本市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 ５ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったものが同日前において山鹿植木広域行政事務組合職員の

服務の宣誓に関する条例（昭和４７年条例第６号）に基づき行った服務の宣誓は、

この条例の規定に基づく宣誓とみなす。 

 （熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例（昭和２８年条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 ５ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったものに対して同日前になされた山鹿植木広域行政事務組
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合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和４７年条例第９号）及び

山鹿植木広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４７年

条例第１０号）の規定による分限及び懲戒の手続及び効果は、この条例の相当規

定による手続及び効果とみなす。 

 （熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 熊本市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則中第９項を第１０項とし、第５項から第８項までを１項ずつ繰り下げ、第４

項の次に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 ５ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったもののうち同日前に同組合の任命権者により育児休業、育

児短時間勤務又は部分休業の承認を受けた者については、本市の任命権者の承認

を受けたものとみなしてこの条例の規定を適用する。 

 （熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第７条 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

 附則中第１０条を第１１条とし、第６条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第

５条の次に次の１条を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 第６条 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引

き続き本市の職員となったものが同日前に山鹿植木広域行政事務組合職員の勤

務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１号。以下「山鹿植木広域行政事

務組合条例」という。）の規定により承認を受けた病気休暇、特別休暇、介護休

暇及び組合休暇については、この条例の相当規定により本市の任命権者の承認を

受けたものとみなす。 

 ２ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったものの同日から同年１２月３１日までの年次有給休暇の

日数については、第１１条の規定にかかわらず、同年３月３１日における山鹿植

木広域行政事務組合条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。 
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（熊本市職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第８条 熊本市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則中第１２項を第１３項とし、第８項から第１１項までを１項ずつ繰り下げ、

第７項の次に次の１項を加える。 

  （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

 ８ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続

き本市の職員となったものに係る第２条の規定の適用については、その者の本市

の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間は、本市の職員としての勤

続期間とみなす。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市事務分掌条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市事務分掌条例（昭和４６年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「の局及び研究所」を「に掲げる組織」に改め、 

「 

 

 

総務局 

企画振興局 

財政局 」

を 

「 市長政策総室  

に、 
 総務局  

財政局  

 市民局 」

 

「 都市建設局 」 を 
「 都市建設局  

に改める。 
 東京事務所 」

第２条中「局及び研究所」を「組織」に改め、総務局の項の前に次のように加える。 

 市長政策総室 

  (1) 秘書に関すること。 

  (2) 市政全般の総合的企画並びに重要な政策の立案及び調整に関すること。 

 第２条中企画振興局の項を削り、財政局の項の次に次のように加える。 

 市民局 

  (1) 市民生活及び区政に関すること。 

  (2) 広報及び広聴に関すること。 

  (3) 情報化の推進に関すること。 

  (4) 人権に関すること。 

 第２条中都市建設局の項の次に次のように加える。 
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 東京事務所 

  (1) 国会、各省庁その他関係機関との連絡調整に関すること。 

  (2) 市政に関連のある情報の収集及び発信に関すること。 

  (3) 企業立地に関すること。 

  (4) 首都圏における観光宣伝その他のシティセールスに関すること。 

  (5) その他特命事項に関すること。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （熊本市交通安全対策会議条例の一部改正） 

２ 熊本市交通安全対策会議条例（昭和４５年条例第５１号）の一部を次のように改

正する。 

  第６条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 

 （熊本市町界町名審議会条例の一部改正） 

３ 熊本市町界町名審議会条例（昭和５３年条例第５２号）の一部を次のように改正

する。 

  第１１条中「企画振興局」を「市民局」に改める。 
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条 例 第  ３  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

熊本市職員定数条例（昭和２４年告示第１２２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１号中「３，７５７人」を「３，７４２人」に改め、同条第７号中      

「７４５人」を「８１０人」に改め、同条第９号中「２２０人」を「１５０人」に改

め、同条第１１号中「７７０人」を「７９０人」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市長等の給与に関する条例及び熊本市特別職の職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市長等の給与に関する条例及び熊本市特別職の職員の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例 

 

 （熊本市長等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「１，１３２，０００円」を「１，１８６，０００円」に、「８８３，０００

円」を「９４４，０００円」に改める。 

 （熊本市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市特別職の職員の退職手当に関する条例（昭和３８年条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「１００分の６１」を「１００分の５３」に、「１００分の３５」を    

「１００分の２５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ５  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 

熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和２５年告示

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中「８１４，０００円」を「８１８，０００円」に、「７４１，０００円」を

「７４４，０００円」に、「６７１，０００円」を「６７４，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ６  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条中「７００，０００円」を「７０３，０００円（熊本市交通事業の設置等に

関する条例（昭和４１年条例第５１号）第１条に規定する交通事業の企業管理者にあ

っては、６３３，０００円）」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第

９３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の改正規定を削る。 
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条 例 第  ７  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第１項中「７００，０００円」を「７０３，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ８  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第１６条第２項中「２３，０００円」を「３０，０００円」に、「４５，０００円」

を「７０，０００円」に改める。 

 第２８条第１項中「年末年始の休日等」の次に「（次項においてこれらを「週休日等」

という。）」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する場合のほか、第２４条に掲げる管理職手当の支給を受ける職員が

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から

午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 第２８条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

２項の次に次の１項を加える。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１２,０００円を超えない範

囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務に従事する時間等を考慮して

人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得

た額） 

 (2) 前項に規定する場合 同項の勤務１回につき、６,０００円を超えない範囲内

において人事委員会規則で定める額 
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 第２９条第２項中「、第１６条」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （平成３０年３月３１日までの間における単身赴任手当に関する特例） 

２ この条例による改正後の熊本市一般職の職員の給与に関する条例第１６条第２項

の規定の適用については、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、

同項中「３０，０００円」とあるのは、「３０，０００円を超えない範囲内において

人事委員会規則で定める額」とする。 

 （熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第８項中「には」の次に「、平成２９年３月３１日までの間に限り」を、「相

当する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日までにあっては２，０００円（差額相当額が    

２，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得

た額、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までにあっては４，０００円

（差額相当額が４，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当

額から減じて得た額）」を加える。 

 （熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

４ 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「第２８条第１項及び」を「第２８条第１項及び第２項並びに」

に改め、「条例第２８条第１項」の次に「及び第２項」を加える。 
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条 例 第  ９  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市特別会計条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市特別会計条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市特別会計条例（昭和３９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中第２０号を第２１号とし、第１２号から第１９号までを１号ずつ繰り下げ、

第１１号の次に次の１号を加える。 

 (12) 都市開発資金貸付事業会計 都市開発資金貸付事業 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １０  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市土地開発基金条例を廃止する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市土地開発基金条例を廃止する条例 

 

熊本市土地開発基金条例（昭和４４年条例第３１号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年３月３１日から施行する。 



平成 27 年 3 月 31 日       熊 本 市 公 報         第 1397 号 
 

- 200 - 

条 例 第  １１  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４７条の次に次の１条を加える。 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資

するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれらに基づ

く命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係

者にその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手

続は、規則で定める。 

 附則第７項中「この条例」を「熊本市火災予防条例の一部を改正する条例（平成   

２６年条例第１９号）」に改める。 

 附則に次の見出し及び３項を加える。 

 （山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

８ 平成２７年４月１日前に旧山鹿植木広域行政事務組合火災予防条例（昭和４８年

条例第９号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

９ 旧鹿本郡植木町の区域に存する厨房設備に附属する排気ダクトで、平成２７年４

月１日において既に設置され、又は設置の工事に着手されていたもののうち、熊本

市火災予防条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第１１号）による改正後の
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熊本市火災予防条例（以下「平成２７年改正条例」という。）第３条の４第１項第２

号から第４号までの規定に適合しないものに係る構造及び管理の基準については、

これらの規定にかかわらず、平成２８年３月３１日までの間、なお従前の例による。 

１０ 旧鹿本郡植木町の区域に存する個室型店舗で、平成２７年４月１日において現

に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若し

くは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、平成２７年改正条例

第３７条の３の規定に適合しないものに係る管理の基準については、同条の規定は、

平成２８年３月３１日までの間、適用しない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、附則第７項の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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条 例 第  １２  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和３９年条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

 

別表熊本市中央消防署の部を次のように改める。 

熊本市

中央消

防署 

熊本市

中央区

大江３

丁目１

番３号 

中央区 熊本市西消防署の管轄区域を除く区域 

北区 全域 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １３  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定

するための基準、手続等に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を

指定するための基準、手続等に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第１項

第４号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人をいう。以下同じ。）を条例で指定するための基準、手続等に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「指定」とは、特定非営利活動法人を地方税法第３１４条

の７第１項第４号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で

定めることをいう。 

２ この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定を受けた特定非営利活

動法人をいう。 

（指定の申出） 

第３条 指定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、

市長に申し出なければならない。 

（指定のために必要な手続を行う基準） 

第４条 市長は、前条の規定により申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準

に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要

な手続を行うものとする。 
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 (1) 熊本市認証法人（法第９条の所轄庁が熊本市長である特定非営利活動法人をい

う。）であること。 

 (2) 次のいずれにも該当すること。 

ア 特定非営利活動に係る事業が、市民の福祉の増進に寄与するものとして規則

で定める基準に適合すること。 

イ 当該特定非営利活動法人以外の者からの支持を示す実績が規則で定める基

準に適合すること。 

ウ 規則で定める方法により、不特定かつ多数の者に事業活動を公開しているこ

と。 

 (3) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

ア 各役員について、次の(ｱ)に掲げる者の数及び次の(ｲ)に掲げる者の数の当該

特定非営利活動法人における役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ３分

の１以下であること。 

(ｱ) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに当該役員

と規則で定める特殊の関係のある者 

(ｲ) 特定の法人（当該特定の法人との間に発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の１００分の５０以上の株式

又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定め

る関係のある法人を含む。）の役員又は使用人である者並びにこれらの者の

配偶者及び３親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係

のある者 

イ 各社員の表決権が平等であること。 

ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又

は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を

記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 

エ その支出した金銭でその使途が明らかでないものがあることその他の不適

正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。 

(4) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

ア 次に掲げる活動を行っていないこと。 

   (ｱ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 
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   (ｲ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

   (ｳ) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する

公職をいう。以下この号において同じ。）の候補者（当該候補者になろうとす

る者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対すること。 

イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは

３親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し

特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして

規則で定める基準に適合していること。 

  ウ 実績判定期間（指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した

事業年度の末日以前５年（指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定

を受けようとする場合にあっては、２年）内に終了した各事業年度のうち も

早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。）における事

業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれ

に準ずるものとして規則で定める割合が１００分の８０以上であること。 

エ 実績判定期間における受入寄附金総額の１００分の７０以上を特定非営利

活動に係る事業費に充てていること。 

(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合

を除いて、これを主たる事務所及びその他の事務所において閲覧させること。 

  ア 事業報告書等（前事業年度の事業報告書、計算書類（法第２７条第３号に規

定する計算書類をいう。）及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度にお

いて役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの

者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに

前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、

その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面をいう。以下同

じ。）、役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の

有無を記載した名簿をいう。以下同じ。）及び定款等（定款並びにその認証及

び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。） 

イ この条の各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類、第６条各号のいず

れにも該当しない旨を説明する書類及び寄附金を充当する予定の具体的な事
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業の内容を記載した書類並びに第１２条第２項第２号から第４号までに掲げ

る書類、同条第３項の書類及び同条第４項の書類 

(6) 各事業年度において、事業報告書等を法第２９条の規定により所轄庁に提出し

ていること。 

(7) 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）又は法令等に基づいてする行政

庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようと

した事実その他公益に反する事実がないこと。 

(8) 前条の申出をした日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を

超える期間が経過していること。 

(9) 実績判定期間において、第２号（イを除く。）及び第３号並びに第４号ア及び

イ並びに第５号から第７号までに掲げる基準（当該実績判定期間中に、指定を受

けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第５号イに掲げる基準

を除く。）に適合していること。 

（合併特定非営利活動法人に関する適用） 

第５条 第３条の申出をしようとする特定非営利活動法人が、合併後存続した特定非

営利活動法人で同条の申出をしようとする事業年度の初日においてその合併の日以

後１年を超える期間が経過していないものである場合における前条の規定の適用に

ついては、同条第４号ウ中「の末日」とあるのは「の末日（当該末日の翌々日以後

に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日）」と、「各事業年度」とあるの

は「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各

事業年度」と、同条第８号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非

営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち

も早い日」とする。 

２ 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき前

条第２号イ、第４号ウ及びエ並びに第９号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、

次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

(1) 前条第２号イ並びに第４号ウ及びエに掲げる基準 当該特定非営利活動法人

及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定す

ること。 

(2) 前条第９号（同条第５号イに掲げる基準に係る部分を除く。）に掲げる基準 
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 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人の

それぞれについて判定すること。 

(3) 前条第９号（同条第５号イに掲げる基準に係る部分に限る。）に掲げる基準 

 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人（い

ずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。）のそれ

ぞれについて判定すること。 

３ 前２項の規定は、第３条の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によっ

て設立した特定非営利活動法人で同条の申出をしようとする事業年度の初日におい

てその設立の日以後１年を超える期間が経過していないものである場合における前

条の規定の適用について準用する。この場合において、第１項中「当該特定非営利

活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、

並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、第

１項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるの

は「前条の申出をしようとする日の前日において、設立後 初の事業年度が終了し

ていない場合にあっては、その設立」と、前項中「合併前」とあるのは「設立前」

と読み替えるものとする。 

（欠格事由） 

第６条 第４条の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する特定非営利活

動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。 

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

ア 指定特定非営利活動法人が第１８条第１項第２号、第３号若しくは第７号又

は同条第２項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、そ

の取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該指定特定非営利活

動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から

５年を経過しないもの 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けること

がなくなった日から５年を経過しない者 

ウ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）の規定若しくは熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）

の規定に違反したことにより、若しくは刑法（明治４０年法律第４５号）第  
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２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは第

２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０

号）の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りそ

の他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれら

の税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪

を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わっ

た日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

エ 暴力団の構成員等（暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第６号において同

じ。）の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）

又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。第６号に

おいて同じ。） 

(2) 第１８条第１項第２号、第３号若しくは第７号又は第２項各号のいずれかに該

当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から５年

を経過しないもの 

(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の

処分に違反しているもの 

(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了

の日から３年を経過しないもの 

(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過

しないもの 

(6) 次のいずれかに該当するもの 

ア 暴力団 

イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 

（指定の通知等） 

第７条 市長は、指定があったときはその旨を、第４条の規定による指定のために必

要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその

理由を、第３条の規定による申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書

面により通知しなければならない。 

２ 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その
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旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る規則で定める事項を公表しなければなら

ない。 

（名称等の使用制限） 

第８条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営

利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

２ 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認される

おそれのある名称又は商号を使用してはならない。 

（更新の申出） 

第９条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日（この項の規定による申出を

し、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日）か

ら起算して５年を経過する日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営

利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、指定の更新を受けなければなら

ない。 

２ 前項の指定の更新を受けようとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期

間（以下「更新申出期間」という。）内に、市長に対し、指定の更新の申出をしなけ

ればならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその

申出をすることができないときは、この限りでない。 

３ 第３条、第４条（第８号を除く。）及び第５条（第３項を除く。）から第７条まで

の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第５条第１項中「特

定非営利活動法人」とあるのは「指定特定非営利活動法人」と、「当該特定非営利活

動法人」とあるのは「当該指定特定非営利活動法人」と、「と、同条第８号中「その

設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅

した各特定非営利活動法人の設立の日のうち も早い日」とする」とあるのは「と

する」と読み替えるものとする。 

（事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧） 

第１０条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の

請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は

その他の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において閲覧させ

なければならない。 

（変更の届出等） 
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第１１条 指定特定非営利活動法人は、当該指定特定非営利活動法人の名称その他の

規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、

その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるとき

は、当該指定特定非営利活動法人が第４条各号に掲げる基準に適合するかどうかを

確認しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があった場合において、第２条第１項に規定す

る条例において定める事項を変更する必要があるときは、当該指定特定非営利活動

法人について、当該条例において定める事項の変更のために必要な手続を行うもの

とする。 

（書類の備置き等） 

第１２条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、規則で定める書類を、

指定の効力を生じた日から起算して５年間、主たる事務所及びその他の事務所に備

え置かなければならない。 

２ 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの３月以内に、規則で定めるところ

により、次に掲げる書類を作成し、第１号に掲げる書類についてはその作成の日か

ら起算して５年間、第２号から第４号までに掲げる書類については翌々事業年度の

末日までの間、これらを主たる事務所及びその他の事務所に備え置かなければなら

ない。 

 (1) 前事業年度の寄附者名簿 

 (2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

 (3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付

け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項

を記載した書類 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める書類 

３ 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところ

により、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起

算して３年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び

その他の事務所に備え置かなければならない。 

４ 指定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し（その金額が２００
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万円以下のものを除く。次条第２項において同じ。）を行うときは、規則で定めると

ころにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日（災害に対する援助その

他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使

途並びにその実施日）を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して３年が

経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及びその他の事務

所に備え置かなければならない。 

５ 指定特定非営利活動法人は、規則で定める書類又は第２項各号に掲げる書類若し

くは前２項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、

これを主たる事務所又はその他の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した

事務所において閲覧させなければならない。 

（役員報酬規程等の提出） 

第１３条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度１回、

前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。

ただし、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を

記載した書面を提出することをもって、当該書類の提出に代えるものとする。 

２ 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しく

は金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第３項又は第４項

の書類を市長に提出しなければならない。 

（役員報酬規程等の公開） 

第１４条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第１２条第２項第２号

から第４号までに掲げる書類又は同条第３項若しくは第４項の書類（過去３年間に

提出を受けたものに限る。）その他規則で定める書類について閲覧又は謄写の請求が

あったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなけれ

ばならない。 

（指定特定非営利活動法人の合併） 

第１５条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活

動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第３４条第３項

の認証の申請後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動

法人が第４条各号（第８号を除く。）に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなけ
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ればならない。 

３ 第４条（第８号を除く。）、第６条及び第１２条第１項の規定は、第１項の規定に

よる届出（指定特定非営利活動法人が合併後存続する場合に限る。）について準用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４条 前条の規定により申出をした特

定非営利活動法人 

第１５条第１項の規定による届

出をした指定特定非営利活動法

人（合併後存続するものに限

る。） 

と認めるときは、当該特定非営

利活動法人について、指定 

と認める場合で、第２条第１項

において規定する条例に定める

事項を変更する必要があるとき

は、当該指定特定非営利活動法

人について、当該条例に定める

事項の変更 

第４条第４

号ウ 

指定を受けようとする特定非営

利活動法人の 

合併後存続する指定特定非営利

活動法人又は合併によって消滅

する各特定非営利活動法人の各

事業年度のうち 

５年（指定を受けたことのない

特定非営利活動法人が指定を受

けようとする場合にあっては、

２年） 

２年 

 

各事業年度 当該指定特定非営利活動法人又

は合併によって消滅する各特定

非営利活動法人の各事業年度 

第６条 該当する特定非営利活動法人 該当する合併後存続する指定特

定非営利活動法人 

指定のために 第２条第１項において規定する
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  条例に定める事項の変更のため

に 

第１２条第

１項 

指定特定非営利活動法人 合併後存続する指定特定非営利

活動法人 

指定を受けた 法第３９条第１項の規定による

登記をした 

４ 前項の規定により第４条の規定を準用する場合において合併後存続する特定非営

利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人の実績判定期間につき

前項において準用する同条第２号イ、第４号ウ及びエ並びに第９号に掲げる基準に

適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところ

により行うものとする。 

(1) 第４条第２号イ並びに第４号ウ及びエに掲げる基準 当該特定非営利活動法

人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定

すること。 

(2) 第４条第９号（同条第５号イに掲げる基準に係る部分を除く。）に掲げる基準 

 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人の

それぞれについて判定すること。 

(3) 第４条第９号（同条第５号イに掲げる基準に係る部分に限る。）に掲げる基準 

 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人（い

ずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。）のそれ

ぞれについて判定すること。 

（報告及び検査） 

第１６条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁

の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがある

と認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状

況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その

他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物

件を検査させることができる。 

２ 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、

同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営
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利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理

について権限を有する者（第４項において「指定特定非営利活動法人の役員等」と

いう。）に提示させなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が第１項の規定による検査の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。 

４ 前項の場合において、市長は、第１項の規定による検査を終了するまでの間に、

当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特

定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。 

５ 第２項又は前項の規定は、第１項の規定による検査をする職員が、当該検査によ

り第２項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第１項

の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行う

ことを妨げるものではない。この場合において、第２項又は前項の規定は、当該事

項に関する検査については適用しない。 

６ 第１項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

にこれを提示しなければならない。 

７ 第１項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

（勧告、命令等） 

第１７条 市長は、指定特定非営利活動法人について、次条第２項各号のいずれかに

該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人

に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするこ

とができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の方

法により、その勧告の内容を公表しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理

由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定特定非営利活動法

人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 第１項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければ

ならない。  

５ 市長は、第３項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の
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方法により、その旨を公表しなければならない。 

（指定の取消しのために必要な手続を行う基準等） 

第１８条 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定

の取消しのために必要な手続を行わなければならない。 

(1) 指定特定非営利活動法人が第４条第１号に掲げる基準に適合しなくなったと

き。 

(2) 第６条各号（第２号を除く。）（第９条第３項及び第１５条第３項において準用

する場合を含む。）のいずれかに該当するとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。 

(4) 更新申出期間内に、第９条第２項の指定の更新の申出をしなかったとき（同項

ただし書に該当する場合を除く。）。 

(5) 第９条第２項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活

動法人が同条第３項において準用する第４条各号（第１号を除く。）に掲げる基

準に適合しないと市長が認めたとき。 

(6) 第１５条第１項の規定による届出があった場合（指定特定非営利活動法人が合

併後存続する場合に限る。）であって、合併後存続する特定非営利活動法人が同

条第３項において準用する第４条各号（第１号を除く。）に掲げる基準に適合し

ないと市長が認めたとき。 

(7) 正当な理由がなく、前条第３項の規定による命令に従わないとき。 

(8) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。 

(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。 

２ 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消

しのために必要な手続を行うことができる。 

(1) 法第２９条又は第１３条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 

(2) 第４条第３号、第４号ア若しくはイ又は第７号に掲げる基準に適合しなくなっ

たとき。 

(3) 法第２３条第１項、法第２５条第６項、第１１条第１項又は第１５条第１項の

規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(4) 法第２５条第３項に係る定款変更があった場合に、同項の認証の申請をしなか

ったとき。 
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(5) 正当な理由がないのに、第１０条又は第１２条第５項の規定に違反して書類を

閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。 

(6) 第１２条第１項（第１５条第３項において準用する場合を含む。）又は第１２

条第２項から第４項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載

すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

(7) 第１６条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

(8) 前項各号及び前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行

政庁の処分に違反したとき。 

３ 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に

対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。 

４ 第７条第２項の規定は、第１項又は第２項の規定による指定の取消しについて準

用する。この場合において、第７条第２項中「その旨及び」とあるのは、「その旨及

びその理由並びに」と読み替えるものとする。 

（協力依頼） 

第１９条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国又は他の地

方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １４  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市町界町名審議会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市町界町名審議会条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市町界町名審議会条例（昭和５３年条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条各号を次のように改める。 

(1) 住居表示の整備に関する事業に係る町の区域の新設、町若しくは字の区域の廃

止又は町の区域若しくは名称の変更に関すること。 

(2) 住居表示の整備に関する事業計画及び実施方法その他住居表示の整備に関す

る事業に係る重要事項に関すること。 

(3) 住居表示の整備に関する事業以外の事業に係る町の区域の新設又は廃止に関

すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町界町名に関する事業の円滑な施行のために市長

が必要と認める事項 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １５  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

町及び字の区域の変更に伴う関係条例の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   町及び字の区域の変更に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（熊本市区の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市区の設置等に関する条例（平成２３年条例第６１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表北区の項中「、泗水町南田島」を削る。 

（熊本市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例（昭和３２年条例

第３３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第９選挙区の項中「、泗水町南田島」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、南田島・佐野地区経営体育成基盤整備事業に係る換地処分の公告があ

った日の翌日から施行する。 
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条 例 第  １６  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例 

 

 （職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「第３５条」の次に「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第１１条第５項」を加える。 

  第２条中「職員」の次に「（教育長を含む。）」を加える。 

 （熊本市青少年問題協議会設置条例の一部改正） 

第２条 熊本市青少年問題協議会設置条例（昭和３０年条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第３項第２号を次のように改める。 

(2) 教育長及び教育委員会委員 

 （熊本市教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に改める。 

  第２条第２項を削る。 

  第３条中「前条第１項」を「前条」に改める。 

 （熊本市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正） 
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第４条 熊本市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２３年条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

  本則中「第２４条の２第１項」を「第２３条第１項」に改める。 

 （熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例（平成２５

年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２３条第２号」を「第２１条第２号」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第１条及び

第２条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長につい

ては、適用しない。 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１

項の規定により在職する教育長がある場合における第３条の規定による改正後の熊

本市教育長の給与等に関する条例第１条の規定の適用については、同条中「地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」とあるのは「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則

第９条の規定によりなお効力を有することとされる教育公務員特例法（昭和２４年

法律第１号）第１６条第２項」とする。 
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条 例 第  １７  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市立幼稚園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市立幼稚園条例（昭和３９年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「幼稚園」を「本市が設置する幼稚園（以下「幼稚園」という。）」に改め

る。 

 第４条第１項を次のように改める。 

  幼稚園の保育料は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条

第３項第１号又は同法第２８条第２項第１号若しくは第３号に規定する内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（同法第２７条第１項に規定する施設型給

付費又は同法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費の支給がある場合にあっ

ては、同法第２７条第３項第２号又は同法第２８条第２項第１号若しくは第３号に

規定する政令で定める額（これらの額が２５，７００円を上回る場合にあっては、

２５，７００円）を限度として幼児の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して規則で定める額）とする。 

 第４条第２項中「、月額分納とし」を削る。 

 附則第２項の次に次の１項を加える。 

３ 子ども・子育て支援法附則第９条第１項第１号又は第２号の規定の適用を受ける

幼児の保育料は、第４条第１項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法附則第

９条第１項第１号イ又は第２号イに規定する政令で定める額（これらの額が   

２５，７００円を上回る場合にあっては、２５，７００円）を限度として幼児の保

護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。 
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附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後

に入園し、又は在園する幼児について適用する。 
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条 例 第  １８  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市立特別支援学校条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立特別支援学校条例 

 

 （設置） 

第１条 本市は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づき、特別支援学校を

設置する。 

 （名称等） 

第２条 特別支援学校の名称、位置、部及び学科は、次のとおりとする。 

名称 位置 部 学科 

熊本市立平成さくら支援学校 熊本市南区平成２丁目２０番１号 高等部 普通科

 （授業料） 

第３条 特別支援学校の授業料は、徴収しない。 

 （入学料） 

第４条 特別支援学校に入学を許可された者から、入学料は、徴収しない。 

 （入学考査手数料） 

第５条 特別支援学校に入学しようとする者から、入学考査手数料は、徴収しない。 

 （証明手数料） 

第６条 特別支援学校において卒業証明書、修了証明書又は在学証明書を発行する場

合は、各１通につき手数料４００円を徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別支援学校に在学する者の申請に対してする前項の

証明書の発行については、手数料を徴収しない。 

 

   附 則  

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の
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日から施行する。 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。 
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条 例 第  １９  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１１条第１項中「年末年始の休日等」という。）」の次に「（次項においてこれらを

「週休日等」という。）」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する場合のほか、前条第１項に掲げる管理職手当の支給を受ける職員

が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

第１１条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

２項の次に次の１項を加える。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、６，０００円を超えない範囲

内において人事委員会規則で定める額（当該勤務に従事する時間等を考慮して人

事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た

額） 

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務１回につき、６，０００円を超えない範囲内

において人事委員会規則で定める額 

 第１２条第２項第１号中「６，４００円」を「８，０００円」に改め、同項第２号

中「６，０００円」を「７，５００円」に改め、同項第３号中「３，４００円」を     
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「４，２５０円」に改め、同項第４号ア中「２，２００円」を「２，７００円」に改

め、同号イ中「１，１００円」を「１，３５０円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正） 

２ 熊本市立高等学校等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８

年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６項中「には」の次に「、平成２９年３月３１日までの間に限り」を、「相

当する額」の次に「（以下この項において「差額相当額」という。）（平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日までにあっては２，０００円（差額相当額が    

２，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当額から減じて得

た額、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までにあっては４，０００円

（差額相当額が４，０００円未満の場合にあっては、当該差額相当額）を差額相当

額から減じて得た額）」を加える。 

 （熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

３ 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

  第１１条第２項中「特定任期付職員」と」の次に「、教育職条例第１１条第２項

中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び任期付職員条例第７条第１項に規定

する特定任期付職員」と」を加える。 
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条 例 第  ２０  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１号中「３１，６８０円」を「３４，２００円」に改め、同条第２号中

「３１，６８０円」を「４２，７５６円」に改め、同条第３号中「４７，５２０円」

を「５１，３００円」に改め、同条第４号中「６３，３６０円」を「５９，８５６円」

に改め、同条第１０号中「１２０，３８４円」を「１４３，６４０円」に改め、同号

を同条第１３号とし、同号の前に次の２号を加える。 

(11) 次のいずれかに該当する者 １２９，９６０円 

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １３６，８００円 

ア 合計所得金額が７００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第３条第９号中「１１０，８８０円」を「１２３，１２０円」に改め、同号ア中

「６００万円」を「５００万円」に、「者」を「もの」に改め、同号イ中「部分を除く。）」
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の次に「又は次号イ若しくは第１２号イ」を加え、同号を同条第１０号とし、同条第

８号中「９５，０４０円」を「１１２，８６０円」に改め、同号ア中「者」を「もの」

に改め、同号イ中「次号イ」の次に「、第１１号イ若しくは第１２号イ」を加え、同

号を同条第９号とし、同条第７号中「８７，１２０円」を「１０２，６００円」に改

め、同号ア中「３００万円」を「２９０万円」に、「者」を「もの」に改め、同号イ中

「若しくは第９号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」に改め、

同号を同条第８号とし、同条第６号中「７９，２００円」を「８８，９２０円」に改

め、同号ア中「者」を「もの」に改め、同号イ中「第８号イ若しくは第９号イ」を「第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」に改め、同号を同条第７

号とし、同条第５号中「７１，２８０円」を「７８，６６０円」に改め、同号ア中

「１２５万円以下」を「１２０万円未満」に、「者」を「もの」に改め、同号イ中「第

７号イ、第８号イ若しくは第９号イ」を「第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１

号イ若しくは第１２号イ」に改め、同号を同条第６号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６８，４００円 

 第５条第３項中「第３条第５号イ、第６号イ」を「第３条第６号イ」に、「若しくは

第９号イ」を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」に、「ハ」

を「ニ」に、「若しくは第４号ロ」を「、第４号ロ若しくは第５号ロ」に、「第３条第

５号から第９号」を「第３条第６号から第１２号」に、「から第４号」を「から第５号」

に改める。 

 附則中第１２条を第１３条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ繰り下げ、第

８条の次に次の１条を加える。 

（改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措

置） 

第９条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業につ

いては、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図

るため、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間は行わず、同年４

月１日から行うものとする。 

 

   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の熊本市介護保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成２７年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２６年度分までの保険料

については、なお従前の例による。 

 （平成２７年度における新条例第６条第１項の適用） 

３ 平成２７年度における新条例第６条第１項の規定の適用については、同項中「そ

の者の前年度分の保険料の額」とあるのは「その者の前年度分の保険料の額が、

３１，６８０円の者にあっては３４，２００円を、３９，６００円の者にあっては

４２，７５６円を、４７，５２０円の者にあっては５１，３００円を、５５，４４０

円の者にあっては５９，８５６円を、６３，３６０円の者にあっては６８，４００

円を、７１，２８０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日の属する年の前々年

の合計所得金額が１２０万円未満の者に限る。）にあっては７８，６６０円を、

７１，２８０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日の属する年の前々年の合

計所得金額が１２０万円以上の者に限る。）及び７９，２００円の者にあっては

８８，９２０円を、８７，１２０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日の属する

年の前々年の合計所得金額が２９０万円未満の者に限る。）にあっては１０２，６００

円を、８７，１２０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日の属する年の前々年

の合計所得金額が２９０万円以上の者に限る。）及び９５，０４０円の者にあっては

１１２，８６０円を、１１０，８８０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日

の属する年の前々年の合計所得金額が５００万円未満の者に限る。）にあっては

１２３，１２０円を、１１０，８８０円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日

の属する年の前々年の合計所得金額が５００万円以上の者に限る。）にあっては

１２９，９６０円を、１２０，３８４円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日

の属する年の前々年の合計所得金額が７００万円未満の者に限る。）にあっては

１３６，８００円を、１２０，３８４円の者（当該年度の当該保険料の賦課期日

の属する年の前々年の合計所得金額が７００万円以上の者に限る。）にあっては

１４３，６４０円」と、「普通徴収する。」とあるのは「普通徴収する。ただし、前

年度の賦課期日の翌日以後において第１号被保険者の資格を取得した者にあって
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は、新条例第３条に規定する保険料率の額の範囲内において市長が別に定める額を

それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。」とする。 
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条 例 第  ２１  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 

 熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５１条第２項中「その家庭」を「障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、

在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定す

る幼稚園、小学校若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規

定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設」に改め、「応じ、」の次に「助

言その他の」を加える。 

 第６２条の２の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多

機能型居宅介護事業所等」に改め、同条各号列記以外の部分中「以下同じ。）が」を「）

又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が」に改

め、「指定小規模多機能型居宅介護をいう。）」の次に「又は指定看護小規模多機能型居

宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護をいう。）」を、「通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第８３

条第１項」の次に「又は第１９３条第１項」を加え、「以下同じ。）を基準該当児童発

達支援事業所」を「）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業
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所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）を基準該当児童

発達支援事業所」に、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８３条第１項」

の次に「又は第１９３条第１項」を加え、「当該小規模多機能型居宅介護事業所」を「当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に、「２５人」を「２９人（サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第７項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）にあ

っては、１８人）」に改め、同条第２号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」

を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「１５人」の次に「（登録定

員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応

じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、１２人）」を加え、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 第６２条の２第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８７条第２項第１号」の次に「又は第

１９７条第２項第１号」を加え、同条第４号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８３条」の次に「又

は第１９３条」を加える。 

 第７４条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、同条第３項中「前項」を「第

２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デ

イサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 看護師 １以上 

(3) 児童指導員又は保育士 １以上 

(4) 機能訓練担当職員 １以上 
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(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

 第７７条に次のただし書を加える。 

  ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に

あっては、利用定員を５人以上とすることができる。 

 第７９条中「、第１２条第１項中「第３７条」とあるのは「第７９条において準用

する第３７条」と」及び「、第４３条中「前条」とあるのは「第７９条において準用

する前条」と」を削る。 

 第８１条の次に次の１条を加える。 

 （利用定員） 

第８１条の２ 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を１０人以上

とする。 

 第８２条中「、第７７条」を削る。 

 第９１条第１項中「から第３項まで」を「、第２項及び第４項」に、「同条第３項」

を「同条第４項」に改め、同条第２項中「第７４条第４項」を「第７４条第５項」に

改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２２  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年条例第９６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第９７条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能

型居宅介護事業所等」に改め、同条各号列記以外の部分中「以下同じ。）が」を「第

１１１条第１号において同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地

域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。第１１１条第１号において同じ。）が」に、「以下同じ。）のうち」

を「第１１１条第１号において同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護を

いう。第１１１条第１号において同じ。）のうち」に改め、「通いサービス（指定地域

密着型サービス基準条例第８３条第１項」の次に「又は第１９３条第１項」を加え、

「以下同じ。）を基準該当生活介護事業所」を「）又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」

という。）を基準該当生活介護事業所」に、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」

を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改

め、「第８３条第１項」の次に「又は第１９３条第１項」を加え、「当該小規模多機能
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型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に、「２５人」を

「２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービ

ス基準条例第８３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所をいう。以下同じ。）にあっては、１８人）」に改め、同条第２号中「当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、

「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人）」を加え、同号に次の表を加える。 

 登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 第９７条第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８７条第２項第１号」の次に「又は第１９７

条第２項第１号」を加え、同条第４号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」

を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８３条」の次に「又は第

１９３条」を加える。 

 第１１１条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機

能型居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」

の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を加え、「当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「対し

て指定小規模多機能型居宅介護」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を、

「第８３条第５項」の次に「又は第１９３条第６項」を加え、同条第２号中「当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」

に改め、「９人」の次に「（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、６人）」を加え、同条第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８７条第２項第２号ウ」の次に

「又は第１９７条第２項第２号ウ」を加える。 

 附則第５条を附則第１１条とし、附則第４条を附則第１０条とする。 

 附則第３条第１項及び第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１
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日」に改め、同条を附則第９条とする。 

 附則第２条の次に次の６条を加える。 

（地域移行支援型ホームの特例） 

第３条 次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合においては、平

成３７年３月３１日までの間、第１９８条第１項（第２０１条の６において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指

定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下「指

定共同生活援助の事業等」という。）を行うことができる。 

(1) 熊本圏域（法第８９条第２項第２号の規定により熊本県が定める区域であって、

熊本市の区域をその区域とするものをいう。以下この号において同じ。）におけ

る指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助（以下「指定共同

生活援助等」という。）の量が、事業を開始する時点において、熊本県障がい福

祉計画（法第８９条第１項の規定により熊本県が定める都道府県障害福祉計画を

いう。）において定める熊本圏域の指定共同生活援助等の必要な量に満たないこ

と。 

(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。 

２ 前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所（以下「地域移行支援

型ホーム」という。）における指定共同生活援助の事業等について第１９８条第２項

から第９項まで（第２０１条の６において準用する場合を含む。）の規定を適用する

場合においては、第１９８条第２項中「４人以上」とあるのは、「４人以上３０人以

下」とする。 

 （地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等） 

第４条 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者（以下「地

域移行支援型ホーム事業者」という。）が設置する共同生活住居の構造及び設備は、

その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間） 

第５条 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、２年を超えて、

指定共同生活援助等を提供してはならない。 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針） 

第６条 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支



平成 27 年 3 月 31 日       熊 本 市 公 報         第 1397 号 
 

- 237 - 

援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生

活援助事業所（以下「住宅等」という。）において日常生活を営むことができるかど

うかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前条に定める

期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。 

 （地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等） 

第７条 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第２０１

条又は第２０１条の１２において準用する第６０条の規定を適用する場合において

は、同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第５条に定め

る期間内に附則第６条に規定する住宅等に移行すること」と、同条第４項中「達成

時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の

活動」とする。 

 （地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置）  

第８条 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、

利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会（以下「地

域移行推進協議会」という。）を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を

報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

２ 地域移行支援型ホーム事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会その他

市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対し

て定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等

を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

  

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２３  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市保健衛生事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 別表第１医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和３５年法律第１４５号）関係の部に次のように加える。 

高度管理医療機器等販売業・貸与

業許可申請 

１件につき 29,200 円

高度管理医療機器等販売業・貸与

業許可更新申請 

１件につき 11,300 円

高度管理医療機器等販売業・貸与

業許可証書換交付 

１件につき  2,100 円

高度管理医療機器等販売業・貸与

業許可証再交付 

１件につき  2,900 円

別表第１中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（「鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律」に改める部分に限る。）は、同年５月２９日から施行する。 
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条 例 第  ２４  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市保育園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市保育園条例の一部を改正する条例 

 

熊本市保育園条例（昭和３９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  

 第２条第１項中「保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児、幼児又は」を「保

育を必要とする乳児、幼児」に、「第７条」を「第７条第１項」に改める。 

第３条中「熊本市保育の実施に関する条例（昭和６２年条例第８号）第２条に規定

する基準により保育所における保育を必要とする」を「子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）第１９条第１項第２号の内閣府令で定める事由により家庭にお

いて必要な保育を受けることが困難である」に改める。 

第６条を次のように改める。 

（保育料） 

第６条 保育園の保育料は、子ども・子育て支援法第２７条第３項第１号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（同条第１項に規定する施設型

給付費の支給がある場合にあっては、同条第３項第２号に規定する政令で定める額

（当該政令で定める額が５８，０００円を上回る場合にあっては、５８，０００円）

を限度として児童の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則

で定める額）とする。 

第９条中「この」を「この条例に定めるもののほか、この」に改め、同条を第１０

条とする。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（保育料の減免） 

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除するこ
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とができる。 

  

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２５  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市保育の実施に関する条例を廃止する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市保育の実施に関する条例を廃止する条例 

 

 熊本市保育の実施に関する条例（昭和６２年条例第８号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２６  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市立保育所の延長保育事業及び一時預かり事業利用者負担金徴収条例の一部を

改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立保育所の延長保育事業及び一時預かり事業利用者負担金徴収条例の一

部を改正する条例 

 

熊本市立保育所の延長保育事業及び一時預かり事業利用者負担金徴収条例（平成

１６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 
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別表第１（第２条第１項関係） 

税額等による階層区分 

負担金の額 

月額 

日額 

保育所の閉所

時刻以後にお

いて３０分の

保育を行う事

業を利用する

場合 

保育所の閉所

時刻以後にお

いて１時間の

保育を行う事

業を利用する

場合 

保育所の閉所

時刻以後にお

い て １ 時 間

３０分の保育

を行う事業を

利用する場合 

Ａ 

生活保護法（昭和

２５年法律第１４４

号）による被保護世

帯（単給世帯を含

む。）又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自

立の支援に関する法

律（平成６年法律第

３０号）による支援

給付受給世帯 

0 円 0 円 0 円 0 円

Ｂ 

当該年度分（４月か

ら８月までの利用に

あっては、前年度分）

の市町村民税非課税

世帯（Ａ階層に該当

する世帯及び前年分

の所得税課税世帯を

除く。） 

1,000 円 2,000 円 3,000 円 

30 分 ま

でごとに

100 円 

Ｃ 

Ａ階層又はＢ階層に

該当する世帯を除く

全ての世帯 

1,500 円 3,000 円 4,500 円 

30 分 ま

でごとに

100 円 

 別表第１備考第２項中「につき」を「までごとに」に改め、同項を同表備考第４項

とし、同表備考第１項の次に次の２項を加える。 

  ２ 保育標準時間認定を受けた児童が延長保育事業を利用する場合の負担金の額

は、日額又は月額のいずれかとし、保育短時間認定を受けた児童が延長保育事
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業を利用する場合の負担金の額は、日額とする。 

３ 保育短時間認定を受けた児童が、同一の日に、保育短時間の利用時間帯以前

において保育を行う事業と保育短時間の利用時間帯以後において保育を行う

事業とを利用した場合における負担金の額は、それぞれの事業についてこの表

の規定により計算した額の合計額とする。 

 別表第２のＢの項中「前年度分」を「当該年度分（４月から８月までの利用にあっ

ては、前年度分）」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２７  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第５４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第３条第４項第１号中「５５０床」を「５４４床」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２８  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条例第 

１１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１７条中「休日等」の次に「（次項においてこれらを「週休日等」という。）」を加

え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する場合のほか、第４条に掲げる管理職手当の支給を受ける職員が災

害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午

前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 第２２条第２項第４号中「当該職員に係る定年退職日（熊本市職員の定年等に関す

る条例（昭和５９年条例第２７号）第２条の定年退職日をいう。以下この号において

同じ。）から５年をさかのぼった日後」を「５５歳（熊本市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年条例第２７号）第３条ただし書に規定する職員については、６０歳）に

達した日以後」に改め、「その定年退職日」の次に「（同条例第２条に規定する定年退

職日をいう。）」を加える。 

 第２８条第１項中「、第１０条」を削る。 

 第２９条第２項を次のように改める。 

２ 特定任期付職員に対する第１７条第１項及び第２項の規定の適用については、同

条第１項及び第２項中「受ける職員」とあるのは、「受ける職員及び地方公共団体の
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一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第７条第１項

に規定する特定任期付職員」とする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



平成 27 年 3 月 31 日       熊 本 市 公 報         第 1397 号 
 

- 248 - 

条 例 第  ２９  号 

平成２７年 ３ 月 ６ 日 

 

熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条の２中「休日等」の次に「（次項においてこれらを「週休日等」という。）」

を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する場合のほか、第４条に掲げる管理職手当の支給を受ける職員が災

害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午

前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

第１５条第２項第４号中「当該職員に係る定年退職日（熊本市職員の定年等に関す

る条例（昭和５９年条例第２７号）第２条の定年退職日をいう。以下この号において

同じ。）から５年をさかのぼった日後」を「５５歳（熊本市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年条例第２７号）第３条ただし書に規定する職員については、６０歳）に

達した日以後」に改め、「その定年退職日」の次に「（同条例第２条に規定する定年退

職日をいう。）」を加える。 

 第１７条中「、第６条の２」を削り、「第２８条の５第１項若しくは」を「第２８条

の５第１項又は」に改め、「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律第５条」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 第５条、第５条の３、第６条の２及び第１４条の規定は、地方公共団体の一般職
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の任期付職員の採用に関する法律第５条の規定により採用された職員には適用しな

い。 

 第１７条の２第２項を次のように改める。 

２ 特定任期付職員に対する第１１条の２第１項及び第２項の規定の適用については、

同条第１項及び第２項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第７条第１

項に規定する特定任期付職員」とする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３０  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市文化財保護委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市文化財保護委員会条例の一部を改正する条例 

 

熊本市文化財保護委員会条例（昭和４２年条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条を次のように改める。 

（保護委員会の設置） 

第２条 熊本市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に保護委員会を置く。 

第３条中「熊本市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委員会」に

改める。 

第４条第１項中「委員会は、１２名」を「保護委員会は、１２人以内」に改める。 

第６条第１項中「委員会に委員長、」を「保護委員会に委員長及び」に改め、同条第

２項中「委員会」を「、保護委員会」に改め、同条第３項中「委員長に」を「、委員

長に」に改める。 

第７条第１項中「委員会」を「保護委員会の会議（以下「会議」という。）」に改め、

同条第２項中「委員会の議長」を「会議の議長」に、「当り、委員会」を「当たり、会

議」に、「出席議員」を「出席委員」に改め、同項を同条第３項とし、同項の前に次の

１項を加える。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ３１  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市開発許可の基準等に関する条例（平成１３年条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表第２の６の項第１号エ中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ３２  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

熊本市道路占用料徴収条例（昭和４５年条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表中 

「          「 

1,200

を 

750

に、 

1,800 1,100

2,400 1,500

1,000 670

1,600 1,100

2,300 1,500

100 67

10 7

6 4

1,000 650

620 400
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2,100  1,300

860  560

24,000  5,000

2,100  1,300

43  28

62  40

92  60

120  80

180  120

250  160

430  280

620  400

1,200  800

2,100    1,300

   

         」          」 
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「          「 

12,000

を 

2,500

 に、 

7,100 1,500

2,100 1,300

240 50

2,400 500

2,400 500

10,400（国道又

は県道にあっ

ては、14,000）

5,000

1,600 1,100

240 50

2,400 500

240 50

2,400 500
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24,000  5,000

12,000  2,500

2,100  1,300

         」          」 

「          「 

2,400

を 

500

 に、 

210 130

Ａに 0.012 を

乗じて得た額 

 

Ａに 0.014 を

乗じて得た額 

         」          」 

「          「 

Ａに 0.012 を

乗じて得た額 

 
を 

Ａに 0.014 を

乗じて得た額 

に、 
Ａに 0.009 を

乗じて得た額 

 

Ａに 0.01 を乗

じて得た額 

         」          」 

「          「 

Ａに 0.009 を

乗じて得た額 

 
を 

Ａに 0.01 を乗

じて得た額 

 に、 
Ａに 0.012 を

乗じて得た額 

Ａに 0.014 を

乗じて得た額 

         」          」 
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「          「 

Ａに 0.028 を

乗じて得た額 

 

を 

Ａに 0.028 を

乗じて得た額 

 に改める。 

Ａに 0.028 を

乗じて得た額 

 

Ａに 0.028 を

乗じて得た額 

Ａに 0.012 を

乗じて得た額 

 

 

Ａに 0.014 を

乗じて得た額 

         」          」 

 

附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施

行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日の前日までの占用の期

間に係る占用料については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ３３  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第２中 

「          「 

1,400 円

を 

750 円

に改める。 

2,200 円 1,100 円

3,000 円 1,500 円

1,400 円 750 円

13 円 7 円

7 円 4 円

2,000 円 1,300 円

670 円 400 円

2,000 円 1,300 円

2,000 円 1,300 円

72 円 54 円

1,600 円 1,600 円
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1,600 円
 

1,100 円

2,000 円 1,300 円

720 円 540 円

720 円 540 円

         」          」 

 

附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市都市公園条例別表第２の規定は、この条例の施行

の日以後の占用の期間に係る使用料について適用し、同日の前日までの占用の期間

に係る使用料については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ３４  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第 

１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１０条の２中「休日等」の次に「（次項においてこれらを「週休日等」という。）」

を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する場合のほか、第３条の２に掲げる管理職手当の支給を受ける職員

が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 第１４条第２項第４号中「当該職員に係る定年退職日（熊本市職員の定年等に関す

る条例（昭和５９年条例第２７号）第２条の定年退職日をいう。以下この号において

同じ。）から５年をさかのぼった日後」を「５５歳（熊本市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年条例第２７号）第３条ただし書に規定する職員については、６０歳）に

達した日以後」に改め、「その定年退職日」の次に「（同条例第２条に規定する定年退

職日をいう。）」を加える。 

 第１６条中「、第５条の２」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３５  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市軌道条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市軌道条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市軌道条例（平成１３年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条中「、１日乗車券及び２日乗車券」を「及び１日乗車券」に改める。 

 第５条第１項第６号を次のように改める。 

(6) 特殊普通旅客運賃 

ア 市電の全区間における１日旅客運賃 大人にあっては１人につき４００円

以内、小児にあっては１人につき２００円以内で管理者が定める額 

イ 市電の全区間並びに他の事業者の電車及び自動車（以下「他社自動車等」と

いう。）の指定区間（当該他の事業者が認めた場合に限る。）における１日旅

客運賃 大人にあっては１人につき７００円以内、小児にあっては１人につき

３５０円以内で管理者が定める額 

ウ 市電の全区間並びに他社自動車等の指定区間又は全区間（当該他の事業者が

認めた場合に限る。）における１日旅客運賃 大人にあっては１人につき   

２，０００円以内、小児にあっては１人につき１，０００円以内で管理者が定

める額 

 第５条第２項中「、カード式乗車券で」を削る。 

 第７条第１項中「記名の」を削り、同条第２項を削る。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３６  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中６の項及び７の項を削り、５の項を７の項とし、２の項から４の項までを２

項ずつ繰り下げ、１の項を３の項とし、同項の前に次のように加える。 

１ 市長 
熊本市総合計

画審議会 

次期熊本市総合計画を策定するため、必要

な事項を審議する。 

２ 市長 

熊本市まち・

ひと・しごと

創生総合戦略

等策定委員会

熊本市まち・ひと・しごと創生総合戦略等

を策定するため、必要な事項を協議する。

別表中１０の項を削り、１１の項を１０の項とし、１２の項から１７の項までを１

項ずつ繰り上げ、１８の項を削り、１９の項を１７の項とし、２０の項から２５の項

までを２項ずつ繰り上げ、２６の項を２４の項とし、同項の次に次のように加える。 

２５ 市長 

熊本市放課後

子ども総合プ

ラン運営推進

委員会 

地域の実情に応じた効果的な放課後児童ク

ラブ及び放課後子供教室の実施に関して検

討する。 

 別表中２７の項を削り、２８の項を２６の項とし、２９の項を２７の項とし、同項

の次に次のように加える。 
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２８ 市長 

熊本市生物多

様性地域戦略

（仮称）検討

委員会 

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に

関する基本的な計画の策定のため、必要な

事項を審議する。 

２９ 市長 

熊本市生物多

様性地域戦略

（仮称）策定

業務受託事業

者選考委員会

熊本市生物多様性地域戦略（仮称）策定業

務に係る受託事業者の選考について審議す

る。 

 別表中４３の項を削り、４２の項を４３の項とし、４１の項を４２の項とし、同項

の前に次のように加える。 

４１ 市長 

熊本市多核連

携都市推進協

議会 

人口減少・超高齢社会への対応を目的とし

た多核連携都市の形成を推進するため、都

市機能及び居住の将来の在り方及び課題等

について協議する。 

 別表中７０の項を７２の項とし、６９の項を７１の項とし、６８の項を７０の項と

し、同表６７の項中「熊本市学校給食共同調理場民間委託業務評価委員会」を「熊本

市学校給食調理等業務委託評価委員会」に、「の民間委託業務」を「及び単独校調理場

の業務委託」に改め、同項を同表６９の項とし、同表中６６の項を６８の項とし、   

６５の項を６７の項とし、６４の項を６６の項とし、同表６３の項中「及びバス」を

削り、同項を同表６４の項とし、同項の次に次のように加える。 

６５ 
病院事業管

理者 

熊本市病院事

業運営審議会

病院事業の運営について必要な事項を審議

する。 

 別表中６２の項を６３の項とし、５０の項から６１の項までを１項ずつ繰り下げ、

同表４９の項中「財政局指定管理者候補者選定委員会」を「市民局指定管理者候補者

選定委員会」に、「財政局が」を「市民局が」に改め、同項を同表５０の項とし、同表

４８の項中「企画振興局指定管理者候補者選定委員会」を「財政局指定管理者候補者

選定委員会」に、「企画振興局が」を「財政局が」に改め、同項を同表４９の項とし、

同表中４７の項を４８の項とし、同項の前に次のように加える。 
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４７ 市長 

県営会富地区

農地整備事業

換地委員会 

県営会富地区農地整備事業に係る換地業務

の適正かつ能率的な運営を図るため、必要

な事項を協議する。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３７  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条中「月額報酬を受ける者のうち、」を削る。 

 別表中教育委員会の部を次のように改める。 

教育委員会委員 月額 88,000 円 

別表中市民協働事業選定委員会委員の項及び家庭・女性相談員の項を削り、同表国

民健康栄養調査員の項中「８，６５０円」を「８，７４０円」に改め、同表措置診察

指定医の項中「１３，０４０円」を「１３，１１０円」に改め、同表精神科病院実地

指導審査医の項中「２３，８８０円」を「２４，０１０円」に改め、同表自立支援医

療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳判定会委員の項中「１２，０４０円」

を「１２，１１０円」に改め、同表母子・父子自立支援員の項中「１５８，１００円」

を「１５９，８００円」に改め、同表児童館児童厚生員の項中「１５１，３００円」を

「１５３，０００円」に改め、同表児童相談所心理判定員の項中「１５８，１００円」

を「１５９，８００円」に改め、同表消費生活相談員の項中「１９０，０８０円又は日

額 ８，６４０円」を「１９１，１８０円又は日額○８，６９０円」に改め、同表中

城南地区嘱託員の項を次のように改める。 

家庭・女性相談員 月額 159,800 円以内 

別表中「学校給食共同調理場民間委託業務評価委員会委員」を「学校給食調理等業
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務委託評価委員会委員」に改め、備考を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表教育委員会の部の改

正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成  

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長（以下「旧教育

長」という。）がある場合における旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了す

る日（当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日）の翌日

から施行する。 
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条 例 第  ３８  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例 

 

 （熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第１項第１号中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改

める。 

 （熊本市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 熊本市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

  第２２条第１項第１号中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改

める。 

 （熊本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 熊本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年条例第８４号）の一部を次のように改正する。 

  第４５条第１２項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項

に規定する指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条第１４項中「指定複合型サ

ービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の

１項を加える。 

１５ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、
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サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであっ

て、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かな

い場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サ

テライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならな

い。 

 （熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部改正） 

第４条 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者（熊本市指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第９０号。以

下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定介護

予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護

の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第４条に規定す

る指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び指定介

護予防訪問介護」を「法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）第５条による改

正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に

相当するものとして本市が定めるものに限る。）に係る法第１１５条の４５の３第１

項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第１号訪問

事業」に改め、同条第５項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第２項に規定す

る第１号訪問事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該

第１号訪問事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第５条第１項から第４項ま

でに規定する」を「本市の定める当該第１号訪問事業の」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 
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 ５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、か

つ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指

定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われて

いる場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の

員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができ

る。 

  第７条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第５条第２項に規定する第

１号訪問事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１

号訪問事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第７条第１項に規定する」を「本

市の定める当該第１号訪問事業の」に改める。 

第１３条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３８号）第１３条第９号」を「熊本市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年条例第５６号。以下「指定

居宅介護支援等基準条例」という。）第１４条第９号」に改める。 

第４３条第３項中「基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条

例第４３条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業」

を「法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の

２第２項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス（法第５４条

第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）に相当する

ものとして本市が定めるものに限る。）」に、「同項及び同条第２項に規定する」を「本

市の定める当該第１号訪問事業の」に改める。 

第４５条第２項中「基準該当介護予防訪問介護の事業」を「第４３条第３項に規

定する第１号訪問事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第４５条第１項に規

定する」を「本市の定める当該第１号訪問事業の」に改める。 

第４９条第３項中「指定介護予防サービス等基準条例第４９条第１項に」を「熊

本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

４９条第１項に」に改める。 

第６４条中「維持回復」の次に「及び生活機能の維持又は向上」を加える。 
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  第６５条第５項中「第１９３条第１項」を「第１９３条第１０項」に、「指定複合

型サービス（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定複合型サ

ービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例

第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

  第８０条中「その有する」を「、その有する」に改め、「できるよう」の次に「生

活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

  第８５条に次の１号を加える。 

  (5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１

項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第１４１条第１項に規定する

通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基

本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３項

に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構

成員」という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）の開催により、リ

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を

構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

第８６条に次の１項を加える。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第

１３７条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定

を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪

問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏ま

えたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成した場合については、第１４１条第１項から第４項までに規定す

る運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第９９条中「その有する」を「、その有する」に改め、「できるよう」の次に「生

活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

第１００条第１項第３号中「指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービ

ス等基準条例第９８条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下
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同じ。）」を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法

第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして本市が定める

ものに限る。）に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護（指定介護予防サー

ビス等基準条例第９７条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事

業」を「当該第１号通所事業」に、「指定介護予防通所介護の」を「当該第１号通所

事業の」に改め、同条第８項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１項第３号

に規定する第１号通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護の事業」

を「当該第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項か

ら第７項までに規定する」を「本市の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

第１０２条第４項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１００条第１項第３

号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護の事業」

を「当該第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第１００条第１項

から第３項までに規定する」を「本市の定める当該第１号通所事業の」に、「前３項」

を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次

の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該

サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１１１条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第１１１条の２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供によ

り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介

護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 ４ 指定通所介護事業者は、第１０２条第４項の指定通所介護以外のサービスの提

供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を

講じなければならない。 
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  第１１２条第２項第５号中「次条において準用する第３９条第２項」を「前条第

２項」に改める。 

  第１１３条中「第４０条まで」を「第３８条まで、第４０条」に改める。 

第１１５条第１項中「その有する」を「、その有する」に改め、「できるよう」

の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

  第１１９条に次の１項を加える。 

 ４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、

当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとす

る。 

  第１３０条第２項第６号中「第３９条第２項」を「第１１１条の２第２項」に改

める。 

  第１３１条中「第４０条まで」を「第３８条まで、第４０条」に、「第１１１条」

を「第１１１条の２」に、「を「療養通所介護従業者」を「とあるのは「療養通所介

護従業者」と、第１１１条の２第４項中「第１０２条第４項」とあるのは「第１１９

条第４項」に改める。 

  第１３２条第１項第３号中「基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス

等基準条例第１１３条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同

じ。）」を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第

８条の２第７項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当

するものとして本市が定めるものに限る。）」に、「基準該当介護予防通所介護の」を

「当該第１号通所事業の」に改め、同条第７項中「基準該当介護予防通所介護の事

業」を「第１項第３号に規定する第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基

準条例第１１３条第１項から第６項までに規定する」を「本市の定める当該第１号

通所事業の」に改める。 

第１３４条第４項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第１３２条第１項

第３号に規定する第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第１１５

条第１項から第３項までに規定する」を「本市の定める当該第１号通所事業の」に

改める。 

 第１３５条中「から第４０条まで」を「、第４０条」に改める。 
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  第１３６条中「その有する」を「、その有する」に改め、「できるよう」の次に「生

活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

  第１４０条に次の１号を加える。 

  (4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催によ

り、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情

報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

  第１４１条に次の１項を加える。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）

の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整

合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第８６条

第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１

項から第４項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第１６５条に次の１項を加える。 

 ２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所（指定

居宅介護支援等基準条例第３条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をい

う。）の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所

生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がな

い場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超え

て、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

  第１８２条中「若しくは」を「、」に改め、「をいう。）」の次に「若しくは指定小

規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加える。 

  第１８８条中「「看護職員」と」の次に「、第１６５条第２項中「静養室」とある

のは「静養室等」と」を加える。 

  第１９１条第１項第４号ア中「平方メートル」の次に「以上」を加える。 

  第２１７条第３項を削る。 
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第２１８条第２項第２号ア中「、利用者」の次に「の数」を加え、「のうち要介

護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成

１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定す

る要支援状態区分に該当する者の数」を「の数に１０分の３を乗じて得た数の合計

数」に改め、「並びに介護予防サービスの利用者のうち認定省令第２条第１項第１号

に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すごとに１以

上」を削る。 

  第２２３条を次のように改める。 

 第２２３条 削除 

  第２３６条第２項第８号を削る。 

第２４７条第２項第１０号を削る。 

第２４８条中「第２２２条」の次に「、第２２４条」を加える。 

第２５８条の見出し中「確保」の次に「並びに福祉用具専門相談員の知識及び技

能の向上等」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成

するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

（熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部改正） 

第５条 熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

  本則（第８４条第３項、第８５条、第１９３条第１０項、第１９４条第２項及び

第１９５条を除く。）中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計

画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に、「指

定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定

複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型

サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 

  第６条第２項中「又は熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２４年条例第９０号。以下「指定介護予防サービス
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等基準条例」という。）第５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、

「併設されている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８３条第６項第１号」を

「第８３条第６項」に改め、同項第６号中「第８３条第６項第２号」を「第８３条

第６項」に改め、同項第７号中「第８３条第６項第３号」を「第８３条第６項」に

改める。 

第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。 

第３２条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜

間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対

応サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改

める。 

第６１条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

第６４条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１

項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者

に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 

第６６条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条

第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加

え、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「指定介護

予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「指定地域密着型介護予防サービス

をいう」の次に「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に

規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）」を加える。 

第７９条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 
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第７９条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対

応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６４条第４項の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項

及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

第８０条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２項」を「前条第２

項」に改める。 

第８１条中「、第４０条」を削る。 

第８３条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに

掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同

表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を

削り、同項に次の表を加える。 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定地域密着型特定施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第７条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービ

スの事業を行う事業所、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所、指定認知症

対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉 

看護師又は

准看護師 
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ずれかがある場合 施設又は介護老人保健施設  

第８３条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」

に改める。 

第８４条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場

合の項の中欄」に改め、「含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防

支援事業を除く。）」を加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第

１９５条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加

える。 

第８６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人

（」の次に「登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加え

る。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第９２条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。 

第１０７条中「第８３条第６項各号」を「第８３条第６項」に改める。 

第１１４条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難である

ことその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運

営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を３とする

ことができる。 

第１２２条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サー

ビス」に改める。 

第１３６条を次のように改める。 
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第１３６条 削除 

第１４９条第２項第９号を削る。 

第１５３条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老

人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。

第８項第１号及び第１７項、第１５４条第１項第６号並びに第１８２条第１項第３

号において同じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」の次に

「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２項中「指定介護予防

サービス等基準条例」を「熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（平成２４年条例第９０号）」に改め、同条第１３項中「若

しくは指定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業所」を削り、同条に次の１項を加える。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型

居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテ

ライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地

域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所

者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合においては、介

護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上（入所者の数が１００又

はその端数を増すごとに１を標準とする。）とする。 

第１５４条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定

地域密着型介護老人福祉施設」を加える。 

第１７８条第２項に次の１号を加える。 

(7) 次条において準用する第１０６条第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

第１８２条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定

地域密着型介護老人福祉施設」を加える。 

「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に改め

る。 

第１９２条中「以下「指定複合型サービス」を「施行規則第１７条の１０に規定

する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多
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機能型居宅介護」に改める。 

第１９３条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護の」に、「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、

「指定複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う

複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第６項

中「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、

同条第１０項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス事業者（指

定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」と

いう。）の事業を行う者をいう。以下同じ。）が」に、「指定複合型サービスの」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。 

第１９５条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「（指

定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）」を加える。 

第１９６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５

人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員）」を加え、同号に次の表を

加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第１９７条第１項及び第３項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護の」に改める。 

第１９８条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受けて」を「行い」に改める。 

第１９９条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅
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介護の」に、「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に

改める。 

第２０２条第１項及び第２０３条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護の」に改める。 

第２０４条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」

に、「第８３条第６項各号」を「第８３条第６項」に改める。 

（熊本市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第６条 熊本市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例（平成２４年条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第６項及び第７項中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言

語聴覚士」に改める。 

  第２７条第５号及び第５４条中「第３９条第２項」を「第３９条第３項」に改め

る。 

（熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第７条 熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条第４号及び第５５条中「第３８条第２項」を「第３８条第３項」に改め

る。 

（熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第８条 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

  目次中 

「第２章 介護予防訪問介護  

   第１節 基本方針（第４条）  

   第２節 人員に関する基準（第５条・第６条）  
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   第３節 設備に関する基準（第７条）  

   第４節 運営に関する基準（第８条－第３９条）  

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４０条－第 

４２条） 

   第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４３条－第４７条） 」         

を 

「第２章 削除                               」 

に、「第５２条」を「第５１条の２」に、 

「第７章 介護予防通所介護  

   第１節 基本方針（第９７条）  

   第２節 人員に関する基準（第９８条・第９９条）  

   第３節 設備に関する基準（第１００条）  

   第４節 運営に関する基準（第１０１条－第１０８条）  

   第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１０９条－

第１１２条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１３条－第１１６条）」 

を 

「第７章 削除                              」 

に、「第１２０条」を「第１１９条の２」に改める。 

第２章を次のように改める。 

第２章 削除 

第４条から第４７条まで 削除 

第４９条第３項中「（指定居宅サービス等基準条例」を「（熊本市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第

８５号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）」に改める。 

第３章第４節中第５２条の前に次の１２条を加える。 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５１条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第５５条に規

定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制
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その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があ

った場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送

信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用

申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力

することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者

の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重
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要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に掲げる方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用す

るもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申

込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規

定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用

申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

い。 

 （提供拒否の禁止） 

第５１条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防

訪問入浴介護の提供を拒んではならない。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第５１条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介

護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供す

る地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護

予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者

に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第５１条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の

提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、

要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第１１５条の３

第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意

見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならな

い。 
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 （要支援認定の申請に係る援助） 

第５１条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の

提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認

定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、

当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービス

を含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の

有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければなら

ない。 

 （心身の状況等の把握） 

第５１条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の

提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者

会議（熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成２６年条例第５７号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３２

条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 （介護予防支援事業者等との連携） 

第５１条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を

提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了

に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用

者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 （介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第５１条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の
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提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「施行規則」という。）第８３条の９各号のいずれにも該当しない

ときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介

護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予

防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業

者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるた

めに必要な援助を行わなければならない。 

 （介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第５１条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画（施

行規則第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成

されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなけれ

ばならない。 

 （介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第５１条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス

計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡そ

の他の必要な援助を行わなければならない。 

 （身分を証する書類の携行） 

第５１条の１２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業

者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求め

られたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （サービスの提供の記録） 

第５１条の１３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定

介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防

サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申

出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

対して提供しなければならない。 
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第５２条の次に次の２条を加える。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第５２条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載

したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第５２条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を

受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付

してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 (1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わな

いことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状

態になったと認められるとき。 

 (2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

第５５条の次に次の１０条を加える。 

 （勤務体制の確保等） 

第５５条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護

予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、

介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、

当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって

指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （衛生管理等） 

第５５条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者

の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護

予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理

に努めなければならない。 
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 （掲示） 

第５５条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事

業所の見やすい場所に、第５５条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護

予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第５５条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者

の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い

る場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 （広告） 

第５５条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事

業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであっ

てはならない。 

 （介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第５５条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその

従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの

対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 （苦情処理） 

第５５条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入

浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該

苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関
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し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係

る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあ

った場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。 

 （地域との連携） 

第５５条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第５５条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ
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ればならない。 

 （会計の区分） 

第５５条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計

とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 第５６条第２項第１号中「次条において準用する第１９条第２項」を「第５１条

の１３第２項」に改め、同項第２号中「次条において準用する第２３条」を「第

５２条の３」に改め、同項第３号中「次条において準用する第３４条第２項」を「第

５５条の８第２項」に改め、同項第４号中「次条において準用する第３６条第２項」

を「第５５条の１０第２項」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（暴力団員等の排除） 

第５６条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者及び指定介護予防訪問入浴介護事

業所の管理者は、熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１

号から第３号までに掲げる者であってはならない。 

第５７条を次のように改める。 

第５７条 削除 

  第６２条第１項中「基準該当介護予防訪問介護事業所」を「基準該当介護予防訪

問入浴介護事業所」に改める。 

  第６３条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、

第２３条、第２８条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第６項を除く。）、第

３５条から第３７条まで及び第３９条並びに」を削り、「第５２条第１項及び」を「第

５１条の９、第５２条第１項、第５５条の８第５項及び第６項並びに」に改め、「、

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と」

を削り、「第８条及び第３０条中「第２６条」を「第５１条の２及び第５５条の４

中「第５５条」に、「第１９条中」を「第５１条の１３中」に、「当該指定介護予防

訪問介護」を「当該指定介護予防訪問入浴介護」に改め、「、第２１条中「法定代理

受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防

訪問介護」と、第２９条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問

入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と」を削り、「指定訪問入浴介護」

を「指定介護予防訪問入浴介護」に、「基準該当訪問入浴介護」を「基準該当介護予
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防訪問入浴介護」に改め、「前項」と」の次に「、第５２条の２中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪

問入浴介護」と」を加える。 

第７４条第２項第４号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め、

同項第５号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第６号中「第３４条第

２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第７号中「第３６条第２項」を「第

５５条の１０第２項」に改める。 

  第７５条中「第８条、第９条、第１１条から第１３条まで、第１５条から第１９

条まで、第２１条、第２３条、第２８条から第３７条まで、第３９条及び第５４条」

を「第５１条の２、第５１条の３、第５１条の５から第５１条の７まで、第５１

条の９から第５１条の１３まで、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５

条の２から第５５条の１１まで及び第５６条の２」に、「訪問介護員等」を「介護予

防訪問入浴介護従業者」に、「第８条及び第３０条中「第２６条」を「第５１条の２

及び第５５条の４中「第５５条」に、「第１３条中」を「第５１条の７中」に改め、

「病歴」と」の次に「、第５５条の３中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その

他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

第８４条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め、

同項第３号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第４号中「第３４条第

２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３６条第２項」を「第

５５条の１０第２項」に改める。 

第８５条中「第８条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、

第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条から第３７条まで、第３９条、第

５４条」を「第５１条の２から第５１条の７まで、第５１条の９から第５１条の１

３まで、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の２から第５５条の５

まで、第５５条の７から第５５条の１１まで、第５６条の２」に、「訪問介護員等」

を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第８条及び第３０条中「第２６条」を「第

５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」に、「第１３条中」を「第５１条の７中」

に改め、「病歴」と」の次に「、第５５条の３中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴

槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

第８７条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」を「又
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はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防訪問リハビリテ

ーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

指定介護予防支援等基準条例第３条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の

原案に位置付けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定

介護予防サービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）

により構成される会議をいう。以下同じ。）」に改め、同条第１３号中「第１１号」

を「第１２号」に改め、同号を同条第１４号とし、同条中第６号から第１２号まで

を１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

  (6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリ

テーション事業者（第１１８条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会

議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている

環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介

護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー

ション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計

画を作成した場合については、第１２６条第２号から第５号までに規定する介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２

号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第９３条第２項第１号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め、

同項第２号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第３号中「第３４条第

２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第４号中「第３６条第２項」を「第

５５条の１０第２項」に改める。 

第９４条中「第８条から第１３条まで、第１６条、第１８条、第１９条、第２１

条、第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条から第３７条まで、第３９

条、第５４条」を「第５１条の２から第５１条の７まで、第５１条の１０、第５１

条の１２、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の

２から第５５条の５まで、第５５条の７から第５５条の１１まで、第５６条の２」

に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第８条及び第３０

条中「第２６条」を「第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」に、「第１３条
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中」を「第５１条の７中」に、「第１８条中」を「第５１条の１２中」に改め、「「利

用者」と」の次に「、第５５条の３中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他

の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

  第７章を次のように改める。 

    第７章 削除 

 第９７条から第１１６条まで 削除 

  第８章第４節中第１２０条の前に次の２条を加える。 

（利用料等の受領） 

第１１９条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その

利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係

る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション

事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用 

(2) 食事の提供に要する費用 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、別に市長が定めるところによるものとす

る。 
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５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第３項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１１９条の３ 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通

所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

第１２１条の次に次の３条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第１２１条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適

切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所

リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業

者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーシ

ョン従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１２１条の３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超え

て指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第１２１条の４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関す

る具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な

訓練を行わなければならない。 

第１２３条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改
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め、同項第３号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第４号中「第３４

条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３６条第２項」を

「第５５条の１０第２項」に改める。 

  第１２４条中「第８条から第１３条まで、第１５条から第１７条まで、第１９条、

第２１条、第２３条、第２４条、第３０条、第３１条、第３３条から第３７条まで、

第３９条、第６９条、第１０１条及び第１０３条から第１０５条まで」を「第５１

条の２から第５１条の７まで、第５１条の９から第５１条の１１まで、第５１条の

１３、第５２条の２、第５２条の３、第５５条の４、第５５条の５、第５５条の

７から第５５条の１１まで、第５６条の２及び第６９条」に、「訪問介護員等」を「介

護予防訪問入浴介護従業者」に、「第８条及び第３０条中「第２６条」を「第５１条

の２及び第５５条の４中「第５５条」に、「第１３条中」を「第５１条の７中」に改

め、「、第１０３条第３項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所

リハビリテーション従業者」と」を削る。 

第１２６条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」を「又

はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議」に改め、同条第１２号中

「第１０号」を「第１１号」に改め、同号を同条第１３号とし、同条中第６号から

第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師

が参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希

望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リ

ハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標

を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通

所リハビリテーション計画を作成した場合については、第８７条第２号から第

５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満

たすことをもって、第２号から前号までに規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

第１３３条第１項第２号ア及びイ中「第１０５条」を「第１２１条の４」に改め

る。 

第１３４条第２項中「第８条第２項」を「第５１条の２第２項」に改める。 
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第１４０条に次の１項を加える。 

 ２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第

３条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けること

が必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない

指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利

用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に

掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行う

ことができるものとする。 

  第１４０条の次に次の１条を加える。 

（衛生管理等） 

第１４０条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、

食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

第１４２条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に

改め、同項第４号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第５号中「第

３４条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３６条第２項」

を「第５５条の１０第２項」に改める。 

  第１４３条中「第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第

２１条、第２３条、第３０条から第３７条まで、第３９条、第５４条、第１０３条、

第１０５条及び第１０６条」を「第５１条の３から第５１条の７まで、第５１条の

９、第５１条の１０、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、

第５５条の４から第５５条の１１まで、第５６条の２、第１２１条の２及び第１２１

条の４」に、「第３０条中「第２６条」を「第５５条の４中「第５５条」に、「訪問

介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第１０３条第３項及び第１０５

条中「介護予防通所介護従業者」を「第１２１条の２第３項中「介護予防通所リハ

ビリテーション従業者」に改める。 

第１５４条第１項第２号ア及びイ中「第１０５条」を「第１２１条の４」に改め
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る。 

第１６０条中「第１３８条」の次に「、第１４０条の２」を加え、「第１０３条」

を「第１２１条の２」に改める。 

第１６６条の見出し中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所等」に改め、同条中「、指定介護予防通所介護事業所」を

削り、「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加え、「指定介護予防通所介護事業所等」

を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

  第１６７条第４項中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所等」に改める。 

  第１７０条第１項ただし書及び第１７１条（見出しを含む。）中「指定介護予防通

所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

第１７２条中「第９条から第１３条まで、第１６条、第１９条、第２１条、第

２３条、第３０条から第３３条まで、第３４条」を「第５１条の３から第５１条の

７まで、第５１条の１０、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第５４

条、第５５条の４から第５５条の７まで、第５５条の８」に、「第３５条から第３７

条まで、第３９条、第５４条、第１０３条、第１０５条、第１０６条」を「第５５

条の９から第５５条の１１まで、第５６条の２、第１２１条の２、第１２１条の４」

に、「第１９条中」を「第５１条の１３中」に、「指定介護予防訪問介護」を「指定

介護予防訪問入浴介護」に、「第２１条中」を「第５２条の２中」に、「第３０条

中「第２６条」を「第５５条の４中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介護予防

訪問入浴介護従業者」に、「第１０３条第３項中「介護予防通所介護従業者」を「第

１２１条の２第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」に改め、「前項」

と」の次に「、第１４０条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と」を加え

る。 

第１７５条第１項第４号ア中「平方メートル」の次に「以上」を加える。 

第１８１条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改

め、同項第４号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第５号中「第３４

条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３６条第２項」を
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「第５５条の１０第２項」に改める。 

第１８２条中「第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第

２１条、第２３条、第３０条、第３１条、第３３条から第３７条まで、第３９条、

第５４条、第１０３条、第１０５条」を「第５１条の３から第５１条の７まで、第

５１条の９、第５１条の１０、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第

５４条、第５５条の４、第５５条の５、第５５条の７から第５５条の１１まで、第

５６条の２、第１２１条の２、第１２１条の４」に、「第３０条中「第２６条」を「第

５５条の４中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」

に、「第１０３条第３項中「介護予防通所介護従業者」を「第１２１条の２第３項中

「介護予防通所リハビリテーション従業者」に改める。 

第１９２条第２項中「第２０５条第１項」を「第２０５条」に改める。 

第１９７条中「第１０３条」を「第１２１条の２」に改める。 

  第２０３条第１項中「第８条の２第１１項」を「第８条の２第９項」に改め、同

条第３項を削る。 

  第２０４条第１項第２号ア中「のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による

審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省

令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が３

又はその端数を増すごとに１及び利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定

する要支援状態区分に該当する者」を削り、同条第２項第２号ア中「利用者のうち

認定省令第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者及び」を削り、

「利用者の数」の次に「及び利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」を

加え、「並びに利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分

に該当する者の数が１０又はその端数を増すごとに１以上」を削る。 

第２０７条第４項中「第８条第２項」を「第５１条の２第２項」に改める。 

第２０９条を次のように改める。 

 第２０９条 削除 

第２１７条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、

第５号を第４号とし、同項第６号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第７号中「第３４条第２項」を「第５５条の８第２項」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第８号中「第３６条第２項」を「第５５条の
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１０第２項」に改め、同号を同項第７号とする。 

第２１８条中「第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０条から第３７

条まで、第３９条、第５３条、第５４条、第１０５条及び第１０６条」を「第５１

条の５、第５１条の６、第５２条の２から第５４条まで、第５５条の４から第５５

条の１１まで、第５６条の２、第１２１条の４及び第１４０条の２」に改め、「、第

３０条中「第２６条」とあるのは「第２１３条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と」を削り、「第５３条中」を「第５３条及び第５５条の４

中」に改め、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」

と」の次に「、同条中「第５５条」とあるのは「第２１３条」と」を加える。 

第２２６条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改める。 

第２３１条第４項中「第８条第２項」を「第５１条の２第２項」に改める。 

第２３３条第２項中「受託介護予防サービス事業者は」の次に「、指定居宅サー

ビス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。）」を加

え、「又は」を「若しくは」に改め、「いう。）」の次に「又は法第１１５条の４５の

３第１項に規定する指定事業者（次項において「指定事業者」という。）」を加え、

同条第３項中「指定介護予防訪問介護」を「指定訪問介護（指定居宅サービス等基

準条例第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指定居

宅サービス等基準条例第９９条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）」に改

め、「、指定介護予防通所介護」を削り、「指定介護予防認知症対応型通所介護」の

次に「並びに法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定

事業者により行われるものに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）に係るサ

ービス及び同号ロに規定する第１号通所事業（指定事業者により行われるものに限

る。以下「指定第１号通所事業」という。）に係るサービス」を加え、同条第４項中

「指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護」を「次

に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス 

(2) 指定通所介護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行う事業を含むものに

限る。）に係るサービス 

(3) 指定介護予防訪問看護 

第２３４条第２項第４号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第５号
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中「第３４条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３６条

第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め、同項中第７号を削り、第８号を第７

号とし、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とする。 

  第２３５条中「第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０条から第３７

条まで、第３９条、第５３条、第５４条、第１０５条、第１０６条」を「第５１条

の５、第５１条の６、第５２条の２から第５４条まで、第５５条の４から第５５条

の１１まで、第５６条の２、第１２１条の４、第１４０条の２」に改め、「この場合

において」の次に「、第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指

定介護予防特定施設の従業者」と」を加え、「第３０条中「第２６条」を「第５５条

の４中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第

３２条中「指定介護予防訪問介護事業所」を「第５５条の６中「指定介護予防訪問

入浴介護事業所」に改め、「、第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるの

は「指定介護予防特定施設の従業者」と」を削る。 

第２３８条中「第８条の２第１２項」を「第８条の２第１０項」に改める。 

  第２４４条の見出し中「確保」の次に「並びに福祉用具専門相談員の知識及び技

能の向上等」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければな

らない。 

  第２４８条第２項第１号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改

め、同項第３号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第４号中「第３４

条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３６条第２項」を

「第５５条の１０第２項」に改める。 

 第２４９条中「第８条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第３１条から第

３７条まで、第３９条、第５４条」を「第５１条の２から第５１条の１３まで、第

５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の５から第５５条の１１まで、第

５６条の２」に、「第１０３条第１項」を「第１２１条の２第１項」に、「第８条中

「第２６条」を「第５１条の２中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪

問入浴介護従業者」に、「第１０条」を「第５１条の４」に、「第１４条第２項」を

「第５１条の８第２項」に、「第１８条」を「第５１条の１２」に、「第１９条中」
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を「第５１条の１３中」に、「第２１条中」を「第５２条の２中」に、「第１０３

条第２項」を「第１２１条の２第２項」に改める。 

第２５２条の見出し中「介護予防福祉用具計画」を「介護予防福祉用具貸与計画」

に改める。 

  第２５４条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、

第２３条、第３１条から第３３条まで、第３４条」を「第５１条の２から第５１

条の８まで、第５１条の１０から第５１条の１３まで、第５２条の２、第５２条の

３、第５４条、第５５条の５から第５５条の７まで、第５５条の８」に、「第３５条

から第３７条まで、第３９条、第５４条」を「第５５条の９から第５５条の１１ま

で、第５６条の２」に、「第１０３条第１項」を「第１２１条の２第１項」に、「第

８条中「第２６条」を「第５１条の２中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介

護予防訪問入浴介護従業者」に、「第１０条」を「第５１条の４」に、「第１４条

第２項」を「第５１条の８第２項」に、「第１８条」を「第５１条の１２」に、「第

１９条中」を「第５１条の１３中」に、「指定介護予防訪問介護」を「指定介護予防

訪問入浴介護」に、「第２１条中」を「第５２条の２中」に、「第１０３条第２項」

を「第１２１条の２第２項」に改める。 

第２５５条中「第８条の２第１３項」を「第８条の２第１１項」に改める。 

第２６２条第２項第２号中「第２３条」を「第５２条の３」に改め、同項第３号

中「第３４条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め、同項第４号中「第３６条

第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。 

  第２６３条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２３条、

第２９条、第３１条から第３７条まで、第３９条、第５４条、第１０３条第１項」

を「第５１条の２から第５１条の８まで、第５１条の１０から第５１条の１２まで、

第５２条の３、第５４条、第５５条の３、第５５条の５から第５５条の１１まで、

第５６条の２、第１２１条の２第１項」に、「第８条中「第２６条」を「第５１条の

２中「第５５条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第

１０条」を「第５１条の４」に、「第１４条第２項」を「第５１条の８第２項」に、

「第１８条中」を「第５１条の１２中」に、「第１０３条第２項」を「第１２１条の

２第２項」に改める。 

（熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
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地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部改正） 

第９条 熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２４年条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改める。 

第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 

  第８条第１項中「第４５条第６項第２号」及び「第４５条第６項第３号」を「第

４５条第６項」に改める。 

  第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第

１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごと

に」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、

同条第２項中「第４５条第６項第４号」を「第４５条第６項」に改める。 

  第３７条に次の１項を加える。 

 ４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項の単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならな

い。 

第４５条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のい

ずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各

号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、

同項各号を削り、同項に次の表を加える。 
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当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲

げる施設等のいずれ 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定地域密着型特定施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

介護職員 

かが併設されている

場合 

第７条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。） 

 

当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介

護事業所の同一敷地

内に中欄に掲げる施

設等のいずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービ

スの事業を行う事業所、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所、指定認知症

対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉

施設又は介護老人保健施設 

看護師又は

准看護師 

  第４５条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条

の２第１６項」に、「第６項各号」を「第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中

欄」に改める。 

  第４６条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設され

ている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「含む。）」の次に「若しく

は法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第

１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条第３項中「指定

複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基準条例第１９５条に規

定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人

（」の次に「登録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の

表を加える。 
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登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第６４条中「第４５条第６項各号」を「第４５条第６項」に改める。 

第６６条中「第３８条まで」を「第３６条まで、第３７条（第４項を除く。）、第

３８条」に改める。 

第６７条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。 

  第７１条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。 

第７３条第１項に次のただし書を加える。 

   ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困

難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住

居の数を３とすることができる。 

第８７条中「から第３８条まで」を「、第３７条（第４項を除く。）、第３８条」

に改める。 

（熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正） 

第１０条 熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２６年条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に改める。 

  第１４条中第２５号を第２６号とし、第１６号から第２４号までを１号ずつ繰り

下げ、同条第１５号中「第１１号」を「第１２号」に、「第１２号」を「第１３号」

に改め、同号を同条第１６号とし、同条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第

１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業

者等に対して、訪問介護計画（熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第８５号。以下「指定

居宅サービス等基準条例」という。）第２４条第１項に規定する訪問介護計画
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をいう。）等指定居宅サービス等基準条例において位置付けられている計画の

提出を求めるものとする。 

  第１４条に次の１号を加える。 

  (27) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、

同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報

の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力す

るよう努めなければならない。 

第３０条第２項第１号中「第１４条第１２号」を「第１４条第１３号」に、同項

第２号エ中「第１４条第１３号」を「第１４条第１４号」に改める。 

（熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１１条 熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

２６年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改める。 

第１０条中「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に改める。 

第２９条第２項第１号中「第３２条第１３号」を「第３２条第１４号」に改め、

同項第２号エ中「第３２条第１４号」を「第３２条第１５号」に改め、同号オ中「第

３２条第１５号」を「第３２条第１６号」に改める。 

第３２条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを１号ずつ繰り

下げ、同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に、「第１３号」を「第１４号」

に改め、同号を同条第１８号とし、同条中第１６号を第１７号とし、同条第１５

号中「第１３号」を「第１４号」に改め、同号イ中「指定介護予防通所介護事業所

（指定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項に規定する指定介護予防通所介

護事業所をいう。）又は」を削り、同号を同条第１６号とし、同条中第１４号を第

１５号とし、第１３号を第１４号とし、同条第１２号中「介護予防訪問介護計画（熊

本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

４１条第２号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。）」を「介護予防訪問看護計
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画書」に改め、同号を同条第１３号とし、同条第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事

業者等に対して、介護予防訪問看護計画書（熊本市指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第９０

号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第７７条第２号に規

定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ。）等指定介護予防

サービス等基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものと

する。 

第３２条に次の１号を加える。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、

同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報

の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力す

るよう努めなければならない。 

（熊本市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１２条 熊本市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条

又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条

の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保

険法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介護予防

訪問介護」という。）又は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サー
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ビスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに

相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）については、次

に掲げる規定はなおその効力を有する。 

 (1) 第４条の規定による改正前の熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定居宅サービス等基準条例」と

いう。）第５条第２項及び第５項、第７条第２項、第４３条第３項並びに第４５

条第２項の規定 

 (2) 第５条の規定による改正前の熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧地域密着型サービス基準条例」

という。）第６条第２項の規定 

 (3) 第８条の規定による改正前の熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（以下「旧介護予防サービス等基準条例」

という。）第４条から第４７条までの規定 

第３条 前条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サー

ビス等基準条例第５条第２項及び第５項並びに第７条第２項の規定は、旧指定介護

予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定

する第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定める

ものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。  

第５条第２項 指定訪問介護事業者（熊本市指

定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４

年条例第８５号。以下「指定居

宅サービス等基準条例」とい

う。）第５条第１項に規定する

法第１１５条の４５第１項第

１号イに規定する第１号訪問

事業（前条に規定する指定介護

予防訪問介護に相当するもの

として本市が定めるものに限

る。）に係る指定事業者 
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 指定訪問介護事業者をいう。以

下同じ。） 

 

 指定訪問介護（指定居宅サービ

ス等基準条例第４条に規定す

る指定訪問介護をいう。以下同

じ。）の事業 

当該第１号訪問事業 

 指定介護予防訪問介護及び指

定訪問介護 

指定介護予防訪問介護又は当

該第１号訪問事業 

第５条第５項 

 

指定訪問介護事業者 第２項に規定する第１号訪問

事業に係る指定事業者 

 指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第５条第１項から第４項まで

に規定する 

本市の定める当該第１号訪問

事業の 

第７条第２項 

 

指定訪問介護事業者 第５条第２項に規定する第１

号訪問事業に係る指定事業者 

 指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第７条第１項に規定する 

本市の定める当該第１号訪問

事業の 

２ 前条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス

等基準条例第４３条第３項及び第４５条第２項の規定は、旧基準該当介護予防訪問

介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。）

を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合に

おいて、次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第４３条第３項 

 

基準該当訪問介護（指定居宅サ

ービス等基準条例第４３条第

１項に規定する基準該当訪問

介護をいう。以下同じ。）の 

法第１１５条の４５第１項第

１号イに規定する第１号訪問

事業（基準該当介護予防訪問介

護に相当するものとして本 

 事業 市が定めるものに限る。） 

 同項及び同条第２項に規定す

る 

本市の定める当該第１号訪問

事業の 

第４５条第２項 

 

基準該当訪問介護の事業 第４３条第３項に規定する第

１号訪問事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第４５条第１項に規定する 

本市の定める当該第１号訪問

事業の 

 （介護予防通所介護に関する経過措置） 

第４条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条

の２第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）

又は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法

第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス

（以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。）については、次に掲げる規定はな

おその効力を有する。 

(1) 第３条による改正前の熊本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準を定める条例第４５条第１２項の規定 

(2) 旧指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項第３号及び第８項、第

１０２条第４項、第１３２条第１項第３号及び第７項並びに第１３４条第４項の

規定 

(3) 旧地域密着型サービス基準条例第１５３条第１３項の規定 

(4) 旧介護予防サービス等基準条例第８条から第１４条まで（第１０８条及び

第１１６条において準用する場合に限る。）、第１５条（第１０８条において準用

する場合に限る。）、第１６条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合

に限る。）、第１７条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、

第１９条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第２１条

（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第２３条（第１０８
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条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第２４条（第１０８条及び第

１１６条において準用する場合に限る。）、第３０条から第３３条まで（第１０８

条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３４条第１項から第４項ま

で（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３４条第５項

及び第６項（第１０８条において準用する場合に限る。）、第３５条から第３７条

まで（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３９条（第

１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第９７条から第１１６

条まで、第１６６条、第１６７条第４項、第１７０条第１項及び第１７１条の規

定 

第５条 前条第４号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サー

ビス等基準条例第９８条第１項第３号及び第８項並びに第１００条第４項の規定

は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項

第１号ロに規定する第１号通所事業（旧指定介護予防通所介護に相当するものとし

て本市が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合につ

いて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基

準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第９８条第１項

第３号 

指定通所介護事業者（指定居宅

サービス等基準条例第１００条

第１項に規定する指定通所介

護事業者をいう。以下同じ。）

法第１１５条の４５第１項第

１号ロに規定する第１号通所

事業（前条に規定する指定介護

予防通所介護に相当するもの

として本市が定めるものに限

る。）に係る指定事業者 

 指定通所介護（指定居宅サービ

ス等基準条例第９９条に規定

する指定通所介護をいう。以下

同じ。）の事業 

当該第１号通所事業 

 指定介護予防通所介護又は指

定通所介護 

指定介護予防通所介護又は当

該第１号通所事業 
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第９８条第８項 指定通所介護事業者 第１項第３号に規定する第１

号通所事業に係る指定事業者 

 指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第１００条第１項から第７項

までに規定する 

本市の定める当該第１号通所

事業の 

第１００条第４

項 

 

指定通所介護事業者 第９８条第１項第３号に規定

する第１号通所事業に係る指

定事業者 

 指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第１０２条第１項から第３項

までに規定する 

本市の定める当該第１号通所

事業の 

２ 前条第４号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス

等基準条例第１１３条第１項第３号及び第７項並びに第１１５条第４項の規定は、

旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして本

市が定めるものに限る。）を同一の事業所において一体的に運営している場合につい

て準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

第１１３条第１

項第３号 

 

基準該当通所介護（指定居宅サ

ービス等基準条例第１３２条

第１項に規定する基準該当通

所介護をいう。以下同じ。）の

事業 

法第１１５条の４５第１項第

１号ロに規定する第１号通所

事業（基準該当介護予防通所介

護に相当するものとして本市

が定めるものに限る。） 

 基準該当介護予防通所介護又

は基準該当通所介護 

基準該当介護予防通所介護又

は当該第１号通所事業 

第１１３条第７ 基準該当通所介護の事業 第１項第３号に規定する第１ 
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項  号通所事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第１３２条第１項から第６項

本市の定める当該第１号通所

事業の 

 までに規定する  

第１１５条第４

項 

基準該当通所介護の事業 第１１３条第１項第３号に規

定する第１号通所事業 

 指定居宅サービス等基準条例

第１３４条第１項から第３項

までに規定する 

本市の定める当該第１号通所

事業の 

第６条 整備法附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第

８条の規定による改正後の熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第

２３３条第２項の規定の適用については、同項中「指定事業者（」とあるのは、「指

定事業者（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１３条の規定により指定を

受けたものとみなされた者を含む。」とする。 

２ 新介護予防サービス等基準条例第２３３条第２項の規定により旧指定介護予防訪

問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サー

ビス事業者となる場合における同条第３項及び第４項の規定の適用については、同

条第３項中「指定通所介護をいう。以下同じ。）」とあるのは「指定通所介護をいう。

以下同じ。）、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条による改正前の法

（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス（以下こ

の項において「旧指定介護予防サービス」という。）に該当する旧法第８条の２第２

項に規定する介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介護」という。）」

と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リ

ハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（次項に

おいて「指定介護予防通所介護」という。）」と、同条第４項第１号中「指定訪問介
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護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第２号中

「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とす

る。 
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条 例 第  ３９  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条に次の１号を加える。 

 (9) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）関係

の手数料 別表第９ 

 別表第１の１の項事務の欄中「（次項に該当する場合を除く。）」を削り、同表２の項

を削り、同表３の項中「１の項若しくは」を削り、同項を同表２の項とし、同表４の

項中「若しくは２の項」を削り、同項を同表３の項とし、同表中５の項を４の項とし、

６の項から１０の項までを１項ずつ繰り上げ、同表１１の項事務の欄中「第７条の６

第１項第１号」の次に「若しくは第２号」を加え、「第１８条第２２項第１号」を「第

１８条第２４項第１号若しくは第２号」に、「承認」を「認定」に改め、同項名称の欄

中「仮使用承認申請手数料」を「仮使用認定申請手数料」に改め、同項を同表１０の

項とし、同表中１２の項を１１の項とし、１３の項から６４の項までを１項ずつ繰り

上げ、同表備考第２項中「５の項及び７の項」を「４の項及び６の項」に改め、同表

備考第３項を削る。 

 別表第６の１の項中「次項」の次に「又は３の項」を加え、同表中６の項を８の項

とし、５の項を７の項とし、同項の前に次のように加える。 

６ 長期優良住宅促進法第

８条第１項の規定に基 

住宅性能評価

書が添付され

３の項に規定する金額の２分の１

の額 
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 づく長期優良住宅建築

等計画の変更の認定の

申請に対する審査（住

宅性能評価書が添付さ

れた場合に限る。） 

た場合の長期

優良住宅建築

等計画変更認

定申請手数料

 

 別表第６中４の項を５の項とし、同表３の項中「次項」の次に「又は６の項」を加

え、同項を同表４の項とし、同表２の項の次に次のように加える。 

３ 長期優良住宅促進法第

５条第１項から第３項

までの規定に基づく長

期優良住宅建築等計画

の認定の申請に対する

審査（住宅の品質確保

の促進等に関する法律

第５条第１項に規定す

る住宅性能評価書（以

下この表において「住

宅性能評価書」とい

う。）が添付された場合

に限る。） 

住宅性能評価

書が添付され

た場合の長期

優良住宅建築

等計画認定申

請手数料 

(1) 一戸建ての住宅 16,000 円 

(2) 共同住宅等 

ア 総住戸数が 1 戸から 5 戸ま

でのもの 61,000 円を申請住

戸数で除して得た額 

イ 総住戸数が 6 戸から 10 戸ま

でのもの 98,000 円を申請住

戸数で除して得た額 

ウ 総住戸数が 11 戸から 25 戸

までのもの 184,000 円を申

請住戸数で除して得た額 

エ 総住戸数が 26 戸から 50 戸

までのもの 316,000 円を申

請住戸数で除して得た額 

オ 総住戸数が 51 戸から 100 戸

までのもの 486,000 円を申

請住戸数で除して得た額 

カ 総住戸数が 101 戸から 200

戸までのもの 884,000 円を

申請住戸数で除して得た額 

キ 総住戸数が 201 戸から 300

戸までのもの 1,206,000 円 
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   を申請住戸数で除して得た額 

ク 総住戸数が 301 戸以上のも

の 1,458,000 円を申請住戸

数で除して得た額 

 別表第６備考第３項中「又は２の項」を「、２の項又は３の項」に改め、同表備考

第４項中「３の項又は４の項」を「４の項、５の項又は６の項」に、「又は２の項」を

「、２の項又は３の項」に改め、同表備考第５項中「又は２の項」を「、２の項又は

３の項」に改め、同項後段を次のように改め、同項各号を削る。 

    この場合において、建築基準関係規定への適合性審査の対象に建築基準法第 

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれるときは、１申請当たり別表第１の２

の項に規定する金額を加算する。 

別表第６備考第６項中「３の項又は４の項」を「４の項、５の項又は６の項」に改

め、同項後段を次のように改め、同項各号を削る。 

    この場合において、建築基準関係規定への適合性審査の対象に建築基準法第

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれるときは、１申請当たり別表第１の２

の項又は同表３の項に規定する金額を加算する。 

 別表第６備考第７項を削る。 

 別表第８備考第２項後段を次のように改め、同項各号を削る。 

    この場合において、建築基準関係規定への適合性審査の対象に建築基準法第

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれるときは、１申請当たり別表第１の２

の項に規定する金額を加算する。 

 別表第８備考第３項後段を次のように改め、同項各号を削る。 

    この場合において、建築基準関係規定への適合性審査の対象に建築基準法第

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれるときは、１申請当たり別表第１の２

の項又は同表３の項に規定する金額を加算する。 

 別表第８備考第４項を削る。 

 別表に次の１表を加える。 
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別表第９（第２条第９号関係） 

項 事務 名称 金額 

１ マンションの建替え等

の円滑化に関する法律

第１０５条第１項の規

定に基づく建築物の容

積率又は各部分の高さ

に関する特例の許可の

申請に対する審査 

敷地内に広い

空地を有する

建築物の容積

率又は各部分

の高さの特例

許可申請手数

料 

160,000 円

 

附 則 

 この条例は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条に１号を加える改正規定及び別表に１表を加える改正規定 公布の日 

 (2) 別表第６の改正規定（同表備考第５項後段に係る部分及び同項各号を削る部分、

同表備考第６項後段に係る部分及び同項各号を削る部分並びに同表備考第７項

を削る部分を除く。） 平成２７年４月１日 
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条 例 第  ４０  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市建築基準条例等の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市建築基準条例等の一部を改正する条例 

 

 （熊本市建築基準条例の一部改正） 

第１条 熊本市建築基準条例（平成２４年条例第１２７号）の一部を次のように改正

する。 

  第１９条中「法第２７条第１項ただし書の政令で定める技術的基準」を「令第   

１２９条の２の３第１項第１号ロに掲げる基準」に改める。 

 （熊本市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例（平成

１９年条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第４号中「第１３７条の１７」を「第１３７条の１８」に改める。 

  第５条中「第１３７条の１８第３項」を「第１３７条の１９第３項」に、「第    

１３７条の１７」を「第１３７条の１８」に改める。 

 （熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２０年条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項第５号及び同条第５項中「第１３７条の１８第２項」を「第   

１３７条の１９第２項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。 
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条 例 第  ４１  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

第１５条の５中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

 第１５条の５の１０中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

 第１５条の１０中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 第２０条第１項中「５１万円」を「５２万円」に改め、同項第２号中「２４万５千

円」を「２６万円」に改め、同項第３号中「４５万円」を「４７万円」に改め、同条

第３項中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第

４項中「５１万円」を「５２万円」に、「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市国民健康保険条例の規定は、平成２７年度以後の

年度分の保険料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 
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条 例 第  ４２  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１条中「、議員」の次に「又は会派」を加える。 

 第２条に次のただし書を加える。 

  ただし、議長に届け出た会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」とい

う。）が、会派に対する交付を選択した場合には、会派に対して交付することができ

る。 

第３条第１項中「対し、月額２００，０００円」を「対しては月額２００，０００

円を、会派に対する交付を選択した会派に対しては月額２００，０００円に基準日に

所属する当該会派の議員数を乗じて得た額」に改め、同条中第５項を第６項とし、第

４項の次に次の１項を加える。 

５ 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会が

あった場合は、当該議員は第１項の所属する議員に含まれないものとする。 

第４条の見出し中「議員でなくなった場合の」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において政務活動費の交付を受け

た会派（以下「交付会派」という。）に所属することとなったときは、交付会派に所

属することとなった日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月

分）以降の政務活動費を返還しなければならない。 

第１１条を第１３条とする。 

第１０条中「第６条」を「第８条」に改め、同条を第１２条とする。 
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第９条第１項中「第６条」を「第８条」に改め、同条を第１１条とする。 

第８条第１項中「議員」の次に「及び交付会派」を加え、「第５条」を「第６条」に

改め、同条第２項中「議員」の次に「又は交付会派」を加え、同項第１号中「第５条

第２項」を「第６条第２項」に改め、同条を第１０条とする。 

第７条を第９条とする。 

第６条第１項中「議員」の次に「及び経理責任者」を加え、同条第４項中「議員」

の次に「及び経理責任者」を加え、「第９条」を「第１１条」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項の次に次の１項を加え、同条を第８条とする。 

４ 交付会派が解散したときは、第２項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者

であった者は、解散のときから３０日以内に収支報告書を提出しなければならない。 

第５条第２項中「議員」の次に「及び交付会派」を加え、同条を第６条とし、同条

の次に次の１条を加える。 

（経理責任者） 

第７条 交付会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

２ 経理責任者は、会派に交付された政務活動費に係る金銭の出納その他の事務を所

掌する。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第５条 交付会派について、半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、

異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準日に当たる場合は、当月）の末日

までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活

動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動

後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、交付会派は当該上回る額を返還

しなければならない。 

２ 交付会派が、半期の途中において解散したときは、交付会派は、解散の日の属す

る月の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月分）以後の政務活動費を返還

しなければならない。 

 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４３  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市議会事務局設置条例（昭和４０年条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第３条中「議事課」を 
「 議事課 

に改める。 
 調査課 」

 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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 条 例 第  ４４  号   

平成２７年 ３ 月 ６ 日   

 

熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

熊本市議会委員会条例（平成２５年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１６条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法

律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長がある場合におけるこ

の条例による改正後の第１６条の規定の適用については、同条中「教育委員会の教

育長」とあるのは、「教育委員会の委員長」とする。 
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条 例 第  ４５  号   

平成２７年 ３ 月 ９ 日   

 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の経過措置に係

る関係条例の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長 大 西 一 史 

 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の経過措置

に係る関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例附則第２条第３号及び第４条第４号の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同条例第８条による改正前の熊本市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例（平成２７年条例第３８号）附則第２条第３号及び第４条第４号の規

定によりなおその効力を有するものとされた同条例第８条による改正前の熊本市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

２４年条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

４項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、か

つ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している事

業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあ

っては、当該介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、

利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

  第１００条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条
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第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利

用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出

るものとする。 

第１０６条の次に次の１条を加える。 

  （事故発生時の対応） 

第１０６条の２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通

所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利

用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、第１００条第４項の指定介護予防通所介護以

外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準

じた必要な措置を講じなければならない。 

第１０８条中「第３７条まで」を「第３５条まで、第３７条」に改める。 

第１１６条中「から第３７条まで」を「、第３７条」に改め、「、第３０条中「訪

問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と」を削る。 

 （熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例の一部改正） 

第２条 熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例（平成２７年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３条第１項中「及び第５項」を「及び第６項」に改め、同項の表中「第５

条第５項」を「第５条第６項」に、「第４項」を「第５項」に改める。 

附則第４条第４号中「第３５条から第３７条まで（第１０８条及び第１１６条に

おいて準用する場合に限る。）」を「第３５条（第１０８条及び第１１６条において
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準用する場合に限る。）、第３７条（第１０８条及び第１１６条において準用する場

合に限る。）」に改める。 

附則第５条第１項及び同項の表中「第１００条第４項」を「第１００条第５項」

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ７  号   

平成２７年 ３ 月 ９ 日   

 

 江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例

施行規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する

条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害

の防止に関する条例（平成２６年条例第６６号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（条例第２条第１号の規則で定める区域等） 

第２条 条例第２条第１号の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 熊本市動植物園区域（熊本市動植物園条例（平成３年条例第２０号）第１条に

規定する熊本市動植物園の区域及びその周辺の区域のうち、市長が定める区域を

いう。）  

(2) 熊本洋学校教師ジェーンズ邸区域（熊本市記念館条例（平成５年条例第４６号）

第２条に規定する熊本洋学校教師ジェーンズ邸の敷地の区域及びその周辺の区

域のうち、市長が定める区域をいう。） 

 (3) 庄口地区運動施設区域（熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）別表

第５に規定する庄口地区運動施設の区域及びその周辺の区域のうち、市長が定め

る区域をいう。） 

２ 市長は、前項各号の規定により区域を定めたときはこれを告示するものとする。 

 （条例第２条第２号イの規則で定める区域） 

第３条 条例第２条第２号イの規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。 
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 (1) 加勢川のうち、熊本市中央区水前寺公園市道水前寺公園第７号線宮園橋上流端

から熊本市東区画図町大字下無田一般県道画図秋津線大六橋下流端までの区域

（本市の区域に限り、条例第２条第１号に規定する水前寺江津湖公園の区域を除

く。） 

 (2) 木山川のうち、熊本市東区秋津町秋田熊本市東部浄化センター排水樋門上流端

と熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉三郎無田樋門上流端を結んだ線から加勢川

合流点までの区域（本市の区域に限る。） 

（江津湖地域の在来種を圧迫し、その生態系に影響を与えるおそれがあると認めら

れる外来生物） 

第４条 条例第２条第４号イの規則で定める外来生物は、カムルチー、ジルティラピ

ア及びナイルティラピアとする。 

 （指定外来魚） 

第５条 条例第２条第５号の規則で定める魚類は、オオクチバス、ブルーギル、カダ

ヤシ、カムルチー、ジルティラピア及びナイルティラピアとする。 

 （条例第８条第１項の規則で定める区域） 

第６条 条例第８条第１項の規則で定める区域は、条例第２条第１号に規定する水前

寺江津湖公園の区域とする。 

 （指定外来魚の捕獲のための釣りの方法） 

第７条 条例第８条第１項の規則で定める方法は、さお釣りとする。 

（捕獲した指定外来魚の取扱方法） 

第８条 条例第８条第２項第２号の規則で定める方法は、市が指定する回収箱又は回

収いけすへ投入する方法とする。 

（遵守事項） 

第９条 条例第８条第２項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 他の公園利用者等に危険を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。 

(2) 指定外来魚の捕獲を目的とした釣りにより発生する釣り糸等のごみを捨てな

いこと。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 
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   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ８  号   

平成２７年 ３ 月 ９ 日   

 

 熊本市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 熊本市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則（昭和６０年規則第５１

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の見出し中「申請等」を「申請」に改め、同条第２項を削る。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ９  号   

平成２７年 ３ 月 ９ 日   

 

 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成２年規則第６５号）の一

部を次のように改正する。 

 

 附則中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １０  号   

平成２７年 ３ 月 ９ 日   

 

 熊本市環境総合センター手数料条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市環境総合センター手数料条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市環境総合センター手数料条例施行規則（昭和５６年規則第４３号）の一部を

次のように改正する。 

 

 別表環境衛生試験の項中 

「 

 

 

」 

を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

(4) 第４類 

アスベスト含有検査（個人 

住宅に係るものに限る。） 

 

１成分につき

 

2,500 
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  告   示   

告 示 第 １ １ ２ 号   

平成２７年３月２日   

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき特定計量器の定期検査を実施する

ので、同法第２１条第２項の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 定期検査の対象となる特定計量器 

  計量法施行令（平成５年法令第３２９号）第１０条第１項第１号に規定する非自動はかり、分銅 

及びおもり。 

２ 定期検査の実施期日及び場所、区域 

検 査 日 
検査場所 

検査区域（小学校区） 

４月２日（木） 
田底地域コミュニティセンター（旧 植木公民館田底分館） 

吉松小学校・田底小学校 

４月３日（金） 
桜井小学校 体育館玄関 

桜井小学校・田原小学校・菱形小学校 

４月６日（月） 
北区役所 公用車駐車場 

山東小学校・山本小学校・植木小学校 

※ 受付時間  午前１０時から正午まで 

午後１時から午後３時まで 

上記の期日に受検できない者は、市長が別に指定する期日に行う。 

３ 特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項の規定による定期検

査実施の場所及び期間 

(1) 検査場所 

特定計量器の所在の場所 

(2) 所在場所検査に該当する特定計量器 

ア 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。 

イ 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるも 

のであるとき。 

ウ 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難

であるとき。 

エ 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合で 

あって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。 

オ 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資する

ものであるとき。 

(3) 検査期間 

平成２７年４月１日（水）から平成２７年１１月３０日（月）まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ １ ３ 号   

平成２７年３月２日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条第１

項の規定に基づき告示する。 
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熊本市長  大 西 一 史   

№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定期間 

1 長嶺ごふく薬局 
熊本市東区長嶺南六丁

目２５－３０ 
平成２７年３月１日 ～ 平成３３年２月２８日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ １ ４ 号   

平成２７年３月２日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年２月１２日 銀座通りエリア、市庁舎北側駐輪場、上通自転車駐輪場、水道町エ 

リア 

イ 平成２７年２月１３日  銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、辛島エリア、水道町 

エリア、並木坂エリア 

ウ 平成２７年２月１６日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島 

エリア、水道町エリア、中央区八王寺町８ 

エ 平成２７年２月１８日 新水前寺駅西高架下駐輪場、新水前寺駅東高架下駐輪場 

オ 平成２７年２月１９日  銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島 

エリア、水道町エリア 

カ 平成２７年２月２０日 手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、辛島エリア、西区上熊 

本二丁目１８、中央区江津四丁目１、中央区島崎二丁目１ 

キ 平成２７年２月２３日  銀座通りエリア、手取エリア 

ク 平成２７年２月２４日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道 

町エリア、中央区水前寺五丁目２６、中央区草葉町５ 

ケ 平成２７年２月２６日 銀座通りエリア、手取エリア、新市街エリア、中央区国府一丁目１ 

８  

(2) 保管の場所 平成第２自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年６月２日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １９４台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成第２自転車保管所（電話 ０９６－３７０－５６０６） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 
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告 示 第 １ １ ５ 号   

 平成２７年３月２日   

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき、手数料の徴収事

務の委託に関し、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西  一 史   

１ 委託する歳入の種類 

熊本市戸籍、住民票等の証明手数料 

２ 受託者 

  福岡市中央区天神三丁目１１番２０号天神エフビル 

株式会社ケー・デー・シー福岡支店 

支店長  宇賀神 満則 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ １ ６ 号   

平成２７年３月３日   

市税督促状の送達を受けるべき者の住所又は居所が不明のため、当該書類を送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第

８９号）第１３条の規定に基づき告示する。 

なお、督促状は熊本市財政局納税課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 督促状送達の効力の発生日 

この掲示を始めた日から起算して７日を経過した日 

２ 督促状の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

(1) 市県民税（普通徴収）  

５件 

(2) 固定資産税 

４５８件 

(3) 軽自動車税 

１件 

(4) 市県民税（特別徴収） 

１４件 

(5) 法人市民税 

   ２件 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ １ ７ 号   

平成２７年３月３日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び

同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

９７７ 

茶話本舗デイサービス尾ノ上 

熊本市東区尾ノ上三丁目１３番７３号 

株式会社楽楽 

熊本市東区江津二丁目３７番１号 

代表取締役 田中 英昭 

平成２７年 

３月２日 
通所介護 
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告 示 第 １ １ ８ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定による届出がされたので、同法第８

５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ １ ９ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定による届出がされたので、同法第８

５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ０ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定による届出がされたので、同法第８

５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 １ ２ １ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０３

３７８ 

うすば居宅介護支援事業所 

熊本市南区薄場二丁目１０番２号 

特定非営利活動法人わいわい 

熊本市南区薄場二丁目１０番２号 

理事長 中西 太一 

平成２７年

３月３１日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０６

４２１ 

社会福祉法人熊本市社会福祉

協議会 

熊本市南区富合町菰江２９３ 

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 

熊本市中央区新町二丁目４－２７ 

会長 潮谷 愛一 

平成２７年

３月３１日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

２７４ 

ケアプランセンターてとろ城山 

熊本市西区城山下代二丁目１４番

２２号ライフサポートマンション

彩里Ⅱ １F 

特定非営利活動法人生き生きネッ

トワークてとろ 

愛知県名古屋市北区大曽根二丁目

９番６６号 

理事長 八神 威雄 

平成２７年

３月３１日 

居宅介護支

援 
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熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ２ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ３ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ４ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

９８５ 

居宅介護支援センター蓮台寺 

熊本市西区蓮台寺三丁目４－４８

株式会社スローライフ芳寿会 

熊本県宇城市松橋町久具６１番地５ 

代表取締役 田端 誠四郎 

平成２７年 

３月１５日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３６０１９０

０９６ 

熊本県看護協会訪問看護ステーション

熊本市東区花立五丁目１４番１７号 

公益社団法人熊本県看護協会 

熊本市東区東町三丁目１０番３９号

会長 高橋 和歌子 

平成２７年 

３月３１日 

居宅療養管

理指導 

介護予防居

宅療養管理

指導 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの種類 

４３６０１９０

３８５ 

たっく リハサポートセンター 

熊本市上南部二丁目１番６７号 

株式会社くますま 

熊本市上南部二丁目１番６７号 

代表取締役 河添 竜志郎 

平成２７年 

３月３１日 

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養

管理指導 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの種類 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ２ ５ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ６ 号   

平成２７年３月４日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成９年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ７ 号   

平成２７年３月６日   

行旅死亡人について住所、居所及び氏名等が不明であるため、行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治

３２年法律第９３号）第９条の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 本籍・住所・氏名・年齢・性別について 

(1) 本籍 不明 

(2) 住所 不明 

(3) 氏名  不明 

(4) 年齢 不明 

(5) 性別 男性 

２ 死亡日 

  不明 

３ 発見日 

４３６０１９０

５００ 

セントケア訪問看護ステーショ

ン 

熊本市中央区十禅寺一丁目３番

１号  

セントケア九州株式会社 

熊本市中央区十禅寺一丁目３番１号

代表取締役 東 善郎 

平成２７年

３月３１日 

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養

管理指導 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの種

類 

４３７０１０７

８２５ 

元気ハウス南の風 

熊本市東区長嶺南三丁目８番５８号 

株式会社九州サンガ 

熊本市東区錦ヶ丘１９番８号 

代表取締役 上萬 誠 

平成２７年 

３月３１日 

通所介護 

介護予防通所

介護 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０７

５９３ 

ケアセンターてとろ城山 

熊本市西区城山下代二丁目１４

番２２号ライフサポートマンシ

ョン彩里Ⅱ１F  

特定非営利活動法人生き生きネットワ

ークてとろ 

愛知県名古屋市北区大曽根二丁目９番

６６号 

理事長 八神 威雄 

平成２７年

３月３１日 

通所介護 

介護予防通

所介護 
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  平成２６年１０月５日 

４ 発見場所 

  熊本市中央区桜町１番２５号桜町ハイム西側敷地内 

５ 死因 

  多発外傷 

６ その他 

  身元不明につき熊本市が火葬に付し、遺骨を保管しています。 

心当たりのある方は、熊本市保護管理援護課まで申し出てください。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ８ 号   

平成２７年３月６日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２

９条第１項の障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第５１条第１項第１号の規定により告示

する。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 

(1) おとまりぶーやん 

熊本市東区長嶺南一丁目1番６７号 

(2) ヘルパーステーションライフ上熊本 

熊本市西区花園一丁目４番２号 

 (3) すぷれっど工房 

    熊本市東区八反田三丁目１５番２０号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 株式会社 ヒューマンネット 

香川県高松市木太町４２８４番地８ 

鎌倉 美智代 

(2) 株式会社 クボタライフ九州 

熊本市西区花園一丁目４番２号 

      佐藤 丈衛 

(3) 一般社団法人 ＳＷＳＰ 

熊本市東区八反田三丁目１５番２０号  

村上 美智子 

３ 指定年月日   

平成２７年３月１日 

４ 障害福祉サービスの種類 

(1) 短期入所 

(2) 同行援護 

(3) 就労継続支援Ａ型 

５ 主たる対象とする障害の種類   

(1) 障害児 

(2) 特定なし 

(3) 知的障害者・精神障害者・難病患者 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ２ ９ 号   

平成２７年３月６日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１
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３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長 大 西 一 史  

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年２月６日 中央区渡鹿八丁目東海学園駅前駐輪場 
イ 平成２７年２月２７日 中央区花畑町４熊本市国際交流会館 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２７年６月６日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 ２台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返 

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ０ 号   

平成２７年３月６日   

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

４００２ 
紺屋今町辛島町 

第１号線 

中央区紺屋今町４番３１ 地先 

中央区辛島町４番２ 地先 

４０２８ 
島崎５丁目島崎７丁目

第１号線 

西区島崎五丁目２５３番 地先 

西区島崎七丁目７３２番１ 地先 

４０２９ 
上熊本３丁目花園６丁

目第１号線 

西区上熊本三丁目５２３番 地先 

西区花園六丁目１０７２番６ 地先 

４０６１ 
沖新町中原町 

第２号線 

西区沖新町１２２１番 地先 

西区中原町２８４５番１ 地先 
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４０９１ 
孫代町無田口町 

第１号線 

南区孫代町８９２番２ 地先 

南区無田口町１７２７番１ 地先 

５０６６ 
秋津町秋田若葉 

６丁目第１号線 

東区秋津町秋田３１０５番１ 地先 

東区若葉六丁目３７１番 地先 

５０９２ 
戸島６丁目戸島町 

第１号線 

東区戸島六丁目１７３３番２ 地先 

東区戸島町１００７番１ 地先 

５１２６ 
河内町東門寺河内町大

多尾第１号線 

西区河内町東門寺２６７番２ 地先 

西区河内町大多尾８１２番１ 地先 

１－４６ 
辛島町 

第２号線 

中央区辛島町５番１２ 地先 

中央区辛島町４番２ 地先 

１－４７ 
辛島町 

第３号線 

中央区辛島町６番１４ 地先 

中央区辛島町２番１ 地先 

1－５６ 
河原町細工町２丁目第

１号線 

中央区河原町７番 地先 

中央区細工町二丁目３１番 地先 

１－７２ 
細工町４丁目春日１丁

目第１号線 

中央区細工町四丁目５１番１ 地先 

西区春日一丁目１２４９番８ 地先 

１－１９３ 
子飼本町黒髪２丁目第

１号線 

中央区子飼本町１６５番１ 地先 

中央区黒髪二丁目７０４番１ 地先 

１－２０７ 
黒髪２丁目子飼本町第

１号線 

中央区黒髪二丁目５２４番 地先 

中央区子飼本町５０番１ 地先 

１－２２６ 
坪井１丁目 

第２号線 

中央区坪井一丁目１番１ 地先 

中央区坪井一丁目９番８ 地先 

２－２３ 
黒髪１丁目３丁目第１

号線 

中央区黒髪一丁目１８０番 地先 

中央区黒髪三丁目１９番 地先 

３－９１ 
新屋敷２丁目 

第１０号線 

中央区新屋敷二丁目１３番６ 地先 

中央区新屋敷二丁目１４番３７ 地先 

３－３６３ 
渡鹿８丁目 

第１号線 

東区渡鹿八丁目６７番１５ 地先 

東区渡鹿八丁目４１番８ 地先 

４－１９ 
水前寺公園 

第２号線 

中央区水前寺公園７６７番２ 地先 

中央区水前寺公園７９５番１ 地先 
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４－９５ 
水前寺１丁目 

第１０号線 

中央区水前寺一丁目３９７番１ 地先 

中央区水前寺一丁目４３３番 地先 

４－１４８ 
水前寺６丁目 

第１号線 

中央区水前寺六丁目６９番１ 地先 

中央区水前寺六丁目４９番３ 地先 

４－１４９ 
水前寺６丁目 

第２号線 

中央区水前寺六丁目６３番１ 地先 

中央区水前寺六丁目６６番１ 地先 

４－１５０ 
水前寺６丁目 

第３号線 

中央区水前寺六丁目２０３番１ 地先 

中央区水前寺六丁目１１９番１ 地先 

４－１５１ 
水前寺６丁目 

第４号線 

中央区水前寺六丁目７９番１ 地先 

中央区水前寺六丁目１７７番 地先 

４－１５３ 
水前寺公園 

第３号線 

中央区水前寺公園５７３番１ 地先 

中央区水前寺公園２５３番 地先 

４－１５５ 
水前寺公園 

第５号線 

中央区水前寺公園４１９番２ 地先 

中央区水前寺公園６５４番１ 地先 

４－１７３ 
出水４丁目国府４丁目

第１号線 

東区出水四丁目１１２１番 地先 

中央区国府四丁目４７８番 地先 

４－２１２ 
出水２丁目 

第３号線 

中央区出水二丁目６９番１ 地先 

中央区出水二丁目７９番 地先 

４－２６３ 
出水８丁目 

第１１号線 

中央区出水八丁目５５１番８ 地先 

中央区出水八丁目６２５番 地先 

４－５０３ 
出水４丁目 

第２６号線 

中央区出水四丁目３０８番１ 地先 

中央区出水四丁目１８５番 地先 

４－５７２ 
出水８丁目 

第４２号線 

中央区出水八丁目５５１番１０ 地先 

中央区出水八丁目６３０番 地先 

５－１１４ 
萩原町 

第６号線 

中央区萩原町６２７番 地先 

中央区萩原町４５６番２ 地先 

５－２４４ 
本荘３丁目 

第６号線 

中央区本荘三丁目７番１３ 地先 

中央区本荘三丁目５番６ 地先 

５－２４５ 
本荘５丁目 

第１７号線 

中央区本荘五丁目２３１番３ 地先 

中央区本荘五丁目１８７番２８ 地先 
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６－３１ 
横手４丁目 

第１９号線 

西区横手四丁目５５３番３ 地先 

西区横手四丁目５５４番１ 地先 

６－３６ 
横手４丁目 

第２１号線 

西区横手四丁目６２６番６ 地先 

熊本市横手四丁目６３１番５ 地先 

６－８１ 
横手１丁目 

第１０号線 

中央区横手一丁目１１５６番１ 地先 

中央区横手一丁目１１５０番１ 地先 

６－８４ 
横手１丁目 

第１３号線 

中央区横手一丁目１１６５番４ 地先 

中央区横手一丁目１１６１番１ 地先 

６－８８ 
横手２丁目 

第１２号線 

西区横手二丁目１２０７番２ 地先 

中央区横手二丁目１１８８番 地先 

６－８９ 
横手２丁目 

第１３号線 

西区横手二丁目１２０６番１ 地先 

西区横手二丁目１１９４番 地先 

６－９４ 
春日１丁目 

第７号線 

西区春日一丁目１２８５番１５ 地先 

西区春日一丁目１３０５番１ 地先 

６－９６ 
春日１丁目 

第９号線 

西区春日一丁目８０３番２番 地先 

西区春日一丁目１３０２番１ 地先 

６－１０３ 
春日１丁目 

第１１号線 

西区春日一丁目１３０４番１ 地先 

西区春日一丁目７７１番 地先 

６－１６８ 
春日１丁目 

第１２号線 

西区春日一丁目８０４番５ 地先 

西区春日一丁目８１４番１ 地先 

６－１７０ 
春日１丁目 

第１４号線 

西区春日一丁目７７７番 地先 

西区春日一丁目７７１番 地先 

６－１７９ 
春日２丁目世安町第１

号線 

西区春日二丁目７０２番１０ 地先 

中央区世安町４０５番７ 地先 

６－１８２ 
春日２丁目 

第８号線 

西区春日二丁目５６１番２ 地先 

西区春日二丁目５１６番２ 地先 

６－１８３ 
春日２丁目 

第９号線 

西区春日二丁目６５４番２ 地先 

西区春日二丁目６５０番５ 地先 

６－２０７ 
春日７丁目 

第８号線 

西区春日七丁目１番１ 地先 

西区春日七丁目７２番１ 地先 
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６－２１２ 
細工町５丁目二本木１

丁目第１号線 

中央区細工町五丁目１８番１ 地先 

西区二本木一丁目１番３ 地先 

６－３１０ 
田崎本町 

第１号線 

西区田崎本町６番６ 地先 

西区田崎本町３番１ 地先 

６－３２８ 
田崎１丁目 

第３号線 

西区田崎一丁目１２８番９ 地先 

西区田崎一丁目２０７番１ 地先 

６－３２９ 
田崎１丁目 

第４号線 

西区田崎一丁目２３６番２ 地先 

西区田崎一丁目１２８番１ 地先 

６－３５９ 
蓮台寺２丁目５丁目第

１号線 

西区蓮台寺二丁目７９１番４ 地先 

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先 

６－３６０ 
蓮台寺３丁目蓮台寺５

丁目第１号線 

西区蓮台寺三丁目１０７９番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目６８８番 地先 

６－３６１ 
蓮台寺４丁目５丁目第

１号線 

西区蓮台寺四丁目５３９番 地先 

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先 

６－３６４ 
蓮台寺４丁目５丁目第

２号線 

西区蓮台寺四丁目３８２番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目５６９番５ 地先 

６－３９９ 
田崎１丁目 

第８号線 

西区田崎一丁目２４９番２ 地先 

西区田崎一丁目２５０番１ 地先 

６－５０３ 
春日１丁目 

第１７号線 

西区春日一丁目１２７８番２ 地先 

西区春日一丁目１３１０番１０ 地先 

６－５０５ 
横手４丁目 

第２５号線 

西区横手四丁目５４１番３ 地先 

西区横手四丁目５２４番８ 地先 

６－５０６ 
蓮台寺５丁目 

第１号線 

西区蓮台寺五丁目５９８番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目６１５番１ 地先 

６－５０７ 
蓮台寺５丁目 

第２号線 

西区蓮台寺五丁目６７４番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目６７２番３ 地先 

６－５０８ 
蓮台寺５丁目 

第３号線 

西区蓮台寺五丁目６９５番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目８５７番７ 地先 

６－５０９ 
蓮台寺５丁目 

第４号線 

西区蓮台寺五丁目１０３５番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目９２０番１１ 地先 
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６－５１０ 
田崎１丁目 

第１４号線 

西区田崎一丁目２５０番１ 地先 

西区田崎一丁目１２２番２３ 地先 

６－５１１ 
春日７丁目 

第１５号線 

西区春日七丁目１１９７番２ 地先 

西区春日七丁目１２１１番１ 地先 

６－５１２ 
春日７丁目 

第１６号線 

西区春日七丁目１５２６番２ 地先 

西区春日七丁目１２０６番３ 地先 

８－１７７ 
池田４丁目 

第１８号線 

西区池田四丁目６２８番２ 地先 

西区池田四丁目５３７番３ 地先 

８－１７８ 
池田４丁目 

第１９号線 

西区池田四丁目５９０番 地先 

西区池田四丁目６１８番２ 地先 

８－１８０ 
池田４丁目 

第２１号線 

西区池田四丁目５５６番 地先 

西区池田四丁目５４９番１ 地先 

８－１８１ 
池田４丁目 

第２２号線 

西区池田四丁目５１５番 地先 

西区池田四丁目５１６番１ 地先 

８－１８６ 
池亀町 

第２号線 

西区池亀町１２４番１ 地先 

西区池亀町１１１番１ 地先 

８－２５１ 
上熊本２丁目１丁目第

１号線 

西区上熊本二丁目７７５番１ 地先 

西区上熊本一丁目１０番１ 地先 

８－２５２ 
池田４丁目 

第２６号線 

西区池田四丁目６３１番１ 地先 

西区池田四丁目６８９番４ 地先 

１１－９ 
新南部３丁目保田窪本

町第１号線 

東区新南部三丁目５００番１ 地先 

東区保田窪本町２番５ 地先 

１１－１１ 
保田窪本町 

第８号線 

東区保田窪本町２４９番７ 地先 

東区保田窪本町２５番１ 地先 

１２－１９１ 
神水本町 

第５号線 

中央区神水本町３７４番 地先 

中央区神水本町４１４番２ 地先 

１２－１９２ 
神水本町 

第６号線 

中央区神水本町５４９番１ 地先 

中央区神水本町５３９番２ 地先 

１２－１９３ 
神水本町 

第７号線 

中央区神水本町５４５番 地先 

中央区神水本町５４３番１ 地先 
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１２－１９４ 
神水本町 

第８号線 

中央区神水本町５４２番１ 地先 

中央区神水本町１８２番 地先 

１２－１９８ 
神水本町 

第１２号線 

中央区神水本町４２０番１ 地先 

中央区神水本町２０１番１ 地先 

１２－２３４ 
健軍４丁目 

第２号線 

東区健軍四丁目１５５０番１７ 地先 

東区健軍四丁目１２２１番２ 地先 

１２－２３７ 
健軍４丁目 

第４号線 

東区健軍四丁目１４０４番７ 地先 

東区健軍四丁目１５２２番２ 地先 

１２－３８８ 
新外２丁目月出５丁目

第１号線 

東区新外二丁目２８６１番１ 地先 

東区月出五丁目２６１２番１０１ 地先 

１２－３９０ 
新外１丁目 

第１号線 

東区新外一丁目２８３６番１ 地先 

東区新外一丁目２８３６番２ 地先 

１２－５６１ 
健軍１丁目 

第２号線 

東区健軍一丁目１６７番１ 地先 

東区健軍一丁目１４４番 地先 

１２－５７３ 
尾ノ上１丁目 

第６号線 

東区尾ノ上一丁目１２７番 地先 

東区尾ノ上一丁目１３１番 地先 

１２－６３７ 
錦ケ丘尾ノ上２丁目第

３号線 

東区錦ケ丘２７１番１ 地先 

東区尾ノ上二丁目２３４番 地先 

１２－６４１ 
錦ケ丘 

第６号線 

東区錦ケ丘２４２番１ 地先 

東区錦ケ丘２４３番 地先 

１２－６４２ 
錦ケ丘 

第７号線 

東区錦ケ丘２５８番１ 地先 

東区錦ケ丘１８０番１ 地先 

１２－６４７ 
錦ケ丘 

第１２号線 

東区錦ケ丘３８４番１ 地先 

東区錦ケ丘３９０番 地先 

１２－６８５ 
健軍本町 

第１１号線 

東区健軍本町２４７番 地先 

東区健軍本町２６６番１ 地先 

１２－６８６ 
健軍本町 

第１２号線 

東区健軍本町２９２番３ 地先 

東区健軍本町３１５番１ 地先 

１２－７４６ 
錦ケ丘 

第１９号線 

東区錦ケ丘１４５番 地先 

東区錦ケ丘３６８番１ 地先 
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１２－７９８ 健軍３丁目第３２号線
東区健軍三丁目３１７番 地先 

東区健軍三丁目３２２番 地先 

１２－８０２ 
健軍３丁目健軍本町第

３号線 

東区健軍三丁目３４２番 地先 

東区健軍本町３２５番１ 地先 

１２－８０９ 
健軍本町 

第２２号線 

東区健軍本町３０８番１ 地先 

東区健軍本町１４１番 地先 

１２－８３８ 
健軍本町 

第３２号線 

東区健軍本町３２０番１ 地先 

東区健軍本町３１５番１ 地先 

１２－９３４ 
健軍本町 

第３８号線 

東区健軍本町３５９番 地先 

東区健軍本町３５５番１ 地先 

１２－１０６３ 
小峯４丁目 

第２号線 

東区小峯四丁目２６１３番３９５ 地先 

東区小峯四丁目２６１３番３９０ 地先 

１２－１１３３ 
神水本町 

第３１号線 

中央区神水本町４３２番１ 地先 

中央区神水本町１９９番１ 地先 

１２－１１３４ 
佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原二丁目５０１番１ 地先 

東区佐土原二丁目４７８番１ 地先 

１２－１１３５ 
佐土原２丁目 

第５号線 

東区佐土原二丁目４９３番１ 地先 

東区佐土原二丁目４１２番１ 地先 

１２－１１３６ 
佐土原２丁目３丁目第

１号線 

東区佐土原二丁目４１１番１ 地先 

東区佐土原三丁目４１６番１ 地先 

１２－１１３７ 
佐土原３丁目 

第９号線 

東区佐土原三丁目４３５番１ 地先 

東区佐土原三丁目４３２番 地先 

１２－１１３８ 
佐土原３丁目 

第１０号線 

東区佐土原三丁目４１７番１ 地先 

東区佐土原三丁目４２２番１ 地先 

１２－１１３９ 
佐土原３丁目２丁目第

１号線 

東区佐土原三丁目４１３番１ 地先 

東区佐土原二丁目４１６番８ 地先 

１３－５４ 
東野３丁目秋津２丁目

第１号線 

東区東野三丁目１９番７ 地先 

東区秋津二丁目１８１５番８ 地先 

１３－７０ 
秋津１丁目秋田 

第１号線 

東区秋津一丁目２０５５番１ 地先 

東区秋津町秋田７６５番 地先 
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１３－１２１ 
沼山津２丁目３丁目第

１号線 

東区沼山津二丁目１１７８番１ 地先 

東区沼山津三丁目１７８０番１ 地先 

１３－１４７ 
桜木４丁目 

第５号線 

東区桜木四丁目１６０番１ 地先 

東区桜木四丁目１５４番１ 地先 

１３－１９５ 
桜木６丁目５丁目第１

号線 

東区桜木六丁目３１６番 地先 

東区桜木五丁目３１４番１ 地先 

１３－１９６ 
桜木６丁目 

第２号線 

東区桜木六丁目３２４番 地先 

東区桜木六丁目３３３番 地先 

１３－１９７ 
桜木６丁目 

第３号線 

東区桜木六丁目３８１番１ 地先 

東区桜木六丁目３４３番 地先 

１３－１９８ 
桜木６丁目 

第４号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 

東区桜木六丁目３６５番１ 地先 

１３－１９９ 
桜木６丁目 

第５号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 

東区桜木六丁目３７８番１ 地先 

１３－２００ 
桜木６丁目 

第７号線 

東区桜木六丁目５２２番３ 地先 

東区桜木六丁目５００番１ 地先 

１３－２０８ 
秋津１丁目東野３丁目

第１号線 

東区秋津一丁目２０５６番 地先 

東区東野三丁目２０番８ 地先 

１４－５ 
下江津５丁目１丁目第

１号線 

東区下江津五丁目２３９番１ 地先 

東区下江津一丁目４番１ 地先 

１４－８ 
重富 

第１号線 

東区画図町大字重富３２６番 地先 

東区画図町大字重富８０５番２ 地先 

１４－５５ 
下江津６丁目 

第１号線 

東区下江津六丁目８７５番 地先 

東区下江津六丁目８７３番３ 地先 

１４－６８ 
画図東１丁目 

第２号線 

東区画図東一丁目５５０番 地先 

東区画図東一丁目４９５番１ 地先 

１４－９８ 
下無田 

第９号線 

東区画図町大字下無田１１５番 地先 

東区画図町大字下無田１０１番４ 地先 

１４－１０８ 
下無田 

第１６号線 

東区画図町大字下無田１７０３番１ 地先 

東区画図町大字下無田１６４３番 地先 
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１４－２１２ 
下無田 

第２２号線 

東区画図町大字下無田１１５１番２ 地先 

東区画図町大字下無田５１１番 地先 

１４－２２０ 
所島 

第１８号線 

東区画図町大字所島９１４番 地先 

東区画図町大字所島８５４番 地先 

１４－２３９ 
江津３丁目下江津１丁

目第１号線 

東区江津三丁目２番１ 地先 

東区下江津一丁目１１番３７ 地先 

１４－２６３ 
重富 

第２６号線 

東区画図町大字重富４２７番１ 地先 

東区画図町大字重富８３３番 地先 

１４－２７１ 
下無田 

第３１号線 

東区画図町大字下無田１０８７番１ 地先 

東区画図町大字下無田１１４０番１ 地先 

１４－３０５ 下江津６丁目第２号線
東区下江津六丁目８９８番２ 地先 

東区下江津六丁目９０６番２ 地先 

１４－３９２ 
下江津２丁目所島第１

号線 

東区下江津二丁目３４３番１ 地先 

東区画図町大字所島１０３１番１ 地先 

１７－３３ 薄場１丁目第４号線 
南区薄場一丁目６９番１ 地先 

南区薄場一丁目８８番２ 地先 

１７－４４ 薄場２丁目第２号線 
南区薄場二丁目４８番１ 地先 

南区薄場二丁目４７番４ 地先 

１７－５７ 
野口１丁目薄場２丁目

第１号線 

南区野口一丁目８０５番 地先 

南区薄場二丁目６８４番３ 地先 

１７－５９ 
野口４丁目 

第３号線 

南区野口四丁目９１８番 地先 

南区野口四丁目５９８番９ 地先 

１７－４０３ 
野口４丁目 

第１号線 

南区野口四丁目７６８番１ 地先 

南区野口四丁目５９７番１ 地先 

１８－４ 
城山半田４丁目 

第２号線 

西区城山半田四丁目６６４番１ 地先 

西区城山半田四丁目８８６番 地先 

１８－２２ 
上代１丁目 

第３号線 

西区上代一丁目５２５番１ 地先 

西区上代一丁目３０１番２ 地先 

１８－１５７ 
上代１丁目 

第４号線 

西区上代一丁目５６０番１ 地先 

西区上代一丁目１１０番１ 地先 
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１９－１８ 
戸坂町 

第１３号線 

西区戸坂町２３４番１ 地先 

西区戸坂町１２０番 地先 

１９－２０ 
戸坂町 

第１５号線 

西区戸坂町２４０番３ 地先 

西区戸坂町１７７番６１ 地先 

１９－４７ 
池上町谷尾崎町 

第２号線 

西区池上町５８番４ 地先 

西区谷尾崎町３７４番 地先 

１９－４８ 
池上町 

第６号線 

西区池上町７２４番 地先 

西区池上町６１８番１ 地先 

２０－１７ 
西松尾町 

第１号線 

西区西松尾町５３３３番２ 地先 

西区西松尾町５３２９番 地先 

２０－２８ 
近津 

第１号線 

西区松尾町近津１３１３番３ 地先 

西区松尾町近津１８２番 地先 

２１－２ 
小島５丁目 

第１号線 

西区小島五丁目２１８番１ 地先 

西区小島五丁目１番３ 地先 

２１－９ 
小島５丁目 

第２号線 

西区小島五丁目２８７番５ 地先 

西区小島五丁目２１８番１ 地先 

２１－１６ 
小島６丁目 

第１号線 

西区小島六丁目１６９０番４ 地先 

西区小島六丁目１０１番２ 地先 

２１－２９ 
小島上町 

第１０号線 

西区小島上町２４７１番２２ 地先 

西区小島上町２３９７番１ 地先 

２１－６３ 
小島９丁目西松尾町第

１号線 

西区小島九丁目１５７０番１ 地先 

西区西松尾町５２７３番１ 地先 

２１－６９ 
小島３丁目 

第２号線 

西区小島三丁目１７８６番 地先 

西区小島三丁目１７０３番３ 地先 

２１－７７ 

小島上町中原町 

第１号線 

 

西区小島上町２３６５番３ 地先 

西区中原町又３５９番１ 地先 

２２－１ 
砂原町中島町 

第１号線 

南区砂原町９２１番 地先 

西区中島町１４９２番２ 地先 

２２－３ 
中島町 

第１号線 

西区中島町７７０番１ 地先 

西区中島町１７７４番 地先 
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２２－１３ 
沖新町 

第４号線 

西区沖新町５１番１ 地先 

西区沖新町６７番 地先 

２２－２２ 
沖新町 

第１０号線 

西区沖新町９９番１ 地先 

西区沖新町２６８番３ 地先 

２２－２５ 
沖新町 

第１３号線 

西区沖新町１１２番１ 地先 

西区沖新町４６９番３ 地先 

２２－３１ 
沖新町 

第１９号線 

西区沖新町６３１番 地先 

西区沖新町８２９番１ 地先 

２２－４８ 
沖新町 

第３６号線 

西区沖新町３９１２番１ 地先 

西区沖新町３５２９番１ 地先 

２２－７１ 
沖新町 

第５９号線 

西区沖新町１番１９ 地先 

西区沖新町４９０８番１ 地先 

２２－７２ 
沖新町 

第６０号線 

西区沖新町４８６５番２ 地先 

西区沖新町４８５６番１ 地先 

２２－７５ 
中原町 

第４号線 

西区中原町２８４３番 地先 

西区中原町２８２９番１ 地先 

２２－７７ 
中原町 

第６号線 

西区中原町２７８４番１ 地先 

西区中原町２４９２番１ 地先 

２２－７８ 
中原町 

第７号線 

西区中原町２８０９番 地先 

西区中原町２５１９番１ 地先 

２２－８３ 
中原町 

第１１号線 

西区中原町２５１９番１ 地先 

西区中原町２６５９番 地先 

２２－１０７ 
中島町 

第２５号線 

西区中島町１１２７番１ 地先 

西区中島町１１６４番 地先 

２２－１１７ 
中原町 

第１９号線 

西区中原町８６４番５ 地先 

西区中原町６２１番１ 地先 

２２－１２１ 
中原町 

第２３号線 

西区中原町６３４番１ 地先 

西区中島町８１４番１ 地先 

２２－１２２ 
中原町 

第２４号線 

西区中原町５５９番１ 地先 

西区中原町３６番１ 地先 
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２２－１２５ 
中原町 

第２７号線 

西区中原町６１番１ 地先 

西区中原町９６番１ 地先 

２２－１３７ 
沖新町 

第６３号線 

西区沖新町１２２０番１ 地先 

西区沖新町１２１３番２ 地先 

２２－１６１ 
中原町 

第４２号線 

西区中原町５８４番１ 地先 

西区中原町６３４番１ 地先 

２２－１６２ 
中原町 

第４３号線 

西区中原町１０３番１ 地先 

西区中原町１番１ 地先 

２３－２５ 
戸島本町 

第４号線 

東区戸島本町４０６４番２ 地先 

東区戸島本町４０４４番４ 地先 

２３－２６ 
戸島３丁目２丁目第１

号線 

東区戸島三丁目３９１４番 地先 

東区戸島二丁目３６６３番 地先 

２３－３５ 
小山１丁目 

第４号線 

東区小山一丁目６９２番１ 地先 

東区小山一丁目３４００番３ 地先 

２３－９８ 
長嶺西２丁目 

第８号線 

東区長嶺西二丁目２５９０番１ 地先 

東区長嶺西二丁目２５５１番８０ 地先 

２３－１００ 
鹿帰瀬町 

第２号線 

東区鹿帰瀬町６０１番 地先 

東区鹿帰瀬町６１８番１ 地先 

２３－１０１ 
鹿帰瀬町 

第３号線 

東区鹿帰瀬町６４４番１ 地先 

東区鹿帰瀬町６５番１ 地先 

２３－１２６ 
上南部３丁目４丁目第

１号線 

東区上南部三丁目１２３１番 地先 

東区上南部四丁目８３７番１ 地先 

２３－１５１ 

戸島３丁目戸島４丁目

第１号線 

 

東区戸島三丁目３８７１番５ 地先 

東区戸島四丁目３８１６番１ 地先 

２３－２０７ 
戸島町 

第４０号線 

東区戸島町３４５番１ 地先 

東区戸島町３２１番 地先 

２３－２１４ 
戸島６丁目 

第２号線 

東区戸島六丁目１６７０番１ 地先 

東区戸島六丁目１５７１番３ 地先 

２３－２１９ 
戸島７丁目戸島町第１

号線 

東区戸島七丁目１６４７番１ 地先 

東区戸島町２０４６番１ 地先 
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２３－４３８ 
八反田３丁目長嶺東１

丁目第１号線 

東区八反田三丁目３２１８番１ 地先 

東区長嶺東一丁目３０４８番１ 地先 

２３－５６１ 
鹿帰瀬町 

第８号線 

東区鹿帰瀬町３１２番１ 地先 

東区鹿帰瀬町１０番１ 地先 

２３－６４３ 
鹿帰瀬町 

第９号線 

東区鹿帰瀬町５１９番１ 地先 

東区鹿帰瀬町４９９番 地先 

２３－８９１ 
戸島町 

第１４１号線 

東区戸島町２１５５番 地先 

東区戸島町２１３０番１ 地先 

２５－１ 
船津野出 

第１号線 

西区河内町船津１０５６番１ 地先 

西区河内町野出６０９番６ 地先 

２５－２８ 
河内町船津 

第２号線 

西区河内町船津８５４番２ 地先 

西区河内町船津８５７番１ 地先 

２５－３５ 
船津 

第７号線 

西区河内町船津１００２番２ 地先 

西区河内町船津８８５番１ 地先 

２５－８７ 
岳 

第５号線 

西区河内町岳８６番１ 地先 

西区河内町岳１７９４番１ 地先 

２５－１３４ 
河内町船津 

第４号線 

西区河内町船津８８２番 地先 

西区河内町船津７７３番１ 地先 

２５－１３５ 
船津 

第３４号線 

西区河内町船津８７８番１ 地先 

西区河内町船津８７１番 地先 

２５－１３６ 
岳 

第１９号線 

西区河内町岳４６９番２ 地先 

西区河内町岳４５７番１ 地先 

２５－１３７ 
船津 

第３５号線 

西区河内町船津８８２番 地先 

西区河内町船津８６６番 地先 

２５－１３８ 
船津白浜 

第３号線 

西区河内町白浜１５２番１ 地先 

西区河内町船津７４２番１ 地先 

２５－１３９ 
船津 

第３６号線 

西区河内町船津７２７番１ 地先 

西区河内町船津１２２６番 地先 

２６－６１ 
土河原町砂原町 

第１号線 

南区土河原町７１９番 地先 

南区砂原町１６２番１ 地先 
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２６－６６ 
今町 

第１号線 

南区今町５２４番１ 地先 

南区今町８１１番１ 地先 

２６－１６９ 
今町砂原町 

第１号線 

南区今町８１８番 地先 

南区砂原町９１５番４ 地先 

２６－１７０ 
砂原町孫代町 

第１号線 

南区砂原町１６０番３ 地先 

南区孫代町５８５番 地先 

４１０５ 
廻江新 

第１号線 

南区富合町廻江６２４番１ 地先 

南区富合町新５８１番３ 地先 

４１０６ 
清藤 

第１号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 

南区富合町清藤１７９番２ 地先 

４１０７ 
榎津田尻 

第１号線 

南区富合町榎津３０３番１ 地先 

南区富合町田尻４１１番２ 地先 

４１０８ 
古閑莎崎 

第１号線 

南区富合町古閑１０８３番３ 地先 

南区富合町莎崎１３１番１ 地先 

４１０９ 
上杉釈迦堂 

第１号線 

南区富合町上杉３５０番１ 地先 

南区富合町釈迦堂８９９番１ 地先 

４１１０ 
小岩瀬莎崎 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１９４番１ 地先 

南区富合町莎崎６３８番 地先 

４１１１ 
平原 

第１号線 

南区富合町平原８６番２ 地先 

南区富合町平原１４２９番 地先 

４１１２ 
杉島榎津 

第１号線 

南区富合町杉島６４４番１ 地先 

南区富合町榎津６９番 地先 

４１１３ 
平原 

第２号線 

南区富合町平原９１０番１ 地先 

南区富合町平原９１４番３７ 地先 

４１１４ 
田尻南田尻 

第１号線 

南区富合町田尻２３５番１ 地先 

南区富合町南田尻４８６番 地先 

４１１５ 
南田尻榎津 

第１号線 

南区富合町南田尻５８７番１ 地先 

南区富合町榎津１１７番１ 地先 

４１１６ 
志々水莎崎 

第１号線 

南区富合町志々水３８２番１ 地先 

南区富合町莎崎９５２番２ 地先 
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５１４６ 
杉島御船手 

第１号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 

南区富合町御船手１５２９番 地先 

５１４７ 
莎崎菰江 

第１号線 

南区富合町莎崎６２８番４ 地先 

南区富合町菰江９７番 地先 

５１４８ 
田尻小岩瀬 

第１号線 

南区富合町田尻６６５番２ 地先 

南区富合町小岩瀬９７４番 地先 

５１４９ 
榎津廻江 

第１号線 

南区富合町榎津６５１番１ 地先 

南区富合町廻江７３７番１ 地先 

２８－１ 
榎津 

第１号線 

南区富合町榎津１０３６番１ 地先 

南区富合町榎津１０８７番１ 地先 

２８－２ 
榎津 

第２号線 

南区富合町榎津１２４０番６ 地先 

南区富合町榎津１１６１番５ 地先 

２８－３ 
榎津 

第３号線 

南区富合町榎津６６０番２ 地先 

南区富合町榎津９７６番 地先 

２８－４ 
榎津 

第４号線 

南区富合町榎津２５番１ 地先 

南区富合町榎津１９番１ 地先 

２８－５ 
榎津 

第５号線 

南区富合町榎津８００番１ 地先 

南区富合町榎津８５２番 地先 

２８－６ 
榎津 

第６号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 

南区富合町榎津８６０番１ 地先 

２８－７ 
榎津 

第７号線 

南区富合町榎津１０番１ 地先 

南区富合町榎津１５番 地先 

２８－８ 
榎津 

第８号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 

南区富合町榎津８６０番 地先 

２８－９ 
榎津 

第９号線 

南区富合町榎津２７５番 地先 

南区富合町榎津２６０番１ 地先 

２８－１０ 
榎津 

第１０号線 

南区富合町榎津２８５番３ 地先 

南区富合町榎津３４２番 地先 

２８－１１ 
榎津 

第１１号線 

南区富合町榎津１１２８番２０ 地先 

南区富合町榎津１１６０番 地先 
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２８－１２ 
榎津 

第１２号線 

南区富合町榎津１２３３番５ 地先 

南区富合町榎津１３４３番１１ 地先 

２８－１３ 
榎津 

第１３号線 

南区富合町榎津５４５番 地先 

南区富合町榎津５４７番 地先 

２８－１４ 
榎津 

第１４号線 

南区富合町榎津７９３番４ 地先 

南区富合町榎津７５６番 地先 

２８－１５ 
榎津 

第１５号線 

南区富合町榎津８２０番１ 地先 

南区富合町榎津８５７番 地先 

２８－１６ 
榎津 

第１６号線 

南区富合町榎津１１２４番３ 地先 

南区富合町榎津１０８０番６ 地先 

２８－１７ 
榎津 

第１７号線 

南区富合町榎津１３７０番１ 地先 

南区富合町榎津１３６４番 地先 

２８－１８ 
榎津 

第１８号線 

南区富合町榎津１１４７番１６ 地先 

南区富合町榎津１２１３番 地先 

２８－１９ 
榎津 

第１９号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 

南区富合町榎津２６０番１０ 地先 

２８－２０ 
榎津 

第２０号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 

南区富合町榎津２６０番３ 地先 

２８－２１ 
榎津 

第２１号線 

南区富合町榎津５８２番１ 地先 

南区富合町榎津５８２番７ 地先 

２８－２２ 
榎津大町 

第１号線 

南区富合町榎津６３９番１ 地先 

南区富合町大町３８６番１ 地先 

２８－２３ 
榎津大町 

第２号線 

南区富合町榎津７５０番 地先 

南区富合町大町５３０番１ 地先 

２８－２４ 
榎津木原 

第１号線 

南区富合町榎津１７０番２ 地先 

南区富合町木原１４２７番１ 地先 

２８－２５ 
榎津木原 

第２号線 

南区富合町榎津２１２番１ 地先 

南区富合町木原１４６２番２ 地先 

２８－２６ 
榎津木原 

第３号線 

南区富合町榎津３３２番３ 地先 

南区富合町木原８３８番 地先 
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２８－２７ 
榎津平原 

第１号線 

南区富合町榎津６０３番１ 地先 

南区富合町平原９１番３ 地先 

２８－２８ 
大町 

第１号線 

南区富合町大町３１番１ 地先 

南区富合町大町７２番１ 地先 

２８－２９ 
大町 

第２号線 

南区富合町大町２６６番 地先 

南区富合町大町６９２番 地先 

２８－３０ 
大町 

第３号線 

南区富合町大町７７０番 地先 

南区富合町大町７８２番 地先 

２８－３１ 
大町 

第４号線 

南区富合町大町１９７番２ 地先 

南区富合町大町６５番１ 地先 

２８－３２ 
大町 

第５号線 

南区富合町大町３８７番 地先 

南区富合町大町４１８番３ 地先 

２８－３３ 
大町 

第６号線 

南区富合町大町４０９番 地先 

南区富合町大町９６５番２ 地先 

２８－３４ 
大町 

第７号線 

南区富合町大町４３６番 地先 

南区富合町大町４５６番 地先 

２８－３５ 
大町 

第８号線 

南区富合町大町２５７番 地先 

南区富合町大町４９０番 地先 

２８－３６ 
大町 

第９号線 

南区富合町大町８２番 地先 

南区富合町大町３２１番 地先 

２８－３７ 
大町 

第１０号線 

南区富合町大町２７番９ 地先 

南区富合町大町２７番６ 地先 

２８－３８ 
大町 

第１１号線 

南区富合町大町３９７番９ 地先 

南区富合町大町３９７番１５ 地先 

２８－３９ 
大町榎津 

第１号線 

南区富合町大町７４５番 地先 

南区富合町榎津９３３番１０ 地先 

２８－４０ 
大町上杉 

第１号線 

南区富合町大町６２１番６ 地先 

南区富合町上杉４７６番２ 地先 

２８－４１ 
大町上杉 

第２号線 

南区富合町大町８４７番 地先 

南区富合町上杉１６３番 地先 
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２８－４２ 
硴江 

第１号線 

南区富合町硴江４０２番 地先 

南区富合町硴江３６５番１ 地先 

２８－４３ 
硴江 

第２号線 

南区富合町硴江５４０番 地先 

南区富合町硴江３０７番 地先 

２８－４４ 
硴江 

第３号線 

南区富合町硴江４１０番２ 地先 

南区富合町硴江１１６番１ 地先 

２８－４５ 
硴江 

第４号線 

南区富合町硴江１２６番 地先 

南区富合町硴江２４４番１ 地先 

２８－４６ 
硴江 

第５号線 

南区富合町硴江１１４番１ 地先 

南区富合町硴江２番 地先 

２８－４７ 
上杉 

第１号線 

南区富合町上杉３９４番１ 地先 

南区富合町上杉１９番 地先 

２８－４８ 
上杉 

第２号線 

南区富合町上杉２４７番１ 地先 

南区富合町上杉４１８番１ 地先 

２８－４９ 
上杉 

第３号線 

南区富合町上杉２６６番４ 地先 

南区富合町上杉２６６番４ 地先 

２８－５０ 
上杉 

第４号線 

南区富合町上杉５５３番 地先 

南区富合町上杉５６２番 地先 

２８－５１ 
上杉 

第５号線 

南区富合町上杉２３２番１３ 地先 

南区富合町上杉２３２番１ 地先 

２８－５２ 
上杉大町 

第１号線 

南区富合町上杉１３３番 地先 

南区富合町大町７６３番 地先 

２８－５３ 
上杉大町 

第２号線 

南区富合町上杉４７６番１ 地先 

南区富合町大町４８９番 地先 

２８－５４ 
上杉釈迦堂 

第２号線 

南区富合町上杉２００番 地先 

南区富合町釈迦堂２１番１ 地先 

２８－５５ 
清藤 

第２号線 

南区富合町清藤３８２番２ 地先 

南区富合町清藤６６番１ 地先 

２８－５６ 
清藤 

第３号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 

南区富合町清藤４２３番１ 地先 
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２８－５７ 
清藤 

第４号線 

南区富合町清藤４３６番１ 地先 

南区富合町清藤４２８番１ 地先 

２８－５８ 
清藤 

第５号線 

南区富合町清藤３５２番１ 地先 

南区富合町清藤３３６番１ 地先 

２８－５９ 
清藤 

第６号線 

南区富合町清藤３０９番 地先 

南区富合町清藤２７２番１ 地先 

２８－６０ 
清藤 

第７号線 

南区富合町清藤４８８番１４ 地先 

南区富合町清藤４８８番７ 地先 

２８－６１ 
清藤 

第８号線 

南区富合町清藤３４８番１ 地先 

南区富合町清藤３４３番１ 地先 

２８－６２ 
清藤 

第９号線 

南区富合町清藤１３３番１ 地先 

南区富合町清藤１６０番２ 地先 

２８－６３ 
清藤 

第１０号線 

南区富合町清藤４４６番２０ 地先 

南区富合町清藤４４６番１７ 地先 

２８－６４ 
清藤 

第１１号線 

南区富合町清藤４４６番１４ 地先 

南区富合町清藤４４６番８ 地先 

２８－６５ 
清藤 

第１２号線 

南区富合町清藤３３６番２０ 地先 

南区富合町清藤３３６番１３ 地先 

２８－６６ 
清藤 

第１３号線 

南区富合町清藤３３６番１４ 地先 

南区富合町清藤３３６番１８ 地先 

２８－６７ 
清藤 

第１４号線 

南区富合町清藤２６７番１９ 地先 

南区富合町清藤２６７番１５ 地先 

２８－６８ 
清藤 

第１５号線 

南区富合町清藤２６７番１６ 地先 

南区富合町清藤２６７番９ 地先 

２８－６９ 
清藤 

第１６号線 

南区富合町清藤４４５番５ 地先 

南区富合町清藤４４５番３ 地先 

２８－７０ 
清藤榎津 

第１号線 

南区富合町清藤４６７番２ 地先 

南区富合町榎津１０９８番２ 地先 

２８－７１ 
清藤榎津 

第２号線 

南区富合町清藤４５３番１ 地先 

南区富合町榎津５４８番 地先 
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２８－７２ 
清藤木原 

第１号線 

南区富合町清藤５３９番１ 地先 

南区富合町木原８７１番４ 地先 

２８－７３ 
清藤国町 

第１号線 

南区富合町清藤１９５番 地先 

南区富合町国町１番１ 地先 

２８－７４ 
清藤田尻 

第１号線 

南区富合町清藤１３７番１ 地先 

南区富合町田尻６３０番５ 地先 

２８－７５ 
木原 

第１号線 

南区富合町木原１７００番 地先 

南区富合町木原１７７１番１ 地先 

２８－７６ 
木原 

第２号線 

南区富合町木原２０７４番１ 地先 

南区富合町木原５７２番１ 地先 

２８－７７ 
木原 

第３号線 

南区富合町木原１０９４番 地先 

南区富合町木原６９８番 地先 

２８－７８ 
木原 

第４号線 

南区富合町木原２１１０番 地先 

南区富合町木原２０８４番４ 地先 

２８－７９ 
木原 

第５号線 

南区富合町木原３２９番２ 地先 

南区富合町木原１８６番 地先 

２８－８０ 
木原 

第６号線 

南区富合町木原８１４番４ 地先 

南区富合町木原６３１番 地先 

２８－８１ 
木原 

第７号線 

南区富合町木原７２７番４ 地先 

南区富合町木原７５６番２ 地先 

２８－８２ 
木原 

第８号線 

南区富合町木原１３６２番 地先 

南区富合町木原１０６８番 地先 

２８－８３ 
木原 

第９号線 

南区富合町木原６０５番１ 地先 

南区富合町木原５６８番１ 地先 

２８－８４ 
木原 

第１０号線 

南区富合町木原１５７番１ 地先 

南区富合町木原４０５番１ 地先 

２８－８５ 
木原 

第１１号線 

南区富合町木原６１９番３ 地先 

南区富合町木原３２９番２ 地先 

２８－８６ 
木原 

第１２号線 

南区富合町木原２０４番２ 地先 

南区富合町木原２１９番 地先 
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２８－８７ 
木原 

第１３号線 

南区富合町木原２０６５番１ 地先 

南区富合町木原２０５８番２ 地先 

２８－８８ 
木原 

第１４号線 

南区富合町木原１６８７番１ 地先 

南区富合町木原１９９３番１ 地先 

２８－８９ 
木原 

第１５号線 

南区富合町木原１４８２番３ 地先 

南区富合町木原１４６５番１ 地先 

２８－９０ 
木原 

第１６号線 

南区富合町木原１９６１番１ 地先 

南区富合町木原２６２９番２ 地先 

２８－９１ 
木原 

第１７号線 

南区富合町木原１４５番１ 地先 

南区富合町木原２５００番１ 地先 

２８－９２ 
木原平原 

第１号線 

南区富合町木原１０９９番 地先 

南区富合町平原２２９番 地先 

２８－９３ 
小岩瀬 

第１号線 

南区富合町小岩瀬４２番５ 地先 

南区富合町小岩瀬３３０番１ 地先 

２８－９４ 
小岩瀬 

第２号線 

南区富合町小岩瀬８２４番２ 地先 

南区富合町小岩瀬３６１番 地先 

２８－９５ 
小岩瀬 

第３号線 

南区富合町小岩瀬３６１番 地先 

南区富合町小岩瀬３５０番２ 地先 

２８－９６ 
小岩瀬 

第４号線 

南区富合町小岩瀬３１３番 地先 

南区富合町小岩瀬３０５番２ 地先 

２８－９７ 
小岩瀬 

第５号線 

南区富合町小岩瀬１５５番２ 地先 

南区富合町小岩瀬２４４番１ 地先 

２８－９８ 
小岩瀬 

第６号線 

南区富合町小岩瀬３１２番 地先 

南区富合町小岩瀬３２４番２ 地先 

２８－９９ 
小岩瀬 

第７号線 

南区富合町小岩瀬３３１番 地先 

南区富合町小岩瀬３７９番２ 地先 

２８－１００ 
小岩瀬 

第８号線 

南区富合町小岩瀬７００番 地先 

南区富合町小岩瀬６９１番１ 地先 

２８－１０１ 
小岩瀬 

第９号線 

南区富合町小岩瀬４６９番４ 地先 

南区富合町小岩瀬４７１番１ 地先 
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２８－１０２ 
小岩瀬 

第１０号線 

南区富合町小岩瀬８９０番１ 地先 

南区富合町小岩瀬８６２番 地先 

２８－１０３ 
小岩瀬 

第１１号線 

南区富合町小岩瀬２４０番１ 地先 

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先 

２８－１０４ 
小岩瀬 

第１２号線 

南区富合町小岩瀬２３４番３ 地先 

南区富合町小岩瀬２９４番 地先 

２８－１０５ 
小岩瀬 

第１３号線 

南区富合町小岩瀬４４１番 地先 

南区富合町小岩瀬４１３番１ 地先 

２８－１０６ 
小岩瀬 

第１４号線 

南区富合町小岩瀬１８１番２ 地先 

南区富合町小岩瀬１４２番５ 地先 

２８－１０７ 
小岩瀬莎崎 

第２号線 

南区富合町小岩瀬２４０番２ 地先 

南区富合町莎崎９１６番 地先 

２８－１０８ 
小岩瀬国町 

第１号線 

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先 

南区富合町国町１１７番１ 地先 

２８－１０９ 
小岩瀬菰江 

第１号線 

南区富合町小岩瀬８９４番 地先 

南区富合町菰江２５５番１ 地先 

２８－１１０ 
小岩瀬菰江 

第２号線 

南区富合町小岩瀬４１９番２ 地先 

南区富合町菰江２７７番 地先 

２８－１１１ 
小岩瀬杉島 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１２６番１ 地先 

南区富合町杉島７９７番１ 地先 

２８－１１２ 
莎崎 

第１号線 

南区富合町莎崎３１０番１ 地先 

南区富合町莎崎８１８番 地先 

２８－１１３ 
莎崎 

第２号線 

南区富合町莎崎５４番１ 地先 

南区富合町莎崎１２２番１ 地先 

２８－１１４ 
莎崎 

第３号線 

南区富合町莎崎５７番５ 地先 

南区富合町莎崎４５３番 地先 

２８－１１５ 
莎崎 

第４号線 

南区富合町莎崎７０５番 地先 

南区富合町莎崎３３番１ 地先 

２８－１１６ 
莎崎 

第５号線 

南区富合町莎崎６２８番１ 地先 

南区富合町莎崎９５６番 地先 
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２８－１１７ 
莎崎 

第６号線 

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２７ 地先 

２８－１１８ 
莎崎 

第７号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先 

２８－１１９ 
莎崎 

第８号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２２ 地先 

２８－１２０ 
莎崎 

第９号線 

南区富合町莎崎５１１番２ 地先 

南区富合町莎崎４５番６ 地先 

２８－１２１ 
莎崎 

第１０号線 

南区富合町莎崎２９９番 地先 

南区富合町莎崎２８８番 地先 

２８－１２２ 
莎崎 

第１１号線 

南区富合町莎崎３１１番 地先 

南区富合町莎崎３８０番 地先 

２８－１２３ 
莎崎 

第１２号線 

南区富合町莎崎７６５番 地先 

南区富合町莎崎７５７番１ 地先 

２８－１２４ 
莎崎 

第１３号線 

南区富合町莎崎６５６番 地先 

南区富合町莎崎６５３番 地先 

２８－１２５ 
莎崎 

第１４号線 

南区富合町莎崎８９４番 地先 

南区富合町莎崎８９０番 地先 

２８－１２６ 
莎崎 

第１５号線 

南区富合町莎崎８０８番 地先 

南区富合町莎崎３８５番 地先 

２８－１２７ 
莎崎 

第１６号線 

南区富合町莎崎４３１番 地先 

南区富合町莎崎１１５番１ 地先 

２８－１２８ 
莎崎 

第１７号線 

南区富合町莎崎７９５番 地先 

南区富合町莎崎７４５番 地先 

２８－１２９ 
莎崎 

第１８号線 

南区富合町莎崎７６９番２ 地先 

南区富合町莎崎７９５番 地先 

２８－１３０ 
莎崎 

第１９号線 

南区富合町莎崎６８７番 地先 

南区富合町莎崎６７６番２ 地先 

２８－１３１ 
莎崎 

第２０号線 

南区富合町莎崎３１７番１ 地先 

南区富合町莎崎３０１番 地先 
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２８－１３２ 
莎崎 

第２１号線 

南区富合町莎崎６４番１ 地先 

南区富合町莎崎６４番１ 地先 

２８－１３３ 
莎崎 

第２２号線 

南区富合町莎崎４９３番１ 地先 

南区富合町莎崎４９３番１ 地先 

２８－１３４ 
莎崎 

第２３号線 

南区富合町莎崎８５５番 地先 

南区富合町莎崎８０６番 地先 

２８－１３５ 
莎崎 

第２４号線 

南区富合町莎崎９１０番 地先 

南区富合町莎崎９０４番 地先 

２８－１３６ 
莎崎 

第２５号線 

南区富合町莎崎３３８番６ 地先 

南区富合町莎崎３４６番 地先 

２８－１３７ 
古閑 

第１号線 

南区富合町古閑１１０３番１ 地先 

南区富合町古閑１２１７番１ 地先 

２８－１３８ 
古閑 

第２号線 

南区富合町古閑８８８番１ 地先 

南区富合町古閑８８８番１ 地先 

２８－１３９ 
古閑 

第３号線 

南区富合町古閑１２６５番１ 地先 

南区富合町古閑１２６７番３ 地先 

２８－１４０ 
古閑 

第４号線 

南区富合町古閑１０８３番５ 地先 

南区富合町古閑１０８７番 地先 

２８－１４１ 
古閑 

第５号線 

南区富合町古閑９２３番４ 地先 

南区富合町古閑９５０番２ 地先 

２８－１４２ 
古閑 

第６号線 

南区富合町古閑１１６７番 地先 

南区富合町古閑１１７８番１ 地先 

２８－１４３ 
古閑 

第７号線 

南区富合町古閑９９０番 地先 

南区富合町古閑９２５番 地先 

２８－１４４ 
古閑 

第８号線 

南区富合町古閑１０６６番１ 地先 

南区富合町古閑７７１番１ 地先 

２８－１４５ 
古閑志々水 

第１号線 

南区富合町古閑８３２番 地先 

南区富合町志々水７６６番８ 地先 

２８－１４６ 
古閑西田尻 

第１号線 

南区富合町古閑１２２１番１ 地先 

南区富合町西田尻９０５番 地先 
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２８－１４７ 
古閑廻江 

第１号線 

南区富合町古閑９２９番２ 地先 

南区富合町廻江５４８番３ 地先 

２８－１４８ 
国町 

第１号線 

南区富合町国町１０９番１ 地先 

南区富合町国町２２６番１ 地先 

２８－１４９ 
国町 

第２号線 

南区富合町国町１３３番２ 地先 

南区富合町国町１７１番２ 地先 

２８－１５０ 
国町 

第３号線 

南区富合町国町３４６番 地先 

南区富合町国町３３７番３ 地先 

２８－１５１ 
国町 

第４号線 

南区富合町国町５４８番 地先 

南区富合町国町５４８番 地先 

２８－１５２ 
国町 

第５号線 

南区富合町国町１７１番２ 地先 

南区富合町国町５４７番５ 地先 

２８－１５３ 
国町小岩瀬 

第１号線 

南区富合町国町５２１番１ 地先 

南区富合町小岩瀬７８３番 地先 

２８－１５４ 
国町小岩瀬 

第２号線 

南区富合町国町１９７番３ 地先 

南区富合町小岩瀬７８３番 地先 

２８－１５５ 
国町小岩瀬 

第３号線 

南区富合町国町５４３番２ 地先 

南区富合町小岩瀬５１６番１ 地先 

２８－１５６ 
国町莎崎 

第１号線 

南区富合町国町５４７番４ 地先 

南区富合町莎崎８８８番 地先 

２８－１５７ 
国町莎崎 

第２号線 

南区富合町国町１１５番１ 地先 

南区富合町莎崎８２１番 地先 

２８－１５８ 
菰江 

第１号線 

南区富合町菰江２３０番 地先 

南区富合町菰江３１１番２ 地先 

２８－１５９ 
菰江 

第２号線 

南区富合町菰江２９９番 地先 

南区富合町菰江１４４番 地先 

２８－１６０ 
菰江 

第３号線 

南区富合町菰江６０８番 地先 

南区富合町菰江２７３番 地先 

２８－１６１ 
菰江 

第４号線 

南区富合町菰江２９７番 地先 

南区富合町菰江４１８番 地先 
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２８－１６２ 
菰江 

第５号線 

南区富合町菰江３５９番 地先 

南区富合町菰江３５番６ 地先 

２８－１６３ 
志々水 

第１号線 

南区富合町志々水３７１番１ 地先 

南区富合町志々水４３４番 地先 

２８－１６４ 
志々水 

第２号線 

南区富合町志々水１８３番２ 地先 

南区富合町志々水３０３番 地先 

２８－１６５ 
志々水 

第３号線 

南区富合町志々水２５５番２ 地先 

南区富合町志々水７４２番１ 地先 

２８－１６６ 
志々水 

第４号線 

南区富合町志々水７６１番 地先 

南区富合町志々水７４７番 地先 

２８－１６７ 
志々水 

第５号線 

南区富合町志々水１６２番１ 地先 

南区富合町志々水３５５番２ 地先 

２８－１６８ 
志々水 

第６号線 

南区富合町志々水８１番１ 地先 

南区富合町志々水９３番 地先 

２８－１６９ 
志々水 

第７号線 

南区富合町志々水４４５番 地先 

南区富合町志々水４７０番３ 地先 

２８－１７０ 
志々水 

第８号線 

南区富合町志々水３６１番 地先 

南区富合町志々水３６６番 地先 

２８－１７１ 
志々水 

第９号線 

南区富合町志々水９番１ 地先 

南区富合町志々水１２７番１ 地先 

２８－１７２ 
志々水 

第１０号線 

南区富合町志々水７３番１ 地先 

南区富合町志々水１２０番１ 地先 

２８－１７３ 
志々水 

第１１号線 

南区富合町志々水６６番１ 地先 

南区富合町志々水１２８番１ 地先 

２８－１７４ 
志々水 

第１２号線 

南区富合町志々水１５１番１ 地先 

南区富合町志々水６６番１ 地先 

２８－１７５ 
志々水硴江 

第１号線 

南区富合町志々水５４１番 地先 

南区富合町硴江４７３番 地先 

２８－１７６ 
志々水清藤 

第１号線 

南区富合町志々水４９番４ 地先 

南区富合町清藤４５７番７ 地先 
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２８－１７７ 
志々水新 

第１号線 

南区富合町志々水２２番２ 地先 

南区富合町新４１９番１ 地先 

２８－１７８ 
志々水田尻 

第１号線 

南区富合町志々水５９８番 地先 

南区富合町田尻６６３番 地先 

２８－１７９ 
志々水田尻 

第２号線 

南区富合町志々水２０番１ 地先 

南区富合町田尻２５６番１ 地先 

２８－１８０ 
志々水西田尻 

第１号線 

南区富合町志々水６７７番 地先 

南区富合町西田尻９２９番１ 地先 

２８－１８１ 
釈迦堂 

第１号線 

南区富合町釈迦堂２０４番２ 地先 

南区富合町釈迦堂４７４番４ 地先 

２８－１８２ 
釈迦堂 

第２号線 

南区富合町釈迦堂５９５番 地先 

南区富合町釈迦堂５８１番 地先 

２８－１８３ 
釈迦堂 

第３号線 

南区富合町釈迦堂１２９番 地先 

南区富合町釈迦堂４３５番 地先 

２８－１８４ 
釈迦堂 

第４号線 

南区富合町釈迦堂４９０番 地先 

南区富合町釈迦堂４８９番２ 地先 

２８－１８５ 
釈迦堂 

第５号線 

南区富合町釈迦堂１４番 地先 

南区富合町釈迦堂６４０番１ 地先 

２８－１８６ 
釈迦堂 

第６号線 

南区富合町釈迦堂５１１番 地先 

南区富合町釈迦堂７２２番１ 地先 

２８－１８７ 
釈迦堂 

第７号線 

南区富合町釈迦堂３８８番１ 地先 

南区富合町釈迦堂３４９番１ 地先 

２８－１８８ 
釈迦堂 

第８号線 

南区富合町釈迦堂５０１番２ 地先 

南区富合町釈迦堂５８８番 地先 

２８－１８９ 
釈迦堂 

第９号線 

南区富合町釈迦堂８９４番１ 地先 

南区富合町釈迦堂８９８番３ 地先 

２８－１９０ 
釈迦堂 

第１０号線 

南区富合町釈迦堂８３７番 地先 

南区富合町釈迦堂７４８番 地先 

２８－１９１ 
新 

第１号線 

南区富合町新４６３番１ 地先 

南区富合町新６８３番１ 地先 
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２８－１９２ 
新 

第２号線 

南区富合町新５６５番 地先 

南区富合町新５０５番 地先 

２８－１９３ 
新榎津 

第１号線 

南区富合町新２２９番 地先 

南区富合町榎津５４０番１ 地先 

２８－１９４ 
新木原 

第１号線 

南区富合町新２４番 地先 

南区富合町木原１４９６番２ 地先 

２８－１９５ 
新古閑 

第１号線 

南区富合町新４６８番１ 地先 

南区富合町古閑１０４５番３ 地先 

２８－１９６ 
新田尻 

第１号線 

南区富合町新７０３番３ 地先 

南区富合町田尻４７４番 地先 

２８－１９７ 
新平原 

第１号線 

南区富合町新２５番２ 地先 

南区富合町平原４０７番１ 地先 

２８－１９８ 
新南田尻 

第１号線 

南区富合町新６０３番 地先 

南区富合町南田尻３４７番３ 地先 

２８－１９９ 
杉島 

第１号線 

南区富合町杉島１１６４番１ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先 

２８－２００ 
杉島 

第２号線 

南区富合町杉島９０９番 地先 

南区富合町杉島９０９番 地先 

２８－２０１ 
杉島 

第３号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 

南区富合町杉島１１４２番１ 地先 

２８－２０２ 
杉島 

第４号線 

南区富合町杉島５８６番１ 地先 

南区富合町杉島５８６番３ 地先 

２８－２０３ 
杉島 

第５号線 

南区富合町杉島１番 地先 

南区富合町杉島１４７番 地先 

２８－２０４ 
杉島 

第６号線 

南区富合町杉島６６番２ 地先 

南区富合町杉島１８番 地先 

２８－２０５ 
杉島 

第７号線 

南区富合町杉島８２番 地先 

南区富合町杉島４１番３ 地先 

２８－２０６ 
杉島 

第８号線 

南区富合町杉島３２番 地先 

南区富合町杉島４６番 地先 
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２８－２０７ 
杉島 

第９号線 

南区富合町杉島４５番１ 地先 

南区富合町杉島６５番 地先 

２８－２０８ 
杉島 

第１０号線 

南区富合町杉島５４番 地先 

南区富合町杉島７１番 地先 

２８－２０９ 
杉島 

第１１号線 

南区富合町杉島１２５番 地先 

南区富合町杉島１０４番 地先 

２８－２１０ 
杉島 

第１２号線 

南区富合町杉島１０５番 地先 

南区富合町杉島１０８番 地先 

２８－２１１ 
杉島 

第１３号線 

南区富合町杉島９４番 地先 

南区富合町杉島１０２番 地先 

２８－２１２ 
杉島 

第１４号線 

南区富合町杉島８７番 地先 

南区富合町杉島９１番 地先 

２８－２１３ 
杉島 

第１５号線 

南区富合町杉島１０９番 地先 

南区富合町杉島８９番 地先 

２８－２１４ 
杉島 

第１６号線 

南区富合町杉島９０番 地先 

南区富合町杉島７６３番１ 地先 

２８－２１５ 
杉島 

第１７号線 

南区富合町杉島８３番 地先 

南区富合町杉島８８番 地先 

２８－２１６ 
杉島 

第１８号線 

南区富合町杉島７７７番３ 地先 

南区富合町杉島１１７番 地先 

２８－２１７ 
杉島 

第１９号線 

南区富合町杉島８３番 地先 

南区富合町杉島９０番 地先 

２８－２１８ 
杉島 

第２０号線 

南区富合町杉島５１番１ 地先 

南区富合町杉島１７番 地先 

２８－２１９ 
杉島 

第２１号線 

南区富合町杉島３８番 地先 

南区富合町杉島２４番 地先 

２８－２２０ 
杉島 

第２２号線 

南区富合町杉島１１５３番２ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先 

２８－２２１ 
杉島 

第２３号線 

南区富合町杉島１１６４番７ 地先 

南区富合町杉島１１６９番９ 地先 



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 368 - 

２８－２２２ 
杉島 

第２４号線 

南区富合町杉島１１５５番１ 地先 

南区富合町杉島１１５４番７ 地先 

２８－２２３ 
杉島 

第２５号線 

南区富合町杉島１１６２番１ 地先 

南区富合町杉島１１５５番１３ 地先 

２８－２２４ 
杉島 

第２６号線 

南区富合町杉島１１６３番１ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１０ 地先 

２８－２２５ 
杉島 

第２７号線 

南区富合町杉島１１６４番１３ 地先 

南区富合町杉島１１６９番３ 地先 

２８－２２６ 
杉島 

第２８号線 

南区富合町杉島１１５２番３ 地先 

南区富合町杉島１１５２番４ 地先 

２８－２２７ 
杉島 

第２９号線 

南区富合町杉島１１４５番１ 地先 

南区富合町杉島１１４９番１１ 地先 

２８－２２８ 
杉島 

第３０号線 

南区富合町杉島１１４５番 地先 

南区富合町杉島１１４３番７ 地先 

２８－２２９ 
杉島 

第３１号線 

南区富合町杉島１４５４番２ 地先 

南区富合町杉島１４５７番１ 地先 

２８－２３０ 
杉島 

第３２号線 

南区富合町杉島１３７２番 地先 

南区富合町杉島１４７８番１１ 地先 

２８－２３１ 
杉島 

第３３号線 

南区富合町杉島１３７０番３ 地先 

南区富合町杉島１３７８番１ 地先 

２８－２３２ 
杉島 

第３４号線 

南区富合町杉島１３６９番２ 地先 

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先 

２８－２３３ 
杉島 

第３５号線 

南区富合町杉島１１９５番 地先 

南区富合町杉島１２１９番 地先 

２８－２３４ 
杉島 

第３６号線 

南区富合町杉島１１７２番１ 地先 

南区富合町杉島１２２４番２ 地先 

２８－２３５ 
杉島 

第３７号線 

南区富合町杉島１１４５番３６ 地先 

南区富合町杉島１１４５番２ 地先 

２８－２３６ 
杉島 

第３８号線 

南区富合町杉島１１２６番７ 地先 

南区富合町杉島９４０番 地先 
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２８－２３７ 
杉島 

第３９号線 

南区富合町杉島１１３５番２ 地先 

南区富合町杉島１１２９番 地先 

２８－２３８ 
杉島 

第４０号線 

南区富合町杉島１１４１番１ 地先 

南区富合町杉島９８２番１ 地先 

２８－２３９ 
杉島 

第４１号線 

南区富合町杉島１３８７番１ 地先 

南区富合町杉島１４０５番１ 地先 

２８－２４０ 
杉島 

第４２号線 

南区富合町杉島８９８番 地先 

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先 

２８－２４１ 
杉島大町 

第１号線 

南区富合町杉島６２２番１ 地先 

南区富合町大町９６７番 地先 

２８－２４２ 
杉島川尻６丁目 

第1号線 

南区富合町杉島１２０７番１ 地先 

南区川尻六丁目５６９番１１０ 地先 

２８－２４３ 
田尻 

第１号線 

南区富合町田尻３８２番８ 地先 

南区富合町田尻４８６番 地先 

２８－２４４ 
田尻 

第２号線 

南区富合町田尻４６２番３ 地先 

南区富合町田尻５３７番１ 地先 

２８－２４５ 
田尻 

第３号線 

南区富合町田尻５７７番２ 地先 

南区富合町田尻６６１番１ 地先 

２８－２４６ 
田尻 

第４号線 

南区富合町田尻２２４番 地先 

南区富合町田尻２００番４ 地先 

２８－２４７ 
田尻 

第５号線 

南区富合町田尻１６９番１ 地先 

南区富合町田尻２００番４ 地先 

２８－２４８ 
田尻 

第６号線 

南区富合町田尻１５番５ 地先 

南区富合町田尻１５番１ 地先 

２８－２４９ 
田尻 

第７号線 

南区富合町田尻３９４番 地先 

南区富合町田尻１４４番２ 地先 

２８－２５０ 
田尻 

第８号線 

南区富合町田尻５４１番 地先 

南区富合町田尻５０９番１ 地先 

２８－２５１ 
田尻 

第９号線 

南区富合町田尻１６３番１ 地先 

南区富合町田尻１５９番 地先 
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２８－２５２ 
田尻 

第１０号線 

南区富合町田尻３８６番１ 地先 

南区富合町田尻４８０番１ 地先 

２８－２５３ 
田尻 

第１１号線 

南区富合町田尻４６５番１ 地先 

南区富合町田尻４６７番１ 地先 

２８－２５４ 
田尻 

第１２号線 

南区富合町田尻７００番２ 地先 

南区富合町田尻７００番１ 地先 

２８－２５５ 
田尻 

第１３号線 

南区富合町田尻４６３番１ 地先 

南区富合町田尻４８５番２ 地先 

２８－２５６ 
田尻古閑 

第１号線 

南区富合町田尻２５６番１ 地先 

南区富合町古閑１２１７番１ 地先 

２８－２５７ 
西田尻 

第１号線 

南区富合町西田尻９２９番２ 地先 

南区富合町西田尻８２６番１ 地先 

２８－２５８ 
西田尻 

第２号線 

南区富合町西田尻９２９番１ 地先 

南区富合町西田尻９２７番４ 地先 

２８－２５９ 
西田尻 

第３号線 

南区富合町西田尻７３５番 地先 

南区富合町西田尻７６０番３ 地先 

２８－２６０ 
西田尻 

第４号線 

南区富合町西田尻７５１番２ 地先 

南区富合町西田尻７３８番３ 地先 

２８－２６１ 
西田尻硴江 

第１号線 

南区富合町西田尻８２２番４ 地先 

南区富合町硴江５０８番１ 地先 

２８－２６２ 
平原 

第３号線 

南区富合町平原７８５番１ 地先 

南区富合町平原７３０番 地先 

２８－２６３ 
平原 

第４号線 

南区富合町平原７２３番 地先 

南区富合町平原７２３番 地先 

２８－２６４ 
平原 

第５号線 

南区富合町平原８００番 地先 

南区富合町平原６６２番 地先 

２８－２６５ 
平原 

第６号線 

南区富合町平原２１８番１ 地先 

南区富合町平原２２９番 地先 

２８－２６６ 
平原 

第７号線 

南区富合町平原３９１番３ 地先 

南区富合町平原１６０２番１ 地先 
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２８－２６７ 
平原 

第８号線 

南区富合町平原１６７８番２ 地先 

南区富合町平原１７６４番 地先 

２８－２６８ 
平原 

第９号線 

南区富合町平原１５５番１ 地先 

南区富合町平原２０２番 地先 

２８－２６９ 
平原 

第１０号線 

南区富合町平原８８５番 地先 

南区富合町平原８４０番 地先 

２８－２７０ 
平原新 

第１号線 

南区富合町平原２４７番 地先 

南区富合町新７１３番 地先 

２８－２７１ 
廻江 

第１号線 

南区富合町廻江７７６番１ 地先 

南区富合町廻江８６８番８ 地先 

２８－２７２ 
廻江 

第２号線 

南区富合町廻江５４３番２ 地先 

南区富合町廻江５９９番４ 地先 

２８－２７３ 
廻江 

第３号線 

南区富合町廻江５５２番１ 地先 

南区富合町廻江５５１番 地先 

２８－２７４ 
廻江 

第４号線 

南区富合町廻江５３９番１ 地先 

南区富合町廻江５４８番３ 地先 

２８－２７５ 
廻江 

第５号線 

南区富合町廻江７７６番３ 地先 

南区富合町廻江７６１番１ 地先 

２８－２７６ 
廻江 

第６号線 

南区富合町廻江８０９番１ 地先 

南区富合町廻江７７２番１ 地先 

２８－２７７ 
廻江 

第７号線 

南区富合町廻江６９１番１ 地先 

南区富合町廻江６９４番２ 地先 

２８－２７８ 
廻江 

第８号線 

南区富合町廻江６８９番３ 地先 

南区富合町廻江６８９番１７ 地先 

２８－２７９ 
廻江 

第９号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 

南区富合町廻江６４２番１５ 地先 

２８－２８０ 
廻江 

第１０号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 

南区富合町廻江６４２番１１ 地先 

２８－２８１ 
廻江 

第１１号線 

南区富合町廻江６３１番１ 地先 

南区富合町廻江６３１番２１ 地先 
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２８－２８２ 
廻江 

第１２号線 

南区富合町廻江６３１番１８ 地先 

南区富合町廻江６３１番１５ 地先 

２８－２８３ 
廻江榎津 

第１号線 

南区富合町廻江５３８番 地先 

南区富合町榎津５９８番 地先 

２８－２８４ 
廻江大町 

第１号線 

南区富合町廻江７２７番１２ 地先 

南区富合町大町７０４番 地先 

２８－２８５ 
廻江清藤 

第１号線 

南区富合町廻江７５８番１ 地先 

南区富合町清藤８１番３ 地先 

２８－２８６ 
南田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻３５３番 地先 

南区富合町南田尻７７０番 地先 

２８－２８７ 
南田尻 

第２号線 

南区富合町南田尻５６２番２ 地先 

南区富合町南田尻１４０番１ 地先 

２８－２８８ 
南田尻 

第３号線 

南区富合町南田尻５４５番 地先 

南区富合町南田尻５９７番 地先 

２８－２８９ 
南田尻 

第４号線 

南区富合町南田尻５４番１ 地先 

南区富合町南田尻１９番１ 地先 

２８－２９０ 
南田尻 

第５号線 

南区富合町南田尻４７８番 地先 

南区富合町南田尻４９７番 地先 

２８－２９１ 
南田尻 

第６号線 

南区富合町南田尻５７６番 地先 

南区富合町南田尻５８７番１ 地先 

２８－２９２ 
南田尻 

第７号線 

南区富合町南田尻４１５番 地先 

南区富合町南田尻４１９番 地先 

２８－２９３ 
南田尻 

第８号線 

南区富合町南田尻６０番１ 地先 

南区富合町南田尻５９５番 地先 

２８－２９４ 
南田尻 

第９号線 

南区富合町南田尻６３番 地先 

南区富合町南田尻４０２番 地先 

２８－２９５ 
南田尻 

第１０号線 

南区富合町南田尻２２０番 地先 

南区富合町南田尻１９番１ 地先 

２８－２９６ 
南田尻 

第１１号線 

南区富合町南田尻４２５番 地先 

南区富合町南田尻３３９番 地先 
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２８－２９７ 
南田尻 

第１２号線 

南区富合町南田尻９６１番１ 地先 

南区富合町南田尻９０９番１ 地先 

２８－２９８ 
南田尻 

第１３号線 

南区富合町南田尻６４２番１ 地先 

南区富合町南田尻６８１番 地先 

２８－２９９ 
南田尻 

第１４号線 

南区富合町南田尻１５７番１ 地先 

南区富合町南田尻５５０番 地先 

２８－３００ 
南田尻 

第１５号線 

南区富合町南田尻５２０番１ 地先 

南区富合町南田尻６７６番 地先 

２８－３０１ 
南田尻 

第１６号線 

南区富合町南田尻４番 地先 

南区富合町南田尻８８番４ 地先 

２８－３０２ 
南田尻 

第１７号線 

南区富合町南田尻９８番３ 地先 

南区富合町南田尻８４番 地先 

２８－３０３ 
南田尻 

第１８号線 

南区富合町南田尻７６番 地先 

南区富合町南田尻７６番 地先 

２８－３０４ 
南田尻新 

第１号線 

南区富合町南田尻１２番１ 地先 

南区富合町新７０８番１ 地先 

２８－３０５ 
南田尻田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻４７１番２ 地先 

南区富合町田尻５８４番８ 地先 

２８－３０６ 
南田尻平原 

第１号線 

南区富合町南田尻３５５番 地先 

南区富合町平原７２９番 地先 

２８－３０７ 
南田尻平原 

第２号線 

南区富合町南田尻２６３番 地先 

南区富合町平原３４３番１ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 告 示 第 １ ３ １ 号   
平成２７年３月６日   

 市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                      熊本市長  大 西 一 史   
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整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

４００２ 
紺屋今町辛島町第１

号線 

紺屋今町４番３１ 地先

辛島町４番２１ 地先

４０２８ 
島崎５丁目島崎７丁

目第１号線 

島崎五丁目２５３番 地先

島崎七丁目７３２番１ 地先

４０２９ 
上熊本３丁目花園６丁

目第１号線 

上熊本三丁目４９２番６ 地先

花園六丁目１０７２番６ 地先

４０６１ 
沖新町中原町 

第２号線 

沖新町又１２２２番 地先

中原町１４４４番 地先

４０９１ 
孫代町無田口町第１

号線 

孫代町８９２番２ 地先

無田口町１７２７番６ 地先

５０６６ 
秋津町秋田若葉６丁

目第１号線 

秋津町秋田３１０５番１ 地先

若葉六丁目３７１番 地先

５０９２ 
戸島６丁目戸島 

町第１号線 

戸島六丁目１７３３番２ 地先

戸島町１０８０番 地先

５１２６ 
河内町東門寺河内町大

多尾第１号線 

河内町東門寺２７３番４ 地先

河内町大多尾８１２番１ 地先

１－４６ 
辛島町 

第２号線 

辛島町５番１６ 地先

辛島町４番１６ 地先

１－４７ 
辛島町 

第３号線 

辛島町６番１９ 地先

辛島町２番５ 地先

1－５６ 
河原町細工町２丁目

第１号線 

河原町２番２ 地先

細工町二丁目３１番 地先

１－７２ 
細工町４丁目春日１丁

目第１号線 

細工町四丁目５１番３ 地先

春日一丁目１２３０番 地先

１－１９３ 
子飼本町黒髪２丁目

第１号線 

子飼本町１７２番 地先

黒髪二丁目７０４番 地先

１－２０７ 
薬園町子飼本町第１

号線 

黒髪二丁目５２８番 地先

子飼本町５０番 地先
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１－２２６ 
坪井１丁目 

第２号線 

坪井一丁目１番３２ 地先

坪井一丁目９番８ 地先

２－２３ 
黒髪１丁目 

第３号線 

黒髪一丁目１８０番 地先

黒髪三丁目１３９番 地先

３－９１ 
新屋敷２丁目 

第１０号線 

新屋敷二丁目１３番１９ 地先

新屋敷二丁目１４番３７ 地先

３－３６３ 
渡鹿８丁目 

第１号線 

渡鹿八丁目６７番１５ 地先

渡鹿八丁目４０番１ 地先

４－１９ 
水前寺公園 

第２号線 

水前寺公園７６７番 地先

水前寺公園７９５番 地先

４－９５ 
水前寺１丁目 

第１０号線 

水前寺一丁目３９７番２ 地先

水前寺一丁目４３４番 地先

４－１４８ 
水前寺６丁目 

第１号線 

水前寺六丁目７４番 地先

水前寺六丁目２２９番 地先

４－１４９ 
水前寺６丁目 

第２号線 

水前寺六丁目６４番 地先

水前寺六丁目６６番 地先

４－１５０ 
水前寺６丁目 

第３号線 

水前寺六丁目２０３番 地先

水前寺六丁目１１９番 地先

４－１５１ 
水前寺６丁目 

第４号線 

水前寺六丁目７６番 地先

水前寺六丁目１７７番 地先

４－１５３ 
水前寺公園 

第３号線 

水前寺公園５７１番 地先

水前寺公園２５３番 地先

４－１５５ 
水前寺公園 

第５号線 

水前寺公園４１８番 地先

水前寺公園６５４番 地先

４－１７３ 
出水３丁目国府４丁

目第１号線 

出水三丁目３２１番 地先

国府四丁目４７７番 地先

４－２１２ 
出水２丁目 

第３号線 

出水二丁目６９番 地先

出水二丁目７９番 地先

４－２６３ 
出水８丁目 

第１１号線 

出水八丁目５５１番 地先

出水八丁目６２５番 地先
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４－５０３ 
出水４丁目 

第２６号線 

出水四丁目３０８番１ 地先

出水四丁目６番２ 地先

５－１１４ 
萩原町 

第６号線 

萩原町６２８番 地先

萩原町４５８番２ 地先

５－２４４ 
本荘５丁目 

第１６号線 

本荘三丁目７番１５ 地先

本荘三丁目５番７ 地先

５－２４５ 
本荘５丁目 

第１７号線 

本荘五丁目２３１番３ 地先

本荘五丁目１８７番２０ 地先

６－１ 
横手１丁目春日４丁

目第１号線 

横手一丁目１１４６番１ 地先

春日四丁目１４１８番３ 地先

６－３１ 
横手４丁目 

第１９号線 

横手四丁目５５３番３ 地先

横手四丁目５２４番８ 地先

６－３６ 
横手４丁目 

第２１号線 

横手四丁目（６２６，６２９）番４ 地先

横手四丁目６３１番５ 地先

６－８０ 
横手１丁目 

第９号線 

横手一丁目１１４６番１ 地先

横手一丁目１１３６番 地先

６－８１ 
横手１丁目 

第１０号線 

横手一丁目１１５２番 地先

横手一丁目１１５０番１ 地先

６－８３ 
横手１丁目 

第１２号線 

横手一丁目１１５２番２ 地先

横手一丁目１１５３番 地先

６－８４ 
横手１丁目 

第１３号線 

横手一丁目１１６５番１ 地先

横手一丁目１１６１番１ 地先

６－８８ 
横手２丁目 

第１２号線 

横手二丁目１２１８番３ 地先

横手二丁目１１８８番 地先

６－８９ 
横手２丁目 

第１３号線 

横手二丁目１２０８番１ 地先

横手二丁目１１９４番 地先

６－９４ 
春日１丁目 

第７号線 

春日一丁目１２８４番２ 地先

春日一丁目１２９１番２ 地先

６－９６ 
春日１丁目 

第９号線 

春日一丁目８０２番１ 地先

春日一丁目１３０２番１ 地先
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６－１０３ 
春日１丁目 

第１１号線 

春日一丁目１３１０番９ 地先

春日一丁目７６７番９ 地先

６－１６６ 
春日３丁目 

第１２号線 

春日三丁目８２６番１ 地先

春日三丁目８３８番１ 地先

６－１６８ 
春日１丁目 

第１２号線 

春日一丁目８０４番１ 地先

春日一丁目８１４番１ 地先

６－１７０ 
春日１丁目 

第１４号線 

春日一丁目７７８番 地先

春日一丁目（７９１，７９２）番１９ 地先

６－１７９ 
春日２丁目二本木２丁

目第１号線 

春日二丁目６９７番８ 地先

二本木二丁目２０６番８ 地先

６－１８０ 
春日２丁目 

第６号線 

春日二丁目６９３番２ 地先

春日二丁目６９３番２ 地先

６－１８２ 
春日２丁目 

第８号線 

春日二丁目６４４番１ 地先

春日二丁目５１０番２ 地先

６－１８３ 
春日２丁目 

第９号線 

春日二丁目６５４番１ 地先

春日二丁目６５０番１ 地先

６－２０７ 
春日７丁目 

第８号線 

春日七丁目４番 地先

春日七丁目７２番１ 地先

６－２１２ 
細工町５丁目二本木１

丁目第１号線 

細工町五丁目２０番５ 地先

二本木一丁目１番１ 地先

６－３１０ 
田崎本町 

第１号線 

田崎本町６番６ 地先

田崎本町２番 地先

６－３２２ 
田崎１丁目 

第２号線 

田崎一丁目１１３番３ 地先

田崎一丁目１２１番７ 地先

６－３２８ 
田崎１丁目 

第３号線 

田崎一丁目１２７番１ 地先

田崎一丁目２０７番１ 地先

６－３２９ 
田崎１丁目 

第４号線 

田崎一丁目１２４番１ 地先

田崎一丁目１２７番１ 地先

６－３５９ 
蓮台寺町 

第２５号線 

蓮台寺町７９１番４ 地先

蓮台寺町６１５番 地先
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６－３６０ 
蓮台寺３丁目蓮台寺５

丁目第１号線 

蓮台寺三丁目１０７９番１ 地先

蓮台寺五丁目８６１番２ 地先

６－３６１ 
蓮台寺町 

第２７号線 

蓮台寺町５３９番 地先

蓮台寺町６７２番 地先

６－３６４ 
蓮台寺町 

第３０号線 

蓮台寺町３７５番 地先

蓮台寺町９２０番１ 地先

６－３９９ 
田崎１丁目 

第８号線 

田崎一丁目２５４番１ 地先

田崎一丁目１１３番３ 地先

６－５０３ 
春日１丁目 

第１７号線 

春日一丁目１２８１番１ 地先

春日一丁目１３１０番９ 地先

７－２５１ 
島崎１丁目 

第１６号線 

島崎一丁目７６６番 地先

島崎一丁目７３４番 地先

８－１７７ 
池田４丁目 

第１８号線 

池田四丁目６２８番 地先

池田四丁目６１７番 地先

８－１７８ 
池田４丁目 

第１９号線 

池田四丁目５９０番 地先

池田四丁目６１４番 地先

８－１８０ 
池田４丁目 

第２１号線 

池田四丁目５５６番 地先

池田四丁目５４９番 地先

８－１８１ 
池田４丁目 

第２２号線 

池田四丁目５１５番 地先

池田四丁目５１８番 地先

８－１８５ 
池亀町 

第１号線 

池亀町１５８番 地先

池亀町１２３番 地先

８－１８６ 
池亀町 

第２号線 

池亀町１１６番 地先

池亀町１２６番 地先

８－２５１ 
上熊本２丁目 

第９号線 

上熊本二丁目７７５番１ 地先

上熊本二丁目１３番  地先

８－２５２ 
池田４丁目 

第２６号線 

池田四丁目７１６番１ 地先

池田四丁目６８９番１ 地先

１１－９ 
新南部町保田窪本町

第１号線 

新南部町５０１番１ 地先

保田窪本町１８番１ 地先
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１１－１１ 
保田窪本町 

第８号線 

新南部町２４９番１ 地先

保田窪本町２５番１ 地先

１２－１９１ 
神水本町 

第５号線 

神水本町３７４番 地先

神水本町５７５番 地先

１２－１９２ 
神水本町 

第６号線 

神水本町５４９番 地先

神水本町５３９番２ 地先

１２－１９３ 
神水本町 

第７号線 

神水本町５４６番 地先

神水本町５４３番 地先

１２－１９４ 
神水本町 

第８号線 

神水本町５４２番 地先

神水本町１８２番 地先

１２－１９８ 
神水本町 

第１２号線 

神水本町４２０番 地先

神水本町１９９番 地先

１２－２３４ 
健軍４丁目 

第２号線 

健軍四丁目１５４７番１ 地先

健軍四丁目（又１１４１，１１４２）番２ 地先

１２－２３７ 
健軍４丁目 

第４号線 

健軍四丁目１４０４番１ 地先

健軍四丁目１５２２番２ 地先

１２－３８８ 
健軍町 

第１７号線 

健軍町２８６１番１ 地先

健軍町２６１２番２７９ 地先

１２－３９０ 
健軍町 

第１９０号線 

健軍町２８３８番１ 地先

健軍町２８４５番２ 地先

１２－５６１ 
健軍１丁目 

第２号線 

健軍一丁目１６７番 地先

健軍一丁目３２０番 地先

１２－５７３ 
尾ノ上１丁目 

第６号線 

尾ノ上一丁目１２９番 地先

尾ノ上一丁目１３１番 地先

１２－６３７ 
錦ヶ丘 

第２号線 

錦ヶ丘２７１番 地先

尾ノ上二丁目２３４番 地先

１２－６４１ 
錦ヶ丘 

第６号線 

錦ヶ丘２４２番 地先

錦ヶ丘２４３番 地先

１２－６４２ 
錦ヶ丘 

第７号線 

錦ヶ丘２５８番 地先

錦ヶ丘１８４番 地先
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１２－６４７ 
錦ヶ丘 

第１２号線 

錦ヶ丘３８４番 地先

錦ヶ丘３９０番 地先

１２－６８５ 
健軍本町 

第１１号線 

健軍本町２４７番１ 地先

健軍本町２６６番 地先

１２－６８６ 
健軍本町 

第１２号線 

健軍本町２９２番 地先

健軍本町３１５番 地先

１２－７４６ 
錦ヶ丘 

第１９号線 

錦ヶ丘３５１番 地先

錦ヶ丘３７０番 地先

１２－７９８ 
健軍３丁目 

第３２号線 

健軍三丁目３１８番 地先

健軍三丁目３２２番 地先

１２－８０２ 
健軍３丁目健軍本町

第３号線 

健軍三丁目５０４４番 地先

健軍本町３２５番 地先

１２－８０９ 
健軍本町 

第２２号線 

健軍本町３０８番 地先

健軍本町１４１番 地先

１２－８３８ 
健軍本町 

第３２号線 

健軍本町３２０番 地先

健軍本町３１５番 地先

１２－９３４ 
健軍本町 

第３８号線 

健軍本町３５９番 地先

健軍本町３５５番 地先

１２－１０６３ 
小峯４丁目 

第２号線 

小峯四丁目２６１３番３８２ 地先

小峯四丁目２６１３番５９ 地先

１３－５４ 
秋津２丁目 

第３号線 

東野三丁目１９番７ 地先

秋津町秋田１８１５番１ 地先

１３－７０ 
秋津１丁目秋田第１

号線 

秋津一丁目２０５５番４ 地先

秋津町秋田７６５番 地先

１３－１２１ 
沼山津２丁目３丁目

第１号線 

沼山津二丁目１１７８番１ 地先

沼山津三丁目１７８１番 地先

１３－１４７ 
桜木４丁目 

第５号線 

桜木四丁目１６１番１ 地先

桜木四丁目１５４番１ 地先

１３－１９５ 
桜木６丁目 

第１号線 

桜木六丁目３５６番 地先

桜木六丁目３１５番１ 地先
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１３－１９６ 
桜木６丁目 

第２号線 

桜木六丁目３５２番 地先

桜木六丁目３３３番 地先

１３－１９７ 
桜木６丁目 

第３号線 

桜木六丁目３５７番１ 地先

桜木六丁目３９３番１ 地先

１３－１９８ 
桜木６丁目 

第４号線 

桜木六丁目３６７番１ 地先

桜木六丁目３６５番 地先

１３－１９９ 
桜木６丁目 

第５号線 

桜木六丁目３６５番 地先

桜木六丁目３８１番２ 地先

１３－２００ 
桜木６丁目佐土原２丁

目第１号線 

桜木六丁目５２２番３ 地先

佐土原二丁目４７８番 地先

１３－２０２ 
沼山津 

第５６号線 

秋津町沼山津４９３番１ 地先

秋津町沼山津４１３番 地先

１３－２０３ 
沼山津 

第５７号線 

秋津町沼山津４１１番 地先

秋津町沼山津４４４番 地先

１３－２０５ 
沼山津 

第５９号線 

秋津町沼山津４３５番１ 地先

秋津町沼山津４３２番 地先

１３－２０６ 
沼山津 

第６０号線 

秋津町沼山津４１６番２ 地先

秋津町沼山津４２３番 地先

１３－２０８ 
秋津１丁目 

第２号線 

秋津一丁目１２２５番３ 地先

東野三丁目２０番８ 地先

１３－２５１ 
沼山津 

第８４号線 

秋津町沼山津４１３番１ 地先

秋津町沼山津４１６番８ 地先

１４－５ 
下江津所島 

第１号線 

画図町下江津１０２番１６ 地先

画図町所島１０３１番１ 地先

１４－８ 
重富 

第１号線 

画図町重富３２３番 地先

画図町重富４２７番 地先

１４－５５ 
下江津 

第１６号線 

画図町下江津８５４番 地先

画図町下江津８７３番 地先

１４－６８ 
上無田 

第７号線 

画図町上無田５５１番 地先

画図町上無田４９５番 地先
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１４－９８ 
下無田 

第９号線 

画図町下無田（６１番１，６１番２） 地先

画図町下無田１０１番４ 地先

１４－１０８ 
下無田 

第１６号線 

画図町下無田１７１３番 地先

画図町下無田１６４３番 地先

１４－２１２ 
下無田 

第２２号線 

画図町下無田１１５１番 地先

画図町下無田５１１番 地先

１４－２２０ 
所島 

第１８号線 

画図町所島９１４番 地先

画図町所島８５４番 地先

１４－２３９ 
下江津 

第２５号線 

画図町下江津２番１ 地先

画図町下江津１１番３７ 地先

１４－２６３ 
重富 

第２６号線 

画図町重富４２７番 地先

画図町重富８３６番 地先

１４－２７１ 
下無田 

第３１号線 

画図町下無田１０８７番 地先

画図町下無田１１４０番 地先

１４－３０５ 
下江津 

第３１号線 

画図町下江津９０２番 地先

画図町下江津９０６番２ 地先

１７－３２ 
薄場町 

第４号線 

薄場町４６番１ 地先

薄場町３４番 地先

１７－３３ 
薄場町 

第５号線 

薄場町６９番１ 地先

薄場町９６番１ 地先

１７－４４ 
薄場町 

第１６号線 

薄場町４８番 地先

薄場町４７番１ 地先

１７－５７ 
野口町薄場町 

第２号線 

野口町８７３番１ 地先

薄場町６８４番３ 地先

１７－５９ 
野口町 

第３号線 

野口町９１８番 地先

野口町５９８番 地先

１７－４０３ 
野口４丁目 

第１号線 

野口四丁目７６８番１ 地先

野口四丁目５９５番２ 地先

１８－４ 
半田 

第２２号線 

城山半田町６３８番 地先

城山半田町８８６番 地先
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１８－２２ 
上代 

第１６号線 

城山上代町１９７番２ 地先

城山上代町３０１番２ 地先

１８－２３ 
上代 

第１７号線 

城山上代町５２７番２ 地先

城山上代町２０６番３ 地先

１８－１５７ 
上代 

第５８号線 

城山上代町５６０番１ 地先

城山上代町５４９番１ 地先

１９－１８ 
戸坂町 

第１３号線 

戸坂町（２３５，２３６）番２ 地先

戸坂町１２０番 地先

１９－２０ 
戸坂町 

第１５号線 

戸坂町２３４番１ 地先

戸坂町１７７番４７ 地先

１９－４７ 
谷尾崎町 

第２２号線 

池上町５８番１ 地先

谷尾崎町３７４番 地先

１９－４８ 
池上町 

第６号線 

池上町７３１番 地先

池上町６１８番 地先

２０－１７ 
上松尾町 

第１６号線 

松尾町上松尾５３２９番 地先

松尾町上松尾５３３３番２ 地先

２０－２８ 
近津 

第１号線 

松尾町近津１３１３番５ 地先

松尾町近津１８２番 地先

２１－２ 
小島下町 

第１号線 

小島下町２８４番４ 地先

小島下町１番３ 地先

２１－９ 
小島下町 

第８号線 

小島下町２８７番 地先

小島下町２１８番１ 地先

２１－１６ 
小島上町小島中町第

１号線 

小島上町１６９０番２ 地先

小島中町１０１番２ 地先

２１－２９ 
小島上町 

第１０号線 

小島上町２３６９番１ 地先

小島上町２３７４番 地先

２１－６３ 
小島下町上松尾町第

２号線 

小島下町１５５９番５ 地先

松尾町上松尾５２７５番 地先

２１－６９ 
小島上町 

第１３号線 

小島上町１７８６番 地先

小島上町１７０３番７ 地先
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２１－７７ 
小島上町中原町第１

号線 

小島上町２３７１番１ 地先

中原町３５９番４ 地先

２２－１ 
今町中島町 

第１号線 

今町８１８番 地先

中島町１４９２番２ 地先

２２－３ 
中島町 

第１号線 

中島町７７１番１ 地先

中島町１７７４番 地先

２２－１３ 
沖新町 

第４号線 

沖新町４４番 地先

沖新町６７番 地先

２２－２２ 
沖新町 

第１０号線 

沖新町１０４番 地先

沖新町２６８番 地先

２２－２５ 
沖新町 

第１３号線 

沖新町１１３番１ 地先

沖新町４６９番１ 地先

２２－３１ 
沖新町 

第１９号線 

沖新町６３１番 地先

沖新町８２９番 地先

２２－４８ 
沖新町 

第３６号線 

沖新町３９１２番 地先

沖新町３５２９番１ 地先

２２－７０ 
沖新町 

第５８号線 

沖新町１番１ 地先

沖新町３０番 地先

２２－７１ 
沖新町 

第５９号線 

沖新町１番１ 地先

沖新町４９０６番 地先

２２－７２ 
沖新町 

第６０号線 

沖新町４８６５番２ 地先

沖新町４８５５番 地先

２２－７５ 
中原町 

第４号線 

中原町２８４３番 地先

中原町２８２４番 地先

２２－７７ 
中原町 

第６号線 

中原町２７８４番 地先

中原町２４８１番 地先

２２－７８ 
中原町 

第７号線 

中原町２８０９番 地先

中原町２８２３番１ 地先

２２－８３ 
中原町 

第１１号線 

中原町１７２２番１９ 地先

中原町２５９５番 地先
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２２－１０７ 
中島町 

第２５号線 

中島町１３２０番 地先

中島町１１６４番 地先

２２－１１７ 
中原町 

第１９号線 

中原町９７１番１ 地先

中原町５９７番 地先

２２－１２１ 
中原町 

第２３号線 

中原町６３４番 地先

中原町５６５番 地先

２２－１２２ 
中原町 

第２４号線 

中原町５５９番 地先

中原町１番 地先

２２－１２５ 
中原町 

第２７号線 

中原町６０番 地先

中原町９６番 地先

２２－１３７ 
沖新町 

第６３号線 

沖新町１２２０番 地先

沖新町１２１３番２ 地先

２３－２５ 
戸島町 

第２５号線 

戸島町４０６４番１ 地先

戸島町４０５０番２  地先

２３－２６ 
戸島町 

第２６号線 

戸島町３９１５番１ 地先

戸島町３９０６番 地先

２３－３５ 
小山町 

第６号線 

小山町６９４番１ 地先

小山町６９０番 地先

２３－９８ 
長嶺町 

第２９号線 

長嶺町２６０５番１ 地先

長嶺町２５６１番 地先

２３－１００ 
鹿帰瀬町 

第２号線 

鹿帰瀬町６０４番 地先

鹿帰瀬町６１８番１ 地先

２３－１０１ 
鹿帰瀬町 

第３号線 

鹿帰瀬町５９１番 地先

鹿帰瀬町６５番 地先

２３－１２６ 
上南部町 

第４号線 

上南部町１２３１番２ 地先

上南部町７８６番 地先

２３－１５１ 
戸島町 

第３４号線 

戸島町３８８２番１ 地先

戸島町３８１６番１ 地先

２３－２０７ 
戸島町 

第４０号線 

戸島町３４５番１ 地先

戸島町１５９番 地先
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２３－２１４ 
戸島町 

第４６号線 

戸島町１６７１番 地先

戸島町１５７０番 地先

２３－２１５ 
戸島町 

第４７号線 

戸島町１６９２番 地先

戸島町２８６番 地先

２３－２１９ 
戸島町 

第５１号線 

戸島町１６４７番１ 地先

戸島町２１３０番１ 地先

２３－３０９ 
戸島町 

第６２号線 

戸島町２１８２番１ 地先

戸島町２５５９番２ 地先

２３－４３８ 
長嶺町 

第１１１号線 

長嶺町３２２３番１ 地先

長嶺町３０３９番１ 地先

２３－５６１ 
鹿帰瀬町 

第８号線 

鹿帰瀬町３１２番１ 地先

鹿帰瀬町６１８番１ 地先

２３－６４３ 
鹿帰瀬町 

第９号線 

鹿帰瀬町５１９番１ 地先

鹿帰瀬町５００番 地先

２５－１ 
船津野出 

第１号線 

河内町船津１０５６番１ 地先

河内町野出６０９番４  地先

２５－２８ 
河内町船津 

第２号線 

河内町船津８５４番２ 地先

河内町船津８５８番１ 地先

２５－３５ 
船津 

第７号線 

河内町船津１００２番２ 地先

河内町船津８６４番 地先

２５－８７ 
岳 

第５号線 

河内町岳１７９４番 地先

河内町岳８６番１地先 地先

２５－１３４ 
河内町船津 

第４号線 

河内町船津８６５番４ 地先

河内町船津１２２６番 地先

２６－６１ 
土河原町孫代町第１

号線 

土河原町７３２番 地先

孫代町５８５番 地先

２６－６６ 今町第１号線 
今町５２６番２ 地先

今町７８５番 地先

２８－ 

１０１０１ 
新村線 

大字廻江字江端６２４番 地先

大字新字園田５８１番３ 地先
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２８－ 

１０１０２ 
清藤線 

大字清藤字水町４１４番１ 地先

大字清藤字塘添１９５番 地先

２８－ 

１０１０３ 

榎津田尻 

第1号線 

大字榎津字大坪３０３番１ 地先

大字田尻４１１番２ 地先

２８－ 

１０１０４ 

田尻 

莎崎線 

大字古閑字前村田１０８３番 地先

大字莎崎字古北１１８番３ 地先

２８－ 

１０１０５ 

釈迦堂 

１号線 

大字上杉字小芦袋５７９番１ 地先

大字釈迦堂字上廻渕６９１番 地先

２８－ 

１０１０６ 
国町線 

大字小岩瀬字天神免１９４番１ 地先

大字莎崎字前田６３８番 地先

２８－ 

１０１０７ 
下園線 

大字平原宇山免８６番 地先

大字平原字下園１４２９番 地先

２８－ 

１０１０８ 

杉島 

榎津線 

大字杉島字構口６３６番１ 地先

大字榎津字戸板町３０番 地先

２８－ 

１０１０９ 
神の上線 

大字平原字神の上９１０番１ 地先

大字平原字神の上９１４番３７ 地先

２８－ 

１０１１０ 

南北 

６号線 

大字田尻字高柳２１９番 地先

大字南田尻字辻４８６番 地先

２８－ 

１０１１１ 

南田尻 

榎津線 

大字南田尻字門出５８７番１ 地先

大字榎津字戸板１１７番１ 地先

２８－ 

１０１１２ 

志々水 

硴江線 

大字志々水字裏田３８２番１ 地先

大字莎崎字境目９５２番２ 地先

２８－ 

２０２０１ 
杉島線 

大字杉島字前川原１１４５番１８ 地先

大字御船手字北崎１５５０番２ 地先

２８－ 

２０２０２ 
菰江線 

大字莎崎字前田６２８番４ 地先

大字菰江字園田８０番１ 地先

２８－ 

２０２０３ 
旧川尻線 

大字田尻字大袋６６５番２ 地先

大字小岩瀬字居屋敷９７７番４ 地先

２８－ 

２０２０４ 

榎津 

廻江線 

大字榎津字蓮川６５１番１ 地先

大字廻江字前田７３７番１ 地先
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２８－ 

３０３０１ 

清藤 

田尻線 

大字清藤１５２番１ 地先

大字田尻６１７番３ 地先

２８－ 

３０３０２ 

杉島 

２号線 

大字杉島字前河原１１７０番１２ 地先

大字杉島字前河原１１７０番１２ 地先

２８－ 

３０３０３ 

杉島 

３号線 

大字杉島字南江９０９番 地先

大字杉島字南江９０９番 地先

２８－ 

３０３０４ 

莎崎 

１号線 

大字莎崎字下莎４１１番１ 地先

大字莎崎字井立８２５番２ 地先

２８－ 

３０３０５ 

莎崎 

２号線 

大字莎崎字碇瀬８２番 地先

大字莎崎字古北１１８番１ 地先

２８－ 

３０３０６ 

杉島 

１号線 

大字杉島字長江１１４２番１ 地先

大字杉島字長江１１４２番１ 地先

２８－ 

３０３０７ 

莎崎 

３号線 

大字莎崎字太郎丸５７番１ 地先

大字莎崎字中莎４３１番１ 地先

２８－ 

３０３０８ 

国町 

１号線 

大字国町字中坪１１０番１ 地先

大字国町字中坪２１９番１ 地先

２８－ 

３０３０９ 
小岩瀬線 

大字小岩瀬字河原田４２番５ 地先

大字小岩瀬字前田３３０番１ 地先

２８－ 

３０３１０ 

清藤 

２号線 

大字清藤字塘添１９５番 地先

大字国町字居合１番 地先

２８－ 

３０３１２ 

南北 

９号線 

大字志々水字八反田５９８番 地先

大字田尻字大袋６６３番 地先

２８－ 

３０３１３ 

硴江 

２号線 

大字硴江字園田４０２番 地先

大字硴江字地方３６４番３ 地先

２８－ 

３０３１４ 

硴江 

１号線 

大字硴江字園田５４０番 地先

大字硴江字地方３０７番 地先

２８－ 

３０３１５ 
西田尻線 

大字田尻字下前田８６８番１ 地先

大字田尻字下前田８２４番２ 地先

２８－ 

３０３１６ 

志々水 

４号線 

大字志々水字天神免３７４番 地先

大字志々水字裏田４３４番２ 地先
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２８－ 

３０３１７ 

古閑 

西田尻線 

大字古閑字鎌原１２２１番１ 地先

大字西田尻字下前田９０５番 地先

２８－ 

３０３１８ 

志々水 

１号線 

大字志々水字居合１８３番２ 地先

大字志々水字天神免３０３番 地先

２８－ 

３０３１９ 

新古閑 

第１号線 

大字新４６８番１ 地先

大字古閑１０１６番１ 地先

２８－ 

３０３２０ 

古閑 

２号線 

大字古閑字前村田１１０３番１ 地先

大字古閑字鎌原１２１７番 地先

２８－ 

３０３２１ 

田尻 

１号線 

大字田尻字戸崎前３８２番２ 地先

大字田尻字天神木４８６番 地先

２８－ 

３０３２２ 

田尻 

２号線 

大字田尻字天神木４７７番 地先

大字田尻字天神木４７４番 地先

２８－ 

３０３２３ 

田尻 

３号線 

大字田尻字八反田５７７番２ 地先

大字田尻字八反田６６０番 地先

２８－ 

３０３２４ 

釈迦堂 

２号線 

大字釈迦堂字土位内２０１番１ 地先

大字釈迦堂字狐町５９５番 地先

２８－ 

３０３２５ 

釈迦堂 

３号線 

大字釈迦堂字土位内１８番１ 地先

大字釈迦堂字狐町６０３番 地先

２８－ 

３０３２６ 

上杉 

１号線 

大字上杉字小芦袋３９４番１ 地先

大字上杉字東上ケ田１９番 地先

２８－ 

３０３２７ 

大町 

１号線 

大字杉島字構口６２２番１ 地先

大字大町字屋敷９７３番 地先

２８－ 

３０３２８ 

大町 

２号線 

大字大町字大芦３１番１ 地先

大字大町字大芦５９番２ 地先

２８－ 

３０３２９ 

榎津 

大町線 

大字榎津字蓮川６５１番 地先

大字大町字屋敷１０８９番 地先

２８－ 

３０３３０ 

廻江 

１号線 

大字廻江字裏田７３５番２ 地先

大字廻江字外平８６８番１ 地先

２８－ 

３０３３１ 

廻江 

２号線 

大字廻江字裏田７５８番１ 地先

大字清藤字壱町田８１番３ 地先
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２８－ 

３０３３２ 

清藤 

３号線 

大字清藤字突田５４番１ 地先

大字清藤字天神免１３３番１ 地先

２８－ 

３０３３３ 

清藤 

４号線 

大字清藤字水町４１４番１ 地先

大字清藤字水町４２３番１ 地先

２８－ 

３０３３４ 

清藤 

５号線 

大字清藤字居合４３６番１ 地先

大字清藤字居合４２８番１ 地先

２８－ 

３０３３５ 

清藤 

榎津線 

大字清藤字居合４５９番２ 地先

大字榎津字中屋敷１０９８番２ 地先

２８－ 

３０３３６ 

清藤 

６号線 

大字清藤字居合４５番１ 地先

大字廻江字江頭５５６番３ 地先

２８－ 

３０３３７ 

榎津 

１号線 

大字榎津字下屋敷１０４１番１ 地先

大字榎津字下屋敷１０５３番２ 地先

２８－ 

３０３３８ 

榎津 

２号線 

大字榎津字琵琶崎１２４０番６ 地先

大字榎津字琵琶崎１２３１番２ 地先

２８－ 

３０３３９ 

東西 

４号線 

大字古閑字四反田９８６番 地先

大字廻江字江頭５５６番３ 地先

２８－ 

３０３４０ 

南北 

７号線 

大字志々水字雨田１９番２ 地先

大字田尻字両寺免２７４番１ 地先

２８－ 

３０３４１ 

新村 

２号線 

大字新字園田４６５番３ 地先

大字新字田尻分６８３番１ 地先

２８－ 

３０３４２ 

新村 

田尻線 

大字新字田尻分６０５番１ 地先

大字田尻字園田９６番１ 地先

２８－ 

３０３４３ 

南田尻 

平原線 

大字南田尻字上長六３５５番 地先

大字平原字前田７２０番 地先

２８－ 

３０３４４ 

南田尻 

２号線 

大字南田尻字下長六４７１番２ 地先

大字田尻字八反田６３４番 地先

２８－ 

３０３４５ 

南田尻 

１号線 

大字南田尻字上長六３５３番 地先

大字南田尻字裏田６７６番 地先

２８－ 

３０３４６ 

南田尻 

３号線 

大字南田尻字門出６３９番２ 地先

大字南田尻字深田１４０番１ 地先



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 391 - 

２８－ 

３０３４７ 

南田尻 

４号線 

大字南田尻字辻５４６番 地先

大字南田尻字門出５９７番 地先

２８－ 

３０３４８ 

新村 

南田尻線 

大字新字田尻分７０８番 地先

大字南田尻字深田８８番１ 地先

２８－ 

３０３４９ 
平原線 

大字平原字前田７３０番 地先

大字平原字本庄８４１番 地先

２８－ 

３０３５０ 

南北 

８号線 

大字平原字山免９７番 地先

大字平原字佐原塚２２９番 地先

２８－ 

３０３５１ 

木原 

２号線 

大字木原字西口１７０２番 地先

大字木原字西口１７７１番１ 地先

２８－ 

３０３５２ 

木原 

１号線 

大字木原字居屋敷２０７４番１ 地先

大字木原字居屋敷２０８６番２ 地先

２８－ 

３０３５３ 

南田尻 

５号線 

大字南田尻字深田１３番１ 地先

大字南田尻字深田１８番１ 地先

２８－ 

３０３５４ 

志々水 

２号線 

大字志々水字前田７３３番２ 地先

大字志々水字前田７３６番 地先

２８－ 

３０３５５ 

志々水 

３号線 

大字志々水字前田７６１番 地先

大字志々水字前田７４７番 地先

２８－ 

３０３５６ 

上杉 

２号線 

大字上杉字上ケ田２４７番１ 地先

大字上杉字小芦袋４１８番１ 地先

２８－ 

３０３５７ 

志々水 

５号線 

大字志々水字大坪６６番１ 地先

大字志々水字裏田３５５番２ 地先

２８－ 

３０３５８ 

東西 

４号線 

大字志々水字八反田４７３番 地先

大字硴江字園田５２２番 地先

２８－ 

３０３５９ 

南北 

１０号線 

大字田尻字下前田８２２番 地先

大字硴江字園田５０８番１ 地先

２８－ 

３０３６０ 

硴江 

３号線 

大字硴江字園田４１０番１ 地先

大字硴江字地方１１６番１ 地先

２８－ 

３０３６１ 

田尻 

４号線 

大字田尻字六反田２２４番 地先

大字田尻字六反田２０８番 地先
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２８－ 

３０３６２ 

新村南田尻 

２号線 

大字新字田尻分７０３番 地先

大字南田尻字下長六１７７番 地先

２８－ 

３０３６３ 

新村 

富合病院線 

大字新字平原分２５番２ 地先

大字平原字宇土４０７番１ 地先

２８－ 

３０３６４ 

新村木原 

１号線 

大字新字平原分１０番１ 地先

大字木原字六町１４９２番 地先

２８－ 

３０３６５ 

杉島 

４号線 

大字杉島字溝口５８６番１ 地先

大字杉島字溝口５８６番１ 地先

２８－ 

３０３６６ 

南田尻平原 

２号線 

大字南田尻字北村２５２番 地先

大字平原字高田３４３番 地先

２８－ 

３０３６７ 

平原 

２号線 

大字平原字前田２２６番 地先

大字平原字前田２２６番 地先

２８－ 

３０３６８ 

南田尻 

６号線 

大字南田尻字辻４７８番 地先

大字南田尻字辻５０２番１ 地先

２８－ 

３０３６９ 

小学校 

木原線 

大字清藤字牛間５３８番 地先

大字木原字樋の口８８２番 地先

２８－ 

３０３７０ 

西川橋 

南線 

大字榎津字西の川６３２番 地先

大字木原字野田９０番 地先

２８－ 

３０３７１ 

榎津木原 

１号線 

大字榎津字餅田２２８番 地先

大字木原字永宮１３９番 地先

２８－ 

３０３７２ 

榎津木原 

２号線 

大字榎津字餅田２１２番 地先

大字木原字永宮１４６２番 地先

２８－ 

３０３７３ 

西川橋 

東線 

大字榎津字西の川６６０番２ 地先

大字榎津字琵琶崎１６番 地先

２８－ 

３０３７４ 

大町 

上杉線 

大字大町字尾崎１１８番 地先

大字大町字塘外４０７番 地先

２８－ 

３０３７６ 

大町城南 

１号線 

大字大町字塘外４０８番 地先

大字大町字塘外４１７番 地先

２８－ 

３０３７７ 

西川 

橋北線 

大字大町字尾崎１１２番 地先

大字大町字大芦４２番 地先
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２８－ 

３０３７８ 

東西 

３号線 

大字菰江字長六６０６番２ 地先

大字莎崎字境目８８８番 地先

２８－ 

３０３７９ 

東西 

２号線 

大字国町字中坪２３８番２ 地先

大字莎崎字井立８２１番 地先

２８－ 

３０３８０ 

東西 

１号線 

大字小岩瀬字天神免２４４番 地先

大字莎崎字境目１４５番 地先

２８－ 

３０３８１ 

南北 

１１号線 

大字莎崎字境目１３９番２ 地先

大字莎崎字太郎丸７２番 地先

２８－ 

３０３８２ 

菰江 

２号線 

大字菰江字前田２１７番 地先

大字菰江字前田２１４番３ 地先

２８－ 

３０３８３ 

新村木原 

２号線 

大字木原字下飛田６２番 地先

大字木原字井尻６９５番 地先

２８－ 

３０３８４ 

大町城南 

３号線 

大字大町字馬立４５６番 地先

大字大町字塘外４６７番 地先

２８－ 

３０３８５ 

榎津 

３号線 

大字榎津字戸板町６番 地先

大字榎津字戸板町１９番１０ 地先

２８－ 

３０３８６ 

釈迦堂 

４号線 

大字釈迦堂字天神免１２９番 地先

大字釈迦堂字下廻渕４３５番 地先

２８－ 

３０３８７ 

釈迦堂 

５号線 

大字釈迦堂字下廻渕４９０番 地先

大字釈迦堂字下廻渕４８９番２ 地先

２８－ 

３０３８９ 

釈迦堂 

７号線 

大字釈迦堂字上廻渕８３０番３ 地先

大字釈迦堂字上廻渕７４１番１ 地先

２８－ 

３０３９０ 

上杉 

３号線 

大字上杉字上ケ田２６６番１ 地先

大字上杉字上ケ田２６６番１ 地先

２８－ 

３０３９１ 

大町 

３号線 

大字大町字大芦１９番２ 地先

大字上杉字小芦袋２４番 地先

２８－ 

３０３９２ 

菰江 

３号線 

大字菰江字前田２４０番 地先

大字菰江字前田２４６番 地先

２８－ 

３０３９３ 

東西 

５号線 

大字小岩瀬字京坪３８９番 地先

大字菰江字前田３２６番 地先
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２８－ 

３０３９４ 

東西 

６号線 

大字小岩瀬字京坪３６４番 地先

大字菰江字前田２７７番 地先

２８－ 

３０３９５ 

南北 

１２号線 

大字菰江字東２７８番 地先

大字菰江字前田３４３番 地先

２８－ 

３０３９６ 

南北 

１３号線 

大字国町字前田３９１番 地先

県道走潟・廻江線（緑川堤防まで） 地先

２８－ 

３０３９７ 

南北 

１４号線 

大字国町字中坪２３６番３ 地先

大字小岩瀬字渡塘坊７８０番 地先

２８－ 

３０３９８ 

国町 

２号線 

大字国町字中坪１２６番 地先

大字菰江字東２７８番 地先

２８－ 

３０３９９ 

莎崎 

４号線 

大字莎崎字前田１６５番 地先

大字莎崎字境目９２４番１ 地先

２８－ 

３０４００ 

莎崎 

５号線 

大字莎崎字前田６３４番２５ 地先

大字莎崎字前田６３４番５ 地先

２８－ 

３０４０１ 

莎崎 

６号線 

大字莎崎字前田６３４番２６ 地先

大字莎崎字前田６３４番２４ 地先

２８－ 

３０４０２ 

莎崎 

７号線 

大字莎崎字前田６３４番１８ 地先

大字莎崎字前田６３４番２５ 地先

２８－ 

３０４０３ 

榎津 

４号線 

大字榎津字居合８００５番 地先

大字榎津字築篭８５２番 地先

２８－ 

３０４０４ 

榎津 

５号線 

大字榎津字下屋敷９９４番 地先

大字榎津字築篭８６０番 地先

２８－ 

３０４０５ 

南田尻 

７号線 

大字南田尻字門出５７６番 地先

大字南田尻字深田７６番１ 地先

２８－ 

３０４０６ 

鳥場 

１号線 

大字杉島字鳥場１番 地先

大字杉島字鳥場１４７番 地先

２８－ 

３０４０７ 

鳥場 

２号線 

大字杉島字鳥場６６番 地先

大字杉島字鳥場１８番 地先

２８－ 

３０４０８ 

鳥場 

３号線 

大字杉島字鳥場７０番 地先

大字杉島字鳥場２１番 地先
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２８－ 

３０４０９ 

鳥場 

４号線 

大字杉島字鳥場３２番 地先

大字杉島字鳥場３６番２ 地先

２８－ 

３０４１０ 

鳥場 

５号線 

大字杉島字鳥場４５番１ 地先

大字杉島字鳥場４２番 地先

２８－ 

３０４１１ 

鳥場 

６号線 

大字杉島字鳥場７６番 地先

大字杉島字鳥場７１番 地先

２８－ 

３０４１２ 

鳥場 

７号線 

大字杉島字鳥場１２５番 地先

大字杉島字鳥場１２４番 地先

２８－ 

３０４１３ 

鳥場 

８号線 

大字杉島字鳥場１０５番 地先

大字杉島字鳥場１０７番 地先

２８－ 

３０４１４ 

鳥場 

９号線 

大字杉島字鳥場９４番 地先

大字杉島字鳥場１０２番 地先

２８－ 

３０４１５ 

鳥場 

１０号線 

大字杉島字鳥場９３番 地先

大字杉島字鳥場８８番 地先

２８－ 

３０４１６ 

鳥場 

１１号線 

大字杉島字鳥場７６１番１ 地先

大字杉島字鳥場８４番 地先

２８－ 

３０４１７ 

鳥場 

１２号線 

大字杉島字鳥場９８番 地先

大字杉島字鳥場９０番 地先

２８－ 

３０４１８ 

鳥場 

１３号線 

大字杉島字鳥場８６番 地先

大字杉島字鳥場８４番 地先

２８－ 

３０４１９ 

鳥場 

１４号線 

大字杉島字鳥場１０９番 地先

大字杉島字鳥場１１７番 地先

２８－ 

３０４２０ 

鳥場 

１５号線 

大字杉島字鳥場８３番 地先

大字杉島字鳥場９０番 地先

２８－ 

３０４２１ 

鳥場 

１６号線 

大字杉島字鳥場５１番 地先

大字杉島字鳥場１７番 地先

２８－ 

３０４２２ 

鳥場 

１７号線 

大字杉島字鳥場３８番 地先

大字杉島字鳥場２５番 地先

２８－ 

３０４２３ 

小岩瀬 

２号線 

大字小岩瀬字安善坊８３１番 地先

大字小岩瀬字京坪４０９番 地先
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２８－ 

３０４２４ 

小岩瀬 

３号線 

大字小岩瀬字京坪３７２番 地先

大字小岩瀬字京坪３５２番 地先

２８－ 

３０４２５ 

小岩瀬 

４号線 

大字小岩瀬字京坪３５５番２ 地先

大字小岩瀬字千束１６９番３ 地先

２８－ 

３０４２６ 

小岩瀬 

５号線 

大字小岩瀬字千束１５３番２ 地先

大字小岩瀬字天神免２４５番 地先

２８－ 

３０４２７ 

小岩瀬 

６号線 

大字小岩瀬字柳下１２６番１ 地先

大字小岩瀬字川原田４２番１ 地先

２８－ 

３０４２８ 

大町 

４号線 

大字大町字前田３８７番 地先

大字大町字前田４１６番１ 地先

２８－ 

３０４２９ 

大町 

５号線 

大字大町字前田４１６番１ 地先

大字大町字早高９６５番２ 地先

２８－ 

３０４３０ 

木原 

３号線 

大字木原字居屋敷２１０９番１ 地先

大字木原字居屋敷２０８４番 地先

２８－ 

３０４３１ 

清藤 

７号線 

大字清藤字間添３５２番１ 地先

大字清藤字間添３３６番１ 地先

２８－ 

３０４３２ 

木原 

４号線 

大字木原字岩下３２９番２ 地先

大字木原字仏生１８６番 地先

２８－ 

３０４３３ 

木原 

５号線 

大字木原字目黒町８１４番 地先

大字木原字高原町６３１番 地先

２８－ 

３０４３４ 

木原 

６号線 

大字木原字井尻７３０番 地先

大字木原字井尻７２３番１ 地先

２８－ 

３０４３５ 

木原 

７号線 

大字木原字四社免１３６２番 地先

大字木原字下飛田１０６８番 地先

２８－ 

３０４３６ 

榎津 

６号線 

大字榎津字戸坂町１０番 地先

大字榎津字戸坂町１５番 地先

２８－ 

３０４３７ 

榎津 

７号線 

大字榎津字中屋敷１０７４番 地先

大字榎津字築龍９６２番 地先

２８－ 

３０４３８ 

榎津 

８号線 

大字榎津字西の川７５０番 地先

大字榎津字西の川７４０番２ 地先
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２８－ 

３０４３９ 

榎津 

９号線 

大字榎津字天神免２６７番 地先

大字榎津字天神免２６０番 地先

２８－ 

３０４４０ 

榎津 

１０号線 

大字榎津字大坪２８５番３ 地先

大字榎津字中碇３４２番 地先

２８－ 

３０４４１ 

上杉大町 

１号線 

大字上杉字向上ヶ田１３３番 地先

大字大町字古川７７０番 地先

２８－ 

３０４４２ 

大町 

６号線 

大字大町字前田３３８番 地先

大字大町字前田４５２番 地先

２８－ 

３０４４３ 

上杉 

４号線 

大字上杉字小芦袋４７２番 地先

大字上杉字小芦袋４６１番 地先

２８－ 

３０４４４ 

上杉 

５号線 

大字上杉字小芦袋５５３番 地先

大字上杉字小芦袋５６２番 地先

２８－ 

３０４４５ 

廻江 

３号線 

大字廻江字江端５４５番 地先

大字廻江字江端５９９番１ 地先

２８－ 

３０４４６ 

新村榎津 

１号線 

大字新字清藤分２２９番 地先

大字榎津字四ノ坪５４０番 地先

２８－ 

３０４４７ 

平原新村 

１号線 

大字平原字五反田２４７番 地先

大字新字田尻分７１３番 地先

２８－ 

３０４４８ 

志々水清藤 

１号線 

大字志々水字雨田１２番４ 地先

大字清藤字居合４５８番１ 地先

２８－ 

３０４４９ 

志々水 

６号線 

大字志々水字大坪８４番２ 地先

大字志々水字大坪９３番 地先

２８－ 

３０４５０ 

古閑 

第３号線 

大字古閑８８８番１ 地先

大字古閑８８８番１ 地先

２８－ 

３０４５１ 

古閑志々水 

１号線 

大字古閑字裏免８３２番 地先

大字志々水字裏免７６６番８ 地先

２８－ 

３０４５２ 

志々水西田尻 

１号線 

大字志々水字築篭６７８番 地先

大字田尻字下前田９２９番２ 地先

２８－ 

３０４５３ 

古閑 

第９号線 

大字古閑１２６５番１ 地先

大字古閑１２６７番３ 地先



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 398 - 

２８－ 

３０４５４ 

南田尻 

８号線 

大字南田尻字長六４１５番 地先

大字南田尻字長六４１９番 地先

２８－ 

３０４５５ 

南田尻 

９号線 

大字南田尻字深田６０番１ 地先

大字南田尻字門出５９５番 地先

２８－ 

３０４５６ 

田尻 

第５号線 

大字田尻１５番５ 地先

大字田尻１５番１ 地先

２８－ 

３０４５７ 

小岩瀬 

７号線 

大字小岩瀬字前田３１２番 地先

大字小岩瀬字前田３１９番 地先

２８－ 

３０４５８ 

小岩瀬 

８号線 

大字小岩瀬字京坪３３１番 地先

大字小岩瀬字京坪３７９番１ 地先

２８－ 

３０４５９ 

小岩瀬 

９号線 

大字小岩瀬字渡塘坊７００番 地先

大字小岩瀬字渡塘坊６９５番１ 地先

２８－ 

３０４６０ 

国町 

３号線 

大字国町字前田５４３番２ 地先

大字国町字前田５１５番 地先

２８－ 

３０４６１ 

菰江 

４号線 

大字菰江字前田 地先

大字菰江字神田 地先

２８－ 

３０４６２ 

菰江莎崎 

１号線 

大字菰江字萱原３５９番 地先

大字莎崎字太郎丸４２番１ 地先

２８－ 

３０４６３ 

莎崎 

８号線 

大字莎崎字碇瀬５１１番２ 地先

大字莎崎字碇瀬５０７番 地先

２８－ 

３０４６４ 

莎崎 

９号線 

大字莎崎字上莎２９６番 地先

大字莎崎字上莎２８８番 地先

２８－ 

３０４６５ 

莎崎 

１０号線 

大字莎崎字下莎３３０番 地先

大字莎崎字下莎３８０番 地先

２８－ 

３０４６６ 

莎崎 

１１号線 

大字莎崎字井立７６５番 地先

大字莎崎字井立７５７番１ 地先

２８－ 

３０４６７ 

莎崎 

１２号線 

大字莎崎字前田６５６番 地先

大字莎崎字前田６５３番 地先

２８－ 

３０４６８ 

莎崎 

１３号線 

大字莎崎字境目８９７番 地先

大字莎崎字境目８９０番 地先



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 399 - 

２８－ 

３０４６９ 

田尻 

６号線 

大字田尻字高柳１６９番１ 地先

大字田尻字穂足１４４番２ 地先

２８－ 

３０４７０ 

前川原 

１号線 

大字杉島字前川原１１５１番７ 地先

大字杉島字前川原１１６２番１１ 地先

２８－ 

３０４７１ 

前川原 

２号線 

大字杉島字前川原１１６４番７ 地先

大字杉島字前川原１１６９番４ 地先

２８－ 

３０４７２ 

前川原 

３号線 

大字杉島字前川原１１５４番５ 地先

大字杉島字前川原１１５４番７ 地先

２８－ 

３０４７３ 

前川原 

４号線 

大字杉島字前川原１１５５番１０ 地先

大字杉島字前川原１１５５番１３ 地先

２８－ 

３０４７４ 

前川原 

５号線 

大字杉島字前川原１１６２番２ 地先

大字杉島字前川原１１６２番１０ 地先

２８－ 

３０４７５ 

前川原 

６号線 

大字杉島字前川原１１６９番１ 地先

大字杉島字前川原１１６９番３ 地先

２８－ 

３０４７６ 

前川原 

７号線 

大字杉島字前川原１１５２番３ 地先

大字杉島字前川原１１５２番４ 地先

２８－ 

３０４７７ 

莎崎 

１４号線 

大字莎崎字井立７９１番 地先

大字莎崎字下莎３８５番 地先

２８－ 

３０４７８ 

田尻 

７号線 

大字田尻字八反田５４１番 地先

大字田尻字八反田５０９番 地先

２８－ 

３０４７９ 

木原 

８号線 

大字木原字七夕免６０５番１ 地先

大字木原字七夕免５６８番 地先

２８－ 

３０４８０ 

木原 

９号線 

大字木原字仏生１６０番２ 地先

大字木原字明熊４０５番 地先

２８－ 

３０４８１ 

田尻 

８号線 

大字南田尻字長六４０２番 地先

大字田尻字園田１１２番２ 地先

２８－ 

３０４８２ 

平原 

３号線 

大字平原字本庄８００番 地先

大字平原字前田６２２番 地先

２８－ 

３０４８４ 

莎崎 

１５号線 

大字莎崎字中莎４３１番 地先

大字莎崎字古北１１５番１ 地先
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２８－ 

３０４８６ 

小岩瀬 

１０号線 

大字小岩瀬字中島４６８番２ 地先

大字小岩瀬字中島４７１番１ 地先

２８－ 

３０４８７ 

小岩瀬 

１１号線 

大字小岩瀬字中島２１５番１ 地先

大字小岩瀬字廻江河筋１０３８番７ 地先

２８－ 

３０４８８ 

榎津 

１２号線 

大字榎津字築篭９１５番１ 地先

大字榎津字中屋敷１１６０番 地先

２８－ 

３０４８９ 

榎津 

１３号線 

大字榎津字琵琶崎１２３７番１ 地先

大字榎津字琵琶崎１３０７番 地先

２８－ 

３０４９０ 

古閑 

４号線 

大字古閑字前村田１０８３番 地先

大字古閑字前村田１１６０番１ 地先

２８－ 

３０４９１ 

莎崎 

１６号線 

大字莎崎字井立７４５番 地先

大字莎崎字井立７９５番 地先

２８－ 

３０４９２ 

莎崎 

１７号線 

大字莎崎字井立７６９番２ 地先

大字莎崎字井立７６９番１ 地先

２８－ 

３０４９３ 

志々水 

７号線 

大字志々水字裏田４４５番 地先

大字志々水字八反田４７０番３ 地先

２８－ 

３０４９４ 

硴江 

３号線 

大字硴江字地方１２６番 地先

大字硴江字地方２４３番１ 地先

２８－ 

３０４９５ 

硴江防潮 

樋門線 

大字硴江字地方１１４番１ 地先

大字硴江字中須２番 地先

２８－ 

３０４９６ 

菰江 

硴江線 

大字莎崎字前田６８７番 地先

大字莎崎字前田６８２番１ 地先

２８－ 

３０４９７ 

莎崎 

排水機場線 

大字莎崎字下莎３１７番１ 地先

大字莎崎字下莎３０１番 地先

２８－ 

３０４９８ 

莎崎 

１９号線 

大字莎崎字太郎丸６４番１ 地先

大字莎崎字太郎丸６４番１ 地先

２８－ 

３０４９９ 

莎崎 

２０号線 

大字莎崎字中莎４９３番 地先

大字莎崎字中莎４９３番 地先

２８－ 

３０５００ 

莎崎 

２１号線 

大字莎崎字井立８５５番 地先

大字莎崎字井立８５４番２ 地先
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２８－ 

３０５０１ 

西田尻 

４号線 

大字西田尻字下前田９２７番４ 地先

大字西田尻字下前田９２７番４ 地先

２８－ 

３０５０２ 

莎崎 

２２号線 

大字莎崎字境目９１０番 地先

大字莎崎字境目９０４番 地先

２８－ 

３０５０３ 

菰江 

５号線 

大字菰江字萱原３３８番６ 地先

大字菰江字萱原３４６番 地先

２８－ 

３０５０４ 

国町 

４号線 

大字国町字松下３４６番 地先

大字国町字松下３３７番 地先

２８－ 

３０５０５ 

小岩瀬 

１２号線 

大字小岩瀬字長碇８９０番１ 地先

大字小岩瀬字長碇８６２番 地先

２８－ 

３０５０６ 

小岩瀬 

１３号線 

大字小岩瀬字天神免２２４番 地先

大字小岩瀬字天神免２１４番３ 地先

２８－ 

３０５０７ 

小岩瀬 

１４号線 

大字小岩瀬字天神免２３４番 地先

大字小岩瀬字天神免２９４番 地先

２８－ 

３０５０８ 

小岩瀬 

１５号線 

大字小岩瀬字中島４３５番 地先

大字小岩瀬字中島４１３番１ 地先

２８－ 

３０５０９ 

大町 

７号線 

大字大町字尾崎２２５番 地先

大字大町字馬立４９０番 地先

２８－ 

３０５１０ 

上杉 

６号線 

大字大町字古川８４７番 地先

大字上杉字向上ケ田１６３番 地先

２８－ 

３０５１１ 

釈迦堂 

工業団地線 

大字釈迦堂字犬作５１１番 地先

大字釈迦堂字上廻渕７２２番１ 地先

２８－ 

３０５１２ 

釈迦堂 

８号線 

大字釈迦堂字上廻渕７５６番 地先

大字釈迦堂字上廻渕８８７番１ 地先

２８－ 

３０５１３ 

廻江 

４号線 

大字廻江字江端５５２番２ 地先

大字廻江字江端５５１番 地先

２８－ 

３０５１４ 

廻江 

５号線 

大字廻江字江端５３９番 地先

大字廻江字江端５９６番 地先

２８－ 

３０５１５ 

榎津 

１４号線 

大字廻江字江端５３８番 地先

大字榎津字四ノ坪５９８番 地先
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２８－ 

３０５１６ 

志々水 

新村１号線 

大字志々水字雨田２２番２ 地先

大字新字古閑分４１９番１ 地先

２８－ 

３０５１７ 

榎津 

１５号線 

大字榎津字四ノ坪５４５番 地先

大字榎津字四ノ坪５６１番１ 地先

２８－ 

３０５１８ 

榎津 

１６号線 

大字榎津字西ノ川７９５番 地先

大字榎津字西ノ川７５４番 地先

２８－ 

３０５１９ 

榎津 

１７号線 

大字榎津字居合８２０番１ 地先

大字榎津字築籠８５７番 地先

２８－ 

３０５２０ 

木原 

城南線 

大字木原字下飛田１０９４番 地先

大字木原字目黒町８３８番 地先

２８－ 

３０５２１ 

木原 

１０号線 

大字木原字井尻６１９番１ 地先

大字木原字岩下３２９番２ 地先

２８－ 

３０５２２ 

木原 

１１号線 

大字木原字仏生２０６番４ 地先

大字木原字仏生２１９番 地先

２８－ 

３０５２３ 

木原 

１２号線 

大字榎津字居屋敷２０６５番１ 地先

大字榎津字居屋敷２０５８番２ 地先

２８－ 

３０５２４ 

木原 

１３号線 

大字木原字西口１６８７番１ 地先

大字木原字西口１６７９番１ 地先

２８－ 

３０５２５ 

平原 

４号線 

大字平原字佐原塚２１８番１ 地先

大字平原字佐原塚２２９番 地先

２８－ 

３０５２６ 

平原 

５号線 

大字平原字方田口１６５８番１ 地先

大字平原字角山１６０２番１ 地先

２８－ 

３０５２７ 

こころの医療 

センター線 

大字南田尻字北村２２０番 地先

大字南田尻字北村２２０番 地先

２８－ 

３０５２８ 

南田尻 

１０号線 

大字南田尻字長六４７１番１ 地先

大字南田尻字長六３３９番 地先

２８－ 

３０５２９ 

大町 

８号線 

大字大町字大芦８２番 地先

大字大町字前田３２１番 地先

２８－ 

３０５３０ 

田尻 

第９号線 

大字田尻１６３番１ 地先

大字田尻１５９番１ 地先
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２８－ 

３０５３１ 

西田尻 

２号線 

大字西田尻字大袋７３５番 地先

大字西田尻字大袋７６０番１ 地先

２８－ 

３０５３２ 

西田尻 

３号線 

大字西田尻字大袋７５１番２ 地先

大字西田尻字大袋７３８番２ 地先

２８－ 

３０５３３ 

杉島 

４号線 

大字杉島字前川原１１４５番１８ 地先

大字杉島字前川原１１４９番７ 地先

２８－ 

３０５３４ 

杉島 

５号線 

大字杉島字前川原１１４５番 地先

大字杉島字前川原１１４４番１ 地先

２８－ 

３０５３５ 

釈迦堂 

９号線 

大字釈迦堂字犬作５０１番２ 地先

大字釈迦堂字上廻渕７５５番２ 地先

２８－ 

３０５３６ 

大町城南 

４号線 

大字廻江字前田７２７番１２ 地先

大字大町字塘外４２９番 地先

２８－ 

３０５３７ 

榎津 

１８号線 

大字榎津字中屋敷１１２５番 地先

大字榎津字下屋敷１０８０番６ 地先

２８－ 

３０５３８ 

古閑 

５号線 

大字古閑字七反田９２３番４ 地先

大字古閑字四反田９５０番２ 地先

２８－ 

３０５３９ 

清藤 

８号線 

大字清藤字西ノ前３０２番１ 地先

大字清藤字西ノ前２７２番１ 地先

２８－ 

３０５４０ 

志々水 

８号線 

大字志々水字天神免３６１番 地先

大字志々水字天神免３６６番 地先

２８－ 

３０５４１ 

田尻 

１１号線 

大字田尻字戸崎前３８５番１ 地先

大字田尻字天神木４８０番 地先

２８－ 

３０５４２ 

古閑 

７号線 

大字古閑字前村田１１６８番 地先

大字古閑字鎌原１１７８番 地先

２８－ 

３０５４３ 

志々水 

９号線 

大字志々水字雨田９番１ 地先

大字志々水字大坪１２７番 地先

２８－ 

３０５４４ 

志々水 

１０号線 

大字志々水６６番１ 地先

大字志々水１２８番 地先

２８－ 

３０５４５ 

志々水 

１１号線 

大字志々水１２０番 地先

大字志々水６６番４ 地先
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２８－ 

３０５４６ 

清藤 

９号線 

大字清藤字牛間４８８番１４ 地先

大字清藤字牛間４８８番７ 地先

２８－ 

３０５４７ 

清藤 

１０号線 

大字清藤字間添３４８番１ 地先

大字清藤字間添３４３番１ 地先

２８－ 

３０５４８ 

榎津 

１９号線 

大字榎津字琵琶崎１３７０番１ 地先

大字榎津字琵琶崎１３６４番 地先

２８－ 

３０５４９ 

木原 

１４号線 

大字木原字六町１４８１番 地先

大字木原字六町１５８６番１ 地先

２８－ 

３０５５０ 
奥の院線 

大字木原字内村１９６１番３ 地先

大字木原字城山２６２９番２ 地先

２８－ 

３０５５１ 

平原 

６号線 

大字平原字方田口１６７８番３ 地先

大字平原字方田口１７６４番 地先

２８－ 

３０５５２ 

平原 

７号線 

大字平原字佐原塚２２０番 地先

大字平原字佐原塚２０２番 地先

２８－ 

３０５５３ 

南田尻 

１１号線 

大字南田尻字潮入９６１番 地先

大字南田尻字潮入９０９番１ 地先

２８－ 

３０５５４ 

南田尻 

１２号線 

大字南田尻字裏田６４２番１ 地先

大字南田尻字裏田６８２番２ 地先

２８－ 

３０５５５ 

南田尻 

１３号線 

大字南田尻字辻１５７番１ 地先

大字南田尻字辻５５０番 地先

２８－ 

３０５５６ 

田尻 

１２号線 

大字田尻字天神木４７３番 地先

大字田尻字天神木４６５番 地先

２８－ 

３０５５７ 

田尻 

１３号線 

大字田尻字大袋７００番２ 地先

大字田尻字大袋７０１番 地先

２８－ 

３０５５８ 

古閑 

８号線 

大字古閑字四反田９８９番３ 地先

大字古閑字四反田９８９番２ 地先

２８－ 

３０５５９ 

廻江 

６号線 

大字廻江字裏田７７６番３ 地先

大字廻江字裏田７７３番１ 地先

２８－ 

３０５６０ 

廻江 

７号線 

大字廻江字裏田７６９番１ 地先

大字廻江字裏田７６３番 地先
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２８－ 

３０５６１ 

上杉釈迦堂 

１号線 

大字上杉字上ヶ田２００番 地先

大字釈迦堂土居の内２１番２ 地先

２８－ 

３０５６２ 

杉島 

７号線 

大字杉島字中崎１４６３番２ 地先

大字杉島字中崎１４５７番１ 地先

２８－ 

３０５６３ 

杉島 

８号線 

大字杉島字中崎１４５３番 地先

大字杉島字上崎１３７８番１３ 地先

２８－ 

３０５６４ 

杉島 

９号線 

大字杉島字上崎１３７０番４ 地先

大字杉島字上崎１３７８番１ 地先

２８－ 

３０５６５ 

杉島 

１０号線 

大字杉島字上崎１３６９番２ 地先

大字杉島字上崎１３７８番１３ 地先

２８－ 

３０５６６ 

杉島 

１１号線 

大字杉島字久保田１１９５番 地先

大字杉島字久保田１２１９番 地先

２８－ 

３０５６７ 

杉島 

１２号線 

大字杉島字久保田１１７２番２ 地先

大字杉島字久保田１２２４番２ 地先

２８－ 

３０５６８ 

杉島 

１３号線 

大字杉島字前川原１１４９番２９ 地先

大字杉島字前川原１１４９番１１ 地先

２８－ 

３０５６９ 

杉島 

１４号線 

大字杉島字長江１１２６番７ 地先

大字杉島字南江９４０番 地先

２８－ 

３０５７０ 

杉島 

１５号線 

大字杉島字長江１１３５番２ 地先

大字杉島字長江１１２９番 地先

２８－ 

３０５７１ 

杉島 

１６号線 

大字杉島字長江１１４１番１ 地先

大字杉島字長江９８２番１ 地先

２８－ 

３０５７２ 

御船手 

１号線 

大字杉島字上崎１３８７番１ 地先

大字杉島字上崎１６５１番 地先

２８－ 

３０５７３ 

国町 

５号線 

大字国町字前田５６６番１ 地先

大字国町字前田５４８番 地先

２８－ 

３０５７４ 

榎津 

２０号線 

大字榎津字中屋敷１１４７番１６ 地先

大字榎津字中屋敷１２１３番１３ 地先

２８－ 

３０５７５ 

廻江 

８号線 

大字廻江字前田６９１番 地先

大字廻江字前田６９４番１ 地先
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２８－ 

３０５７６ 

新村 

３号線 

大字新字園田５１３番２ 地先

大字新字園田５０５番 地先

２８－ 

３０５７７ 

杉島 

１７号線 

大字杉島字久保田１２７０番２ 地先

大字杉島字中崎１１７０番５０ 地先

２８－ 

３０５７８ 

杉島 

１８号線 

大字杉島８９０番１ 地先

大字杉島１３７８番１３ 地先

２８－ 

３０５７９ 

清藤 

１１号線 

大字清藤１３３番１ 地先

大字清藤１６０番１ 地先

２８－ 

３０５８０ 

田尻 

１４号線 

大字田尻字天神木４７９番２ 地先

大字田尻字天神木４８５番２ 地先

２８－ 

３０５８１ 

小岩瀬 

１６号線 

大字小岩瀬字千束１８１番２ 地先

大字小岩瀬字千束１４６番 地先

２８－ 

３０５８２ 

木原 

１５号線 

大字木原字親御堂１１４番２ 地先

大字木原字犀川地２５００番１ 地先

２８－ 

３０５８３ 

田尻 

第１５号線 

大字田尻２０６番１ 地先

大字田尻４７３番１ 地先

２８－ 

３０５８５ 

田尻古閑 

第２号線 

大字田尻２５６番１ 地先

大字田尻１２１７番１ 地先

２８－ 

３０５８６ 

榎津 

第２１号線 

大字榎津２６０番２ 地先

大字榎津２６０番１０ 地先

２８－ 

３０５８７ 

榎津 

第２２号線 

大字榎津２６０番２ 地先

大字榎津２６０番３ 地先

２８－ 

３０５８８ 

大町 

第９号線 

大字大町２７番９ 地先

大字大町２７番６ 地先

２８－ 

３０５８９ 

古閑 

第１０号線 

大字古閑１０６６番１ 地先

大字古閑７７１番１ 地先

２８－ 

３０５９０ 

上杉 

第７号線 

大字上杉２３２番１３ 地先

大字上杉２３２番１ 地先

２８－ 

３０５９１ 

大町 

第１０号線 

南区富合町大町３９７番９ 地先

南区富合町大町３９７番１５ 地先
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２８－ 

３０５９２ 

清藤 

第１２号線 

南区富合町清藤４４６番２０ 地先

南区富合町清藤４４６番１７ 地先

２８－ 

３０５９３ 

清藤 

第１３号線 

南区富合町清藤４４６番１４ 地先

南区富合町清藤４４６番８ 地先

２８－ 

３０５９４ 

廻江 

第９号線 

南区富合町廻江６８９番３ 地先

南区富合町廻江６８９番１７ 地先

２８－ 

３０５９５ 

廻江 

第１０号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先

南区富合町廻江６４２番１５ 地先

２８－ 

３０５９６ 

廻江 

第１１号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先

南区富合町廻江６４２番１１ 地先

２８－ 

３０５９７ 

榎津 

第２３号線 

南区富合町榎津５８２番１ 地先

南区富合町榎津５８２番７ 地先

２８－ 

３０５９８ 

清藤 

第１４号線 

南区富合町清藤３３６番２０ 地先

南区富合町清藤３３６番１３ 地先

２８－ 

３０５９９ 

清藤 

第１５号線 

南区富合町清藤３３６番１４ 地先

南区富合町清藤３３６番１８ 地先

２８－ 

３０６００ 

清藤 

第１６号線 

南区富合町清藤２６７番１９ 地先

南区富合町清藤２６７番１５ 地先

２８－ 

３０６０１ 

清藤 

第１７号線 

南区富合町清藤２６７番１６ 地先

南区富合町清藤２６７番９ 地先

２８－ 

３０６０２ 

廻江 

第１２号線 

南区富合町廻江６３１番１ 地先

南区富合町廻江６３１番２１ 地先

２８－ 

３０６０３ 

廻江 

第１３号線 

南区富合町廻江６３１番１８ 地先

南区富合町廻江６３１番１５ 地先

２８－ 

３０６０４ 

清藤 

第１８号線 

南区富合町清藤４４５番５ 地先

南区富合町清藤４４５番３ 地先

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ２ 号   

平成２７年３月６日   

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。           
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熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 路面幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 終      点 

４００２ 
紺屋今町辛島町 

第１号線 

中央区紺屋今町４番３１ 地先 １７．４～ 

６０．８ 
６８２．１

中央区辛島町４番２ 地先

４０２８ 
島崎５丁目島崎７丁

目第１号線 

西区島崎五丁目２５３番 地先 ３．９～ 

１８．２ 
４０３４．８

西区島崎七丁目７３２番１ 地先

４０２９ 
上熊本３丁目花園６

丁目第１号線 

西区上熊本三丁目５２３番 地先 ３．３～ 

１３．２ 
２６８７．５

西区花園六丁目１０７２番６ 地先

４０６１ 
沖新町中原町 

第２号線 

西区沖新町１２２１番 地先 ３．２～ 

９．５ 
２６８７．７

西区中原町２８４５番１ 地先

４０９１ 
孫代町無田口町 

第１号線 

南区孫代町８９２番２ 地先 ４．４～ 

２１．１ 
１３９０．７

南区無田口町１７２７番１ 地先

５０６６ 
秋津町秋田若葉６丁

目第１号線 

東区秋津町秋田３１０５番１ 地先 ３．０～ 

１０．３ 
１０７４．４

東区若葉六丁目３７１番 地先

５０９２ 
戸島６丁目戸島町 

第１号線 

東区戸島六丁目１７３３番２ 地先 ２．７～ 

２１．０ 
２４０４．９

東区戸島町１００７番１ 地先

５１２６ 
河内町東門寺河内町

大多尾第１号線 

西区河内町東門寺２６７番２ 地先 ３．７～ 

１５．１ 
１５６９．１

西区河内町大多尾８１２番１ 地先

１－４６ 
辛島町 

第２号線 

中央区辛島町５番１２ 地先 ２．４～ 

４．１ 
３４３．９

中央区辛島町４番２ 地先

１－４７ 
辛島町 

第３号線 

中央区辛島町６番１４ 地先 １８．０～ 

２１．０ 
６５．０

中央区辛島町２番１ 地先

1－５６ 
河原町細工町２丁目

第１号線 

中央区河原町７番 地先 ７．０～ 

１９．７ 
６４３．２

中央区細工町二丁目３１番 地先

１－７２ 
細工町４丁目春日１

丁目第１号線 

中央区細工町四丁目５１番１ 地先 ５．１～ 

９．１ 
３７７．７

西区春日一丁目１２４９番８ 地先

１－１９３ 
子飼本町黒髪２丁目

第１号線 

中央区子飼本町１６５番１ 地先 １．８～ 

４．２ 
３７５．０

中央区黒髪二丁目７０４番１ 地先

１－２０７ 
黒髪２丁目子飼本町

第１号線 

中央区黒髪二丁目５２４番 地先 ２．４～ 

５．３ 
４６２．７

中央区子飼本町５０番１ 地先
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１－２２６ 
坪井１丁目 

第２号線 

中央区坪井一丁目１番１ 地先 ３．１～ 

１５．０ 
４３６．６

中央区坪井一丁目９番８ 地先

２－２３ 
黒髪１丁目３丁目 

第１号線 

中央区黒髪一丁目１８０番 地先 ３．１～ 

６．６ 
５３６．９

中央区黒髪三丁目１９番 地先

３－９１ 
新屋敷２丁目 

第１０号線 

中央区新屋敷二丁目１３番６ 地先 ２．９～ 

１０．５ 
１９４．５

中央区新屋敷二丁目１４番３７ 地先

３－３６３ 
渡鹿８丁目 

第１号線 

東区渡鹿八丁目６７番１５ 地先 １．１～ 

９．７ 
３０３．７

東区渡鹿八丁目４１番８ 地先

４－１９ 
水前寺公園 

第２号線 

中央区水前寺公園７６７番２ 地先 ７．１～ 

９．９ 
１０８．４

中央区水前寺公園７９５番１ 地先

４－９５ 
水前寺１丁目 

第１０号線 

中央区水前寺一丁目３９７番１ 地先 ６．０～ 

７．３ 
２３８．２

中央区水前寺一丁目４３３番 地先

４－１４８ 
水前寺６丁目 

第１号線 

中央区水前寺六丁目６９番１ 地先 ２．２～ 

７．６ 
７９．９

中央区水前寺六丁目４９番３ 地先

４－１４９ 
水前寺６丁目 

第２号線 

中央区水前寺六丁目６３番１ 地先 ４．３～ 

５．１ 
１９．４

中央区水前寺六丁目６６番１ 地先

４－１５０ 
水前寺６丁目 

第３号線 

中央区水前寺六丁目２０３番１ 地先 ２．０～ 

４．４ 
２１２．０

中央区水前寺六丁目１１９番１ 地先

４－１５１ 
水前寺６丁目 

第４号線 

中央区水前寺六丁目７９番１ 地先 ６．０～ 

６．２ 
１３９．４

中央区水前寺六丁目１７７番 地先

４－１５３ 
水前寺公園 

第３号線 

中央区水前寺公園５７３番１ 地先 ２．５～ 

５．７ 
４８８．４

中央区水前寺公園２５３番 地先

４－１５５ 
水前寺公園 

第５号線 

中央区水前寺公園４１９番２ 地先 １．９～ 

１１．３ 
３３６．７

中央区水前寺公園６５４番１ 地先

４－１７３ 
出水４丁目国府４丁

目第１号線 

東区出水四丁目１１２１番 地先 ２．５～ 

１０．８ 
５９３．３

中央区国府四丁目４７８番 地先

４－２１２ 
出水２丁目 

第３号線 

中央区出水二丁目６９番１ 地先 ２．４～ 

２．５ 
５９．８

中央区出水二丁目７９番 地先

４－２６３ 
出水８丁目 

第１１号線 

中央区出水八丁目５５１番８ 地先 ０．７～ 

９．２ 
１２０．１

中央区出水八丁目６２５番 地先
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４－５０３ 
出水４丁目 

第２６号線 

中央区出水四丁目３０８番１ 地先 ４．６～ 

５．３ 
４６．３

中央区出水四丁目１８５番 地先

４－５７２ 
出水８丁目 

第４２号線 

中央区出水八丁目５５１番１０ 地先 ０．６～ 

０．６ 
３５．０

中央区出水八丁目６３０番 地先

５－１１４ 
萩原町 

第６号線 

中央区萩原町６２７番 地先 ０．６～ 

７．７ 
３２４．５

中央区萩原町４５６番２ 地先

５－２４４ 
本荘３丁目 

第６号線 

中央区本荘三丁目７番１３ 地先 ４．９～ 

８．９ 
１３６．０

中央区本荘三丁目５番６ 地先

５－２４５ 
本荘５丁目 

第１７号線 

中央区本荘五丁目２３１番３ 地先 ４．７～ 

７．９ 
１３８．７

中央区本荘五丁目１８７番２８ 地先

６－３１ 
横手４丁目 

第１９号線 

西区横手四丁目５５３番３ 地先 １．１～ 

２．８ 
１６．８

西区横手四丁目５５４番１ 地先

６－３６ 
横手４丁目 

第２１号線 

西区横手四丁目６２６番６ 地先 ３．７～ 

５．４ 
１１６．７

西区横手四丁目６３１番５ 地先

６－８１ 
横手１丁目 

第１０号線 

中央区横手一丁目１１５６番１ 地先 ４．５～ 

９．７ 
７４．７

中央区横手一丁目１１５０番１ 地先

６－８４ 
横手１丁目 

第１３号線 

中央区横手一丁目１１６５番４ 地先 １．９～ 

８．３ 
３８．９

中央区横手一丁目１１６１番１ 地先

６－８８ 
横手２丁目 

第１２号線 

西区横手二丁目１２０７番２ 地先 １．５～ 

４．０ 
２７２．８

中央区横手二丁目１１８８番 地先

６－８９ 
横手２丁目 

第１３号線 

西区横手二丁目１２０６番１ 地先 ０．６～ 

２．３ 
９３．７

西区横手二丁目１１９４番 地先

６－９４ 
春日１丁目 

第７号線 

西区春日一丁目１２８５番１５ 地先 １．８～ 

４．２ 
４３．１

西区春日一丁目１３０５番１ 地先

６－９６ 
春日１丁目 

第９号線 

西区春日一丁目８０３番２ 地先 ４．０～ 

５．６ 
１０６．３

西区春日一丁目１３０２番１ 地先

６－１０３ 
春日１丁目 

第１１号線 

西区春日一丁目１３０４番１ 地先 ７．１～ 

１２．４ 
３２３．１

西区春日一丁目７７１番 地先

６－１６８ 
春日１丁目 

第１２号線 

西区春日一丁目８０４番５ 地先 ２．１～ 

２．７ 
８９．１

西区春日一丁目８１４番１ 地先
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６－１７０ 
春日１丁目第１４号

線 

西区春日一丁目７７７番 地先 ４．０～ 

４．７ 
５７．８

西区春日一丁目７７１番 地先

６－１７９ 
春日２丁目世安町第

１号線 

西区春日二丁目７０２番１０ 地先 ０．７～ 

１１．３ 
４８５．５

中央区世安町４０５番７ 地先

６－１８２ 
春日２丁目 

第８号線 

西区春日二丁目５６１番２ 地先 １０．１～ 

１３．４ 
４５４．９

西区春日二丁目５１６番２ 地先

６－１８３ 
春日２丁目 

第９号線 

西区春日二丁目６５４番２ 地先 １．６～ 

２．４ 
４２．５

西区春日二丁目６５０番５ 地先

６－２０７ 
春日７丁目 

第８号線 

西区春日七丁目１番１ 地先 ３．６～ 

１０．２ 
２２４．９

西区春日七丁目７２番１ 地先

６－２１２ 
細工町５丁目二本木

１丁目第１号線 

中央区細工町五丁目１８番１ 地先 １１．１～ 

１５．２ 
３１３．７

西区二本木一丁目１番３ 地先

６－３１０ 
田崎本町 

第１号線 

西区田崎本町６番６ 地先 １．７～ 

３．１ 
５３．９

西区田崎本町３番１ 地先

６－３２８ 田崎１丁目第３号線 

西区田崎一丁目１２８番９ 地先 １．４～ 

３．８ 
１９４．８

西区田崎一丁目２０７番１ 地先

６－３２９ 
田崎１丁目 

第４号線 

西区田崎一丁目２３６番２ 地先 ２．８～ 

５．９ 
１４６．１

西区田崎一丁目１２８番１ 地先

６－３５９ 
蓮台寺２丁目５丁目

第１号線 

西区蓮台寺二丁目７９１番４ 地先 ４．０～ 

２９．４ 
５３７．５

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先

６－３６０ 
蓮台寺３丁目蓮台寺

５丁目第１号線 

西区蓮台寺三丁目１０７９番１ 地先 ４．０～ 

１６．２ 
５１４．９

西区蓮台寺五丁目６８８番 地先

６－３６１ 
蓮台寺４丁目５丁目

第１号線 

西区蓮台寺四丁目５３９番 地先 ３．５～ 

６．１ 
１８０．５

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先

６－３６４ 
蓮台寺４丁目５丁目

第２号線 

西区蓮台寺四丁目３８２番２ 地先 ４．３～ 

２７．４ 
３８１．５

西区蓮台寺五丁目５６９番５ 地先

６－３９９ 
田崎１丁目 

第８号線 

西区田崎一丁目２４９番２ 地先 ３．１～ 

８．４ 
１０８．８

西区田崎一丁目２５０番１ 地先

６－５０３ 
春日１丁目 

第１７号線 

西区春日一丁目１２７８番２ 地先 ７．０～ 

２０．３ 
１５６．５

西区春日一丁目１３１０番１０ 地先
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６－５０５ 
横手４丁目 

第２５号線 

西区横手四丁目５４１番３ 地先 １．４～ 

２．１ 
２５．７

西区横手四丁目５２４番８ 地先

６－５０６ 
蓮台寺５丁目 

第１号線 

西区蓮台寺五丁目５９８番１ 地先 ６．４～ 

３１．２ 
１４６．６

西区蓮台寺五丁目６１５番１ 地先

６－５０７ 
蓮台寺５丁目 

第２号線 

西区蓮台寺五丁目６７４番２ 地先 ３．５～ 

７．３ 
７３．６

西区蓮台寺五丁目６７２番３ 地先

６－５０８ 
蓮台寺５丁目 

第３号線 

西区蓮台寺五丁目６９５番１ 地先 ２．１～ 

６．８ 
２２７．７

西区蓮台寺五丁目８５７番７ 地先

６－５０９ 
蓮台寺５丁目 

第４号線 

西区蓮台寺五丁目１０３５番２ 地先 ４．３～ 

５．８ 
１０１．９

西区蓮台寺五丁目９２０番１１ 地先

６－５１０ 
田崎１丁目 

第１４号線 

西区田崎一丁目２５０番１ 地先 ６．０～ 

８．６ 
１７８．２

西区田崎一丁目１２２番２３ 地先

６－５１１ 
春日７丁目 

第１５号線 

西区春日七丁目１１９７番２ 地先 ３．１～ 

４．６ 
１２６．５

西区春日七丁目１２１１番１ 地先

６－５１２ 
春日７丁目 

第１６号線 

西区春日七丁目１５２６番２ 地先 ２．５～ 

２．７ 
３８．５

西区春日七丁目１２０６番３ 地先

８－１７７ 
池田４丁目 

第１８号線 

西区池田四丁目６２８番２ 地先 ５．２～ 

１５．１ 
１３１．３

西区池田四丁目５３７番３ 地先

８－１７８ 
池田４丁目 

第１９号線 

西区池田四丁目５９０番 地先 １．８～ 

４．２ 
６７．９

西区池田四丁目６１８番２ 地先

８－１８０ 
池田４丁目 

第２１号線 

西区池田四丁目５５６番 地先 １．０～ 

４．３ 
１７３．７

西区池田四丁目５４９番１ 地先

８－１８１ 
池田４丁目 

第２２号線 

西区池田四丁目５１５番 地先 ０．６～ 

０．６ 
６２．１

西区池田四丁目５１６番１ 地先

８－１８６ 
池亀町 

第２号線 

西区池亀町１２４番１ 地先 １．３～ 

３．０ 
５０．０

西区池亀町１１１番１ 地先

８－２５１ 
上熊本２丁目１丁目

第１号線 

西区上熊本二丁目７７５番１ 地先 ４．６～ 

７．５ 
５１９．８

西区上熊本一丁目１０番１ 地先

８－２５２ 
池田４丁目 

第２６号線 

西区池田四丁目６３１番１ 地先 ３．５～ 

６．５ 
１５０．９

西区池田四丁目６８９番４ 地先
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１１－９ 
新南部３丁目保田窪

本町第１号線 

東区新南部三丁目５００番１ 地先 ３．７～ 

１０．１ 
４１９．７

東区保田窪本町２番５ 地先

１１－１１ 
保田窪本町 

第８号線 

東区保田窪本町２４９番７ 地先 １．２～ 

１．２ 
２２．８

東区保田窪本町２５番１ 地先

１２－１９１ 
神水本町 

第５号線 

中央区神水本町３７４番 地先 ３．４～ 

６．０ 
１１４．９

中央区神水本町４１４番２ 地先

１２－１９２ 
神水本町 

第６号線 

中央区神水本町５４９番１ 地先 ２．３～ 

３．１ 
３４．３

中央区神水本町５３９番２ 地先

１２－１９３ 
神水本町 

第７号線 

中央区神水本町５４５番 地先 １．９～ 

１．９ 
１２．４

中央区神水本町５４３番１ 地先

１２－１９４ 
神水本町 

第８号線 

中央区神水本町５４２番１ 地先 １．８～ 

４．８ 
２７１．６

中央区神水本町１８２番 地先

１２－１９８ 
神水本町 

第１２号線 

中央区神水本町４２０番１ 地先 １．３～ 

１．３ 
２３．１

中央区神水本町２０１番１ 地先

１２－２３４ 
健軍４丁目 

第２号線 

東区健軍四丁目１５５０番１７ 地先 ６．２～ 

９．７ 
６３１．４

東区健軍四丁目１２２１番２ 地先

１２－２３７ 
健軍４丁目 

第４号線 

東区健軍四丁目１４０４番７ 地先 ２．９～ 

７．９ 
１５３．６

東区健軍四丁目１５２２番２ 地先

１２－３８８ 
新外２丁目月出５丁

目第１号線 

東区新外二丁目２８６１番１ 地先 ２．８～ 

８．７ 
６０８．５

東区月出五丁目２６１２番１０１ 地先

１２－３９０ 
新外１丁目 

第１号線 

東区新外一丁目２８３６番１ 地先 １．０～ 

５．５ 
３７．４

東区新外一丁目２８３６番２ 地先

１２－５６１ 
健軍１丁目 

第２号線 

東区健軍一丁目１６７番１ 地先 ６．０～ 

１０．７ 
３５５．５

東区健軍一丁目１４４番 地先

１２－５７３ 
尾ノ上１丁目 

第６号線 

東区尾ノ上一丁目１２７番 地先 ６．０～ 

８．０ 
４３．１

東区尾ノ上一丁目１３１番 地先

１２－６３７ 
錦ケ丘尾ノ上２丁目

第３号線 

東区錦ケ丘２７１番１ 地先 ６．０～ 

１６．４ 
４５８．９

東区尾ノ上二丁目２３４番 地先

１２－６４１ 
錦ケ丘 

第６号線 

東区錦ケ丘２４２番１ 地先 ８．０～ 

１２．７ 
１４８．０

東区錦ケ丘２４３番 地先
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１２－６４２ 
錦ケ丘 

第７号線 

東区錦ケ丘２５８番１ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
３０２．８

東区錦ケ丘１８０番１ 地先

１２－６４７ 
錦ケ丘 

第１２号線 

東区錦ケ丘３８４番１ 地先 ４．０～ 

７．６ 
９６．６

東区錦ケ丘３９０番 地先

１２－６８５ 
健軍本町 

第１１号線 

東区健軍本町２４７番 地先 ６．０～ 

８．０ 
４１．９

東区健軍本町２６６番１ 地先

１２－６８６ 
健軍本町 

第１２号線 

東区健軍本町２９２番３ 地先 ５．８～ 

７．３ 
１６８．６

東区健軍本町３１５番１ 地先

１２－７４６ 
錦ケ丘 

第１９号線 

東区錦ケ丘１４５番 地先 ５．６～ 

１０．０ 
１５２．４

東区錦ケ丘３６８番１ 地先

１２－７９８ 
健軍３丁目 

第３２号線 

東区健軍三丁目３１７番 地先 １．３～ 

１．３ 
８４．０

東区健軍三丁目３２２番 地先

１２－８０２ 
健軍３丁目健軍本町

第３号線 

東区健軍三丁目３４２番 地先 ５．８～ 

７．６ 
９３５．５

東区健軍本町３２５番１ 地先

１２－８０９ 
健軍本町 

第２２号線 

東区健軍本町３０８番１ 地先 ８．０～ 

１８．２ 
２８９．０

東区健軍本町１４１番 地先

１２－８３８ 
健軍本町 

第３２号線 

東区健軍本町３２０番１ 地先 ６．０～ 

８．４ 
７１．４

東区健軍本町３１５番１ 地先

１２－９３４ 
健軍本町 

第３８号線 

東区健軍本町３５９番 地先 ４．０～ 

５．２ 
４４．２

東区健軍本町３５５番１ 地先

１２－１０６３ 
小峯４丁目 

第２号線 

東区小峯四丁目２６１３番３９５ 地先 ５．０～ 

３２．６ 
２１．７

東区小峯四丁目２６１３番３９０ 地先

１２－１１３３ 
神水本町 

第３１号線 

中央区神水本町４３２番１ 地先 ０．６～ 

０．６ 
１３．１

中央区神水本町１９９番１ 地先

１２－１１３４ 
佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原二丁目５０１番１ 地先 １．６～ 

５．３ 
２５４．２

東区佐土原二丁目４７８番１ 地先

１２－１１３５ 
佐土原２丁目 

第５号線 

東区佐土原二丁目４９３番１ 地先 ２．０～ 

４．０ 
２１２．０

東区佐土原二丁目４１２番１ 地先

１２－１１３６ 
佐土原２丁目３丁目

第１号線 

東区佐土原二丁目４１１番１ 地先 ０．９～ 

３．１ 
３３３．０

東区佐土原三丁目４１６番１ 地先
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１２－１１３７ 
佐土原３丁目 

第９号線 

東区佐土原三丁目４３５番１ 地先 １．６～ 

１．６ 
７８．７

東区佐土原三丁目４３２番 地先

１２－１１３８ 
佐土原３丁目 

第１０号線 

東区佐土原三丁目４１７番１ 地先 ０．６～ 

４．３ 
１５９．８

東区佐土原三丁目４２２番１ 地先

１２－１１３９ 
佐土原３丁目２丁目

第１号線 

東区佐土原三丁目４１３番１ 地先 ６．４～ 

１１．６ 
１９１．２

東区佐土原二丁目４１６番８ 地先

１３－５４ 
東野３丁目秋津２丁

目第１号線 

東区東野三丁目１９番７ 地先 １．８～ 

６．４ 
３５０．２

東区秋津二丁目１８１５番８ 地先

１３－７０ 
秋津１丁目秋田 

第１号線 

東区秋津一丁目２０５５番１ 地先 １．０～ 

１１．３ 
８４６．３

東区秋津町秋田７６５番 地先

１３－１２１ 
沼山津２丁目３丁目

第１号線 

東区沼山津二丁目１１７８番１ 地先 ２．５～ 

４．９ 
５８４．４

東区沼山津三丁目１７８０番１ 地先

１３－１４７ 
桜木４丁目 

第５号線 

東区桜木四丁目１６０番１ 地先 ２．２～ 

５．０ 
２０８．５

東区桜木四丁目１５４番１ 地先

１３－１９５ 
桜木６丁目５丁目第

１号線 

東区桜木六丁目３１６番 地先 ４．０～ 

６．２ 
１０５．６

東区桜木五丁目３１４番１ 地先

１３－１９６ 
桜木６丁目 

第２号線 

東区桜木六丁目３２４番 地先 １．６～ 

４．１ 
３３２．８

東区桜木六丁目３３３番 地先

１３－１９７ 
桜木６丁目 

第３号線 

東区桜木六丁目３８１番１ 地先 ３．３～ 

８．５ 
４１８．４

東区桜木六丁目３４３番 地先

１３－１９８ 
桜木６丁目 

第４号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 ０．９～ 

５．１ 
１４６．４

東区桜木六丁目３６５番１ 地先

１３－１９９ 
桜木６丁目 

第５号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 １．８～ 

４．７ 
１４３．２

東区桜木六丁目３７８番１ 地先

１３－２００ 
桜木６丁目 

第７号線 

東区桜木六丁目５２２番３ 地先 ３．０～ 

４．７ 
１０６．４

東区桜木六丁目５００番１ 地先

１３－２０８ 
秋津１丁目東野３丁

目第１号線 

東区秋津一丁目２０５６番 地先 ４．０～ 

６．２ 
５８．７

東区東野三丁目２０番８ 地先

１４－５ 
下江津５丁目１丁目

第１号線 

東区下江津五丁目２３９番１ 地先 １．９～ 

１０．２ 
４２０．９

東区下江津一丁目４番１ 地先
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１４－８ 
重富 

第１号線 

東区画図町大字重富３２６番 地先 ３．１～ 

７．３ 
６４７．９

東区画図町大字重富８０５番２ 地先

１４－５５ 
下江津６丁目 

第１号線 

東区下江津六丁目８７５番 地先 １．５～ 

６．７ 
７７．１

東区下江津六丁目８７３番３ 地先

１４－６８ 
画図東１丁目 

第２号線 

東区画図東一丁目５５０番 地先 １．５～ 

６．０ 
２２９．８

東区画図東一丁目４９５番１ 地先

１４－９８ 
下無田 

第９号線 

東区画図町大字下無田１１５番 地先 ３．１～ 

５．１ 
１４５．９

東区画図町大字下無田１０１番４ 地先

１４－１０８ 
下無田 

第１６号線 

東区画図町大字下無田１７０３番 地先 ２．６～ 

１１．１ 
５３７．４

東区画図町大字下無田１６４３番 地先

１４－２１２ 
下無田 

第２２号線 

東区画図町大字下無田１１５１番 地先 ３．０～ 

６．３ 
１３７５．４

東区画図町大字下無田５１１番 地先

１４－２２０ 
所島 

第１８号線 

東区画図町大字所島９１４番２ 地先 ３．３～ 

６．３ 
５２０．５

東区画図町大字所島８５４番 地先

１４－２３９ 
江津３丁目下江津１

丁目第１号線 

東区江津三丁目２番１ 地先 ５．８～ 

１５．７ 
６６．０

東区下江津一丁目１１番３７ 地先

１４－２６３ 
重富 

第２６号線 

東区画図町大字重富４２７番１ 地先 ２．０～ 

３．５ 
１７０．０

東区画図町大字重富８３３番 地先

１４－２７１ 
下無田 

第３１号線 

東区画図町大字下無田１０８７番 地先 ４．８～ 

６．０ 
４８０．５

東区画図町大字下無田１１４０番 地先

１４－３０５ 
下江津６丁目 

第２号線 

東区下江津六丁目８９８番２ 地先 ２．６～ 

７．８ 
１６０．９

東区下江津六丁目９０６番２ 地先

１４－３９２ 
下江津２丁目所島第

１号線 

東区下江津二丁目３４３番１ 地先 １．３～ 

２１．２ 
４２５．７

東区画図町大字所島１０３１番１ 地先

１７－３３ 
薄場１丁目 

第４号線 

南区薄場一丁目６９番１ 地先 ５．２～ 

７．３ 
１６９．８

南区薄場一丁目８８番２ 地先

１７－４４ 
薄場２丁目 

第２号線 

南区薄場二丁目４８番１ 地先 １．０～ 

２．３ 
６６．５

南区薄場二丁目４７番４ 地先

１７－５７ 
野口１丁目薄場２丁

目第１号線 

南区野口一丁目８０５番 地先 ２．０～ 

４．９ 
４０７．７

南区薄場二丁目６８４番３ 地先
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１７－５９ 
野口４丁目 

第３号線 

南区野口四丁目９１８番 地先 ２．２～ 

４．６ 
４５８．０

南区野口四丁目５９８番９ 地先

１７－４０３ 
野口４丁目 

第１号線 

南区野口四丁目７６８番１ 地先 ５．１～ 

１０．３ 
２５４．４

南区野口四丁目５９７番１ 地先

１８－４ 
城山半田４丁目 

第２号線 

西区城山半田四丁目６６４番１ 地先 ５．８～ 

１１．７ 
５１３．０

西区城山半田四丁目８８６番 地先

１８－２２ 
上代１丁目 

第３号線 

西区上代一丁目５２５番１ 地先 ３．５～ 

６．０ 
１５．５

西区上代一丁目３０１番２ 地先

１８－１５７ 
上代１丁目 

第４号線 

西区上代一丁目５６０番１ 地先 ７．０～ 

１１．３ 
１３６．５

西区上代一丁目１１０番１ 地先

１９－１８ 
戸坂町 

第１３号線 

西区戸坂町２３４番１ 地先 ２．０～ 

４．０ 
２１５．１

西区戸坂町１２０番 地先

１９－２０ 
戸坂町 

第１５号線 

西区戸坂町２４０番３ 地先 １．０～ 

３．３ 
２３４．２

西区戸坂町１７７番６１ 地先

１９－４７ 
池上町谷尾崎町 

第２号線 

西区池上町５８番４ 地先 １．８～ 

２．７ 
１０１．２

西区谷尾崎町３７４番 地先

１９－４８ 
池上町 

第６号線 

西区池上町７２４番 地先 １．８～ 

６．３ 
３６６．８

西区池上町６１８番１ 地先

２０－１７ 
西松尾町 

第１号線 

西区西松尾町５３３３番２ 地先 ５．２～ 

９．７ 
４８．４

西区西松尾町５３２９番 地先

２０－２８ 
近津 

第１号線 

西区松尾町近津１３１３番３ 地先 ２．６～ 

２１．５ 
９３２．９

西区松尾町近津１８２番 地先

２１－２ 
小島５丁目 

第１号線 

西区小島五丁目２１８番１ 地先 ３．２～ 

１１．４ 
７４２．８

西区小島五丁目１番３ 地先

２１－９ 
小島５丁目 

第２号線 

西区小島五丁目２８７番５ 地先 ４．０～ 

１０．０ 
２１４．６

西区小島五丁目２１８番１ 地先

２１－１６ 
小島６丁目 

第１号線 

西区小島六丁目１６９０番４ 地先 ３．３～ 

５．６ 
２１０．８

西区小島六丁目１０１番２ 地先

２１－２９ 
小島上町 

第１０号線 

西区小島上町２４７１番２２ 地先 ２．５～ 

４．７ 
１７５．７

西区小島上町２３９７番１ 地先
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２１－６３ 
小島９丁目西松尾町

第１号線 

西区小島九丁目１５７０番１ 地先 ４．０～ 

１０．５ 
５０７．１

西区西松尾町５２７３番１ 地先

２１－６９ 
小島３丁目 

第２号線 

西区小島三丁目１７８６番 地先 １．７～ 

５．０ 
３２８．９

西区小島三丁目１７０３番３ 地先

２１－７７ 
小島上町中原町 

第１号線 

西区小島上町２３６５番３ 地先 ３．１～ 

１１．８ 
５８９．０

西区中原町又３５９番１ 地先

２２－１ 
砂原町中島町 

第１号線 

南区砂原町９２１番 地先 １．８～ 

３．１ 
３０７．８

西区中島町１４９２番２ 地先

２２－３ 
中島町 

第１号線 

西区中島町７７０番１ 地先 ２．２～ 

７．４ 
８３５．８

西区中島町１７７４番 地先

２２－１３ 
沖新町 

第４号線 

西区沖新町５１番１ 地先 ３．１～ 

８．４ 
２４７．３

西区沖新町６７番 地先

２２－２２ 
沖新町 

第１０号線 

西区沖新町９９番１ 地先 ２．１～ 

６．６ 
６６０．７

西区沖新町２６８番３ 地先

２２－２５ 
沖新町 

第１３号線 

西区沖新町１１２番１ 地先 ２．７～ 

７．５ 
７７３．５

西区沖新町４６９番３ 地先

２２－３１ 
沖新町 

第１９号線 

西区沖新町６３１番 地先 ２．３～ 

５．０ 
１１２６．８

西区沖新町８２９番１ 地先

２２－４８ 
沖新町 

第３６号線 

西区沖新町３９１２番１ 地先 ３．１～ 

６．８ 
８３８．３

西区沖新町３５２９番１ 地先

２２－７１ 
沖新町 

第５９号線 

西区沖新町１番１９ 地先 ３．１～ 

７．０ 
９５４．６

西区沖新町４９０８番１ 地先

２２－７２ 
沖新町 

第６０号線 

西区沖新町４８６５番２ 地先 ３．８～ 

７．５ 
２０９．１

西区沖新町４８５６番１ 地先

２２－７５ 
中原町 

第４号線 

西区中原町２８４３番 地先 ３．５～ 

４．０ 
１５２．０

西区中原町２８２９番１ 地先

２２－７７ 
中原町 

第６号線 

西区中原町２７８４番１ 地先 ３．９～ 

５．６ 
２６２．１

西区中原町２４９２番１ 地先

２２－７８ 
中原町 

第７号線 

西区中原町２８０９番 地先 ２．２～ 

５．０ 
３４２．５

西区中原町２５１９番１ 地先
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２２－８３ 
中原町 

第１１号線 

西区中原町２５１９番１ 地先 ３．０～ 

８．１ 
４９９．４

西区中原町２６５９番 地先

２２－１０７ 
中島町 

第２５号線 

西区中島町１１２７番１ 地先 ４．４～ 

５．５ 
２０３．０

西区中島町１１６４番 地先

２２－１１７ 
中原町 

第１９号線 

西区中原町８６４番５ 地先 ３．５～ 

６．５ 
２５４．９

西区中原町６２１番１ 地先

２２－１２１ 
中原町 

第２３号線 

西区中原町６３４番１ 地先 ３．６～ 

４．６ 
３７９．０

西区中島町８１４番１ 地先

２２－１２２ 
中原町 

第２４号線 

西区中原町５５９番１ 地先 ３．０～ 

９．２ 
３３５．２

西区中原町３６番１ 地先

２２－１２５ 
中原町 

第２７号線 

西区中原町６１番１ 地先 ４．０～ 

８．０ 
１７０．６

西区中原町９６番１ 地先

２２－１３７ 
沖新町 

第６３号線 

西区沖新町１２２０番１ 地先 ３．７～ 

６．８ 
１４８．４

西区沖新町１２１３番２ 地先

２２－１６１ 
中原町 

第４２号線 

西区中原町５８４番１ 地先 ２．１～ 

５．９ 
１０７．１

西区中原町６３４番１ 地先

２２－１６２ 
中原町 

第４３号線 

西区中原町１０３番１ 地先 ４．５～ 

１１．２ 
２４２．０

西区中原町１番１ 地先

２３－２５ 
戸島本町 

第４号線 

東区戸島本町４０６４番２ 地先 ２．７～ 

６．５ 
１３３．８

東区戸島本町４０４４番４ 地先

２３－２６ 
戸島３丁目２丁目第

１号線 

東区戸島三丁目３９１４番 地先 ２．７～ 

６．４ 
２８７．１

東区戸島二丁目３６６３番 地先

２３－３５ 
小山１丁目 

第４号線 

東区小山一丁目６９２番１ 地先 ３．３～ 

５．７ 
１０３．５

東区小山一丁目３４００番３ 地先

２３－９８ 
長嶺西２丁目 

第８号線 

東区長嶺西二丁目２５９０番１ 地先 ２．１～ 

４．２ 
４１６．９

東区長嶺西二丁目２５５１番８０ 地先

２３－１００ 
鹿帰瀬町 

第２号線 

東区鹿帰瀬町６０１番 地先 ２．８～ 

４．２ 
１７９．６

東区鹿帰瀬町６１８番１ 地先

２３－１０１ 
鹿帰瀬町 

第３号線 

東区鹿帰瀬町６４４番１ 地先 ３．３～ 

７．３ 
５６２．５

東区鹿帰瀬町６５番１ 地先
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２３－１２６ 
上南部３丁目４丁目

第１号線 

東区上南部三丁目１２３１番 地先 １．８～ 

３．４ 
１３５．６

東区上南部四丁目８３７番１ 地先

２３－１５１ 
戸島３丁目戸島４丁

目第１号線 

東区戸島三丁目３８７１番５ 地先 ４．１～ 

１５．１ 
７７２．４

東区戸島四丁目３８１６番１ 地先

２３－２０７ 
戸島町 

第４０号線 

東区戸島町３４５番１ 地先 １．５～ 

１１．２ 
３４９．４

東区戸島町３２１番 地先

２３－２１４ 
戸島６丁目 

第２号線 

東区戸島六丁目１６７０番１ 地先 ３．１～ 

１０．８ 
２１３．６

東区戸島六丁目１５７１番３ 地先

２３－２１９ 
戸島７丁目戸島町第

１号線 

東区戸島七丁目１６４７番１ 地先 ３．０～ 

７．６ 
６２５．３

東区戸島町２０４６番１ 地先

２３－４３８ 
八反田３丁目長嶺東

１丁目第１号線 

東区八反田三丁目３２１８番１ 地先 ７．０～ 

１１．５ 
３８１．６

東区長嶺東一丁目３０４８番１ 地先

２３－５６１ 
鹿帰瀬町 

第８号線 

東区鹿帰瀬町３１２番１ 地先 ３．２～ 

９．２ 
２８７．５

東区鹿帰瀬町１０番１ 地先

２３－６４３ 鹿帰瀬町第９号線 

東区鹿帰瀬町５１９番１ 地先 ３．５～ 

６．２ 
１９８．０

東区鹿帰瀬町４９９番 地先

２３－８９１ 
戸島町 

第１４１号線 

東区戸島町２１５５番 地先 ３．５～ 

６．５ 
５７６．３

東区戸島町２１３０番１ 地先

２５－１ 
船津野出 

第１号線 

西区河内町船津１０５６番１ 地先 ２．５～ 

１３．９ 
２９８７．６

西区河内町野出６０９番６ 地先

２５－２８ 
河内町船津 

第２号線 

西区河内町船津８５４番２ 地先 ３．０～ 

８．７ 
８５．４

西区河内町船津８５７番１ 地先

２５－３５ 
船津 

第７号線 

西区河内町船津１００２番２ 地先 １．９～ 

１０．１ 
４０１．９

西区河内町船津８８５番１ 地先

２５－８７ 
岳 

第５号線 

西区河内町岳８６番１ 地先 ２．５～ 

１２．１ 
５３９．９

西区河内町岳１７９４番１ 地先

２５－１３４ 
河内町船津 

第４号線 

西区河内町船津８８２番 地先 ５．１～ 

１１．５ 
１３１．８

西区河内町船津７７３番 地先

２５－１３５ 
船津 

第３４号線 

西区河内町船津８７８番１ 地先 ２．２～ 

７．０ 
７６．７

西区河内町船津８７１番 地先
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２５－１３６ 
岳 

第１９号線 

西区河内町岳４６９番２ 地先 ２．９～ 

９．３ 
６８．７

西区河内町岳４５７番１ 地先

２５－１３７ 
船津 

第３５号線 

西区河内町船津８８２番 地先 ５．３～ 

９．４ 
３６．４

西区河内町船津８６６番１ 地先

２５－１３８ 
船津白浜 

第３号線 

西区河内町白浜１５２番１ 地先 ５．５～ 

２０．４ 
２０９．６

西区河内町船津７４２番１ 地先

２５－１３９ 
船津 

第３６号線 

西区河内町船津７２７番１ 地先 ２．５～ 

９．８ 
３７１．１

西区河内町船津１２２６番 地先

２６－６１ 
土河原町砂原町 

第１号線 

南区土河原町７１９番 地先 ２．７～ 

１０．４ 
１０４４．５

南区砂原町１６２番１ 地先

２６－６６ 
今町 

第１号線 

南区今町５２４番１ 地先 ３．０～ 

９．６ 
１１１４．６

南区今町８１１番１ 地先

２６－１６９ 
今町砂原町 

第１号線 

南区今町８１８番 地先 ２．１～ 

６．６ 
９２２．４

南区砂原町９１５番４ 地先

２６－１７０ 
砂原町孫代町 

第１号線 

南区砂原町１６０番３ 地先 ２．０～ 

８．０ 
１９９３．１

南区孫代町５８５番 地先

４１０５ 
廻江新 

第１号線 

南区富合町廻江６２４番１ 地先 ４．０～ 

２１．２ 
１２２１．５

南区富合町新５８１番３ 地先

４１０６ 
清藤 

第１号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 ３．０～ 

１４．６ 
７２１．１

南区富合町清藤１７９番２ 地先

４１０７ 
榎津田尻 

第１号線 

南区富合町榎津３０３番１ 地先 ３．５～ 

１８．２ 
２３５０．０

南区富合町田尻４１１番２ 地先

４１０８ 
古閑莎崎 

第１号線 

南区富合町古閑１０８３番３ 地先 ２．４～ 

１９．２ 
３２７９．０

南区富合町莎崎１３１番１ 地先

４１０９ 
上杉釈迦堂 

第１号線 

南区富合町上杉３５０番１ 地先 ４．５～ 

１１．３ 
２５１１．３

南区富合町釈迦堂８９９番１ 地先

４１１０ 
小岩瀬莎崎 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１９４番１ 地先 ２．８～ 

１０．８ 
１９８４．５

南区富合町莎崎６３８番 地先

４１１１ 
平原 

第１号線 

南区富合町平原８６番２ 地先 ２．０～ 

８．７ 
１２１７．６

南区富合町平原１４２９番 地先
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４１１２ 
杉島榎津 

第１号線 

南区富合町杉島６４４番１ 地先 ４．１～ 

１２．１ 
３６２５．３

南区富合町榎津６９番 地先

４１１３ 
平原 

第２号線 

南区富合町平原９１０番１ 地先 ６．９～ 

３５．１ 
９８８．４

南区富合町平原９１４番３７ 地先

４１１４ 
田尻南田尻 

第１号線 

南区富合町田尻２３５番１ 地先 ５．５～ 

１４．９ 
９９０．７

南区富合町南田尻４８６番 地先

４１１５ 
南田尻榎津 

第１号線 

南区富合町南田尻５８７番１ 地先 ７．８～ 

５３．４ 
４０３５．７

南区富合町榎津１１７番１ 地先

４１１６ 
志々水莎崎 

第１号線 

南区富合町志々水３８２番１ 地先 ７．０～ 

１７．３ 
１４５１．２

南区富合町莎崎９５２番２ 地先

５１４６ 
杉島御船手 

第１号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 ３．８～ 

１１．９ 
１０２４．９

南区富合町御船手１５２９番 地先

５１４７ 
莎崎菰江 

第１号線 

南区富合町莎崎６２８番４ 地先 ２．５～ 

１１．７ 
１５０５．６

南区富合町菰江９７番 地先

５１４８ 
田尻小岩瀬 

第１号線 

南区富合町田尻６６５番２ 地先 ３．０～ 

１５．７ 
２８６９．１

南区富合町小岩瀬９７４番 地先

５１４９ 
榎津廻江 

第１号線 

南区富合町榎津６５１番１ 地先 ３．５～ 

１５．９ 
５９４．８

南区富合町廻江７３７番１ 地先

２８－１ 
榎津 

第１号線 

南区富合町榎津１０３６番１ 地先 １．８～ 

７．３ 
２３０．２

南区富合町榎津１０８７番１ 地先

２８－２ 
榎津 

第２号線 

南区富合町榎津１２４０番６ 地先 ２．９～ 

６．０ 
２９５．８

南区富合町榎津１１６１番５ 地先

２８－３ 
榎津 

第３号線 

南区富合町榎津６６０番２ 地先 ４．２～ 

９．１ 
８７５．７

南区富合町榎津９７６番 地先

２８－４ 
榎津 

第４号線 

南区富合町榎津２５番１ 地先 ３．２～ 

１０．３ 
１５６．９

南区富合町榎津１９番１ 地先

２８－５ 
榎津 

第５号線 

南区富合町榎津８００番１ 地先 ３．５～ 

８．０ 
２２１．２

南区富合町榎津８５２番 地先

２８－６ 
榎津 

第６号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 ３．０～ 

６．３ 
１８９．０

南区富合町榎津８６０番１ 地先
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２８－７ 
榎津 

第７号線 

南区富合町榎津１０番１ 地先 ３．２～ 

６．８ 
１１１．８

南区富合町榎津１５番 地先

２８－８ 
榎津 

第８号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 ３．５～ 

１２．９ 
１７０．６

南区富合町榎津８６０番 地先

２８－９ 
榎津 

第９号線 

南区富合町榎津２７５番 地先 ３．９～ 

９．４ 
３９５．６

南区富合町榎津２６０番１ 地先

２８－１０ 
榎津 

第１０号線 

南区富合町榎津２８５番３ 地先 ３．９～ 

１０．５ 
３８６．８

南区富合町榎津３４２番 地先

２８－１１ 
榎津 

第１１号線 

南区富合町榎津１１２８番２０ 地先 ３．５～ 

８．５ 
２０８．３

南区富合町榎津１１６０番 地先

２８－１２ 
榎津 

第１２号線 

南区富合町榎津１２３３番５ 地先 ３．５～ 

７．１ 
３２４．７

南区富合町榎津１３４３番１１ 地先

２８－１３ 
榎津 

第１３号線 

南区富合町榎津５４５番 地先 ４．０～ 

９．０ 
１２８．６

南区富合町榎津５４７番 地先

２８－１４ 
榎津 

第１４号線 

南区富合町榎津７９３番４ 地先 ３．５～ 

１３．６ 
２３１．４

南区富合町榎津７５６番 地先

２８－１５ 
榎津 

第１５号線 

南区富合町榎津８２０番１ 地先 ３．５～ 

８．４ 
１９９．０

南区富合町榎津８５７番 地先

２８－１６ 
榎津 

第１６号線 

南区富合町榎津１１２４番３ 地先 ２．５～ 

１０．５ 
２５１．５

南区富合町榎津１０８０番６ 地先

２８－１７ 
榎津 

第１７号線 

南区富合町榎津１３７０番１ 地先 ４．０～ 

６．８ 
６８．８

南区富合町榎津１３６４番 地先

２８－１８ 
榎津 

第１８号線 

南区富合町榎津１１４７番１６ 地先 ２．０～ 

５．３ 
１９８．９

南区富合町榎津１２１３番 地先

２８－１９ 
榎津 

第１９号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 ４．０～ 

１０．９ 
６３．８

南区富合町榎津２６０番１０ 地先

２８－２０ 
榎津 

第２０号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 ６．０～ 

１０．０ 
３１．４

南区富合町榎津２６０番３ 地先

２８－２１ 
榎津 

第２１号線 

南区富合町榎津５８２番１ 地先 ４．０～ 

９．５ 
６２．６

南区富合町榎津５８２番７ 地先
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２８－２２ 
榎津大町 

第１号線 

南区富合町榎津６３９番１ 地先 ４．０～ 

１２．７ 
１１４８．９

南区富合町大町３８６番１ 地先

２８－２３ 
榎津大町 

第２号線 

南区富合町榎津７５０番 地先 ４．０～ 

１０．３ 
１９５．５

南区富合町大町５３０番１ 地先

２８－２４ 
榎津木原 

第１号線 

南区富合町榎津１７０番２ 地先 ４．２～ 

１１．６ 
８９０．０

南区富合町木原１４２７番１ 地先

２８－２５ 
榎津木原 

第２号線 

南区富合町榎津２１２番１ 地先 ４．５～ 

９．８ 
１０４７．７

南区富合町木原１４６２番２ 地先

２８－２６ 
榎津木原 

第３号線 

南区富合町榎津３３２番３ 地先 ３．２～ 

１１．１ 
１５４１．８

南区富合町木原８３８番 地先

２８－２７ 
榎津平原 

第１号線 

南区富合町榎津６０３番１ 地先 ４．１～ 

１０．３ 
１０２５．６

南区富合町平原９１番３ 地先

２８－２８ 
大町 

第１号線 

南区富合町大町３１番１ 地先 ３．２～ 

８．０ 
３１９．５

南区富合町大町７２番１ 地先

２８－２９ 
大町 

第２号線 

南区富合町大町２６６番 地先 ４．３～ 

１１．６ 
７５５．７

南区富合町大町６９２番 地先

２８－３０ 
大町 

第３号線 

南区富合町大町７７０番 地先 ５．２～ 

１１．０ 
３１２．０

南区富合町大町７８２番 地先

２８－３１ 
大町 

第４号線 

南区富合町大町１９７番２ 地先 ４．１～ 

８．０ 
４０２．９

南区富合町大町６５番１ 地先

２８－３２ 
大町 

第５号線 

南区富合町大町３８７番 地先 ４．０～ 

１０．２ 
３８４．３

南区富合町大町４１８番３ 地先

２８－３３ 
大町 

第６号線 

南区富合町大町４０９番 地先 ２．３～ 

５．３ 
２２４．１

南区富合町大町９６５番２ 地先

２８－３４ 
大町 

第７号線 

南区富合町大町４３６番 地先 ４．１～ 

８．１ 
１４１．５

南区富合町大町４５６番 地先

２８－３５ 
大町 

第８号線 

南区富合町大町２５７番 地先 ２．６～ 

８．６ 
５３７．８

南区富合町大町４９０番 地先

２８－３６ 
大町 

第９号線 

南区富合町大町８２番 地先 ３．０～ 

６．６ 
２７８．９

南区富合町大町３２１番 地先
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２８－３７ 
大町 

第１０号線 

南区富合町大町２７番９ 地先 ６．０～ 

１８．４ 
３９．１

南区富合町大町２７番６ 地先

２８－３８ 
大町 

第１１号線 

南区富合町大町３９７番９ 地先 ６．０～ 

２７．９ 
９４．１

南区富合町大町３９７番１５ 地先

２８－３９ 
大町榎津 

第１号線 

南区富合町大町７４５番 地先 ６．４～ 

７．６ 
３１１．０

南区富合町榎津９３３番１０ 地先

２８－４０ 
大町上杉 

第１号線 

南区富合町大町６２１番６ 地先 ２．５～ 

９．４ 
８２８．５

南区富合町上杉４７６番２ 地先

２８－４１ 
大町上杉 

第２号線 

南区富合町大町８４７番 地先 ５．４～ 

８．１ 
３０８．２

南区富合町上杉１６３番 地先

２８－４２ 
硴江 

第１号線 

南区富合町硴江４０２番 地先 ４．４～ 

７．２ 
２６２．８

南区富合町硴江３６５番１ 地先

２８－４３ 
硴江 

第２号線 

南区富合町硴江５４０番 地先 ２．７～ 

９．１ 
３８４．６

南区富合町硴江３０７番 地先

２８－４４ 
硴江 

第３号線 

南区富合町硴江４１０番２ 地先 ３．２～ 

１４．５ 
８５９．９

南区富合町硴江１１６番１ 地先

２８－４５ 
硴江 

第４号線 

南区富合町硴江１２６番 地先 ３．８～ 

６．０ 
１７７．６

南区富合町硴江２４４番１ 地先

２８－４６ 
硴江 

第５号線 

南区富合町硴江１１４番１ 地先 ４．０～ 

３１．４ 
５５４．３

南区富合町硴江２番 地先

２８－４７ 
上杉 

第１号線 

南区富合町上杉３９４番１ 地先 １．９～ 

１３．８ 
９６５．９

南区富合町上杉１９番 地先

２８－４８ 
上杉 

第２号線 

南区富合町上杉２４７番１ 地先 ３．９～ 

７．２ 
１１１．３

南区富合町上杉４１８番１ 地先

２８－４９ 
上杉 

第３号線 

南区富合町上杉２６６番４ 地先 ２．９～ 

３．４ 
４３．６

南区富合町上杉２６６番４ 地先

２８－５０ 
上杉 

第４号線 

南区富合町上杉５５３番 地先 ５．０～ 

６．６ 
２７２．７

南区富合町上杉５６２番 地先

２８－５１ 
上杉 

第５号線 

南区富合町上杉２３２番１３ 地先 ６．０～ 

１０．２ 
７７．２

南区富合町上杉２３２番１ 地先
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２８－５２ 
上杉大町 

第１号線 

南区富合町上杉１３３番 地先 ４．２～ 

５．６ 
５２０．２

南区富合町大町７６３番 地先

２８－５３ 
上杉大町 

第２号線 

南区富合町上杉４７６番１ 地先 ３．９～ 

９．７ 
３１０．１

南区富合町大町４８９番 地先

２８－５４ 
上杉釈迦堂 

第２号線 

南区富合町上杉２００番 地先 ２．５～ 

７．６ 
６８８．８

南区富合町釈迦堂２１番１ 地先

２８－５５ 
清藤 

第２号線 

南区富合町清藤３８２番２ 地先 ２．８～ 

７．０ 
３１４．１

南区富合町清藤６６番１ 地先

２８－５６ 
清藤 

第３号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 ３．０～ 

１０．５ 
３１９．０

南区富合町清藤４２３番１ 地先

２８－５７ 
清藤 

第４号線 

南区富合町清藤４３６番１ 地先 ２．５～ 

７．１ 
１９５．９

南区富合町清藤４２８番１ 地先

２８－５８ 
清藤 

第５号線 

南区富合町清藤３５２番１ 地先 ３．７～ 

１９．６ 
１８２．３

南区富合町清藤３３６番１ 地先

２８－５９ 
清藤 

第６号線 

南区富合町清藤３０９番 地先 ３．２～ 

８．０ 
３７０．５

南区富合町清藤２７２番１ 地先

２８－６０ 
清藤 

第７号線 

南区富合町清藤４８８番１４ 地先 ４．３～ 

９．２ 
１０７．６

南区富合町清藤４８８番７ 地先

２８－６１ 
清藤 

第８号線 

南区富合町清藤３４８番１ 地先 ３．０～ 

３．７ 
１５０．５

南区富合町清藤３４３番１ 地先

２８－６２ 
清藤 

第９号線 

南区富合町清藤１３３番１ 地先 ４．０～ 

１３．９ 
２０５．４

南区富合町清藤１６０番２ 地先

２８－６３ 
清藤 

第１０号線 

南区富合町清藤４４６番２０ 地先 ６．０～ 

１１．０ 
９８．０

南区富合町清藤４４６番１７ 地先

２８－６４ 
清藤 

第１１号線 

南区富合町清藤４４６番１４ 地先 ６．０～ 

１１．０ 
４２．０

南区富合町清藤４４６番８ 地先

２８－６５ 
清藤 

第１２号線 

南区富合町清藤３３６番２０ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
３５．１

南区富合町清藤３３６番１３ 地先

２８－６６ 
清藤 

第１３号線 

南区富合町清藤３３６番１４ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
３５．１

南区富合町清藤３３６番１８ 地先
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２８－６７ 
清藤 

第１４号線 

南区富合町清藤２６７番１９ 地先 ５．０～ 

９．３ 
７８．３

南区富合町清藤２６７番１５ 地先

２８－６８ 
清藤 

第１５号線 

南区富合町清藤２６７番１６ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
６２．８

南区富合町清藤２６７番９ 地先

２８－６９ 
清藤 

第１６号線 

南区富合町清藤４４５番５ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
４７．５

南区富合町清藤４４５番３ 地先

２８－７０ 
清藤榎津 

第１号線 

南区富合町清藤４６７番２ 地先 ２．３～ 

９．１ 
１８７１．９

南区富合町榎津１０９８番２ 地先

２８－７１ 
清藤榎津 

第２号線 

南区富合町清藤４５３番１ 地先 ２．８～ 

９．２ 
５４５．３

南区富合町榎津５４８番 地先

２８－７２ 
清藤木原 

第１号線 

南区富合町清藤５３９番１ 地先 ３．９～ 

１０．４ 
２６０５．９

南区富合町木原８７１番４ 地先

２８－７３ 
清藤国町 

第１号線 

南区富合町清藤１９５番 地先 ２．９～ 

７．１ 
３２３．６

南区富合町国町１番１ 地先

２８－７４ 
清藤田尻 

第１号線 

南区富合町清藤１３７番１ 地先 ３．８～ 

２０．５ 
２１８９．９

南区富合町田尻６３０番５ 地先

２８－７５ 
木原 

第１号線 

南区富合町木原１７００番 地先 ３．０～ 

１５．７ 
４８３．０

南区富合町木原１７７１番１ 地先

２８－７６ 
木原 

第２号線 

南区富合町木原２０７４番１ 地先 ３．６～ 

１７．３ 
１１３９．４

南区富合町木原５７２番１ 地先

２８－７７ 
木原 

第３号線 

南区富合町木原１０９４番 地先 ３．７～ 

９．０ 
２０１９．７

南区富合町木原６９８番 地先

２８－７８ 
木原 

第４号線 

南区富合町木原２１１０番 地先 ２．２～ 

６．４ 
２８３．１

南区富合町木原２０８４番４ 地先

２８－７９ 
木原 

第５号線 

南区富合町木原３２９番２ 地先 ４．５～ 

１４．２ 
２８６．２

南区富合町木原１８６番 地先

２８－８０ 
木原 

第６号線 

南区富合町木原８１４番４ 地先 ４．５～ 

８．７ 
５５５．６

南区富合町木原６３１番 地先

２８－８１ 
木原 

第７号線 

南区富合町木原７２７番４ 地先 ４．０～ 

９．４ 
２６７．７

南区富合町木原７５６番２ 地先
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２８－８２ 
木原 

第８号線 

南区富合町木原１３６２番 地先 ３．９～ 

１０．０ 
４２２．７

南区富合町木原１０６８番 地先

２８－８３ 
木原 

第９号線 

南区富合町木原６０５番１ 地先 ４．０～ 

８．２ 
２３４．５

南区富合町木原５６８番１ 地先

２８－８４ 
木原 

第１０号線 

南区富合町木原１５７番１ 地先 ３．９～ 

７．０ 
２７７．６

南区富合町木原４０５番１ 地先

２８－８５ 
木原 

第１１号線 

南区富合町木原６１９番３ 地先 ３．４～ 

７．８ 
１２９３．２

南区富合町木原３２９番２ 地先

２８－８６ 
木原 

第１２号線 

南区富合町木原２０４番２ 地先 ３．８～ 

９．３ 
２５９．８

南区富合町木原２１９番 地先

２８－８７ 
木原 

第１３号線 

南区富合町木原２０６５番１ 地先 ２．７～ 

６．６ 
１２９．０

南区富合町木原２０５８番２ 地先

２８－８８ 
木原 

第１４号線 

南区富合町木原１６８７番１ 地先 ４．０～ 

８．２ 
９３．１

南区富合町木原１９９３番１ 地先

２８－８９ 
木原 

第１５号線 

南区富合町木原１４８２番３ 地先 ２．８～ 

８．１ 
１７４．０

南区富合町木原１４６５番１ 地先

２８－９０ 
木原 

第１６号線 

南区富合町木原１９６１番１ 地先 ３．８～ 

１０．６ 
１０３５．５

南区富合町木原２６２９番２ 地先

２８－９１ 
木原 

第１７号線 

南区富合町木原１４５番１ 地先 ２．０～ 

５．０ 
２３６０．６

南区富合町木原２５００番１ 地先

２８－９２ 
木原平原 

第１号線 

南区富合町木原１０９９番 地先 ４．１～ 

８．５ 
４４９．９

南区富合町平原２２９番 地先

２８－９３ 
小岩瀬 

第１号線 

南区富合町小岩瀬４２番５ 地先 ２．７～ 

１２．６ 
５４６．５

南区富合町小岩瀬３３０番１ 地先

２８－９４ 
小岩瀬 

第２号線 

南区富合町小岩瀬８２４番２ 地先 ４．５～ 

８．４ 
５５２．６

南区富合町小岩瀬３６１番 地先

２８－９５ 
小岩瀬 

第３号線 

南区富合町小岩瀬３６１番 地先 ５．５～ 

７．５ 
１８２．６

南区富合町小岩瀬３５０番２ 地先

２８－９６ 
小岩瀬 

第４号線 

南区富合町小岩瀬３１３番 地先 ４．５～ 

９．８ 
１９６．０

南区富合町小岩瀬３０５番２ 地先
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２８－９７ 
小岩瀬 

第５号線 

南区富合町小岩瀬１５５番２ 地先 ３．２～ 

１１．４ 
４１５．２

南区富合町小岩瀬２４４番１ 地先

２８－９８ 
小岩瀬 

第６号線 

南区富合町小岩瀬３１２番 地先 ４．７～ 

８．８ 
１８３．６

南区富合町小岩瀬３２４番２ 地先

２８－９９ 
小岩瀬 

第７号線 

南区富合町小岩瀬３３１番 地先 ３．４～ 

１０．６ 
１６３．２

南区富合町小岩瀬３７９番２ 地先

２８－１００ 
小岩瀬 

第８号線 

南区富合町小岩瀬７００番 地先 ４．１～ 

９．４ 
２０７．６

南区富合町小岩瀬６９１番１ 地先

２８－１０１ 
小岩瀬 

第９号線 

南区富合町小岩瀬４６９番４ 地先 ４．８～ 

８．１ 
４７．８

南区富合町小岩瀬４７１番１ 地先

２８－１０２ 
小岩瀬 

第１０号線 

南区富合町小岩瀬８９０番１ 地先 ２．６～ 

１１．７ 
１８０．６

南区富合町小岩瀬８６２番 地先

２８－１０３ 
小岩瀬 

第１１号線 

南区富合町小岩瀬２４０番１ 地先 ５．０～ 

８．９ 
４２０．６

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先

２８－１０４ 
小岩瀬 

第１２号線 

南区富合町小岩瀬２３４番３ 地先 ３．３～ 

８．６ 
２７２．３

南区富合町小岩瀬２９４番 地先

２８－１０５ 
小岩瀬 

第１３号線 

南区富合町小岩瀬４４１番 地先 ３．１～ 

７．６ 
２１１．９

南区富合町小岩瀬４１３番１ 地先

２８－１０６ 
小岩瀬 

第１４号線 

南区富合町小岩瀬１８１番２ 地先 ５．６～ 

１３．９ 
３１７．７

南区富合町小岩瀬１４２番５ 地先

２８－１０７ 
小岩瀬莎江 

第２号線 

南区富合町小岩瀬２４０番２ 地先 ４．５～ 

１１．１ 
３７２７．４

南区富合町莎崎９１６番 地先

２８－１０８ 
小岩瀬国町 

第１号線 

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先 ４．３～ 

１０．３ 
１７８．３

南区富合町国町１１７番１ 地先

２８－１０９ 
小岩瀬菰江 

第１号線 

南区富合町小岩瀬８９４番 地先 ４．２～ 

１０．６ 
１０３７．７

南区富合町菰江２５５番１ 地先

２８－１１０ 
小岩瀬菰江 

第２号線 

南区富合町小岩瀬４１９番２ 地先 ２．８～ 

１４．７ 
１０９２．７

南区富合町菰江２７７番 地先

２８－１１１ 
小岩瀬杉島 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１２６番１ 地先 ４．０～ 

３１．６ 
２３０．８

南区富合町杉島７９７番１ 地先
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２８－１１２ 
莎崎 

第１号線 

南区富合町莎崎３１０番１ 地先 ２．８～ 

１０．７ 
４２４．０

南区富合町莎崎８１８番 地先

２８－１１３ 
莎崎 

第２号線 

南区富合町莎崎５４番１ 地先 ２．４～ 

９．３ 
６４０．９

南区富合町莎崎１２２番１ 地先

２８－１１４ 
莎崎 

第３号線 

南区富合町莎崎５７番５ 地先 ２．２～ 

９．５ 
６６８．５

南区富合町莎崎４５３番 地先

２８－１１５ 
莎崎 

第４号線 

南区富合町莎崎７０５番 地先 ５．３～ 

３１．８ 
９２３．９

南区富合町莎崎３３番１ 地先

２８－１１６ 
莎崎 

第５号線 

南区富合町莎崎６２８番１ 地先 ３．８～ 

８．１ 
４５０．２

南区富合町莎崎９５６番 地先

２８－１１７ 
莎崎 

第６号線 

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先 ４．３～ 

８．５ 
１０９．４

南区富合町莎崎６３４番２７ 地先

２８－１１８ 
莎崎 

第７号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 ４．０～ 

１１．０ 
４４．４

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先

２８－１１９ 
莎崎 

第８号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 ３．９～ 

９．２ 
４９．５

南区富合町莎崎６３４番２２ 地先

２８－１２０ 
莎崎 

第９号線 

南区富合町莎崎５１１番２ 地先 ３．４～ 

８．４ 
１２７．９

南区富合町莎崎４５番６ 地先

２８－１２１ 
莎崎 

第１０号線 

南区富合町莎崎２９９番 地先 ３．９～ 

６．６ 
１４３．１

南区富合町莎崎２８８番 地先

２８－１２２ 
莎崎 

第１１号線 

南区富合町莎崎３１１番 地先 ４．０～ 

８．４ 
４３５．４

南区富合町莎崎３８０番 地先

２８－１２３ 
莎崎 

第１２号線 

南区富合町莎崎７６５番 地先 ４．１～ 

９．０ 
２６３．１

南区富合町莎崎７５７番１ 地先

２８－１２４ 
莎崎 

第１３号線 

南区富合町莎崎６５６番 地先 ４．５～ 

８．０ 
１４８．７

南区富合町莎崎６５３番 地先

２８－１２５ 
莎崎 

第１４号線 

南区富合町莎崎８９４番 地先 ４．７～ 

９．１ 
１３１．６

南区富合町莎崎８９０番 地先

２８－１２６ 
莎崎 

第１５号線 

南区富合町莎崎８０８番 地先 ４．０～ 

８．３ 
１５２．６

南区富合町莎崎３８５番 地先
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２８－１２７ 
莎崎 

第１６号線 

南区富合町莎崎４３１番 地先 ３．８～ 

９．３ 
３０２．８

南区富合町莎崎１１５番１ 地先

２８－１２８ 
莎崎 

第１７号線 

南区富合町莎崎７９５番 地先 ４．３～ 

９．７ 
１９７．９

南区富合町莎崎７４５番 地先

２８－１２９ 
莎崎 

第１８号線 

南区富合町莎崎７６９番２ 地先 ５．０～ 

１０．６ 
３９．２

南区富合町莎崎７９５番 地先

２８－１３０ 
莎崎 

第１９号線 

南区富合町莎崎６８７番 地先 ３．８～ 

９．２ 
１２７．２

南区富合町莎崎６７６番２ 地先

２８－１３１ 
莎崎 

第２０号線 

南区富合町莎崎３１７番１ 地先 ２．７～ 

９．６ 
４９１．９

南区富合町莎崎３０１番 地先

２８－１３２ 
莎崎 

第２１号線 

南区富合町莎崎６４番１ 地先 ４．０～ 

８．９ 
９０．６

南区富合町莎崎６４番１ 地先

２８－１３３ 
莎崎 

第２２号線 

南区富合町莎崎４９３番１ 地先 ３．２～ 

８．１ 
７０．５

南区富合町莎崎４９３番１ 地先

２８－１３４ 
莎崎 

第２３号線 

南区富合町莎崎８５５番 地先 ３．０～ 

９．０ 
１６７．３

南区富合町莎崎８０６番 地先

２８－１３５ 
莎崎 

第２４号線 

南区富合町莎崎９１０番 地先 ２．３～ 

８．４ 
２１６．６

南区富合町莎崎９０４番 地先

２８－１３６ 
莎崎 

第２５号線 

南区富合町莎崎３３８番６ 地先 ３．１～ 

５．７ 
４１０．１

南区富合町莎崎３４６番 地先

２８－１３７ 
古閑 

第１号線 

南区富合町古閑１１０３番１ 地先 ２．６～ 

７．６ 
２８８．８

南区富合町古閑１２１７番１ 地先

２８－１３８ 
古閑 

第２号線 

南区富合町古閑８８８番１ 地先 ８．２～ 

１１．８ 
２５．４

南区富合町古閑８８８番１ 地先

２８－１３９ 
古閑 

第３号線 

南区富合町古閑１２６５番１ 地先 ６．０～ 

９．６ 
２６．８

南区富合町古閑１２６７番３ 地先

２８－１４０ 
古閑 

第４号線 

南区富合町古閑１０８３番５ 地先 ３．６～ 

８．３ 
１３２．０

南区富合町古閑１０８７番 地先

２８－１４１ 
古閑 

第５号線 

南区富合町古閑９２３番４ 地先 ３．０～ 

１１．８ 
１５７．４

南区富合町古閑９５０番２ 地先
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２８－１４２ 
古閑 

第６号線 

南区富合町古閑１１６７番 地先 ５．０～ 

１０．６ 
１０７．７

南区富合町古閑１１７８番１ 地先

２８－１４３ 
古閑 

第７号線 

南区富合町古閑９９０番 地先 ６．０～ 

７．１ 
１２１．４

南区富合町古閑９２５番 地先

２８－１４４ 
古閑 

第８号線 

南区富合町古閑１０６６番１ 地先 ２．６～ 

７．３ 
２８６．７

南区富合町古閑７７１番１ 地先

２８－１４５ 
古閑志々水 

第１号線 

南区富合町古閑８３２番 地先 ４．２～ 

７．１ 
２５０．９

南区富合町志々水７６６番８ 地先

２８－１４６ 
古閑西田尻 

第１号線 

南区富合町古閑１２２１番１ 地先 ３．７～ 

９．１ 
６３４．６

南区富合町西田尻９０５番 地先

２８－１４７ 
古閑廻江 

第１号線 

南区富合町古閑９２９番２ 地先 ６．５～ 

１３．２ 
１０００．６

南区富合町廻江５４８番３ 地先

２８－１４８ 
国町 

第１号線 

南区富合町国町１０９番１ 地先 １．９～ 

９．７ 
３９１．７

南区富合町国町２２６番１ 地先

２８－１４９ 
国町 

第２号線 

南区富合町国町１３３番２ 地先 ３．６～ 

８．９ 
１００．２

南区富合町国町１７１番２ 地先

２８－１５０ 
国町 

第３号線 

南区富合町国町３４６番 地先 ３．４～ 

８．１ 
１９３．６

南区富合町国町３３７番３ 地先

２８－１５１ 
国町 

第４号線 

南区富合町国町５４８番 地先 ４．２～ 

９．０ 
３０．８

南区富合町国町５４８番 地先

２８－１５２ 
国町 

第５号線 

南区富合町国町１７１番２ 地先 ３．９～ 

７．６ 
８７７．４

南区富合町国町５４７番５ 地先

２８－１５３ 
国町小岩瀬 

第１号線 

南区富合町国町５２１番１ 地先 ４．５～ 

２６．９ 
１０１８．０

南区富合町小岩瀬７８３番 地先

２８－１５４ 
国町小岩瀬 

第２号線 

南区富合町国町１９７番３ 地先 ４．５～ 

１０．７ 
９７１．５

南区富合町小岩瀬７８３番 地先

２８－１５５ 
国町小岩瀬 

第３号線 

南区富合町国町５４３番２ 地先 ４．５～ 

１１．１ 
１３１．６

南区富合町小岩瀬５１６番１ 地先

２８－１５６ 
国町莎崎 

第１号線 

南区富合町国町５４７番４ 地先 ４．０～ 

９．１ 
１１７４．７

南区富合町莎崎８８８番 地先
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２８－１５７ 
国町莎崎 

第２号線 

南区富合町国町１１５番１ 地先 ４．２～ 

１４．０ 
２０６５．８

南区富合町莎崎８２１番 地先

２８－１５８ 
菰江 

第１号線 

南区富合町菰江２３０番 地先 ５．０～ 

９．７ 
３５１．０

南区富合町菰江３１１番２ 地先

２８－１５９ 
菰江 

第２号線 

南区富合町菰江２９９番 地先 ２．４～ 

１０．７ 
３０７．３

南区富合町菰江１４４番 地先

２８－１６０ 
菰江 

第３号線 

南区富合町菰江６０８番 地先 ４．５～ 

１３．０ 
５４０．０

南区富合町菰江２７３番 地先

２８－１６１ 
菰江 

第４号線 

南区富合町菰江２９７番 地先 ２．８～ 

１０．６ 
４９５．０

南区富合町菰江４１８番 地先

２８－１６２ 
菰江 

第５号線 

南区富合町菰江３５９番 地先 ４．４～ 

６．４ 
３００．２

南区富合町菰江３５番６ 地先

２８－１６３ 
志々水 

第１号線 

南区富合町志々水３７１番１ 地先 ３．４～ 

７．５ 
３０２．８

南区富合町志々水４３４番 地先

２８－１６４ 
志々水 

第２号線 

南区富合町志々水１８３番２ 地先 ２．５～ 

３１．３ 
７１０．７

南区富合町志々水３０３番 地先

２８－１６５ 
志々水 

第３号線 

南区富合町志々水２５５番２ 地先 ３．３～ 

６．９ 
１４２．２

南区富合町志々水７４２番１ 地先

２８－１６６ 
志々水 

第４号線 

南区富合町志々水７６１番 地先 ３．３～ 

８．８ 
１８３．６

南区富合町志々水７４７番 地先

２８－１６７ 
志々水 

第５号線 

南区富合町志々水１６２番１ 地先 ２．９～ 

１２．７ 
６７１．９

南区富合町志々水３５５番２ 地先

２８－１６８ 
志々水 

第６号線 

南区富合町志々水８１番１ 地先 ４．８～ 

６．３ 
２８８．５

南区富合町志々水９３番 地先

２８－１６９ 
志々水 

第７号線 

南区富合町志々水４４５番 地先 ３．８～ 

８．６ 
３６０．７

南区富合町志々水４７０番３ 地先

２８－１７０ 
志々水 

第８号線 

南区富合町志々水３６１番 地先 ２．９～ 

９．０ 
１４５．６

南区富合町志々水３６６番 地先

２８－１７１ 
志々水 

第９号線 

南区富合町志々水９番１ 地先 １０．３～ 

２６．８ 
５４５．６

南区富合町志々水１２７番１ 地先
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２８－１７２ 
志々水 

第１０号線 

南区富合町志々水７３番１ 地先 ４．４～ 

２０．６ 
１９３．６

南区富合町志々水１２０番１ 地先

２８－１７３ 
志々水 

第１１号線 

南区富合町志々水６６番１ 地先 ４．９～ 

１６．０ 
１８１．７

南区富合町志々水１２８番１ 地先

２８－１７４ 
志々水 

第１２号線 

南区富合町志々水１５１番１ 地先 ２．１～ 

２．５ 
１８４．９

南区富合町志々水６６番１ 地先

２８－１７５ 
志々水硴江 

第１号線 

南区富合町志々水５４１番 地先 ４．５～ 

９．０ 
９７０．９

南区富合町硴江４７３番 地先

２８－１７６ 
志々水清藤 

第１号線 

南区富合町志々水４９番４ 地先 ４．０～ 

３４．６ 
３６３．４

南区富合町清藤４５７番７ 地先

２８－１７７ 
志々水新 

第１号線 

南区富合町志々水２２番２ 地先 ４．０～ 

８．１ 
３７９．８

南区富合町新４１９番１ 地先

２８－１７８ 
志々水田尻 

第１号線 

南区富合町志々水５９８番 地先 ３．９～ 

１０．２ 
１２３４．４

南区富合町田尻６６３番 地先

２８－１７９ 
志々水田尻 

第２号線 

南区富合町志々水２０番１ 地先 ５．９～ 

１４．０ 
６６９．２

南区富合町田尻２５６番１ 地先

２８－１８０ 
志々水西田尻 

第１号線 

南区富合町志々水６７７番 地先 ４．５～ 

１０．０ 
４５７．０

南区富合町西田尻９２９番１ 地先

２８－１８１ 
釈迦堂 

第１号線 

南区富合町釈迦堂２０４番２ 地先 ２．７～ 

７．０ 
８１０．５

南区富合町釈迦堂４７４番４ 地先

２８－１８２ 
釈迦堂 

第２号線 

南区富合町釈迦堂５９５番 地先 ２．３～ 

１４．１ 
１７４．１

南区富合町釈迦堂５８１番 地先

２８－１８３ 
釈迦堂 

第３号線 

南区富合町釈迦堂１２９番 地先 ３．６～ 

７．７ 
９０．４

南区富合町釈迦堂４３５番 地先

２８－１８４ 
釈迦堂 

第４号線 

南区富合町釈迦堂４９０番 地先 ３．８～ 

６．５ 
１００．０

南区富合町釈迦堂４８９番２ 地先

２８－１８５ 
釈迦堂 

第５号線 

南区富合町釈迦堂１４番 地先 ３．６～ 

１４．０ 
１１２６．６

南区富合町釈迦堂６４０番１ 地先

２８－１８６ 
釈迦堂 

第６号線 

南区富合町釈迦堂５１１番 地先 ４．２～ 

２５．０ 
１４３６．２

南区富合町釈迦堂７２２番１ 地先
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２８－１８７ 
釈迦堂 

第７号線 

南区富合町釈迦堂３８８番１ 地先 ３．０～ 

８．９ 
３３８．６

南区富合町釈迦堂３４９番１ 地先

２８－１８８ 
釈迦堂 

第８号線 

南区富合町釈迦堂５０１番２ 地先 ３．６～ 

４．７ 
１６５．４

南区富合町釈迦堂５８８番 地先

２８－１８９ 
釈迦堂 

第９号線 

南区富合町釈迦堂８９４番１ 地先 ４．６～ 

２０．３ 
２６９．５

南区富合町釈迦堂８９８番３ 地先

２８－１９０ 
釈迦堂 

第１０号線 

南区富合町釈迦堂８３７番 地先 ２．０～ 

７．５ 
２４２．８

南区富合町釈迦堂７４８番 地先

２８－１９１ 
新 

第１号線 

南区富合町新４６３番１ 地先 ４．０～ 

８．０ 
５９３．９

南区富合町新６８３番１ 地先

２８－１９２ 
新 

第２号線 

南区富合町新５６５番 地先 ２．０～ 

４．２ 
８９．８

南区富合町新５０５番 地先

２８－１９３ 
新榎津 

第１号線 

南区富合町新２２９番 地先 ３．８～ 

９．９ 
８５５．８

南区富合町榎津５４０番１ 地先

２８－１９４ 
新木原 

第１号線 

南区富合町新２４番 地先 ４．４～ 

９．３ 
２２７９．０

南区富合町木原１４９６番２ 地先

２８－１９５ 
新古閑 

第１号線 

南区富合町新４６８番１ 地先 ３．４～ 

２３．２ 
５９２．７

南区富合町古閑１０４５番３ 地先

２８－１９６ 
新田尻 

第１号線 

南区富合町新７０３番３ 地先 ４．０～ 

１３．８ 
１０３５．２

南区富合町田尻４７４番 地先

２８－１９７ 
新平原 

第１号線 

南区富合町新２５番２ 地先 ３．７～ 

１０．５ 
１２４４．３

南区富合町平原４０７番１ 地先

２８－１９８ 
新南田尻 

第１号線 

南区富合町新６０３番 地先 ３．７～ 

８．８ 
１１７２．７

南区富合町南田尻３４７番３ 地先

２８－１９９ 
杉島 

第１号線 

南区富合町杉島１１６４番１ 地先 ５．０～ 

９．３ 
８５．３

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先

２８－２００ 
杉島 

第２号線 

南区富合町杉島９０９番 地先 ２．６～ 

１６．２ 
５７０．５

南区富合町杉島９０９番 地先

２８－２０１ 
杉島 

第３号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 ５．１～ 

１１．８ 
２２．９

南区富合町杉島１１４２番１ 地先
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２８－２０２ 
杉島 

第４号線 

南区富合町杉島５８６番１ 地先 ７．０～ 

１４．７ 
７６．６

南区富合町杉島５８６番３ 地先

２８－２０３ 
杉島 

第５号線 

南区富合町杉島１番 地先 ８．０～ 

２１．６ 
４３０．３

南区富合町杉島１４７番 地先

２８－２０４ 
杉島 

第６号線 

南区富合町杉島６６番２ 地先 ５．０～ 

９．７ 
１５０．１

南区富合町杉島１８番 地先

２８－２０５ 
杉島 

第７号線 

南区富合町杉島８２番 地先 ６．０～ 

１０．２ 
１７１．２

南区富合町杉島４１番３ 地先

２８－２０６ 
杉島 

第８号線 

南区富合町杉島３２番 地先 ６．０～ 

１０．２ 
８６．３

南区富合町杉島４６番 地先

２８－２０７ 
杉島 

第９号線 

南区富合町杉島４５番１ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
８３．４

南区富合町杉島６５番 地先

２８－２０８ 
杉島 

第１０号線 

南区富合町杉島５４番 地先 ６．０～ 

１０．３ 
９７．９

南区富合町杉島７１番 地先

２８－２０９ 
杉島 

第１１号線 

南区富合町杉島１２５番 地先 ６．０～ 

１０．２ 
１７２．７

南区富合町杉島１０４番 地先

２８－２１０ 
杉島 

第１２号線 

南区富合町杉島１０５番 地先 ６．０～ 

１０．４ 
６３．８

南区富合町杉島１０８番 地先

２８－２１１ 
杉島 

第１３号線 

南区富合町杉島９４番 地先 ６．０～ 

１０．５ 
６０．２

南区富合町杉島１０２番 地先

２８－２１２ 
杉島 

第１４号線 

南区富合町杉島８７番 地先 ６．０～ 

１０．２ 
５６．２

南区富合町杉島９１番 地先

２８－２１３ 
杉島 

第１５号線 

南区富合町杉島１０９番 地先 ６．０～ 

６．８ 
１６４．７

南区富合町杉島８９番 地先

２８－２１４ 
杉島 

第１６号線 

南区富合町杉島９０番 地先 ６．０～ 

１０．３ 
２４．５

南区富合町杉島７６３番１ 地先

２８－２１５ 
杉島 

第１７号線 

南区富合町杉島８３番 地先 ６．０～ 

１０．５ 
４７．９

南区富合町杉島８８番 地先

２８－２１６ 
杉島 

第１８号線 

南区富合町杉島７７７番３ 地先 ３．６～ 

８．０ 
８４．１

南区富合町杉島１１７番 地先
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２８－２１７ 
杉島 

第１９号線 

南区富合町杉島８３番 地先 ５．２～ 

１１．３ 
１６６．２

南区富合町杉島９０番 地先

２８－２１８ 
杉島 

第２０号線 

南区富合町杉島５１番１ 地先 ３．６～ 

７．９ 
２６０．１

南区富合町杉島１７番 地先

２８－２１９ 
杉島 

第２１号線 

南区富合町杉島３８番 地先 ４．０～ 

８．３ 
４５．７

南区富合町杉島２４番 地先

２８－２２０ 
杉島 

第２２号線 

南区富合町杉島１１５３番２ 地先 ５．０～ 

１０．１ 
４２５．７

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先

２８－２２１ 
杉島 

第２３号線 

南区富合町杉島１１６４番７ 地先 ５．０～ 

９．４ 
１２５．７

南区富合町杉島１１６９番９ 地先

２８－２２２ 
杉島 

第２４号線 

南区富合町杉島１１５５番１ 地先 ５．０～ 

９．３ 
３０．０

南区富合町杉島１１５４番７ 地先

２８－２２３ 
杉島 

第２５号線 

南区富合町杉島１１６２番１ 地先 ５．０～ 

９．４ 
３７．３

南区富合町杉島１１５５番１３ 地先

２８－２２４ 
杉島 

第２６号線 

南区富合町杉島１１６３番１ 地先 ４．０～ 

８．４ 
７９．１

南区富合町杉島１１６２番１０ 地先

２８－２２５ 
杉島 

第２７号線 

南区富合町杉島１１６４番１３ 地先 ４．０～ 

９．１ 
６５．５

南区富合町杉島１１６９番３ 地先

２８－２２６ 
杉島 

第２８号線 

南区富合町杉島１１５２番３ 地先 ４．０～ 

１０．３ 
１５１．４

南区富合町杉島１１５２番４ 地先

２８－２２７ 
杉島 

第２９号線 

南区富合町杉島１１４５番１ 地先 ７．２～ 

１４．４ 
１０２．８

南区富合町杉島１１４９番１１ 地先

２８－２２８ 
杉島 

第３０号線 

南区富合町杉島１１４５番 地先 ３．６～ 

２１．４ 
４５．２

南区富合町杉島１１４３番７ 地先

２８－２２９ 
杉島 

第３１号線 

南区富合町杉島１４５４番２ 地先 ２．５～ 

５．８ 
９６．８

南区富合町杉島１４５７番１ 地先

２８－２３０ 
杉島 

第３２号線 

南区富合町杉島１３７２番 地先 ３．３～ 

８．９ 
１８６．１

南区富合町杉島１４７８番１１ 地先

２８－２３１ 
杉島 

第３３号線 

南区富合町杉島１３７０番３ 地先 ２．２～ 

５．３ 
１３５．５

南区富合町杉島１３７８番１ 地先
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２８－２３２ 
杉島 

第３４号線 

南区富合町杉島１３６９番２ 地先 １．９～ 

４．９ 
１８９．７

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先

２８－２３３ 
杉島 

第３５号線 

南区富合町杉島１１９５番 地先 １．８～ 

６．６ 
２７９．３

南区富合町杉島１２１９番 地先

２８－２３４ 
杉島 

第３６号線 

南区富合町杉島１１７２番１ 地先 ２．２～ 

６．８ 
１８４．１

南区富合町杉島１２２４番２ 地先

２８－２３５ 
杉島 

第３７号線 

南区富合町杉島１１４５番３６ 地先 １．１～ 

２．０ 
５６．５

南区富合町杉島１１４５番２ 地先

２８－２３６ 
杉島 

第３８号線 

南区富合町杉島１１２６番７ 地先 ２．３～ 

７．７ 
５２６．４

南区富合町杉島９４０番 地先

２８－２３７ 
杉島 

第３９号線 

南区富合町杉島１１３５番２ 地先 ２．１～ 

３．５ 
６５．８

南区富合町杉島１１２９番 地先

２８－２３８ 
杉島 

第４０号線 

南区富合町杉島１１４１番１ 地先 ２．４～ 

７．５ 
１４５．２

南区富合町杉島９８２番１ 地先

２８－２３９ 
杉島 

第４１号線 

南区富合町杉島１３８７番１ 地先 ２．２～ 

１２．３ 
３４３．０

南区富合町杉島１４０５番１ 地先

２８－２４０ 
杉島 

第４２号線 

南区富合町杉島８９８番 地先 ４．１～ 

１３．７ 
９５２．８

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先

２８－２４１ 
杉島大町 

第１号線 

南区富合町杉島６２２番１ 地先 ２．３～ 

１９．０ 
１１７４．７

南区富合町大町９６７番 地先

２８－２４２ 
杉島川尻６丁目 

第1号線 

南区富合町杉島１２０７番１ 地先 ３．２～ 

１５．２ 
１２５３．５

南区川尻六丁目５６９番１１０ 地先

２８－２４３ 
田尻 

第１号線 

南区富合町田尻３８２番８ 地先 ３．５～ 

６．８ 
２４２．３

南区富合町田尻４８６番 地先

２８－２４４ 
田尻 

第２号線 

南区富合町田尻４６２番３ 地先 ５．０～ 

１３．４ 
１８０．７

南区富合町田尻５３７番１ 地先

２８－２４５ 
田尻 

第３号線 

南区富合町田尻５７７番２ 地先 ３．０～ 

９．０ 
３６２．３

南区富合町田尻６６１番１ 地先

２８－２４６ 
田尻 

第４号線 

南区富合町田尻２２４番 地先 ５．５～ 

１６．１ 
２６９．８

南区富合町田尻２００番４ 地先
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２８－２４７ 
田尻 

第５号線 

南区富合町田尻１６９番１ 地先 ３．８～ 

９．０ 
１９９．５

南区富合町田尻２００番４ 地先

２８－２４８ 
田尻 

第６号線 

南区富合町田尻１５番５ 地先 ９．２～ 

２５．２ 
３５．０

南区富合町田尻１５番１ 地先

２８－２４９ 
田尻 

第７号線 

南区富合町田尻３９４番 地先 ３．７～ 

９．４ 
１６１．１

南区富合町田尻１４４番２ 地先

２８－２５０ 
田尻 

第８号線 

南区富合町田尻５４１番 地先 ４．０～ 

９．６ 
１７２．３

南区富合町田尻５０９番１ 地先

２８－２５１ 
田尻 

第９号線 

南区富合町田尻１６３番１ 地先 ６．０～ 

６．０ 
３６．０

南区富合町田尻１５９番 地先

２８－２５２ 
田尻 

第１０号線 

南区富合町田尻３８６番１ 地先 ４．８～ 

１２．４ 
９６．０

南区富合町田尻４８０番１ 地先

２８－２５３ 
田尻 

第１１号線 

南区富合町田尻４６５番１ 地先 ３．０～ 

８．７ 
４３．８

南区富合町田尻４６７番１ 地先

２８－２５４ 
田尻 

第１２号線 

南区富合町田尻７００番２ 地先 ２．３～ 

７．６ 
１９９．６

南区富合町田尻７００番１ 地先

２８－２５５ 
田尻 

第１３号線 

南区富合町田尻４６３番１ 地先 ５．０～ 

１３．９ 
１５１．７

南区富合町田尻４８５番２ 地先

２８－２５６ 
田尻古閑 

第１号線 

南区富合町田尻２５６番１ 地先 １０．０～ 

１８．０ 
８３１．４

南区富合町古閑１２１７番１ 地先

２８－２５７ 
西田尻 

第１号線 

南区富合町西田尻９２９番２ 地先 ３．３～ 

１３．７ 
４１９．４

南区富合町西田尻８２６番１ 地先

２８－２５８ 
西田尻 

第２号線 

南区富合町西田尻９２９番１ 地先 ４．３～ 

１１．０ 
２５．２

南区富合町西田尻９２７番４ 地先

２８－２５９ 
西田尻 

第３号線 

南区富合町西田尻７３５番 地先 ３．０～ 

７．５ 
１０３．３

南区富合町西田尻７６０番３ 地先

２８－２６０ 
西田尻 

第４号線 

南区富合町西田尻７５１番２ 地先 ３．０～ 

７．５ 
１５７．８

南区富合町西田尻７３８番３ 地先

２８－２６１ 
西田尻硴江 

第１号線 

南区富合町西田尻８２２番４ 地先 ３．５～ 

８．３ 
８５５．０

南区富合町硴江５０８番１ 地先
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２８－２６２ 
平原 

第３号線 

南区富合町平原７８５番１ 地先 ３．０～ 

５．０ 
１７８．９

南区富合町平原７３０番 地先

２８－２６３ 
平原 

第４号線 

南区富合町平原７２３番 地先 ３．１～ 

５．７ 
１０５．９

南区富合町平原７２３番 地先

２８－２６４ 
平原 

第５号線 

南区富合町平原８００番 地先 ３．５～ 

１５．５ 
３１２．７

南区富合町平原６６２番 地先

２８－２６５ 
平原 

第６号線 

南区富合町平原２１８番１ 地先 ４．２～ 

８．５ 
２９０．９

南区富合町平原２２９番 地先

２８－２６６ 
平原 

第７号線 

南区富合町平原３９１番３ 地先 ４．０～ 

１４．８ 
３６３．６

南区富合町平原１６０２番１ 地先

２８－２６７ 
平原 

第８号線 

南区富合町平原１６７８番２ 地先 ２．４～ 

１１．６ 
２１５．２

南区富合町平原１７６４番 地先

２８－２６８ 
平原 

第９号線 

南区富合町平原１５５番１ 地先 ２．６～ 

７．１ 
２０１．５

南区富合町平原２０２番 地先

２８－２６９ 
平原 

第１０号線 

南区富合町平原８８５番 地先 ３．５～ 

７．３ 
６４３．３

南区富合町平原８４０番 地先

２８－２７０ 
平原新 

第１号線 

南区富合町平原２４７番 地先 ４．０～ 

１２．０ 
８９７．７

南区富合町新７１３番 地先

２８－２７１ 
廻江 

第１号線 

南区富合町廻江７７６番１ 地先 ３．８～ 

１９．３ 
４６０．０

南区富合町廻江８６８番８ 地先

２８－２７２ 
廻江 

第２号線 

南区富合町廻江５４３番２ 地先 ４．０～ 

８．５ 
２４９．８

南区富合町廻江５９９番４ 地先

２８－２７３ 
廻江 

第３号線 

南区富合町廻江５５２番１ 地先 ４．０～ 

１０．６ 
１００．４

南区富合町廻江５５１番 地先

２８－２７４ 
廻江 

第４号線 

南区富合町廻江５３９番１ 地先 ２．０～ 

７．８ 
２９６．０

南区富合町廻江５４８番３ 地先

２８－２７５ 
廻江 

第５号線 

南区富合町廻江７７６番３ 地先 ３．５～ 

６．８ 
２１２．３

南区富合町廻江７６１番１ 地先

２８－２７６ 
廻江 

第６号線 

南区富合町廻江８０９番１ 地先 ２．０～ 

６．５ 
１０３．９

南区富合町廻江７７２番１ 地先
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２８－２７７ 
廻江 

第７号線 

南区富合町廻江６９１番１ 地先 ４．０～ 

７．８ 
８２．９

南区富合町廻江６９４番２ 地先

２８－２７８ 
廻江 

第８号線 

南区富合町廻江６８９番３ 地先 ６．０～ 

１１．０ 
７３．１

南区富合町廻江６８９番１７ 地先

２８－２７９ 
廻江 

第９号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 ５．０～ 

１０．４ 
４８．０

南区富合町廻江６４２番１５ 地先

２８－２８０ 
廻江 

第１０号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 ５．０～ 

１２．４ 
９７．９

南区富合町廻江６４２番１１ 地先

２８－２８１ 
廻江 

第１１号線 

南区富合町廻江６３１番１ 地先 ５．０～ 

１５．０ 
９２．４

南区富合町廻江６３１番２１ 地先

２８－２８２ 
廻江 

第１２号線 

南区富合町廻江６３１番１８ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
５５．５

南区富合町廻江６３１番１５ 地先

２８－２８３ 
廻江榎津 

第１号線 

南区富合町廻江５３８番 地先 ４．５～ 

１３．８ 
５２８．３

南区富合町榎津５９８番 地先

２８－２８４ 
廻江大町 

第１号線 

南区富合町廻江７２７番１２ 地先 ３．３～ 

１１．０ 
１３７９．２

南区富合町大町７０４番 地先

２８－２８５ 
廻江清藤 

第１号線 

南区富合町廻江７５８番１ 地先 ４．０～ 

７．７ 
４４２．１

南区富合町清藤８１番３ 地先

２８－２８６ 
南田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻３５３番 地先 ３．１～ 

１０．５ 
５６７．３

南区富合町南田尻７７０番 地先

２８－２８７ 
南田尻 

第２号線 

南区富合町南田尻５６２番２ 地先 ２．５～ 

７．１ 
４４３．５

南区富合町南田尻１４０番１ 地先

２８－２８８ 
南田尻 

第３号線 

南区富合町南田尻５４５番 地先 ３．３～ 

１７．３ 
４４３．５

南区富合町南田尻５９７番 地先

２８－２８９ 
南田尻 

第４号線 

南区富合町南田尻５４番１ 地先 ３．０～ 

７．７ 
２１４．７

南区富合町南田尻１９番１ 地先

２８－２９０ 
南田尻 

第５号線 

南区富合町南田尻４７８番 地先 ３．９～ 

９．７ 
１８２．３

南区富合町南田尻４９７番 地先

２８－２９１ 
南田尻 

第６号線 

南区富合町南田尻５７６番 地先 ３．２～ 

８．０ 
５２０．３

南区富合町南田尻５８７番１ 地先

     



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 442 - 

２８－２９２ 
南田尻 

第７号線 

南区富合町南田尻４１５番 地先 ４．１～ 

６．８ 
１５０．９

南区富合町南田尻４１９番 地先

２８－２９３ 
南田尻 

第８号線 

南区富合町南田尻６０番１ 地先 ４．０～ 

１１．０ 
４００．０

南区富合町南田尻５９５番 地先

２８－２９４ 
南田尻 

第９号線 

南区富合町南田尻６３番 地先 ４．５～ 

８．４ 
２４９．７

南区富合町南田尻４０２番 地先

２８－２９５ 
南田尻 

第１０号線 

南区富合町南田尻２２０番 地先 ３．４～ 

１６．０ 
１９６．７

南区富合町南田尻１９番１ 地先

２８－２９６ 
南田尻 

第１１号線 

南区富合町南田尻４２５番 地先 ３．８～ 

１０．４ 
３２８．０

南区富合町南田尻３３９番 地先

２８－２９７ 
南田尻 

第１２号線 

南区富合町南田尻９６１番１ 地先 ４．０～ 

１８．２ 
４２６．８

南区富合町南田尻９０９番１ 地先

２８－２９８ 
南田尻 

第１３号線 

南区富合町南田尻６４２番１ 地先 ２．４～ 

８．０ 
２７４．６

南区富合町南田尻６８１番 地先

２８－２９９ 
南田尻 

第１４号線 

南区富合町南田尻１５７番１ 地先 ２．７～ 

６．３ 
１３３．２

南区富合町南田尻５５０番 地先

２８－３００ 
南田尻 

第１５号線 

南区富合町南田尻５２０番１ 地先 ２．９～ 

５．２ 
２６９．５

南区富合町南田尻６７６番 地先

２８－３０１ 
南田尻 

第１６号線 

南区富合町南田尻４番 地先 ２．０～ 

１６．１ 
１２８．７

南区富合町南田尻８８番４ 地先

２８－３０２ 
南田尻 

第１７号線 

南区富合町南田尻９８番３ 地先 ２．７～ 

１８．４ 
１４１．１

南区富合町南田尻８４番 地先

２８－３０３ 
南田尻 

第１８号線 

南区富合町南田尻７６番 地先 ３．０～ 

１１．９ 
２６．８

南区富合町南田尻７６番 地先

２８－３０４ 
南田尻新 

第１号線 

南区富合町南田尻１２番１ 地先 ３．０～ 

８．８ 
１１５９．３

南区富合町新７０８番１ 地先

２８－３０５ 
南田尻田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻４７１番２ 地先 ２．０～ 

１４．４ 
６９６．６

南区富合町田尻５８４番８ 地先

２８－３０６ 
南田尻平原 

第１号線 

南区富合町南田尻３５５番 地先 ２．３～ 

１２．０ 
１０８７．４

南区富合町平原７２９番 地先
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２８－３０７ 
南田尻平原 

第２号線 

南区富合町南田尻２６３番 地先 ３．７～ 

９．５ 
４６４．９

南区富合町平原３４３番１ 地先

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ３ 号   
平成２７年３月６日   

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規

定に基づき告示する。 
その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

４００２ 
紺屋今町辛島町 

第１号線 

中央区紺屋今町４番３１ 地先 

中央区辛島町４番２ 地先 

４０２８ 
島崎５丁目島崎７丁目

第１号線 

西区島崎五丁目２５３番 地先 

西区島崎七丁目７３２番１ 地先 

４０２９ 
上熊本３丁目花園６丁

目第１号線 

西区上熊本三丁目５２３番 地先 

西区花園六丁目１０７２番６ 地先 

４０６１ 
沖新町中原町 

第２号線 

西区沖新町１２２１番 地先 

西区中原町２８４５番１ 地先 

４０９１ 
孫代町無田口町 

第１号線 

南区孫代町８９２番２ 地先 

南区無田口町１７２７番１ 地先 

５０６６ 
秋津町秋田若葉 

６丁目第１号線 

東区秋津町秋田３１０５番１ 地先 

東区若葉六丁目３７１番 地先 

５０９２ 
戸島６丁目戸島町 

第１号線 

東区戸島六丁目１７３３番２ 地先 

東区戸島町１００７番１ 地先 

５１２６ 
河内町東門寺河内町大

多尾第１号線 

西区河内町東門寺２６７番２ 地先 

西区河内町大多尾８１２番１ 地先 

１－４６ 
辛島町 

第２号線 

中央区辛島町５番１２ 地先 

中央区辛島町４番２ 地先 

１－４７ 
辛島町 

第３号線 

中央区辛島町６番１４ 地先 

中央区辛島町２番１ 地先 
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1－５６ 
河原町細工町２丁目第

１号線 

中央区河原町７番 地先 

中央区細工町二丁目３１番 地先 

１－７２ 
細工町４丁目春日１丁

目第１号線 

中央区細工町四丁目５１番１ 地先 

西区春日一丁目１２４９番８ 地先 

１－１９３ 
子飼本町黒髪２丁目第

１号線 

中央区子飼本町１６５番１ 地先 

中央区黒髪二丁目７０４番１ 地先 

１－２０７ 
黒髪２丁目子飼本町第

１号線 

中央区黒髪二丁目５２４番 地先 

中央区子飼本町５０番１ 地先 

１－２２６ 
坪井１丁目 

第２号線 

中央区坪井一丁目１番１ 地先 

中央区坪井一丁目９番８ 地先 

２－２３ 
黒髪１丁目３丁目第１

号線 

中央区黒髪一丁目１８０番 地先 

中央区黒髪三丁目１９番 地先 

３－９１ 
新屋敷２丁目 

第１０号線 

中央区新屋敷二丁目１３番６ 地先 

中央区新屋敷二丁目１４番３７ 地先 

３－３６３ 
渡鹿８丁目 

第１号線 

東区渡鹿八丁目６７番１５ 地先 

東区渡鹿八丁目４１番８ 地先 

４－１９ 
水前寺公園 

第２号線 

中央区水前寺公園７６７番２ 地先 

中央区水前寺公園７９５番１ 地先 

４－９５ 
水前寺１丁目 

第１０号線 

中央区水前寺一丁目３９７番１ 地先 

中央区水前寺一丁目４３３番 地先 

４－１４８ 
水前寺６丁目 

第１号線 

中央区水前寺六丁目６９番１ 地先 

中央区水前寺六丁目４９番３ 地先 

４－１４９ 
水前寺６丁目 

第２号線 

中央区水前寺六丁目６３番１ 地先 

中央区水前寺六丁目６６番１ 地先 

４－１５０ 
水前寺６丁目 

第３号線 

中央区水前寺六丁目２０３番１ 地先 

中央区水前寺六丁目１１９番１ 地先 

４－１５１ 
水前寺６丁目 

第４号線 

中央区水前寺六丁目７９番１ 地先 

中央区水前寺六丁目１７７番 地先 

４－１５３ 
水前寺公園 

第３号線 

中央区水前寺公園５７３番１ 地先 

中央区水前寺公園２５３番 地先 
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４－１５５ 
水前寺公園 

第５号線 

中央区水前寺公園４１９番２ 地先 

中央区水前寺公園６５４番１ 地先 

４－１７３ 
出水４丁目国府４丁目

第１号線 

東区出水四丁目１１２１番 地先 

中央区国府四丁目４７８番 地先 

４－２１２ 
出水２丁目 

第３号線 

中央区出水二丁目６９番１ 地先 

中央区出水二丁目７９番 地先 

４－２６３ 
出水８丁目 

第１１号線 

中央区出水八丁目５５１番８ 地先 

中央区出水八丁目６２５番 地先 

４－５０３ 
出水４丁目 

第２６号線 

中央区出水四丁目３０８番１ 地先 

中央区出水四丁目１８５番 地先 

４－５７２ 
出水８丁目 

第４２号線 

中央区出水八丁目５５１番１０ 地先 

中央区出水八丁目６３０番 地先 

５－１１４ 
萩原町 

第６号線 

中央区萩原町６２７番 地先 

中央区萩原町４５６番２ 地先 

５－２４４ 
本荘３丁目 

第６号線 

中央区本荘三丁目７番１３ 地先 

中央区本荘三丁目５番６ 地先 

５－２４５ 
本荘５丁目 

第１７号線 

中央区本荘五丁目２３１番３ 地先 

中央区本荘五丁目１８７番２８ 地先 

６－３１ 
横手４丁目 

第１９号線 

西区横手四丁目５５３番３ 地先 

西区横手四丁目５５４番１ 地先 

６－３６ 
横手４丁目 

第２１号線 

西区横手四丁目６２６番６ 地先 

熊本市横手四丁目６３１番５ 地先 

６－８１ 
横手１丁目 

第１０号線 

中央区横手一丁目１１５６番１ 地先 

中央区横手一丁目１１５０番１ 地先 

６－８４ 
横手１丁目 

第１３号線 

中央区横手一丁目１１６５番４ 地先 

中央区横手一丁目１１６１番１ 地先 

６－８８ 
横手２丁目 

第１２号線 

西区横手二丁目１２０７番２ 地先 

中央区横手二丁目１１８８番 地先 

６－８９ 
横手２丁目 

第１３号線 

西区横手二丁目１２０６番１ 地先 

西区横手二丁目１１９４番 地先 
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６－９４ 
春日１丁目 

第７号線 

西区春日一丁目１２８５番１５ 地先 

西区春日一丁目１３０５番１ 地先 

６－９６ 
春日１丁目 

第９号線 

西区春日一丁目８０３番２番 地先 

西区春日一丁目１３０２番１ 地先 

６－１０３ 
春日１丁目 

第１１号線 

西区春日一丁目１３０４番１ 地先 

西区春日一丁目７７１番 地先 

６－１６８ 
春日１丁目 

第１２号線 

西区春日一丁目８０４番５ 地先 

西区春日一丁目８１４番１ 地先 

６－１７０ 
春日１丁目 

第１４号線 

西区春日一丁目７７７番 地先 

西区春日一丁目７７１番 地先 

６－１７９ 
春日２丁目世安町第１

号線 

西区春日二丁目７０２番１０ 地先 

中央区世安町４０５番７ 地先 

６－１８２ 
春日２丁目 

第８号線 

西区春日二丁目５６１番２ 地先 

西区春日二丁目５１６番２ 地先 

６－１８３ 
春日２丁目 

第９号線 

西区春日二丁目６５４番２ 地先 

西区春日二丁目６５０番５ 地先 

６－２０７ 
春日７丁目 

第８号線 

西区春日七丁目１番１ 地先 

西区春日七丁目７２番１ 地先 

６－２１２ 
細工町５丁目二本木１

丁目第１号線 

中央区細工町五丁目１８番１ 地先 

西区二本木一丁目１番３ 地先 

６－３１０ 
田崎本町 

第１号線 

西区田崎本町６番６ 地先 

西区田崎本町３番１ 地先 

６－３２８ 
田崎１丁目 

第３号線 

西区田崎一丁目１２８番９ 地先 

西区田崎一丁目２０７番１ 地先 

６－３２９ 
田崎１丁目 

第４号線 

西区田崎一丁目２３６番２ 地先 

西区田崎一丁目１２８番１ 地先 

６－３５９ 
蓮台寺２丁目５丁目第

１号線 

西区蓮台寺二丁目７９１番４ 地先 

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先 

６－３６０ 
蓮台寺３丁目蓮台寺５

丁目第１号線 

西区蓮台寺三丁目１０７９番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目６８８番 地先 
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６－３６１ 
蓮台寺４丁目５丁目第

１号線 

西区蓮台寺四丁目５３９番 地先 

西区蓮台寺五丁目５９０番５ 地先 

６－３６４ 
蓮台寺４丁目５丁目第

２号線 

西区蓮台寺四丁目３８２番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目５６９番５ 地先 

６－３９９ 
田崎１丁目 

第８号線 

西区田崎一丁目２４９番２ 地先 

西区田崎一丁目２５０番１ 地先 

６－５０３ 
春日１丁目 

第１７号線 

西区春日一丁目１２７８番２ 地先 

西区春日一丁目１３１０番１０ 地先 

６－５０５ 
横手４丁目 

第２５号線 

西区横手四丁目５４１番３ 地先 

西区横手四丁目５２４番８ 地先 

６－５０６ 
蓮台寺５丁目 

第１号線 

西区蓮台寺五丁目５９８番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目６１５番１ 地先 

６－５０７ 
蓮台寺５丁目 

第２号線 

西区蓮台寺五丁目６７４番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目６７２番３ 地先 

６－５０８ 
蓮台寺５丁目 

第３号線 

西区蓮台寺五丁目６９５番１ 地先 

西区蓮台寺五丁目８５７番７ 地先 

６－５０９ 
蓮台寺５丁目 

第４号線 

西区蓮台寺五丁目１０３５番２ 地先 

西区蓮台寺五丁目９２０番１１ 地先 

６－５１０ 
田崎１丁目 

第１４号線 

西区田崎一丁目２５０番１ 地先 

西区田崎一丁目１２２番２３ 地先 

６－５１１ 
春日７丁目 

第１５号線 

西区春日七丁目１１９７番２ 地先 

西区春日七丁目１２１１番１ 地先 

６－５１２ 
春日７丁目 

第１６号線 

西区春日七丁目１５２６番２ 地先 

西区春日七丁目１２０６番３ 地先 

８－１７７ 
池田４丁目 

第１８号線 

西区池田四丁目６２８番２ 地先 

西区池田四丁目５３７番３ 地先 

８－１７８ 
池田４丁目 

第１９号線 

西区池田四丁目５９０番 地先 

西区池田四丁目６１８番２ 地先 

８－１８０ 
池田４丁目 

第２１号線 

西区池田四丁目５５６番 地先 

西区池田四丁目５４９番１ 地先 
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８－１８１ 
池田４丁目 

第２２号線 

西区池田四丁目５１５番 地先 

西区池田四丁目５１６番１ 地先 

８－１８６ 
池亀町 

第２号線 

西区池亀町１２４番１ 地先 

西区池亀町１１１番１ 地先 

８－２５１ 
上熊本２丁目１丁目第

１号線 

西区上熊本二丁目７７５番１ 地先 

西区上熊本一丁目１０番１ 地先 

８－２５２ 池田４丁目第２６号線
西区池田四丁目６３１番１ 地先 

西区池田四丁目６８９番４ 地先 

１１－９ 
新南部３丁目保田窪本

町第１号線 

東区新南部三丁目５００番１ 地先 

東区保田窪本町２番５ 地先 

１１－１１ 
保田窪本町 

第８号線 

東区保田窪本町２４９番７ 地先 

東区保田窪本町２５番１ 地先 

１２－１９１ 
神水本町 

第５号線 

中央区神水本町３７４番 地先 

中央区神水本町４１４番２ 地先 

１２－１９２ 
神水本町 

第６号線 

中央区神水本町５４９番１ 地先 

中央区神水本町５３９番２ 地先 

１２－１９３ 
神水本町 

第７号線 

中央区神水本町５４５番 地先 

中央区神水本町５４３番１ 地先 

１２－１９４ 
神水本町 

第８号線 

中央区神水本町５４２番１ 地先 

中央区神水本町１８２番 地先 

１２－１９８ 
神水本町 

第１２号線 

中央区神水本町４２０番１ 地先 

中央区神水本町２０１番１ 地先 

１２－２３４ 
健軍４丁目 

第２号線 

東区健軍四丁目１５５０番１７ 地先 

東区健軍四丁目１２２１番２ 地先 

１２－２３７ 
健軍４丁目 

第４号線 

東区健軍四丁目１４０４番７ 地先 

東区健軍四丁目１５２２番２ 地先 

１２－３８８ 
新外２丁目月出５丁目

第１号線 

東区新外二丁目２８６１番１ 地先 

東区月出五丁目２６１２番１０１ 地先 

１２－３９０ 
新外１丁目 

第１号線 

東区新外一丁目２８３６番１ 地先 

東区新外一丁目２８３６番２ 地先 
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１２－５６１ 
健軍１丁目 

第２号線 

東区健軍一丁目１６７番１ 地先 

東区健軍一丁目１４４番 地先 

１２－５７３ 
尾ノ上１丁目 

第６号線 

東区尾ノ上一丁目１２７番 地先 

東区尾ノ上一丁目１３１番 地先 

１２－６３７ 
錦ケ丘尾ノ上２丁目第

３号線 

東区錦ケ丘２７１番１ 地先 

東区尾ノ上二丁目２３４番 地先 

１２－６４１ 
錦ケ丘 

第６号線 

東区錦ケ丘２４２番１ 地先 

東区錦ケ丘２４３番 地先 

１２－６４２ 
錦ケ丘 

第７号線 

東区錦ケ丘２５８番１ 地先 

東区錦ケ丘１８０番１ 地先 

１２－６４７ 
錦ケ丘 

第１２号線 

東区錦ケ丘３８４番１ 地先 

東区錦ケ丘３９０番 地先 

１２－６８５ 
健軍本町 

第１１号線 

東区健軍本町２４７番 地先 

東区健軍本町２６６番１ 地先 

１２－６８６ 
健軍本町 

第１２号線 

東区健軍本町２９２番３ 地先 

東区健軍本町３１５番１ 地先 

１２－７４６ 
錦ケ丘 

第１９号線 

東区錦ケ丘１４５番 地先 

東区錦ケ丘３６８番１ 地先 

１２－７９８ 
健軍３丁目 

第３２号線 

東区健軍三丁目３１７番 地先 

東区健軍三丁目３２２番 地先 

１２－８０２ 
健軍３丁目健軍本町第

３号線 

東区健軍三丁目３４２番 地先 

東区健軍本町３２５番１ 地先 

１２－８０９ 
健軍本町 

第２２号線 

東区健軍本町３０８番１ 地先 

東区健軍本町１４１番 地先 

１２－８３８ 
健軍本町 

第３２号線 

東区健軍本町３２０番１ 地先 

東区健軍本町３１５番１ 地先 

１２－９３４ 
健軍本町 

第３８号線 

東区健軍本町３５９番 地先 

東区健軍本町３５５番１ 地先 

１２－１０６３ 
小峯４丁目 

第２号線 

東区小峯四丁目２６１３番３９５ 地先 

東区小峯四丁目２６１３番３９０ 地先 
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１２－１１３３ 
神水本町 

第３１号線 

中央区神水本町４３２番１ 地先 

中央区神水本町１９９番１ 地先 

１２－１１３４ 
佐土原２丁目 

第４号線 

東区佐土原二丁目５０１番１ 地先 

東区佐土原二丁目４７８番１ 地先 

１２－１１３５ 
佐土原２丁目 

第５号線 

東区佐土原二丁目４９３番１ 地先 

東区佐土原二丁目４１２番１ 地先 

１２－１１３６ 
佐土原２丁目３丁目第

１号線 

東区佐土原二丁目４１１番１ 地先 

東区佐土原三丁目４１６番１ 地先 

１２－１１３７ 
佐土原３丁目 

第９号線 

東区佐土原三丁目４３５番１ 地先 

東区佐土原三丁目４３２番 地先 

１２－１１３８ 
佐土原３丁目 

第１０号線 

東区佐土原三丁目４１７番１ 地先 

東区佐土原三丁目４２２番１ 地先 

１２－１１３９ 
佐土原３丁目２丁目第

１号線 

東区佐土原三丁目４１３番１ 地先 

東区佐土原二丁目４１６番８ 地先 

１３－５４ 
東野３丁目秋津２丁目

第１号線 

東区東野三丁目１９番７ 地先 

東区秋津二丁目１８１５番８ 地先 

１３－７０ 
秋津１丁目秋田 

第１号線 

東区秋津一丁目２０５５番１ 地先 

東区秋津町秋田７６５番 地先 

１３－１２１ 
沼山津２丁目３丁目第

１号線 

東区沼山津二丁目１１７８番１ 地先 

東区沼山津三丁目１７８０番１ 地先 

１３－１４７ 
桜木４丁目 

第５号線 

東区桜木四丁目１６０番１ 地先 

東区桜木四丁目１５４番１ 地先 

１３－１９５ 
桜木６丁目５丁目第１

号線 

東区桜木六丁目３１６番 地先 

東区桜木五丁目３１４番１ 地先 

１３－１９６ 
桜木６丁目 

第２号線 

東区桜木六丁目３２４番 地先 

東区桜木六丁目３３３番 地先 

１３－１９７ 
桜木６丁目 

第３号線 

東区桜木六丁目３８１番１ 地先 

東区桜木六丁目３４３番 地先 

１３－１９８ 
桜木６丁目 

第４号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 

東区桜木六丁目３６５番１ 地先 
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１３－１９９ 
桜木６丁目 

第５号線 

東区桜木六丁目３６６番 地先 

東区桜木六丁目３７８番１ 地先 

１３－２００ 
桜木６丁目 

第７号線 

東区桜木六丁目５２２番３ 地先 

東区桜木六丁目５００番１ 地先 

１３－２０８ 
秋津１丁目東野３丁目

第１号線 

東区秋津一丁目２０５６番 地先 

東区東野三丁目２０番８ 地先 

１４－５ 
下江津５丁目１丁目第

１号線 

東区下江津五丁目２３９番１ 地先 

東区下江津一丁目４番１ 地先 

１４－８ 
重富 

第１号線 

東区画図町大字重富３２６番 地先 

東区画図町大字重富８０５番２ 地先 

１４－５５ 
下江津６丁目 

第１号線 

東区下江津六丁目８７５番 地先 

東区下江津六丁目８７３番３ 地先 

１４－６８ 
画図東１丁目 

第２号線 

東区画図東一丁目５５０番 地先 

東区画図東一丁目４９５番１ 地先 

１４－９８ 
下無田 

第９号線 

東区画図町大字下無田１１５番 地先 

東区画図町大字下無田１０１番４ 地先 

１４－１０８ 
下無田 

第１６号線 

東区画図町大字下無田１７０３番１ 地先 

東区画図町大字下無田１６４３番 地先 

１４－２１２ 
下無田 

第２２号線 

東区画図町大字下無田１１５１番２ 地先 

東区画図町大字下無田５１１番 地先 

１４－２２０ 
所島 

第１８号線 

東区画図町大字所島９１４番２ 地先 

東区画図町大字所島８５４番 地先 

１４－２３９ 
江津３丁目下江津１丁

目第１号線 

東区江津三丁目２番１ 地先 

東区下江津一丁目１１番３７ 地先 

１４－２６３ 
重富 

第２６号線 

東区画図町大字重富４２７番１ 地先 

東区画図町大字重富８３３番 地先 

１４－２７１ 
下無田 

第３１号線 

東区画図町大字下無田１０８７番１ 地先 

東区画図町大字下無田１１４０番１ 地先 

１４－３０５ 
下江津６丁目 

第２号線 

東区下江津六丁目８９８番２ 地先 

東区下江津六丁目９０６番２ 地先 



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 452 - 

１４－３９２ 
下江津２丁目所島第１

号線 

東区下江津二丁目３４３番１ 地先 

東区画図町大字所島１０３１番１ 地先 

１７－３３ 
薄場１丁目 

第４号線 

南区薄場一丁目６９番１ 地先 

南区薄場一丁目８８番２ 地先 

１７－４４ 
薄場２丁目 

第２号線 

南区薄場二丁目４８番１ 地先 

南区薄場二丁目４７番４ 地先 

１７－５７ 
野口１丁目薄場２丁目

第１号線 

南区野口一丁目８０５番 地先 

南区薄場二丁目６８４番３ 地先 

１７－５９ 
野口４丁目 

第３号線 

南区野口四丁目９１８番 地先 

南区野口四丁目５９８番９ 地先 

１７－４０３ 
野口４丁目 

第１号線 

南区野口四丁目７６８番１ 地先 

南区野口四丁目５９７番１ 地先 

１８－４ 
城山半田４丁目 

第２号線 

西区城山半田四丁目６６４番１ 地先 

西区城山半田四丁目８８６番 地先 

１８－２２ 
上代１丁目 

第３号線 

西区上代一丁目５２５番１ 地先 

西区上代一丁目３０１番２ 地先 

１８－１５７ 
上代１丁目 

第４号線 

西区上代一丁目５６０番１ 地先 

西区上代一丁目１１０番１ 地先 

１９－１８ 
戸坂町 

第１３号線 

西区戸坂町２３４番１ 地先 

西区戸坂町１２０番 地先 

１９－２０ 
戸坂町 

第１５号線 

西区戸坂町２４０番３ 地先 

西区戸坂町１７７番６１ 地先 

１９－４７ 
池上町谷尾崎町 

第２号線 

西区池上町５８番４ 地先 

西区谷尾崎町３７４番 地先 

１９－４８ 
池上町 

第６号線 

西区池上町７２４番 地先 

西区池上町６１８番１ 地先 

２０－１７ 
西松尾町 

第１号線 

西区西松尾町５３３３番２ 地先 

西区西松尾町５３２９番 地先 

２０－２８ 
近津 

第１号線 

西区松尾町近津１３１３番３ 地先 

西区松尾町近津１８２番 地先 
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２１－２ 
小島５丁目 

第１号線 

西区小島五丁目２１８番１ 地先 

西区小島五丁目１番３ 地先 

２１－９ 
小島５丁目 

第２号線 

西区小島五丁目２８７番５ 地先 

西区小島五丁目２１８番１ 地先 

２１－１６ 
小島６丁目 

第１号線 

西区小島六丁目１６９０番４ 地先 

西区小島六丁目１０１番２ 地先 

２１－２９ 
小島上町 

第１０号線 

西区小島上町２４７１番２２ 地先 

西区小島上町２３９７番１ 地先 

２１－６３ 
小島９丁目西松尾町第

１号線 

西区小島九丁目１５７０番１ 地先 

西区西松尾町５２７３番１ 地先 

２１－６９ 
小島３丁目 

第２号線 

西区小島三丁目１７８６番 地先 

西区小島三丁目１７０３番３ 地先 

２１－７７ 
小島上町中原町 

第１号線 

西区小島上町２３６５番３ 地先 

西区中原町又３５９番１ 地先 

２２－１ 
砂原町中島町 

第１号線 

南区砂原町９２１番 地先 

西区中島町１４９２番２ 地先 

２２－３ 
中島町 

第１号線 

西区中島町７７０番１ 地先 

西区中島町１７７４番 地先 

２２－１３ 
沖新町 

第４号線 

西区沖新町５１番１ 地先 

西区沖新町６７番 地先 

２２－２２ 
沖新町 

第１０号線 

西区沖新町９９番１ 地先 

西区沖新町２６８番３ 地先 

２２－２５ 
沖新町 

第１３号線 

西区沖新町１１２番１ 地先 

西区沖新町４６９番３ 地先 

２２－３１ 
沖新町 

第１９号線 

西区沖新町６３１番 地先 

西区沖新町８２９番１ 地先 

２２－４８ 
沖新町 

第３６号線 

西区沖新町３９１２番１ 地先 

西区沖新町３５２９番１ 地先 

２２－７１ 
沖新町 

第５９号線 

西区沖新町１番１９ 地先 

西区沖新町４９０８番１ 地先 
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２２－７２ 
沖新町 

第６０号線 

西区沖新町４８６５番２ 地先 

西区沖新町４８５６番１ 地先 

２２－７５ 
中原町 

第４号線 

西区中原町２８４３番 地先 

西区中原町２８２９番１ 地先 

２２－７７ 
中原町 

第６号線 

西区中原町２７８４番１ 地先 

西区中原町２４９２番１ 地先 

２２－７８ 
中原町 

第７号線 

西区中原町２８０９番 地先 

西区中原町２５１９番１ 地先 

２２－８３ 
中原町 

第１１号線 

西区中原町２５１９番１ 地先 

西区中原町２６５９番 地先 

２２－１０７ 
中島町 

第２５号線 

西区中島町１１２７番１ 地先 

西区中島町１１６４番 地先 

２２－１１７ 
中原町 

第１９号線 

西区中原町８６４番５ 地先 

西区中原町６２１番１ 地先 

２２－１２１ 
中原町 

第２３号線 

西区中原町６３４番１ 地先 

西区中島町８１４番１ 地先 

２２－１２２ 
中原町 

第２４号線 

西区中原町５５９番１ 地先 

西区中原町３６番１ 地先 

２２－１２５ 
中原町 

第２７号線 

西区中原町６１番１ 地先 

西区中原町９６番１ 地先 

２２－１３７ 
沖新町 

第６３号線 

西区沖新町１２２０番１ 地先 

西区沖新町１２１３番２ 地先 

２２－１６１ 
中原町 

第４２号線 

西区中原町５８４番１ 地先 

西区中原町６３４番１ 地先 

２２－１６２ 
中原町 

第４３号線 

西区中原町１０３番１ 地先 

西区中原町１番１ 地先 

２３－２５ 
戸島本町 

第４号線 

東区戸島本町４０６４番２ 地先 

東区戸島本町４０４４番４ 地先 

２３－２６ 
戸島３丁目２丁目第１

号線 

東区戸島三丁目３９１４番 地先 

東区戸島二丁目３６６３番 地先 
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２３－３５ 
小山１丁目 

第４号線 

東区小山一丁目６９２番１ 地先 

東区小山一丁目３４００番３ 地先 

２３－９８ 
長嶺西２丁目 

第８号線 

東区長嶺西二丁目２５９０番１ 地先 

東区長嶺西二丁目２５５１番８０ 地先 

２３－１００ 
鹿帰瀬町 

第２号線 

東区鹿帰瀬町６０１番 地先 

東区鹿帰瀬町６１８番１ 地先 

２３－１０１ 
鹿帰瀬町 

第３号線 

東区鹿帰瀬町６４４番１ 地先 

東区鹿帰瀬町６５番１ 地先 

２３－１２６ 
上南部３丁目４丁目第

１号線 

東区上南部三丁目１２３１番 地先 

東区上南部四丁目８３７番１ 地先 

２３－１５１ 
戸島３丁目戸島４丁目

第１号線 

東区戸島三丁目３８７１番５ 地先 

東区戸島四丁目３８１６番１ 地先 

２３－２０７ 
戸島町 

第４０号線 

東区戸島町３４５番１ 地先 

東区戸島町３２１番 地先 

２３－２１４ 
戸島６丁目 

第２号線 

東区戸島六丁目１６７０番１ 地先 

東区戸島六丁目１５７１番３ 地先 

２３－２１９ 
戸島７丁目戸島町第１

号線 

東区戸島七丁目１６４７番１ 地先 

東区戸島町２０４６番１ 地先 

２３－４３８ 
八反田３丁目長嶺東１

丁目第１号線 

東区八反田三丁目３２１８番１ 地先 

東区長嶺東一丁目３０４８番１ 地先 

２３－５６１ 
鹿帰瀬町 

第８号線 

東区鹿帰瀬町３１２番１ 地先 

東区鹿帰瀬町１０番１ 地先 

２３－６４３ 
鹿帰瀬町 

第９号線 

東区鹿帰瀬町５１９番１ 地先 

東区鹿帰瀬町４９９番 地先 

２３－８９１ 
戸島町 

第１４１号線 

東区戸島町２１５５番 地先 

東区戸島町２１３０番１ 地先 

２５－１ 
船津野出 

第１号線 

西区河内町船津１０５６番１ 地先 

西区河内町野出６０９番６ 地先 

２５－２８ 
河内町船津 

第２号線 

西区河内町船津８５４番２ 地先 

西区河内町船津８５７番１ 地先 
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２５－３５ 
船津 

第７号線 

西区河内町船津１００２番２ 地先 

西区河内町船津８８５番１ 地先 

２５－８７ 
岳 

第５号線 

西区河内町岳８６番１ 地先 

西区河内町岳１７９４番１ 地先 

２５－１３４ 
河内町船津 

第４号線 

西区河内町船津８８２番 地先 

西区河内町船津７７３番１ 地先 

２５－１３５ 
船津 

第３４号線 

西区河内町船津８７８番１ 地先 

西区河内町船津８７１番 地先 

２５－１３６ 
岳 

第１９号線 

西区河内町岳４６９番２ 地先 

西区河内町岳４５７番１ 地先 

２５－１３７ 
船津 

第３５号線 

西区河内町船津８８２番 地先 

西区河内町船津８６６番 地先 

２５－１３８ 
船津白浜 

第３号線 

西区河内町白浜１５２番１ 地先 

西区河内町船津７４２番１ 地先 

２５－１３９ 
船津 

第３６号線 

西区河内町船津７２７番１ 地先 

西区河内町船津１２２６番 地先 

２６－６１ 
土河原町砂原町 

第１号線 

南区土河原町７１９番 地先 

南区砂原町１６２番１ 地先 

２６－６６ 
今町 

第１号線 

南区今町５２４番１ 地先 

南区今町８１１番１ 地先 

２６－１６９ 
今町砂原町 

第１号線 

南区今町８１８番 地先 

南区砂原町９１５番４ 地先 

２６－１７０ 
砂原町孫代町 

第１号線 

南区砂原町１６０番３ 地先 

南区孫代町５８５番 地先 

４１０５ 
廻江新 

第１号線 

南区富合町廻江６２４番１ 地先 

南区富合町新５８１番３ 地先 

４１０６ 
清藤 

第１号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 

南区富合町清藤１７９番２ 地先 

４１０７ 
榎津田尻 

第１号線 

南区富合町榎津３０３番１ 地先 

南区富合町田尻４１１番２ 地先 
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４１０８ 
古閑莎崎 

第１号線 

南区富合町古閑１０８３番３ 地先 

南区富合町莎崎１３１番１ 地先 

４１０９ 
上杉釈迦堂 

第１号線 

南区富合町上杉３５０番１ 地先 

南区富合町釈迦堂８９９番１ 地先 

４１１０ 
小岩瀬莎崎 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１９４番１ 地先 

南区富合町莎崎６３８番 地先 

４１１１ 
平原 

第１号線 

南区富合町平原８６番２ 地先 

南区富合町平原１４２９番 地先 

４１１２ 
杉島榎津 

第１号線 

南区富合町杉島６４４番１ 地先 

南区富合町榎津６９番 地先 

４１１３ 
平原 

第２号線 

南区富合町平原９１０番１ 地先 

南区富合町平原９１４番３７ 地先 

４１１４ 
田尻南田尻 

第１号線 

南区富合町田尻２３５番１ 地先 

南区富合町南田尻４８６番 地先 

４１１５ 
南田尻榎津 

第１号線 

南区富合町南田尻５８７番１ 地先 

南区富合町榎津１１７番１ 地先 

４１１６ 
志々水莎崎 

第１号線 

南区富合町志々水３８２番１ 地先 

南区富合町莎崎９５２番２ 地先 

５１４６ 
杉島御船手 

第１号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 

南区富合町御船手１５２９番 地先 

５１４７ 
莎崎菰江 

第１号線 

南区富合町莎崎６２８番４ 地先 

南区富合町菰江９７番 地先 

５１４８ 
田尻小岩瀬 

第１号線 

南区富合町田尻６６５番２ 地先 

南区富合町小岩瀬９７４番 地先 

５１４９ 
榎津廻江 

第１号線 

南区富合町榎津６５１番１ 地先 

南区富合町廻江７３７番１ 地先 

２８－１ 
榎津 

第１号線 

南区富合町榎津１０３６番１ 地先 

南区富合町榎津１０８７番１ 地先 

２８－２ 
榎津 

第２号線 

南区富合町榎津１２４０番６ 地先 

南区富合町榎津１１６１番５ 地先 
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２８－３ 
榎津 

第３号線 

南区富合町榎津６６０番２ 地先 

南区富合町榎津９７６番 地先 

２８－４ 
榎津 

第４号線 

南区富合町榎津２５番１ 地先 

南区富合町榎津１９番１ 地先 

２８－５ 
榎津 

第５号線 

南区富合町榎津８００番１ 地先 

南区富合町榎津８５２番 地先 

２８－６ 
榎津 

第６号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 

南区富合町榎津８６０番１ 地先 

２８－７ 
榎津 

第７号線 

南区富合町榎津１０番１ 地先 

南区富合町榎津１５番 地先 

２８－８ 
榎津 

第８号線 

南区富合町榎津９９９番１ 地先 

南区富合町榎津８６０番 地先 

２８－９ 
榎津 

第９号線 

南区富合町榎津２７５番 地先 

南区富合町榎津２６０番１ 地先 

２８－１０ 
榎津 

第１０号線 

南区富合町榎津２８５番３ 地先 

南区富合町榎津３４２番 地先 

２８－１１ 
榎津 

第１１号線 

南区富合町榎津１１２８番２０ 地先 

南区富合町榎津１１６０番 地先 

２８－１２ 
榎津 

第１２号線 

南区富合町榎津１２３３番５ 地先 

南区富合町榎津１３４３番１１ 地先 

２８－１３ 
榎津 

第１３号線 

南区富合町榎津５４５番 地先 

南区富合町榎津５４７番 地先 

２８－１４ 
榎津 

第１４号線 

南区富合町榎津７９３番４ 地先 

南区富合町榎津７５６番 地先 

２８－１５ 
榎津 

第１５号線 

南区富合町榎津８２０番１ 地先 

南区富合町榎津８５７番 地先 

２８－１６ 
榎津 

第１６号線 

南区富合町榎津１１２４番３ 地先 

南区富合町榎津１０８０番６ 地先 

２８－１７ 
榎津 

第１７号線 

南区富合町榎津１３７０番１ 地先 

南区富合町榎津１３６４番 地先 
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２８－１８ 
榎津 

第１８号線 

南区富合町榎津１１４７番１６ 地先 

南区富合町榎津１２１３番 地先 

２８－１９ 
榎津 

第１９号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 

南区富合町榎津２６０番１０ 地先 

２８－２０ 
榎津 

第２０号線 

南区富合町榎津２６０番２ 地先 

南区富合町榎津２６０番３ 地先 

２８－２１ 
榎津 

第２１号線 

南区富合町榎津５８２番１ 地先 

南区富合町榎津５８２番７ 地先 

２８－２２ 
榎津大町 

第１号線 

南区富合町榎津６３９番１ 地先 

南区富合町大町３８６番１ 地先 

２８－２３ 
榎津大町 

第２号線 

南区富合町榎津７５０番 地先 

南区富合町大町５３０番１ 地先 

２８－２４ 
榎津木原 

第１号線 

南区富合町榎津１７０番２ 地先 

南区富合町木原１４２７番１ 地先 

２８－２５ 
榎津木原 

第２号線 

南区富合町榎津２１２番１ 地先 

南区富合町木原１４６２番２ 地先 

２８－２６ 
榎津木原 

第３号線 

南区富合町榎津３３２番３ 地先 

南区富合町木原８３８番 地先 

２８－２７ 
榎津平原 

第１号線 

南区富合町榎津６０３番１ 地先 

南区富合町平原９１番３ 地先 

２８－２８ 
大町 

第１号線 

南区富合町大町３１番１ 地先 

南区富合町大町７２番１ 地先 

２８－２９ 
大町 

第２号線 

南区富合町大町２６６番 地先 

南区富合町大町６９２番 地先 

２８－３０ 
大町 

第３号線 

南区富合町大町７７０番 地先 

南区富合町大町７８２番 地先 

２８－３１ 
大町 

第４号線 

南区富合町大町１９７番２ 地先 

南区富合町大町６５番１ 地先 

２８－３２ 
大町 

第５号線 

南区富合町大町３８７番 地先 

南区富合町大町４１８番３ 地先 
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２８－３３ 
大町 

第６号線 

南区富合町大町４０９番 地先 

南区富合町大町９６５番２ 地先 

２８－３４ 
大町 

第７号線 

南区富合町大町４３６番 地先 

南区富合町大町４５６番 地先 

２８－３５ 
大町 

第８号線 

南区富合町大町２５７番 地先 

南区富合町大町４９０番 地先 

２８－３６ 
大町 

第９号線 

南区富合町大町８２番 地先 

南区富合町大町３２１番 地先 

２８－３７ 
大町 

第１０号線 

南区富合町大町２７番９ 地先 

南区富合町大町２７番６ 地先 

２８－３８ 
大町 

第１１号線 

南区富合町大町３９７番９ 地先 

南区富合町大町３９７番１５ 地先 

２８－３９ 
大町榎津 

第１号線 

南区富合町大町７４５番 地先 

南区富合町榎津９３３番１０ 地先 

２８－４０ 
大町上杉 

第１号線 

南区富合町大町６２１番６ 地先 

南区富合町上杉４７６番２ 地先 

２８－４１ 
大町上杉 

第２号線 

南区富合町大町８４７番 地先 

南区富合町上杉１６３番 地先 

２８－４２ 
硴江 

第１号線 

南区富合町硴江４０２番 地先 

南区富合町硴江３６５番１ 地先 

２８－４３ 
硴江 

第２号線 

南区富合町硴江５４０番 地先 

南区富合町硴江３０７番 地先 

２８－４４ 
硴江 

第３号線 

南区富合町硴江４１０番２ 地先 

南区富合町硴江１１６番１ 地先 

２８－４５ 
硴江 

第４号線 

南区富合町硴江１２６番 地先 

南区富合町硴江２４４番１ 地先 

２８－４６ 
硴江 

第５号線 

南区富合町硴江１１４番１ 地先 

南区富合町硴江２番 地先 

２８－４７ 
上杉 

第１号線 

南区富合町上杉３９４番１ 地先 

南区富合町上杉１９番 地先 
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２８－４８ 
上杉 

第２号線 

南区富合町上杉２４７番１ 地先 

南区富合町上杉４１８番１ 地先 

２８－４９ 
上杉 

第３号線 

南区富合町上杉２６６番４ 地先 

南区富合町上杉２６６番４ 地先 

２８－５０ 
上杉 

第４号線 

南区富合町上杉５５３番 地先 

南区富合町上杉５６２番 地先 

２８－５１ 
上杉 

第５号線 

南区富合町上杉２３２番１３ 地先 

南区富合町上杉２３２番１ 地先 

２８－５２ 
上杉大町 

第１号線 

南区富合町上杉１３３番 地先 

南区富合町大町７６３番 地先 

２８－５３ 
上杉大町 

第２号線 

南区富合町上杉４７６番１ 地先 

南区富合町大町４８９番 地先 

２８－５４ 
上杉釈迦堂 

第２号線 

南区富合町上杉２００番 地先 

南区富合町釈迦堂２１番１ 地先 

２８－５５ 
清藤 

第２号線 

南区富合町清藤３８２番２ 地先 

南区富合町清藤６６番１ 地先 

２８－５６ 
清藤 

第３号線 

南区富合町清藤４０５番３ 地先 

南区富合町清藤４２３番１ 地先 

２８－５７ 
清藤 

第４号線 

南区富合町清藤４３６番１ 地先 

南区富合町清藤４２８番１ 地先 

２８－５８ 
清藤 

第５号線 

南区富合町清藤３５２番１ 地先 

南区富合町清藤３３６番１ 地先 

２８－５９ 
清藤 

第６号線 

南区富合町清藤３０９番 地先 

南区富合町清藤２７２番１ 地先 

２８－６０ 
清藤 

第７号線 

南区富合町清藤４８８番１４ 地先 

南区富合町清藤４８８番７ 地先 

２８－６１ 
清藤 

第８号線 

南区富合町清藤３４８番１ 地先 

南区富合町清藤３４３番１ 地先 

２８－６２ 
清藤 

第９号線 

南区富合町清藤１３３番１ 地先 

南区富合町清藤１６０番２ 地先 
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２８－６３ 
清藤 

第１０号線 

南区富合町清藤４４６番２０ 地先 

南区富合町清藤４４６番１７ 地先 

２８－６４ 
清藤 

第１１号線 

南区富合町清藤４４６番１４ 地先 

南区富合町清藤４４６番８ 地先 

２８－６５ 
清藤 

第１２号線 

南区富合町清藤３３６番２０ 地先 

南区富合町清藤３３６番１３ 地先 

２８－６６ 
清藤 

第１３号線 

南区富合町清藤３３６番１４ 地先 

南区富合町清藤３３６番１８ 地先 

２８－６７ 
清藤 

第１４号線 

南区富合町清藤２６７番１９ 地先 

南区富合町清藤２６７番１５ 地先 

２８－６８ 
清藤 

第１５号線 

南区富合町清藤２６７番１６ 地先 

南区富合町清藤２６７番９ 地先 

２８－６９ 
清藤 

第１６号線 

南区富合町清藤４４５番５ 地先 

南区富合町清藤４４５番３ 地先 

２８－７０ 
清藤榎津 

第１号線 

南区富合町清藤４６７番２ 地先 

南区富合町榎津１０９８番２ 地先 

２８－７１ 
清藤榎津 

第２号線 

南区富合町清藤４５３番１ 地先 

南区富合町榎津５４８番 地先 

２８－７２ 
清藤木原 

第１号線 

南区富合町清藤５３９番１ 地先 

南区富合町木原８７１番４ 地先 

２８－７３ 
清藤国町 

第１号線 

南区富合町清藤１９５番 地先 

南区富合町国町１番１ 地先 

２８－７４ 
清藤田尻 

第１号線 

南区富合町清藤１３７番１ 地先 

南区富合町田尻６３０番５ 地先 

２８－７５ 
木原 

第１号線 

南区富合町木原１７００番 地先 

南区富合町木原１７７１番１ 地先 

２８－７６ 
木原 

第２号線 

南区富合町木原２０７４番１ 地先 

南区富合町木原５７２番１ 地先 

２８－７７ 
木原 

第３号線 

南区富合町木原１０９４番 地先 

南区富合町木原６９８番 地先 
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２８－７８ 
木原 

第４号線 

南区富合町木原２１１０番 地先 

南区富合町木原２０８４番４ 地先 

２８－７９ 
木原 

第５号線 

南区富合町木原３２９番２ 地先 

南区富合町木原１８６番 地先 

２８－８０ 
木原 

第６号線 

南区富合町木原８１４番４ 地先 

南区富合町木原６３１番 地先 

２８－８１ 
木原 

第７号線 

南区富合町木原７２７番４ 地先 

南区富合町木原７５６番２ 地先 

２８－８２ 
木原 

第８号線 

南区富合町木原１３６２番 地先 

南区富合町木原１０６８番 地先 

２８－８３ 
木原 

第９号線 

南区富合町木原６０５番１ 地先 

南区富合町木原５６８番１ 地先 

２８－８４ 
木原 

第１０号線 

南区富合町木原１５７番１ 地先 

南区富合町木原４０５番１ 地先 

２８－８５ 
木原 

第１１号線 

南区富合町木原６１９番３ 地先 

南区富合町木原３２９番２ 地先 

２８－８６ 
木原 

第１２号線 

南区富合町木原２０４番２ 地先 

南区富合町木原２１９番 地先 

２８－８７ 
木原 

第１３号線 

南区富合町木原２０６５番１ 地先 

南区富合町木原２０５８番２ 地先 

２８－８８ 
木原 

第１４号線 

南区富合町木原１６８７番１ 地先 

南区富合町木原１９９３番１ 地先 

２８－８９ 
木原 

第１５号線 

南区富合町木原１４８２番３ 地先 

南区富合町木原１４６５番１ 地先 

２８－９０ 
木原 

第１６号線 

南区富合町木原１９６１番１ 地先 

南区富合町木原２６２９番２ 地先 

２８－９２ 
木原平原 

第１号線 

南区富合町木原１０９９番 地先 

南区富合町平原２２９番 地先 

２８－９３ 
小岩瀬 

第１号線 

南区富合町小岩瀬４２番５ 地先 

南区富合町小岩瀬３３０番１ 地先 
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２８－９４ 
小岩瀬 

第２号線 

南区富合町小岩瀬８２４番２ 地先 

南区富合町小岩瀬３６１番 地先 

２８－９５ 
小岩瀬 

第３号線 

南区富合町小岩瀬３６１番 地先 

南区富合町小岩瀬３５０番２ 地先 

２８－９６ 
小岩瀬 

第４号線 

南区富合町小岩瀬３１３番 地先 

南区富合町小岩瀬３０５番２ 地先 

２８－９７ 
小岩瀬 

第５号線 

南区富合町小岩瀬１５５番２ 地先 

南区富合町小岩瀬２４４番１ 地先 

２８－９８ 
小岩瀬 

第６号線 

南区富合町小岩瀬３１２番 地先 

南区富合町小岩瀬３２４番２ 地先 

２８－９９ 
小岩瀬 

第７号線 

南区富合町小岩瀬３３１番 地先 

南区富合町小岩瀬３７９番２ 地先 

２８－１００ 
小岩瀬 

第８号線 

南区富合町小岩瀬７００番 地先 

南区富合町小岩瀬６９１番１ 地先 

２８－１０１ 
小岩瀬 

第９号線 

南区富合町小岩瀬４６９番４ 地先 

南区富合町小岩瀬４７１番１ 地先 

２８－１０２ 
小岩瀬 

第１０号線 

南区富合町小岩瀬８９０番１ 地先 

南区富合町小岩瀬８６２番 地先 

２８－１０３ 
小岩瀬 

第１１号線 

南区富合町小岩瀬２４０番１ 地先 

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先 

２８－１０４ 
小岩瀬 

第１２号線 

南区富合町小岩瀬２３４番３ 地先 

南区富合町小岩瀬２９４番 地先 

２８－１０５ 
小岩瀬 

第１３号線 

南区富合町小岩瀬４４１番 地先 

南区富合町小岩瀬４１３番１ 地先 

２８－１０６ 
小岩瀬 

第１４号線 

南区富合町小岩瀬１８１番２ 地先 

南区富合町小岩瀬１４２番５ 地先 

２８－１０７ 
小岩瀬莎崎 

第２号線 

南区富合町小岩瀬２４０番２ 地先 

南区富合町莎崎９１６番 地先 

２８－１０８ 
小岩瀬国町 

第１号線 

南区富合町小岩瀬２１６番１ 地先 

南区富合町国町１１７番１ 地先 
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２８－１０９ 
小岩瀬菰江 

第１号線 

南区富合町小岩瀬８９４番 地先 

南区富合町菰江２５５番１ 地先 

２８－１１０ 
小岩瀬菰江 

第２号線 

南区富合町小岩瀬４１９番２ 地先 

南区富合町菰江２７７番 地先 

２８－１１１ 
小岩瀬杉島 

第１号線 

南区富合町小岩瀬１２６番１ 地先 

南区富合町杉島７９７番１ 地先 

２８－１１２ 
莎崎 

第１号線 

南区富合町莎崎３１０番１ 地先 

南区富合町莎崎８１８番 地先 

２８－１１３ 
莎崎 

第２号線 

南区富合町莎崎５４番１ 地先 

南区富合町莎崎１２２番１ 地先 

２８－１１４ 
莎崎 

第３号線 

南区富合町莎崎５７番５ 地先 

南区富合町莎崎４５３番 地先 

２８－１１５ 
莎崎 

第４号線 

南区富合町莎崎７０５番 地先 

南区富合町莎崎３３番１ 地先 

２８－１１６ 
莎崎 

第５号線 

南区富合町莎崎６２８番１ 地先 

南区富合町莎崎９５６番 地先 

２８－１１７ 
莎崎 

第６号線 

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２７ 地先 

２８－１１８ 
莎崎 

第７号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２５ 地先 

２８－１１９ 
莎崎 

第８号線 

南区富合町莎崎６３４番２６ 地先 

南区富合町莎崎６３４番２２ 地先 

２８－１２０ 
莎崎 

第９号線 

南区富合町莎崎５１１番２ 地先 

南区富合町莎崎４５番６ 地先 

２８－１２１ 
莎崎 

第１０号線 

南区富合町莎崎２９９番 地先 

南区富合町莎崎２８８番 地先 

２８－１２２ 
莎崎 

第１１号線 

南区富合町莎崎３１１番 地先 

南区富合町莎崎３８０番 地先 

２８－１２３ 
莎崎 

第１２号線 

南区富合町莎崎７６５番 地先 

南区富合町莎崎７５７番１ 地先 
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２８－１２４ 
莎崎 

第１３号線 

南区富合町莎崎６５６番 地先 

南区富合町莎崎６５３番 地先 

２８－１２５ 
莎崎 

第１４号線 

南区富合町莎崎８９４番 地先 

南区富合町莎崎８９０番 地先 

２８－１２６ 
莎崎 

第１５号線 

南区富合町莎崎８０８番 地先 

南区富合町莎崎３８５番 地先 

２８－１２７ 
莎崎 

第１６号線 

南区富合町莎崎４３１番 地先 

南区富合町莎崎１１５番１ 地先 

２８－１２８ 
莎崎 

第１７号線 

南区富合町莎崎７９５番 地先 

南区富合町莎崎７４５番 地先 

２８－１２９ 
莎崎 

第１８号線 

南区富合町莎崎７６９番２ 地先 

南区富合町莎崎７９５番 地先 

２８－１３０ 
莎崎 

第１９号線 

南区富合町莎崎６８７番 地先 

南区富合町莎崎６７６番２ 地先 

２８－１３１ 
莎崎 

第２０号線 

南区富合町莎崎３１７番１ 地先 

南区富合町莎崎３０１番 地先 

２８－１３２ 
莎崎 

第２１号線 

南区富合町莎崎６４番１ 地先 

南区富合町莎崎６４番１ 地先 

２８－１３３ 
莎崎 

第２２号線 

南区富合町莎崎４９３番１ 地先 

南区富合町莎崎４９３番１ 地先 

２８－１３４ 
莎崎 

第２３号線 

南区富合町莎崎８５５番 地先 

南区富合町莎崎８０６番 地先 

２８－１３５ 
莎崎 

第２４号線 

南区富合町莎崎９１０番 地先 

南区富合町莎崎９０４番 地先 

２８－１３６ 
莎崎 

第２５号線 

南区富合町莎崎３３８番６ 地先 

南区富合町莎崎３４６番 地先 

２８－１３７ 
古閑 

第１号線 

南区富合町古閑１１０３番１ 地先 

南区富合町古閑１２１７番１ 地先 

２８－１３８ 
古閑 

第２号線 

南区富合町古閑８８８番１ 地先 

南区富合町古閑８８８番１ 地先 



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 467 - 

２８－１３９ 
古閑 

第３号線 

南区富合町古閑１２６５番１ 地先 

南区富合町古閑１２６７番３ 地先 

２８－１４０ 
古閑 

第４号線 

南区富合町古閑１０８３番５ 地先 

南区富合町古閑１０８７番 地先 

２８－１４１ 
古閑 

第５号線 

南区富合町古閑９２３番４ 地先 

南区富合町古閑９５０番２ 地先 

２８－１４２ 
古閑 

第６号線 

南区富合町古閑１１６７番 地先 

南区富合町古閑１１７８番１ 地先 

２８－１４３ 
古閑 

第７号線 

南区富合町古閑９９０番 地先 

南区富合町古閑９２５番 地先 

２８－１４４ 
古閑 

第８号線 

南区富合町古閑１０６６番１ 地先 

南区富合町古閑７７１番１ 地先 

２８－１４５ 
古閑志々水 

第１号線 

南区富合町古閑８３２番 地先 

南区富合町志々水７６６番８ 地先 

２８－１４６ 
古閑西田尻 

第１号線 

南区富合町古閑１２２１番１ 地先 

南区富合町西田尻９０５番 地先 

２８－１４７ 
古閑廻江 

第１号線 

南区富合町古閑９２９番２ 地先 

南区富合町廻江５４８番３ 地先 

２８－１４８ 
国町 

第１号線 

南区富合町国町１０９番１ 地先 

南区富合町国町２２６番１ 地先 

２８－１４９ 
国町 

第２号線 

南区富合町国町１３３番２ 地先 

南区富合町国町１７１番２ 地先 

２８－１５０ 
国町 

第３号線 

南区富合町国町３４６番 地先 

南区富合町国町３３７番３ 地先 

２８－１５１ 
国町 

第４号線 

南区富合町国町５４８番 地先 

南区富合町国町５４８番 地先 

２８－１５２ 
国町 

第５号線 

南区富合町国町１７１番２ 地先 

南区富合町国町５４７番５ 地先 

２８－１５３ 
国町小岩瀬 

第１号線 

南区富合町国町５２１番１ 地先 

南区富合町小岩瀬７８３番 地先 
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２８－１５４ 
国町小岩瀬 

第２号線 

南区富合町国町１９７番３ 地先 

南区富合町小岩瀬７８３番 地先 

２８－１５５ 
国町小岩瀬 

第３号線 

南区富合町国町５４３番２ 地先 

南区富合町小岩瀬５１６番１ 地先 

２８－１５６ 
国町莎崎 

第１号線 

南区富合町国町５４７番４ 地先 

南区富合町莎崎８８８番 地先 

２８－１５７ 
国町莎崎 

第２号線 

南区富合町国町１１５番１ 地先 

南区富合町莎崎８２１番 地先 

２８－１５８ 
菰江 

第１号線 

南区富合町菰江２３０番 地先 

南区富合町菰江３１１番２ 地先 

２８－１５９ 
菰江 

第２号線 

南区富合町菰江２９９番 地先 

南区富合町菰江１４４番 地先 

２８－１６０ 
菰江 

第３号線 

南区富合町菰江６０８番 地先 

南区富合町菰江２７３番 地先 

２８－１６１ 
菰江 

第４号線 

南区富合町菰江２９７番 地先 

南区富合町菰江４１８番 地先 

２８－１６２ 
菰江 

第５号線 

南区富合町菰江３５９番 地先 

南区富合町菰江３５番６ 地先 

２８－１６３ 
志々水 

第１号線 

南区富合町志々水３７１番１ 地先 

南区富合町志々水４３４番 地先 

２８－１６４ 
志々水 

第２号線 

南区富合町志々水１８３番２ 地先 

南区富合町志々水３０３番 地先 

２８－１６５ 
志々水 

第３号線 

南区富合町志々水２５５番２ 地先 

南区富合町志々水７４２番１ 地先 

２８－１６６ 
志々水 

第４号線 

南区富合町志々水７６１番 地先 

南区富合町志々水７４７番 地先 

２８－１６７ 
志々水 

第５号線 

南区富合町志々水１６２番１ 地先 

南区富合町志々水３５５番２ 地先 

２８－１６８ 
志々水 

第６号線 

南区富合町志々水８１番１ 地先 

南区富合町志々水９３番 地先 
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２８－１６９ 
志々水 

第７号線 

南区富合町志々水４４５番 地先 

南区富合町志々水４７０番３ 地先 

２８－１７０ 
志々水 

第８号線 

南区富合町志々水３６１番 地先 

南区富合町志々水３６６番 地先 

２８－１７１ 
志々水 

第９号線 

南区富合町志々水９番１ 地先 

南区富合町志々水１２７番１ 地先 

２８－１７２ 
志々水 

第１０号線 

南区富合町志々水７３番１ 地先 

南区富合町志々水１２０番１ 地先 

２８－１７３ 
志々水 

第１１号線 

南区富合町志々水６６番１ 地先 

南区富合町志々水１２８番１ 地先 

２８－１７４ 
志々水 

第１２号線 

南区富合町志々水１５１番１ 地先 

南区富合町志々水６６番１ 地先 

２８－１７５ 
志々水硴江 

第１号線 

南区富合町志々水５４１番 地先 

南区富合町硴江４７３番 地先 

２８－１７６ 
志々水清藤 

第１号線 

南区富合町志々水４９番４ 地先 

南区富合町清藤４５７番７ 地先 

２８－１７７ 
志々水新 

第１号線 

南区富合町志々水２２番２ 地先 

南区富合町新４１９番１ 地先 

２８－１７８ 
志々水田尻 

第１号線 

南区富合町志々水５９８番 地先 

南区富合町田尻６６３番 地先 

２８－１７９ 
志々水田尻 

第２号線 

南区富合町志々水２０番１ 地先 

南区富合町田尻２５６番１ 地先 

２８－１８０ 
志々水西田尻 

第１号線 

南区富合町志々水６７７番 地先 

南区富合町西田尻９２９番１ 地先 

２８－１８１ 
釈迦堂 

第１号線 

南区富合町釈迦堂２０４番２ 地先 

南区富合町釈迦堂４７４番４ 地先 

２８－１８２ 
釈迦堂 

第２号線 

南区富合町釈迦堂５９５番 地先 

南区富合町釈迦堂５８１番 地先 

２８－１８３ 
釈迦堂 

第３号線 

南区富合町釈迦堂１２９番 地先 

南区富合町釈迦堂４３５番 地先 
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２８－１８４ 
釈迦堂 

第４号線 

南区富合町釈迦堂４９０番 地先 

南区富合町釈迦堂４８９番２ 地先 

２８－１８５ 
釈迦堂 

第５号線 

南区富合町釈迦堂１４番 地先 

南区富合町釈迦堂６４０番１ 地先 

２８－１８６ 
釈迦堂 

第６号線 

南区富合町釈迦堂５１１番 地先 

南区富合町釈迦堂７２２番１ 地先 

２８－１８７ 
釈迦堂 

第７号線 

南区富合町釈迦堂３８８番１ 地先 

南区富合町釈迦堂３４９番１ 地先 

２８－１８８ 
釈迦堂 

第８号線 

南区富合町釈迦堂５０１番２ 地先 

南区富合町釈迦堂５８８番 地先 

２８－１８９ 
釈迦堂 

第９号線 

南区富合町釈迦堂８９４番１ 地先 

南区富合町釈迦堂８９８番３ 地先 

２８－１９０ 
釈迦堂 

第１０号線 

南区富合町釈迦堂８３７番 地先 

南区富合町釈迦堂７４８番 地先 

２８－１９１ 
新 

第１号線 

南区富合町新４６３番１ 地先 

南区富合町新６８３番１ 地先 

２８－１９２ 
新 

第２号線 

南区富合町新５６５番 地先 

南区富合町新５０５番 地先 

２８－１９３ 
新榎津 

第１号線 

南区富合町新２２９番 地先 

南区富合町榎津５４０番１ 地先 

２８－１９４ 
新木原 

第１号線 

南区富合町新２４番 地先 

南区富合町木原１４９６番２ 地先 

２８－１９５ 
新古閑 

第１号線 

南区富合町新４６８番１ 地先 

南区富合町古閑１０４５番３ 地先 

２８－１９６ 
新田尻 

第１号線 

南区富合町新７０３番３ 地先 

南区富合町田尻４７４番 地先 

２８－１９７ 
新平原 

第１号線 

南区富合町新２５番２ 地先 

南区富合町平原４０７番１ 地先 

２８－１９８ 
新南田尻 

第１号線 

南区富合町新６０３番 地先 

南区富合町南田尻３４７番３ 地先 
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２８－１９９ 
杉島 

第１号線 

南区富合町杉島１１６４番１ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先 

２８－２００ 
杉島 

第２号線 

南区富合町杉島９０９番 地先 

南区富合町杉島９０９番 地先 

２８－２０１ 
杉島 

第３号線 

南区富合町杉島１１４２番４ 地先 

南区富合町杉島１１４２番１ 地先 

２８－２０２ 
杉島 

第４号線 

南区富合町杉島５８６番１ 地先 

南区富合町杉島５８６番３ 地先 

２８－２０３ 
杉島 

第５号線 

南区富合町杉島１番 地先 

南区富合町杉島１４７番 地先 

２８－２０４ 
杉島 

第６号線 

南区富合町杉島６６番２ 地先 

南区富合町杉島１８番 地先 

２８－２０５ 
杉島 

第７号線 

南区富合町杉島８２番 地先 

南区富合町杉島４１番３ 地先 

２８－２０６ 
杉島 

第８号線 

南区富合町杉島３２番 地先 

南区富合町杉島４６番 地先 

２８－２０７ 
杉島 

第９号線 

南区富合町杉島４５番１ 地先 

南区富合町杉島６５番 地先 

２８－２０８ 
杉島 

第１０号線 

南区富合町杉島５４番 地先 

南区富合町杉島７１番 地先 

２８－２０９ 
杉島 

第１１号線 

南区富合町杉島１２５番 地先 

南区富合町杉島１０４番 地先 

２８－２１０ 
杉島 

第１２号線 

南区富合町杉島１０５番 地先 

南区富合町杉島１０８番 地先 

２８－２１１ 
杉島 

第１３号線 

南区富合町杉島９４番 地先 

南区富合町杉島１０２番 地先 

２８－２１２ 
杉島 

第１４号線 

南区富合町杉島８７番 地先 

南区富合町杉島９１番 地先 

２８－２１３ 
杉島 

第１５号線 

南区富合町杉島１０９番 地先 

南区富合町杉島８９番 地先 
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２８－２１４ 
杉島 

第１６号線 

南区富合町杉島９０番 地先 

南区富合町杉島７６３番１ 地先 

２８－２１５ 
杉島 

第１７号線 

南区富合町杉島８３番 地先 

南区富合町杉島８８番 地先 

２８－２１６ 
杉島 

第１８号線 

南区富合町杉島７７７番３ 地先 

南区富合町杉島１１７番 地先 

２８－２１７ 
杉島 

第１９号線 

南区富合町杉島８３番 地先 

南区富合町杉島９０番 地先 

２８－２１８ 
杉島 

第２０号線 

南区富合町杉島５１番１ 地先 

南区富合町杉島１７番 地先 

２８－２１９ 
杉島 

第２１号線 

南区富合町杉島３８番 地先 

南区富合町杉島２４番 地先 

２８－２２０ 
杉島 

第２２号線 

南区富合町杉島１１５３番２ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１１ 地先 

２８－２２１ 
杉島 

第２３号線 

南区富合町杉島１１６４番７ 地先 

南区富合町杉島１１６９番９ 地先 

２８－２２２ 
杉島 

第２４号線 

南区富合町杉島１１５５番１ 地先 

南区富合町杉島１１５４番７ 地先 

２８－２２３ 
杉島 

第２５号線 

南区富合町杉島１１６２番１ 地先 

南区富合町杉島１１５５番１３ 地先 

２８－２２４ 
杉島 

第２６号線 

南区富合町杉島１１６３番１ 地先 

南区富合町杉島１１６２番１０ 地先 

２８－２２５ 
杉島 

第２７号線 

南区富合町杉島１１６４番１３ 地先 

南区富合町杉島１１６９番３ 地先 

２８－２２６ 
杉島 

第２８号線 

南区富合町杉島１１５２番３ 地先 

南区富合町杉島１１５２番４ 地先 

２８－２２７ 
杉島 

第２９号線 

南区富合町杉島１１４５番１ 地先 

南区富合町杉島１１４９番１１ 地先 

２８－２２８ 
杉島 

第３０号線 

南区富合町杉島１１４５番 地先 

南区富合町杉島１１４３番７ 地先 
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２８－２２９ 
杉島 

第３１号線 

南区富合町杉島１４５４番２ 地先 

南区富合町杉島１４５７番１ 地先 

２８－２３０ 
杉島 

第３２号線 

南区富合町杉島１３７２番 地先 

南区富合町杉島１４７８番１１ 地先 

２８－２３１ 
杉島 

第３３号線 

南区富合町杉島１３７０番３ 地先 

南区富合町杉島１３７８番１ 地先 

２８－２３２ 
杉島 

第３４号線 

南区富合町杉島１３６９番２ 地先 

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先 

２８－２３３ 
杉島 

第３５号線 

南区富合町杉島１１９５番 地先 

南区富合町杉島１２１９番 地先 

２８－２３４ 
杉島 

第３６号線 

南区富合町杉島１１７２番１ 地先 

南区富合町杉島１２２４番２ 地先 

２８－２３５ 
杉島 

第３７号線 

南区富合町杉島１１４５番３６ 地先 

南区富合町杉島１１４５番２ 地先 

２８－２３６ 
杉島 

第３８号線 

南区富合町杉島１１２６番７ 地先 

南区富合町杉島９４０番 地先 

２８－２３７ 
杉島 

第３９号線 

南区富合町杉島１１３５番２ 地先 

南区富合町杉島１１２９番 地先 

２８－２３８ 
杉島 

第４０号線 

南区富合町杉島１１４１番１ 地先 

南区富合町杉島９８２番１ 地先 

２８－２３９ 
杉島 

第４１号線 

南区富合町杉島１３８７番１ 地先 

南区富合町杉島１４０５番１ 地先 

２８－２４０ 
杉島 

第４２号線 

南区富合町杉島８９８番 地先 

南区富合町杉島１３７８番１１ 地先 

２８－２４１ 
杉島大町 

第１号線 

南区富合町杉島６２２番１ 地先 

南区富合町大町９６７番 地先 

２８－２４２ 
杉島川尻６丁目 

第1号線 

南区富合町杉島１２０７番１ 地先 

南区川尻六丁目５６９番１１０ 地先 

２８－２４３ 
田尻 

第１号線 

南区富合町田尻３８２番８ 地先 

南区富合町田尻４８６番 地先 
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２８－２４４ 
田尻 

第２号線 

南区富合町田尻４６２番３ 地先 

南区富合町田尻５３７番１ 地先 

２８－２４５ 
田尻 

第３号線 

南区富合町田尻５７７番２ 地先 

南区富合町田尻６６１番１ 地先 

２８－２４６ 
田尻 

第４号線 

南区富合町田尻２２４番 地先 

南区富合町田尻２００番４ 地先 

２８－２４７ 
田尻 

第５号線 

南区富合町田尻１６９番１ 地先 

南区富合町田尻２００番４ 地先 

２８－２４８ 
田尻 

第６号線 

南区富合町田尻１５番５ 地先 

南区富合町田尻１５番１ 地先 

２８－２４９ 
田尻 

第７号線 

南区富合町田尻３９４番 地先 

南区富合町田尻１４４番２ 地先 

２８－２５０ 
田尻 

第８号線 

南区富合町田尻５４１番 地先 

南区富合町田尻５０９番１ 地先 

２８－２５１ 
田尻 

第９号線 

南区富合町田尻１６３番１ 地先 

南区富合町田尻１５９番 地先 

２８－２５２ 
田尻 

第１０号線 

南区富合町田尻３８６番１ 地先 

南区富合町田尻４８０番１ 地先 

２８－２５３ 
田尻 

第１１号線 

南区富合町田尻４６５番１ 地先 

南区富合町田尻４６７番１ 地先 

２８－２５４ 
田尻 

第１２号線 

南区富合町田尻７００番２ 地先 

南区富合町田尻７００番１ 地先 

２８－２５５ 
田尻 

第１３号線 

南区富合町田尻４６３番１ 地先 

南区富合町田尻４８５番２ 地先 

２８－２５６ 
田尻古閑 

第１号線 

南区富合町田尻２５６番１ 地先 

南区富合町古閑１２１７番１ 地先 

２８－２５７ 
西田尻 

第１号線 

南区富合町西田尻９２９番２ 地先 

南区富合町西田尻８２６番１ 地先 

２８－２５８ 
西田尻 

第２号線 

南区富合町西田尻９２９番１ 地先 

南区富合町西田尻９２７番４ 地先 
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２８－２５９ 
西田尻 

第３号線 

南区富合町西田尻７３５番 地先 

南区富合町西田尻７６０番３ 地先 

２８－２６０ 
西田尻 

第４号線 

南区富合町西田尻７５１番２ 地先 

南区富合町西田尻７３８番３ 地先 

２８－２６１ 
西田尻硴江 

第１号線 

南区富合町西田尻８２２番４ 地先 

南区富合町硴江５０８番１ 地先 

２８－２６２ 
平原 

第３号線 

南区富合町平原７８５番１ 地先 

南区富合町平原７３０番 地先 

２８－２６３ 
平原 

第４号線 

南区富合町平原７２３番 地先 

南区富合町平原７２３番 地先 

２８－２６４ 
平原 

第５号線 

南区富合町平原８００番 地先 

南区富合町平原６６２番 地先 

２８－２６５ 
平原 

第６号線 

南区富合町平原２１８番１ 地先 

南区富合町平原２２９番 地先 

２８－２６６ 
平原 

第７号線 

南区富合町平原３９１番３ 地先 

南区富合町平原１６０２番１ 地先 

２８－２６７ 
平原 

第８号線 

南区富合町平原１６７８番２ 地先 

南区富合町平原１７６４番 地先 

２８－２６８ 
平原 

第９号線 

南区富合町平原１５５番１ 地先 

南区富合町平原２０２番 地先 

２８－２６９ 
平原 

第１０号線 

南区富合町平原８８５番 地先 

南区富合町平原８４０番 地先 

２８－２７０ 
平原新 

第１号線 

南区富合町平原２４７番 地先 

南区富合町新７１３番 地先 

２８－２７１ 
廻江 

第１号線 

南区富合町廻江７７６番１ 地先 

南区富合町廻江８６８番８ 地先 

２８－２７２ 
廻江 

第２号線 

南区富合町廻江５４３番２ 地先 

南区富合町廻江５９９番４ 地先 

２８－２７３ 
廻江 

第３号線 

南区富合町廻江５５２番１ 地先 

南区富合町廻江５５１番 地先 
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２８－２７４ 
廻江 

第４号線 

南区富合町廻江５３９番１ 地先 

南区富合町廻江５４８番３ 地先 

２８－２７５ 
廻江 

第５号線 

南区富合町廻江７７６番３ 地先 

南区富合町廻江７６１番１ 地先 

２８－２７６ 
廻江 

第６号線 

南区富合町廻江８０９番１ 地先 

南区富合町廻江７７２番１ 地先 

２８－２７７ 
廻江 

第７号線 

南区富合町廻江６９１番１ 地先 

南区富合町廻江６９４番２ 地先 

２８－２７８ 
廻江 

第８号線 

南区富合町廻江６８９番３ 地先 

南区富合町廻江６８９番１７ 地先 

２８－２７９ 
廻江 

第９号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 

南区富合町廻江６４２番１５ 地先 

２８－２８０ 
廻江 

第１０号線 

南区富合町廻江６４２番１ 地先 

南区富合町廻江６４２番１１ 地先 

２８－２８１ 
廻江 

第１１号線 

南区富合町廻江６３１番１ 地先 

南区富合町廻江６３１番２１ 地先 

２８－２８２ 
廻江 

第１２号線 

南区富合町廻江６３１番１８ 地先 

南区富合町廻江６３１番１５ 地先 

２８－２８３ 
廻江榎津 

第１号線 

南区富合町廻江５３８番 地先 

南区富合町榎津５９８番 地先 

２８－２８４ 
廻江大町 

第１号線 

南区富合町廻江７２７番１２ 地先 

南区富合町大町７０４番 地先 

２８－２８５ 
廻江清藤 

第１号線 

南区富合町廻江７５８番１ 地先 

南区富合町清藤８１番３ 地先 

２８－２８６ 
南田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻３５３番 地先 

南区富合町南田尻７７０番 地先 

２８－２８７ 
南田尻 

第２号線 

南区富合町南田尻５６２番２ 地先 

南区富合町南田尻１４０番１ 地先 

２８－２８８ 
南田尻 

第３号線 

南区富合町南田尻５４５番 地先 

南区富合町南田尻５９７番 地先 
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２８－２８９ 
南田尻 

第４号線 

南区富合町南田尻５４番１ 地先 

南区富合町南田尻１９番１ 地先 

２８－２９０ 
南田尻 

第５号線 

南区富合町南田尻４７８番 地先 

南区富合町南田尻４９７番 地先 

２８－２９１ 
南田尻 

第６号線 

南区富合町南田尻５７６番 地先 

南区富合町南田尻５８７番１ 地先 

２８－２９２ 
南田尻 

第７号線 

南区富合町南田尻４１５番 地先 

南区富合町南田尻４１９番 地先 

２８－２９３ 
南田尻 

第８号線 

南区富合町南田尻６０番１ 地先 

南区富合町南田尻５９５番 地先 

２８－２９４ 
南田尻 

第９号線 

南区富合町南田尻６３番 地先 

南区富合町南田尻４０２番 地先 

２８－２９５ 
南田尻 

第１０号線 

南区富合町南田尻２２０番 地先 

南区富合町南田尻１９番１ 地先 

２８－２９６ 
南田尻 

第１１号線 

南区富合町南田尻４２５番 地先 

南区富合町南田尻３３９番 地先 

２８－２９７ 
南田尻 

第１２号線 

南区富合町南田尻９６１番１ 地先 

南区富合町南田尻９０９番１ 地先 

２８－２９８ 
南田尻 

第１３号線 

南区富合町南田尻６４２番１ 地先 

南区富合町南田尻６８１番 地先 

２８－２９９ 
南田尻 

第１４号線 

南区富合町南田尻１５７番１ 地先 

南区富合町南田尻５５０番 地先 

２８－３００ 
南田尻 

第１５号線 

南区富合町南田尻５２０番１ 地先 

南区富合町南田尻６７６番 地先 

２８－３０１ 
南田尻 

第１６号線 

南区富合町南田尻４番 地先 

南区富合町南田尻８８番４ 地先 

２８－３０２ 
南田尻 

第１７号線 

南区富合町南田尻９８番３ 地先 

南区富合町南田尻８４番 地先 

２８－３０３ 
南田尻 

第１８号線 

南区富合町南田尻７６番 地先 

南区富合町南田尻７６番 地先 
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２８－３０４ 
南田尻新 

第１号線 

南区富合町南田尻１２番１ 地先 

南区富合町新７０８番１ 地先 

２８－３０５ 
南田尻田尻 

第１号線 

南区富合町南田尻４７１番２ 地先 

南区富合町田尻５８４番８ 地先 

２８－３０６ 
南田尻平原 

第１号線 

南区富合町南田尻３５５番 地先 

南区富合町平原７２９番 地先 

２８－３０７ 
南田尻平原 

第２号線 

南区富合町南田尻２６３番 地先 

南区富合町平原３４３番１ 地先 

供用開始の期日 
平成２７年３月６日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ４ 号   

平成２７年３月６日   

市道の路線を次のように認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づ

き告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

４－ 

５７１ 

水前寺４丁目 

第３９号線 

中央区水前寺四丁目７１番４ 地先 

中央区水前寺四丁目７１番８ 地先 

９－ 

１０６８ 

楡木２丁目 

第３号線 

北区楡木二丁目１５４７番６ 地先 

北区楡木二丁目１５４７番１６ 地先 

１２－ 

１１３０ 

小峯１丁目 

第３号線 

東区小峯一丁目２６１２番５２８ 地先 

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先 

１２－ 

１１３１ 

小峯１丁目 

第４号線 

東区小峯一丁目２６１２番５３５ 地先 

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先 

１２－ 

１１３２ 

花立５丁目 

第１４号線 

東区花立五丁目３８３３番２ 地先 

東区花立五丁目３８３４番４ 地先 

１４－ 

３８９ 

重富 

第５２号線 

東区画図町大字重富５７番７ 地先 

東区画図町大字重富５番６ 地先 

１４－ 

３９０ 

重富 

第５３号線 

東区画図町大字重富９５１番８ 地先 

東区画図町大字重富９５１番９ 地先 
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１４－ 

３９１ 

下無田 

第３４号線 

東区画図町大字下無田１３５番１０ 地先 

東区画図町大字下無田１３５番４ 地先 

１５－ 

７３０ 

御幸笛田７丁目 

第８号線 

南区御幸笛田七丁目１５７３番８ 地先 

南区御幸笛田七丁目１５７３番１６ 地先 

１７－ 

５００ 

野口３丁目 

第７号線 

南区野口三丁目９６１番８ 地先 

南区野口三丁目９６１番４ 地先 

１７－ 

７８ 

野口３丁目 

第１号線 

南区野口三丁目１２０２番 地先 

南区野口三丁目１２０９番１ 地先 

１７－ 

４９６ 

野口３丁目 

第３号線 

南区野口三丁目１７１０番３ 地先 

南区野口三丁目９９０番 地先 

１７－ 
５０１ 

野口３丁目 

第８号線 

南区野口三丁目１２０９番１ 地先 

南区野口三丁目１１４３番２ 地先 

１７－ 
５０２ 

野口３丁目 

第９号線 

南区野口三丁目１１３８番４ 地先 

南区野口三丁目１１３８番７ 地先 

２３－ 
８８９ 

小山４丁目 

第８号線 

東区小山四丁目１２７７番３ 地先 

東区小山四丁目１２８２番１ 地先 

２４－ 
５０９ 

梶尾町 

第１０５号線 

北区梶尾町１７８８番１ 地先 

北区梶尾町１７８１番１ 地先 

２４－ 
５１０ 

梶尾町 

第１０６号線 

北区梶尾町１７８１番２ 地先 

北区梶尾町１７８１番７ 地先 

２６－ 
１６８ 

土河原町 

第１３号線 

南区土河原町４６１番１ 地先 

南区土河原町４６１番６ 地先 

２９－ 
３０３９５ 

さんさん１丁目 

第１２号線 

南区城南町さんさん一丁目７番８ 地先 

南区城南町さんさん一丁目７番１３ 地先 

２９－ 

３０３９６ 

さんさん１丁目 

第１３号線 

南区城南町さんさん一丁目７番９ 地先 

南区城南町さんさん一丁目７番５ 地先 

２３－ 

８９０ 

長嶺東３丁目 

第４号線 

東区長嶺東三丁目１６２８番６ 地先 

東区長嶺東三丁目１６２８番１ 地先 

３－ 

１７４ 

新大江３丁目 

第８号線 

中央区新大江三丁目８１８番４ 地先 

中央区新大江三丁目８０８番１１ 地先 
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１１－ 

５２ 

帯山６丁目 

第８号線 

中央区帯山六丁目８５０番５ 地先 

中央区帯山六丁目８４７番３ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ５ 号   

平成２７年３月６日   

 市道の路線を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

１７－ 
７８ 

野口３丁目 

第１号線 

南区野口三丁目１２０２番 地先 

南区野口三丁目１１４３番４ 地先 

１７－ 
４９６ 

野口３丁目 

第３号線 

南区野口三丁目１１４０番１ 地先 

南区野口三丁目９８４番 地先 

３－ 
１７４ 

新大江３丁目 

第８号線 

新大江三丁目８１８番４ 地先 

新大江三丁目８０９番１ 地先 

１１－ 
５２ 

保田窪本町 

第３７号線 

保田窪本町８５０番６ 地先 

保田窪本町８４７番１ 地先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ６ 号   

平成２７年３月６日   

市道の区域を次のように決定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。           

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 

起      点 路面幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ）終      点 

４－ 

５７１ 

水前寺４丁目 

第３９号線 

中央区水前寺四丁目７１番４ 地先 ４．５～ 

９．５ 
４５．４

中央区水前寺四丁目７１番８ 地先

９－ 

１０６８ 

楡木２丁目 

第３号線 

北区楡木二丁目１５４７番６ 地先 ５．０～ 

９．２ 
８４．０

北区楡木二丁目１５４７番１６ 地先

１２－ 

１１３０ 

小峯１丁目 

第３号線 

東区小峯一丁目２６１２番５２８ 地先 ５．０～ 

９．６ 
６４．２

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先
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１２－ 

１１３１ 

小峯１丁目 

第４号線 

東区小峯一丁目２６１２番５３５ 地先 ５．０～ 

９．２ 
５０．５

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先

１２－ 

１１３２ 

花立５丁目 

第１４号線 

東区花立五丁目３８３３番２ 地先 ４．０～ 

９．０ 
７６．０

東区花立五丁目３８３４番４ 地先

１４－ 

３８９ 

重富 

第５２号線 

東区画図町大字重富５７番７ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
１３２．４

東区画図町大字重富５番６ 地先

１４－ 

３９０ 

重富 

第５３号線 

東区画図町大字重富９５１番８ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
３９．８

東区画図町大字重富９５１番９ 地先

１４－ 

３９１ 

下無田 

第３４号線 

東区画図町大字下無田１３５番１０ 地先 ５．０～ 

９．７ 
１３０．３

東区画図町大字下無田１３５番４ 地先

１５－ 

７３０ 

御幸笛田７丁目 

第８号線 

南区御幸笛田七丁目１５７３番８ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
７７．７

南区御幸笛田七丁目１５７３番１６ 地先

１７－ 

５００ 

野口３丁目 

第７号線 

南区野口三丁目９６１番８ 地先 ５．０～ 

１０．０ 
４８．２

南区野口三丁目９６１番４ 地先

１７－ 

７８ 

野口３丁目 

第１号線 

南区野口三丁目１２０２番 地先 ２．１～ 

９．２ 
８０．３

南区野口三丁目１２０９番１ 地先

１７－ 

４９６ 

野口３丁目 

第３号線 

南区野口三丁目１７１０番３ 地先 ２．１～ 

２．１ 
４７．４

南区野口三丁目９９０番 地先

１７－ 

５０１ 

野口３丁目 

第８号線 

南区野口三丁目１２０９番１ 地先 ５．０～ 

９．２ 
９５．３

南区野口三丁目１１４３番２ 地先

１７－ 

５０２ 

野口３丁目 

第９号線 

南区野口三丁目１１３８番４ 地先 ５．０～ 

９．４ 
４４．９

南区野口三丁目１１３８番７ 地先

２３－ 

８８９ 

小山４丁目 

第８号線 

東区小山四丁目１２７７番３ 地先 ５．０～ 

１５．０ 
５０．８

東区小山四丁目１２８２番１ 地先

２４－ 

５０９ 

梶尾町 

第１０５号線 

北区梶尾町１７８８番１ 地先 ５．０～ 

１０．５ 
１５１．８

北区梶尾町１７８１番１ 地先

２４－ 

５１０ 

梶尾町 

第１０６号線 

北区梶尾町１７８１番２ 地先 ６．０～ 

１０．８ 
７６．７

北区梶尾町１７８１番７ 地先

２６－ 

１６８ 

土河原町 

第１３号線 

南区土河原町４６１番１ 地先 ４．０～ 

１４．５ 
４５．３

南区土河原町４６１番６ 地先
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２９－ 

３０３９５ 
さんさん１丁目 

第１２号線 

南区城南町さんさん一丁目７番８ 地先 ６．０～ 

１１．０ 
１１７．９

南区城南町さんさん一丁目７番１３ 地先

２９－ 

３０３９６ 

さんさん１丁目 

第１３号線 

南区城南町さんさん一丁目７番９ 地先 ６．０～ 

１０．３ 
４１．９

南区城南町さんさん一丁目７番５ 地先

２３－ 

８９０ 

長嶺東３丁目 

第４号線 

東区長嶺東三丁目１６２８番６ 地先 ４．０～ 

８．３ 
４８．９

東区長嶺東三丁目１６２８番１ 地先

３－ 

１７４ 

新大江３丁目 

第８号線 

中央区新大江三丁目８１８番４ 地先 １．１～ 

１．１ 
４８．３

中央区新大江三丁目８０８番１１ 地先

１１－ 

５２ 

帯山６丁目 

第８号線 

中央区帯山六丁目８５０番５ 地先 ０．２～ 

０．５ 
２７．０

中央区帯山六丁目８４７番３ 地先

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ３ ７ 号   

平成２７年３月６日   

市道の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

                 熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 路 線 名 
起      点 

終      点 

４－ 

５７１ 

水前寺４丁目 

第３９号線 

中央区水前寺四丁目７１番４ 地先 

中央区水前寺四丁目７１番８ 地先 

９－ 

１０６８ 

楡木２丁目 

第３号線 

北区楡木二丁目１５４７番６ 地先 

北区楡木二丁目１５４７番１６ 地先 

１２－ 

１１３０ 

小峯１丁目 

第３号線 

東区小峯一丁目２６１２番５２８ 地先 

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先 

１２－ 

１１３１ 

小峯１丁目 

第４号線 

東区小峯一丁目２６１２番５３５ 地先 

東区小峯一丁目２６１２番５３３ 地先 

１２－ 

１１３２ 

花立５丁目 

第１４号線 

東区花立五丁目３８３３番２ 地先 

東区花立五丁目３８３４番４ 地先 

１４－ 

３８９ 

重富 

第５２号線 

東区画図町大字重富５７番７ 地先 

東区画図町大字重富５番６ 地先 

１４－ 

３９０ 

重富 

第５３号線 

東区画図町大字重富９５１番８ 地先 

東区画図町大字重富９５１番９ 地先 
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１４－ 

３９１ 

下無田 

第３４号線 

東区画図町大字下無田１３５番１０ 地先 

東区画図町大字下無田１３５番４ 地先 

１５－ 

７３０ 

御幸笛田７丁目 

第８号線 

南区御幸笛田七丁目１５７３番８ 地先 

南区御幸笛田七丁目１５７３番１６ 地先 

１７－ 

５００ 

野口３丁目 

第７号線 

南区野口三丁目９６１番８ 地先 

南区野口三丁目９６１番４ 地先 

１７－ 

７８ 

野口３丁目 

第１号線 

南区野口三丁目１２０２番 地先 

南区野口三丁目１２０９番１ 地先 

１７－ 

４９６ 

野口３丁目 

第３号線 

南区野口三丁目１７１０番３ 地先 

南区野口三丁目９９０番 地先 

１７－ 
５０１ 

野口３丁目 

第８号線 

南区野口三丁目１２０９番１ 地先 

南区野口三丁目１１４３番２ 地先 

１７－ 
５０２ 

野口３丁目 

第９号線 

南区野口三丁目１１３８番４ 地先 

南区野口三丁目１１３８番７ 地先 

２３－ 
８８９ 

小山４丁目 

第８号線 

東区小山四丁目１２７７番３ 地先 

東区小山四丁目１２８２番１ 地先 

２４－ 
５０９ 

梶尾町 

第１０５号線 

北区梶尾町１７８８番１ 地先 

北区梶尾町１７８１番１ 地先 

２４－ 
５１０ 

梶尾町 

第１０６号線 

北区梶尾町１７８１番２ 地先 

北区梶尾町１７８１番７ 地先 

２６－ 
１６８ 

土河原町 

第１３号線 

南区土河原町４６１番１ 地先 

南区土河原町４６１番６ 地先 

２９－ 
３０３９５ 

さんさん１丁目 

第１２号線 

南区城南町さんさん一丁目７番８ 地先 

南区城南町さんさん一丁目７番１３ 地先 

２９－ 

３０３９６ 

さんさん１丁目 

第１３号線 

南区城南町さんさん一丁目７番９ 地先 

南区城南町さんさん一丁目７番５ 地先 

２３－ 

８９０ 

長嶺東３丁目 

第４号線 

東区長嶺東三丁目１６２８番６ 地先 

東区長嶺東三丁目１６２８番１ 地先 

３－ 

１７４ 

新大江３丁目 

第８号線 

中央区新大江三丁目８１８番４ 地先 

中央区新大江三丁目８０８番１１ 地先 



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 484 - 

１１－ 

５２ 

帯山６丁目 

第８号線 

中央区帯山六丁目８５０番５ 地先 

中央区帯山六丁目８４７番３ 地先 

供用開始の期日 
平成２７年３月６日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ８ 号   

平成２７年３月６日   

平成２６年度国民健康保険料納付通知書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明で書類を送達

することができないため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、当該書類は熊本市健康福祉子ども局国保年金課で保管し、送達を受けるべき者の申し出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

７人 

上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 

指定期限  平成２７年３月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ３ ９ 号   

平成２７年３月１０日   
 平成２６年度後期高齢者医療保険料納入通知書１１月分の送達を受けるべき者の住所及び居所が不

明で書類を送達することができないため、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定に基づ

き公示する。 

 なお、当該書類は熊本市健康福祉子ども局国保年金課で保管し、送達を受けるべき者の申し出によ

り交付する。 

                      熊本市長  大 西 一 史   

送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ０ 号   

平成２７年３月１０日   

国民健康保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申し出に

より交付する。 

 熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏人（登載省略） 

平成２６年度 １月期 ３９４人 

１２月期 １６人 

１１月期 ２人 

１０月期 １人 

９月期 ２人 
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８月期 １人 

７月期 ２人 

６月期 ２人 

平成２５年度 ３月期 １人 

２月期 ２人 

１月期 １人 

１２月期 １人 

 上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 

 指定期限  平成２７年３月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ １ 号   

平成２７年３月１０日   

 介護保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２６年度 １月期 １４８人 

１２月期 ３人 

上記の者は、指定期限までに介護保険料を納付するよう通知する。 

指定期限  平成２７年３月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ２ 号   

平成２７年３月１０日   

後期高齢者医療保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２６年度 １月期 １３人 

７月期 １人 

上記の者は、指定期限までに後期高齢者医療保険料を納付するよう通知する。 

指定期限  平成２７年３月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ３ 号   

平成２７年３月１０日   

 第３２回熊本市都市計画審議会の開催にあたり、熊本市都市計画審議会傍聴実施要領（平成１２年

１２月１日）第３条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
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第３２回 熊本市都市計画審議会の会議の開催について 

１ 開催日 

  平成２７年３月１９日（木） 午後１時から 

２ 会場 

熊本市役所 議会棟２階 予算決算委員会室 

３ 付議予定案件 

(1) 熊本都市計画区域区分の変更 

(2) 熊本都市計画用途地域の変更 

(3) 熊本都市計画特別用途地区の変更 

(4) 熊本都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

(5) 熊本都市計画地区計画の決定 佐土原３丁目（その２）地区地区計画 

(6) 熊本都市計画地区計画の決定 佐土原２丁目地区地区計画 

(7) 建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく一般廃棄物処理施設の位置の件施設の位置の件

（南区富合町南田尻） 

４ 意見聴取予定案件等 

その他 

５ 傍聴申込手続き 

(1) 申込期限 平成２７年３月１７日（火） 

(2) 申込先 熊本市都市建設局都市政策課 

(3) 定員 １０人（申込人数が定員を超える場合は公開抽選） 

※傍聴希望者は下記問い合わせ先までご連絡下さい。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ４ 号   

平成２７年３月１０日   

 市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  大 西 一 史   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

供用開始の期日 

区 間 

４０４８ 

花立１丁目 

佐土原１丁目 

第１号線 

東区佐土原一丁目３９４２番２地先から 

東区佐土原一丁目３５９８番１０地先まで
平成２７年３月１０日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ６ 号   

平成２７年３月１１日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 487 - 

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人 

２ 送達をする書類名 

  差押調書（謄本） 

  配当計算書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ７ 号   

平成２７年３月１１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定による届出がされたので、同法第７

８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告

示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ８ 号   

平成２７年３月１１日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 

                   熊本市長  大 西 一 史   

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０７

５８５ 

ヘルパーセンターてとろ城山 

熊本市西区城山下代二丁目１４番２

２号ライフサポートマンション彩里

Ⅱ１F  

特定非営利活動法人生き生きネットワ

ークてとろ 

愛知県名古屋市北区大曽根二丁目９番

６６号 

理事長 八神 威雄 

平成２７年 

３月３１日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 

開始日 

２月２３日 はり札等 ３４ 本山・迎町・富合町杉島 ２月２４日 

２月２４日 

はり札等 ４ 楠 

２月２５日 

立看板等 １ 楠 

２月２６日 立看板等 １ 出町 ２月２７日 

２月２８日 

はり札等 ２３ 刈草・上代・野口 

３月１日 

立看板等 ２ 鳶町 

３月２日 はり札等 １３ 田迎 ３月２日 

３月３日 立看板等 ４ 楡木 ３月４日 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ４ ９ 号   

平成２７年３月１１日   

平成２６年度介護保険料納付通知書（普通徴収）の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明であ

ることから書類を送達することができないため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２及び熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局高齢介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者の申し

出により交付する。                                               

   熊本市長   大 西 一 史   

年  度 料  目 期 別 納 期 限 備  考 

平成２６年度 介護保険料 ２月期

３月期

平成２７年３月３１日 

平成２７年３月３１日 

公示送達者  

１０人 

（登載省略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ５ ０ 号   

平成２７年３月１１日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

 

 

 

３月５日 

はり札等 １２ 小山・富合町杉島・二本木 

３月６日 

立看板等 １ 小山 

３月９日 

はり札等 ４ 八景水谷・梶尾町・渡鹿 

３月１０日 

立看板等 １ 新外 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

１ 放置場所 
熊本市南区日吉一丁目６番１号 

（市営 栗ノ内団地内） 

２ 放置自動車の形状等 

メーカー、車名 種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ホンダ 

レッツⅡＤＸ 

原動機付 

自転車 
黒 諫早市き２５９５ － 

３ 移動・保管日時 移動なし 

４ 保管場所 放置場所に同じ 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 
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告 示 第 １ ５ １ 号   

平成２７年３月１１日   

熊本市放置自動車防止条例（平成１４年条例第３０号）第１７条第２項の規定に基づき、廃物等と

して認定しようとする放置自動車を告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 １ ５ ２ 号   

平成２７年３月１２日   

  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及

び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を

行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 

熊本市長   大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項（登載省略） 

２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２７年３月１２日 

３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １０１台 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 １ ５ ３ 号   

平成２７年３月１３日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１

項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

１ 放置場所 
熊本市中央区黒髪六丁目１７番２号 

（市営 宇留毛団地内） 

２ 放置自動車の形状等 

メーカー、車

名 
種別等 塗色 自動車登録番号標等 車台番号 

ヤマハ 

シグナス 

原動機付 

自転車 
白 不明 

５０N 

－０２９５８７ 

３ 移動・保管日時 移動なし 

４ 保管場所 放置場所に同じ 

５ 連絡先 

熊本市環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 

熊本市中央区手取本町１番１号 

電話番号 ０９６－３２８－２１１１ 内線２３６５ 

介護保険事

業所番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類

４３９０１

０１５５０ 

小規模多機能ホーム むーみん 

熊本市南区城南町塚原１２６０

番地８ 

有限会社 かぐや姫 

熊本市南区城南町東阿高１４８７番地３

代表取締役 濵田 佐代子 

平成２７年 

３月１５日 

小規模多機能型居

宅介護 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ５ ４ 号   

                         平成２７年３月１３日   
 平成２７年３月１０日付け告示第１４３号にて告示した「第３２回 熊本市都市計画審議会の会議

の開催」について、次のとおり修正する。 
                       熊本市長  大 西 一 史   

４ 意見聴取等予定案件 
その他  

を 
４ 意見聴取等予定案件 

(1) 都市計画法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域（集落内開発制度指定区

域）の変更について 
(2) 長期未整備都市計画公園の見直しについて 

に 
５ 傍聴申込手続き 

(1) 申込期限 平成２７年３月１７日（火） 
(2) 申込先 熊本市都市建設局都市政策課 
(3) 定員 １０人（申込人数が定員を超える場合は公開抽選） 
※傍聴希望者は下記問い合わせ先までご連絡下さい。 

を 
５ 傍聴申込手続き 

(1) 申込期限 平成２７年３月１７日（火） 
(2) 申込先 熊本市都市建設局都市政策課 
(3) 定員 １０人（申込人数が定員を超える場合は公開抽選） 
※傍聴希望者は下記問い合わせ先までご連絡下さい。 
※意見聴取等予定案件の「(1)都市計画法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域

（集落内開発制度指定区域）の変更について」は、熊本市情報公開条例第７条第５項の不開示情報

に該当するため、熊本都市計画審議会運営要綱第９条ただし書きに基づき、非公開とし、傍聴は出

来ません。 
に修正する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ２ １ ７ 号   
平成２７年３月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区川口町字南開４０４３番２ 

  ３２９．８８平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

４３９０１

０１５５０ 

小規模多機能ホーム むーみん 

熊本市南区城南町塚原１２６０

番地８ 

有限会社 かぐや姫 

熊本市南区城南町東阿高１４８７番地３

代表取締役 濵田 佐代子 

平成２７年 

３月１５日 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 
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  熊本市北区龍田町弓削 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ １ ８ 号   
平成２７年３月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市西区池田二丁目９４１番、９４２番 
１，１４６．０５平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区江津一丁目 
  氏名 登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ２ ２ 号   
平成２７年３月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区並建町字喜三分１２６番、１２７番、１２８番、１２９番 
１，６０２．５２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市東区江津一丁目１５番６号 
  株式会社 横田産業 
   代表取締役 横田 德二 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ３ ８ 号   
平成２７年３月１０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、熊本県知事から熊本都市

計画道路事業の事業計画の認可の告示があったので、同法第６６条の規定により次のとおり公告する。 
 また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の図書の写しの送付を受

けたので、同法第６２条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 都市計画事業の種類及び名称 
熊本都市計画道路事業 ３・５・４５号 上熊本弓削線 

２ 施行者の名称 
  熊本市 
３ 事業地 
  収用の部分 熊本市中央区黒髪２丁目、黒髪５丁目、渡鹿５丁目及び渡鹿６丁目地内 
  使用の部分 熊本市中央区黒髪２丁目及び渡鹿５丁目地内 
４ 事務所の所在地及び縦覧場所 

熊本市中央区手取本町１番１号    熊本市都市建設局都市政策課 
熊本市中央区花畑町３番１号     熊本市都市建設局道路整備課 

  熊本市東区佐土原３丁目１番６５号  熊本市都市建設局東部土木センター工務課 



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 492 - 

５ 事業施行期間及び縦覧期間 
  平成２７年３月６日から平成３４年３月３１日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ４ １ 号   
平成２７年３月１０日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 
都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局北部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 
熊本市長   大 西 一 史   

１ 名称及び位置 
名   称 

位     置 
番 号 公 園 名 

２・６７９ 打越東公園 熊本市北区打越町２８０番１９外 

２・６８０ 滴水宿ノ元公園 熊本市北区植木町滴水字宿ノ元５２１番５外 

２ 供用開始の期日 
  平成２７年３月１０日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ２ ４ ６ 号   
平成２７年３月１１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区富合町清藤字居合４４４番３、４４４番５、４４６番１ 
１，３３７．５９平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区合志二丁目２番２３号 
  株式会社 優しい住まい 
   代表取締役 西村 聖尚 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公 告 第 ２ ４ ７ 号   
平成２７年３月１１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長 大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市南区城南町高字口ノ坪３２６番２，３２６番３  
   ２３５．０２平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区城南町高 
  氏名 登載省略 
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 公 告 第 ２ ４ ８ 号   
平成２７年３月１２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 
  熊本市長  大 西 一 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  熊本市西区城山半田一丁目１７４番  
   ４２１．３１平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市南区馬渡一丁目 
  氏名 登載省略 
__________________________________________________________________________________________ 

公 告 第 ２ ５ １ 号   
平成２７年３月１３日   

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、平成２６年度

熊本市農用地利用集積計画第１２号を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 縦覧場所  
 熊本市農水商工局農業政策課担い手推進室 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

   中 央 区 告 示 第 ７ 号   
     平成２７年３月９日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年３月３日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 
                    熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  交 通 局   

交 通 局 規 程 第 １ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局職員教育訓練規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局職員教育訓練規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局職員教育訓練規程（昭和３７年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項中「新任者教養と、」を「、新任者教養と」に改める。 
第３条第３項中「別表第１」を「別表」に改める。 
第４条第４項中「かい長」を「かいの長」に、「かい」を「かい」に改める。 
第９条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。 
別表第１を別表とし、同表中自動車車掌の項、自動車運転士の項、自動車運輸員の項及び自動車整

備関係工手の項を削る。 
 
   附 則 
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 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ２ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局災害救助隊規程を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局災害救助隊規程を廃止する規程 
熊本市交通局災害救助隊規程（昭和３０年交通局規程第１１号）は、廃止する。 

 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ３ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局整備管理規程を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局整備管理規程を廃止する規程 
熊本市交通局整備管理規程（昭和６２年交通局規程第５号）は、廃止する。 

 
附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ４ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市自動車運送条例施行規程を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市自動車運送条例施行規程を廃止する規程 
熊本市自動車運送条例施行規程（平成１４年交通局規程第２号）は、廃止する。 

 
附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ５ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局自動車運行管理規程を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局自動車運行管理規程を廃止する規程 
熊本市交通局自動車運行管理規程（平成２３年交通局規程第１８号）は、廃止する。 

 
附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交 通 局 規 程 第 ６ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局自動車安全管理規程を廃止する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 495 - 

熊本市交通局自動車安全管理規程を廃止する規程 
熊本市交通局自動車安全管理規程（平成２５年交通局規程第１３号）は、廃止する。 

 
附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 交 通 局 規 程 第 ７ 号   
平成２７年３月１３日   

熊本市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 
熊本市交通事業管理者  西 本 賢 正   

熊本市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程 
熊本市交通局広告取扱規程（昭和５９年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。 
第２条第２号を削り、同条第３号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とし、同条第５号中

「及び自動車運送事業」を削り、同号を同条第４号とする。 
第４条の２中「及びバス」を削る。 
第１８条中「第４号及び第５号」を「第３号及び第４号」とする。 

 別表中バスの部を削る。 
    附則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第１０号   
平成２７年３月２日   

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 
  その関係図面は、平成２７年３月２日から２週間、熊本市上下水道局管路維持課において一般の縦

覧に供する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 
    平成２７年３月２日 
２ 下水を排除し、及び処理する区域 

(1) 東部処理区 
東区画図町大字所島及び東区戸島四丁目の各一部 

(2) 南部処理区  
南区野口三丁目の一部 

(3) 西部処理区 
西区池上町、西区谷尾崎町、西区中島町、西区中松尾町及び南区八分字町の各一部 

(4) 富合処理区 
南区富合町志々水の一部 

 (5) 植木処理区 
北区植木町小野の一部 

(6) 城南処理区 
南区城南町舞原の一部 

３  供用を開始する排水施設の位置 
    前項に示す区域内 
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４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 
分流式 

５ 下水の処理を開始する終末処理場の位置及び名称 
 (1) 東部処理区 

東区秋津町秋田５３６番 
東部浄化センター 

(2) 南部処理区 
南区元三町四丁目１番１号 
南部浄化センター 

 (3) 西部処理区 
西区沖新町４９４４番３号 
西部浄化センター 

(4)  富合処理区 
宇土市高柳町１３８ 
宇土終末処理場 

(5)  植木処理区 
北区鶴羽田町１２番１号 
熊本北部浄化センター 

(6)  城南処理区 
南区城南町島田４３８番地 
城南町浄化センター 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１１号   
平成２７年３月２日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７７５号 
熊本市東区石原一丁目１０番３５号 
三菱電機システムサービス株式会社 
代表取締役 佐久目 誠記 

平成２７年２月２３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１２号   
平成２７年３月２日   

次の者から給水装置工事の事業の休止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 休止年月日 
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第３２８号 
熊本市西区野中一丁目７番３号 
天龍企業株式会社 
代表取締役 松田 洋 

平成２７年２月１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１３号   
平成２７年３月４日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第１項の規定による営業の廃止の届出があったことに伴い、同規程第１４条第１項第１号の

規定により熊本市排水設備指定工事店の指定を取り消したので、同規程第２２条第２号の規定により

次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 取消年月日 

第５７１号 
熊本市南区富合町上杉４０９番地１ 
亜細亜企画 
代表者 橋本 太 

平成２７年２月１６日 

第１８０号 
熊本市東区画図町下無田１４３２番地２４ 
日建電設株式会社 
代表取締役 井手 正太郎 

平成２７年２月１７日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１４号   
平成２７年３月４日   

熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７２９号 
熊本市西区松尾二丁目２番３６号 
株式会社マルエ工業 
代表取締役 江上 幸一 

平成２７年２月２３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
上下水道局告示第１５号   
平成２７年３月１１日   

次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   
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指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７７６号 
熊本市南区城南町宮地５３２番地１ 
有限会社ヤマグチ商会 
代表取締役 山口 重則 

平成２７年３月３日 

第７７７号 
鹿児島県鹿児島市石谷町１８４５番地４ 
株式会社美喜設備 
代表取締役 松ケ迫 健司 

平成２７年３月３日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教 委 告 示 第 ４ 号   
平成２７年３月１２日   

 熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 
               熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

１ 日時 
平成２７年３月１７日（火） 午後２時から 

２ 場所 
  マスミューチュアル生命ビル ７階 会議室 
３ 議事 

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理

に関する規則の制定について 
(2) 熊本市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について 
(3) 熊本市教育委員会事務局事務専決規則の一部改正について 
(4) 熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について 
(5) 市長の権限に属する事務の補助執行について 
(6) 熊本市博物館の登録に関する規則の制定について 
(7) 熊本市社会教育委員会議規則の制定について 
(8) 熊本市公民館条例施行規則の一部改正について 
(9) 熊本市立図書館設置条例施行規則の一部改正について 
(10) 平成２７年度熊本市教育方針の策定について 
(11) 第三次熊本市子ども読書活動推進計画の策定について 
(12) 平成２７年度管理職員の転任の昇任要請について 

４ 協議 
(1) 平成２７年度管理職員の異動について 
(2) 市立学校教員等採用試験について 

５ 報告 
(1) 平成２８年度学校事務職の採用について 
(2) 平成２６年度研究論文・教育実践 入賞校及び入賞者について 
(3) 龍田西小学校の校章制定について 
(4) 図書サービスのあり方について（案）について 
(5) 平成２６年度学校評価について 
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(6) 熊本市立幼稚園の保育料に関する規則の制定について 
(7) 熊本市児童育成クラブの制度改正について 
(8) 第１１回スクールミーティングの意見交換内容について 
(9) 第１２回タウンミーティングの意見交換内容について 
(10) 広報広聴関係について 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 農 業 委 員 会  

農 委 公 告 第 ３ 号   

平成２７年３月３日   

熊本市農業委員会総会会議規則第２条により農業委員会総会を次のとおり招集する。 

熊本市農業委員会会長  森 日 出 輝   

１ 日時  平成２７年３月６日（金）午後３時 

２ 場所  市役所１４階大ホール 

３ 議題 

  第１号議案 農地法第３条の規定に基づく許可申請（会許可分） 

  第２号議案 事業計画変更 

  第３号議案 農地法第４条の規定に基づく許可申請 

  第４号議案 農地法第５条の規定に基づく許可申請 

第５号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（１２号） 

  第６号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（農地中間管理機構との賃貸 

借） 

  第７号議案 土地改良法第３条による資格証明願 

第８号議案 適格者証明願 

第９号議案 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 

４ 報告事項 

５ その他   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人 委 規 則 第 ３ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

熊本市職員の任用に関する規則（平成６年人委規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「人事委員会が」の次に「別に」を加える。 

第１０条第２項を次のように改める。 

２ 前項各号に規定する職において、前項の選考を受けることができない者については、人事委員会

が別に定めるものとする。 

 第１０条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

別表第２中 

「 

運輸職 電車運転士 
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バス運転士 

電車技工 

バス技工 

                                     」 

                を 

「 

運輸職 

 

電車運転士 

電車技工 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 委 規 則 第 ４ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年人委規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則に次の１条を加える。 

（山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

第７条 平成２７年４月１日前に、山鹿植木広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

施行規則（平成７年規則第１号）の規定に基づきなされた週休日及び勤務時間の割振り等の決定そ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   人 委 規 則 第 ５ 号   

平成２７年３月９日   

営利企業等の従事制限に関する規則の一部の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

営利企業等の従事制限に関する規則の一部を改正する規則 

 営利企業等の従事制限に関する規則（平成６年人委規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第３８条」の次に「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第１１条第７項」を、「職員」の次に「（教育長を含む。）」を加える。 

附則に次の1項を加える。 

（山鹿植木広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う経過措置） 

６ 平成２７年４月１日前に山鹿植木広域行政事務組合 （以下「組合」という。）の職員であった者

で引き続き本市の職員となったもののうち、同日前に組合の任命権者より法第３８条第１項の規定



平成 27 年 3 月 31 日        熊 本 市 公 報        第 1397 号 
 

- 501 - 

に基づく許可を受けた者については、本市の任命権者の許可を受けたものとみなす。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則による改正後の第１条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長については、

適用しない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ６ 号   

平成２７年３月９日   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

管理職員等の範囲を定める規則（平成６年人委規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「本庁」を「本市」に、「別表第１」を「別表」に改め、同条第２項を削る。 

第３条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

別表第２を削り、別表第１を次のように改め、同表を別表（第２条関係）とする。 

別表（第２条関係） 

機関 職 

各機関共通 熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６

年人委規則第１４号）別表第２ア 行政職員給料表級別標準職務

表の６級から９級までに属する職及び同表ウ 医療職員給料表級

別標準職務表の３級から５級までに属する職 
熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成１９年条

例第８号)第２条第１項の規定により採用された特定任期付職員

の職 

本庁

機関 
市長事務部局 （秘書課）主幹及び主査 

（法制課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
（行政経営課）主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
（人事課）主幹並びに人事、服務、給与又は職員団体に関する事

務を行う主査、参事、主任主事及び主事 
（財政課）主幹及び主査 

教育委員会事務局 教育長 
（教育政策課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企

画に関する事務又は職員団体に関する事務を行う参事、主任主事

及び主事 
（教職員課）主幹及び主査並びに人事、服務若しくは給与の企画

に関する事務又は職員団体に関する事務を行う参事、指導主事、

主任主事及び主事 

人事委員会事務局 主幹、主査、参事、主任主事及び主事 
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出先

機関 
人材育成センター 所長 

ふれあい文化センター

（植木ふれあい文化セン

ターを含む。） 

館長 

西原公園児童館 館長 

勤労青少年ホーム 館長 

金峰山少年自然の家 所長 

子ども・若者総合相談セ

ンター 
所長 

扇田環境センター 所長 

秋津浄化センター 所長 

消費者センター 所長 

計量検査所 所長 

西部土木センター河内分

室 
室長 

土木センター地域整備室 室長 

まちづくり交流室 室長 

農業振興課分室 室長 

西区役所芳野分室 室長 

公民館 館長 

高等学校 校長 教頭 事務長 

総合ビジネス専門学校 校長 教頭 

中学校 校長 教頭 

小学校 校長 教頭 

幼稚園 園長 

熊本市立植木図書館 館長 

農業委員会分室 室長 

備考 この表において、「主幹」とは、課長補佐、所長補佐、室長補佐、館長補佐、場長補佐及び

補佐の職にあるものを含むものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則による改正後の別表の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長について適用

する。 
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人 委 規 則 第 ７ 号   

平成２７年３月９日   

 熊本市職員給与支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員給与支給規則の一部を改正する規則 

熊本市職員給与支給規則（平成６年人委規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第６号中「地方公務員法」を「法」に改め、同項に次の１号を加える。 

(8) 配偶者同行休業（法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。）を始

め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合 

第３条第２項中「又は教特法」を「教特法」に、「大学院修学休業をしている」を「大学院修学休

業をし、又は法第２６条の６第１項の規定により配偶者同行休業をしている」に改める。 

 

  附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ８ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市通勤手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

熊本市通勤手当支給規則（平成６年人委規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項第３号及び第１６条第２項中「自己啓発等休業をし」の次に「、法第２６条の６第

１項に規定する配偶者同行休業をし」を加える。 

 

  附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 ９ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則 

熊本市期末手当及び勤勉手当支給規則（平成６年人委規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８号中「第２６条の５」を「第２６条の５第１項」に改め、同条に次の１号を加える。 

(9) 法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をしている職員 

第３条第２号エを次のように改める。 

エ 削除 

第７条第２項に次の１号を加える。 

(8) 第２条第９号に掲げる職員として在職した期間については、その２分の１の期間 

第８条第１項第３号を次のように改める。 

(3) 削除 

第９条に次の１号を加える。 

(7) 第２条第９号に該当する職員 

第１３条第２項に次の１号を加える。 

(14) 第２条第９号に掲げる職員として在職した期間 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則による改正後の第３条及び第８条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職する教育長

については、適用しない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ ０ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市住居手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市住居手当支給規則の一部を改正する規則 

熊本市住居手当支給規則（平成６年人委規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員を除く。）」

を加える。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

人 委 規 則 第 １ １ 号   

平成２７年３月９日   

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

熊本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成６年人委規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 

別表第３エ 教育職給料表(1)初任給基準表中 

「 

教諭 

養護教諭 

教員 

博士課程修了 ２級３１号給 

修士課程修了 ２級１５号給 

大学卒 ２級３号給 

短大卒 １級１１号給 

講師 

養護助教諭 

助教諭 

実習助手 

大学卒 １級２３号給 

短大卒 １級１１号給 

高校卒 １級３号給 

                                            」 

を 

「 

教諭 

養護教諭 

教員 

博士課程修了 ２級３３号給 

修士課程修了 

専門職学位課程修了 

２級１７号給 
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大学卒 ２級５号給 

短大卒 １級１５号給 

講師 

養護助教諭 

助教諭 

実習助手 

大学卒 １級２５号給 

短大卒 １級１５号給 

高校卒 １級５号給 

                                            」 

に改める。 

 

別表第３オ 教育職給料表(2)初任給基準表中 

「 

教諭 博士課程修了 ２級４３号給 

修士課程修了 ２級２７号給 

大学卒 ２級１５号給 

短大卒 ２級３号給 

講師 

助教諭 

大学卒 １級２３号給 

短大卒 １級１１号給 

高校卒 １級３号給 

                                            」 

を 

「 

教諭 博士課程修了 ２級４５号給 

修士課程修了 

専門職学位課程修了 

２級２９号給 

大学卒 ２級１７号給 

短大卒 ２級７号給 

講師 

助教諭 

大学卒 １級２５号給 

短大卒 １級１５号給 

高校卒 １級５号給 

                                            」 

に改める。 

 

別表第４中 

「 

 三 専門職学位

課程修了 

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修

了 

                                            」 

を 

「 

 三 専門職学位

課程修了 

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課

程の修了 

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免

許等の資格 
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                                            」 

に改める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


